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（SNS等インターネット上で偽・誤情報を見かけたことがある人が約６割）

（ ４）第 ２節のまとめ
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凡　例

１　用語

　本報告で用いる用語の定義は、基本的には次のとおりとする。ただし、データの制約や分析目的
に応じて異なった定義を用いる場合は、本文中で明記する。

（１�）PIO-NET：独立行政法人国民生活センター（以下「国民生活センター」という。）と全国の
消費生活センターや消費生活相談窓口（以下「消費生活センター等」という。）をオンラインネッ
トワークで結んだ「全国消費生活情報ネットワークシステム」（Practical Living Information 
Online Network System）のこと。2021年４月１日及び2023年４月１日に商品別分類及びキー
ワード改訂を行っているため、一部を除き当該改訂前後のデータの時系列での比較はできない。
そのため、「消費生活相談の商品別分類別件数」等の一部図表では、2023年４月１日以降のデー
タを分析している。

　　�　本報告で用いるPIO-NETデータ（消費生活相談情報）は、原則として2024年３月31日まで
に登録された苦情相談で集計している。なお、PIO-NETデータは消費生活センター等での相談
受付からデータベースへの登録までに一定の時間を要するため、相談件数データは今後増加す
る可能性がある。また、全国の消費生活センター等の相談窓口からの「経由相談」は除いて集
計している。相談について、性別、年齢層別、職業別、地域別等の属性別に分析を行っている
ところは、当該相談のきっかけとなった商品・サービスの契約者を基準としている。

　　�　また、「商品キーワード」とは、相談の主体となる商品・役務等の種類を表すキーワードであ
り、上位、中位及び下位から成る３段階構成となっている。下位ほど小さい概念になっている。

PIO-NETに関する用語の説明
（商品・サービス）

用　語 説　明

商品一般
商品の相談であることが明確であるが、分類を特定できない、又は特定する必

要のないもの。身に覚えがなく債権の内容も不明な請求に関する相談を含む。

他の健康食品 「健康食品」のうち、あらかじめ設定された具体的な分類に当てはまらないもの。

保健衛生品その他
「保健衛生品」のうち、あらかじめ設定された具体的な分類に当てはまらない

もの。マスク、人体用冷却シート等を含む。

他の娯楽等情報配信サービス
「娯楽等情報配信サービス」のうち、音楽や映像の配信サービス、アダルト情

報以外のもの。副業関連や趣味・娯楽関連の情報商材等を含む。

金融コンサルティング

投資顧問やファイナンシャルプランニング、投資情報提供セミナー、投資セミ

ナー等。資産運用のノウハウや、投資で簡単にもうかる方法を教える情報商材

を含む。

金融関連サービスその他

「金融・保険サービス」のうち、あらかじめ設定された具体的な分類に当ては

まらないもの。クレジットカードの入退会・会費や両替、暗号資産（仮想通貨）

そのものの購入を含む。

保健・福祉その他

「保健・福祉サービス」のうち、あらかじめ設定された具体的な分類に当ては

まらないもの。行政機関をかたった新型コロナワクチン接種に関する不審なメー

ルを含む。

役務その他サービス
「他の役務」のうち、あらかじめ設定された具体的な分類に当てはまらないもの。

副業サポートやビジネスコンサルティング等のサービスを含む。

他の内職・副業
「内職・副業」のうち、あらかじめ設定された具体的な分類に当てはまらない

もの。アフィリエイト・ドロップシッピング内職等を含む。
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（販売方法・手口）

用　語 説　明

インターネット通販

オンラインショッピング等、インターネット等のネットワークを利用して行わ

れる取引。ここでは、出会い系サイト等の有料サイト等のサービスも含めてイ

ンターネット通販としている。

電話勧誘販売
販売業者が消費者に電話をかけ、又は特定のやり方で電話をかけさせ、その電

話における勧誘により、郵便等で契約を締結する販売方法のこと。

訪問購入
購入業者が、消費者の自宅等、営業所等以外の場所において、売買契約の申込

みを受け、又は売買契約を締結して物品等を購入する方法。

ネガティブ･オプション

（送り付け商法）

契約を結んでいないのに商品を勝手に送り付け、商品を受領したことで、支払

義務があると消費者に勘違いさせて代金を支払わせようとする手口。身に覚え

のない商品が届き、商品と一緒に請求書が同封されているなどの手口。

マルチ取引

商品・サービスを契約して、次は自分が買い手を探し、買い手が増えるごとにマー

ジンが入る取引形態。買い手が次にその販売組織の売り手となり、組織が拡大

していく。

架空請求 身に覚えのない代金の請求。

（２�）消費者事故等：消費者安全法第２条第５項で定義される事故及び事態。事業者が供給する商
品・サービスについて、消費者の使用・利用に伴って生じた生命や身体に影響する事故、虚偽・
誇大広告その他の消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するような行為が事業者により行わ
れた事態やそのおそれがあるもの。

（３）生命身体事故等：消費者事故等のうち、生命や身体に影響する事故及びそのおそれがあるもの。

（４�）財産に関する事態：消費者事故等のうち、生命身体事故等を除いたもの。虚偽・誇大広告そ
の他の消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するような行為が事業者により行われた事態及
びそのおそれがあるもの（本文中では「財産事案」と表記）。

（５�）重大事故等：生命身体事故等のうち、死亡や30日以上の治療を要するけが等、被害が重大
であった事案やそのおそれがあるもの。

（６�）CCJ：国民生活センター越境消費者センター（Cross-border Consumer center Japan）の略称。
越境取引における日本の消費者と海外の事業者、海外の消費者と日本の事業者との間の取引に
おいて発生したトラブルの解決支援を行っている。

（７�）新未来創造戦略本部：消費者庁新未来創造戦略本部の略称。新未来創造戦略本部は、2017
年に開設された消費者行政新未来創造オフィスの成果を踏まえ、全国展開を見据えたモデルプ
ロジェクトや消費者政策の研究、国際業務等の拠点として2020年７月30日、徳島県に開設さ
れた。

２　年号表記

　本報告は、閣議決定を経て国会に提出する年次報告であり、表題は元号表記となっているが、本
文中では、経済活動において西暦表記が用いられることが多いこと、海外データとの比較が必要と
なる部分もあること、グラフにおいては西暦表記の方がなじみやすいと考えられることから、原則
として西暦表記を用いている。
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３　法令名の略称

　本報告で用いる主な法令の名称及び番号は次のとおりである。また、特に断りがない限り、基本
的に以下の略称を用いる。

法　令　名 略　称 番号

食品衛生法 昭和22年法律第233号

金融商品取引法 昭和23年法律第25号

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 出資法 昭和29年法律第195号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関

する法律
医薬品医療機器等法 昭和35年法律第145号

割賦販売法 昭和36年法律第159号

家庭用品品質表示法 昭和37年法律第104号

不当景品類及び不当表示防止法 景品表示法 昭和37年法律第134号

消費者基本法 昭和43年法律第78号

消費生活用製品安全法 昭和48年法律第31号

国民生活安定緊急措置法 昭和48年法律第121号

特定商取引に関する法律 特定商取引法 昭和51年法律第57号

貸金業法 昭和58年法律第32号

預託等取引に関する法律 預託法 昭和61年法律第62号

製造物責任法 PL法 平成 ６年法律第85号

住宅の品質確保の促進等に関する法律 住宅品確法 平成11年法律第81号

消費者契約法 平成12年法律第61号

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 特定電子メール法 平成14年法律第26号

健康増進法 平成14年法律第103号

独立行政法人国民生活センター法 国民生活センター法 平成14年法律第123号

食品安全基本法 平成15年法律第48号

個人情報の保護に関する法律 個人情報保護法 平成15年法律第57号

公益通報者保護法 平成16年法律第122号

米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関す

る法律
米トレーサビリティ法 平成21年法律第26号

消費者庁及び消費者委員会設置法 平成21年法律第48号

消費者安全法 平成21年法律第50号

消費者教育の推進に関する法律 消費者教育推進法 平成24年法律第61号

食品表示法 平成25年法律第70号

消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手

続の特例に関する法律
消費者裁判手続特例法 平成25年法律第96号

特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正

な流通の確保に関する法律
チケット不正転売禁止法 平成30年法律第103号

食品ロスの削減の推進に関する法律 食品ロス削減推進法 令和元年法律第19号

取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保

護に関する法律
取引DPF消費者保護法 令和 ３年法律第32号

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 不当寄附勧誘防止法 令和 ４年法律第105号
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４　調査

　主として使用している調査の概要は次のとおりである。
　なお、調査結果におけるNは質問に対する回答者数。
　また、複数回答ができる質問では回答数の合計を回答者数（母集団も標本サイズも「N」とする。）
で割った比率は通常100％を超える。

（１）消費者意識基本調査
　　�　日頃の消費生活での意識や行動、消費者事故・トラブルの経験等を聞き、消費者問題の現状
や求められる政策ニーズ等を把握するために、消費者庁が毎年度実施している調査。2023年
度の概要は次のとおり。

　　　ア　調査項目
　　　　�　生活全般や消費生活における意識や行動、インターネットやSNSの利用、消費者事故・

トラブル
　　　イ　調査対象
　　　　　（ア）母集団：全国の満15歳以上の日本国籍を有する者
　　　　　（イ）標本数：10,000人
　　　　　（ウ）抽出方法：層化２段無作為抽出法
　　　ウ　調査期間
　　　　　2023年11月１日～15日
　　　エ　調査方法
　　　　　郵送配布・郵送回収（Web回答併用）
　　　オ　有効回収数（率）
　　　　　5,544人（55.4％）

（２）消費生活意識調査
　　�　消費者の意識や行動、消費者問題等を聞き、消費者の意識や求められる政策ニーズを把握し、
消費者政策の企画立案や広報等にいかすために、随時実施している調査。2023年度の概要は
次のとおり。

　　　ア　調査対象
　　　　　（ア）母集団：全国の満15歳以上の調査会社保有のモニター
　　　　　（イ）標本数：5,000人
　　　イ　調査期間
　　　　　第１回　2023年４月20日～22日
　　　　　第２回　2023年８月31日～９月３日
　　　　　第３回　2023年10月５日～８日
　　　　　第４回　2023年12月21日～24日
　　　　　第５回　2024年２月８日～11日
　　　ウ　調査方法
　　　　　Web回答（アンケート調査）
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５　その他

（１�）本報告で引用している統計及び調査結果については、原則として2024年３月31日公表まで
のデータに基づいている。

　　　なお、これらの結果は確定値のほか、速報値（暫定値、推計値）等を含む場合がある。

（２）URLの表記は、本報告作成時点のものである。

（３�）単位の繰上げは、原則として四捨五入による。単位の繰上げにより、内訳の数値の合計と、
合計欄の数値が一致しないことがある。

（４）構成比（％）についても、単位の繰上げのため合計が100とならない場合がある。

（５）原典が外国語で記されている資料の一部については、消費者庁仮訳が含まれる。

（６�）本報告に掲載している文章、図表を引用する際は、公正な慣行に合致し、かつ、引用の目的
上正当な範囲内で行うようにするとともに、必ず「令和６年版消費者白書」から引用した旨及
び当該文章又は図表の掲載されている本報告のページ数を記載すること。

（７�）本報告に掲載している図表のうち、消費者意識基本調査にて作成されたものにおける「10
歳代後半」とは、15歳から19歳までである。

（８�）本報告に掲載している図表のうち、消費者意識基本調査にて作成されたものにおける「全体」
とは、10歳代後半から70歳以上までの全データを指す。

（９�）本報告に掲載しているKPIは、代表的な指標の抜粋であり、全てのKPI指標を網羅している
ものではない。
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　消費者を取り巻く環境は日々変化しており、

その中でもオンライン取引の増加やAI技術の普

及といったデジタル化の進展は顕著にみられま

す。こうした環境変化は日本だけのものではな

く、様々な国・地域においても共通しており、

デジタル化が消費者にどのような影響を与える

のか、国際的にも活発な議論がされています。

デジタル化は消費者がより多くの情報にアクセ

スすることを可能にし、商品やサービスの選択・

購入も容易にするなど、多くの利便性向上をも

たらしました。一方で、デジタル技術の進展や

取引環境の変化が新たな課題を生じさせる側面

もあり、消費者行政もこのような時代の変化に

対応していくことが必要とされています。

　このため、今回の消費者白書では、消費者の

脆弱性に関する近年の議論と、デジタル化が進

む社会における課題に着目し、「変化する取引

環境と消費者～デジタル社会と消費者の脆弱

性～」を特集テーマとして取り上げました。 

　特集では、まず、特定の類型や属性に当ては

まる消費者だけが不利益な立場に置かれるわけ

ではなく、誰しもが脆弱な消費者となる可能性

があるという、近年の消費者の脆弱性に関する

概念の変化について、消費者意識基本調査の結

果や経済協力開発機構（OECD）の報告書等も

紹介しつつ概説します。そして、そのような脆

弱性を前提として、デジタル社会において、ど

のようなことが課題と考えられるのか、オンライ

ン取引に関する消費者の意識や学識経験者への

インタビュー、民間事業者の取組等を紹介しつ

つ分析を行うことによって、デジタル社会に対

応した消費者行政の在り方について展望します。

　特集以外では、消費者安全法の規定に基づく

「消費者事故等に関する情報の集約及び分析の

取りまとめ結果等」の報告及び消費者基本法の

規定に基づく「消費者政策の実施の状況」の報

告を行っています。 

　第１部第１章では、消費者安全法の規定に基

づいて消費者庁に通知された消費者事故等を始

めとした事故情報等や、全国の消費生活セン

ター等に寄せられた消費生活相談の状況、消費

者被害・トラブル額の推計について示しています。

　第２部では、近年の消費者庁の主な施策と、

政府が実施してきた2023年度の消費者政策の

実施状況の詳細について、消費者基本計画に規

定された項目に沿って、消費者行政の各分野の

取組をまとめています。このような政策の実施

状況を取りまとめることにより、本報告は、消

費者基本計画の実施状況のフォローアップとし

ての機能も兼ねています。
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第１部

消費者事故等に関する情報の集約
及び分析の取りまとめ結果等

第１節	 消費者庁に通知された消費者事故等に関する

	 情報の集約及び分析の取りまとめ結果

第２節	 消費者庁に集約された生命・身体に関する

	 事故情報等

第３節	 消費生活相談の概況

第４節	 消費生活相談のトピックス

第５節	 消費者被害・トラブルの経験と

	 被害・トラブル額の推計

１第 章



　本章では、第１節において、消費者安全法の規定に基づき、消費者庁に通知された消費者事故等
に関する情報を取り上げます。
　第２節では、消費者庁に寄せられた生命・身体に関する事故情報について取り上げます。
　第３節では、全国の消費生活センター等1に寄せられた消費生活相談について、属性別にみた相
談の動向、相談の多い商品やサービス等を概観します。
　第４節では、消費生活相談のトピックスとして、成年年齢引下げ後の18歳・19歳の消費生活相
談や、SNSが関係する消費生活相談等の内容を紹介します。
　第５節では、最近の消費者被害・トラブルに関する意識と経験についてのアンケート結果や、
2023年の消費者被害・トラブル額の推計結果を紹介します。

消費者庁に通知された消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果第１節

消費者安全法の規定に基づき 
消費者事故等に関する情報を集約

　消費者安全法は、2008年６月に閣議決定さ
れた「消費者行政推進基本計画」を踏まえ、
2009年５月に消費者庁関連三法2の一つとして
成立し、同年９月、消費者庁の設置とともに施
行されました。これにより、消費者事故等の発
生に関する情報が消費者庁に一元的に集約さ
れ、消費者被害の発生又は拡大防止のための各
種措置が講じられるようになりました。
　消費者安全法における消費者事故等とは、消
費者と事業者の関係において生じた消費生活の
安全を脅かす事故等をいい、生命・身体に関す
る事故のみならず、財産に関する事態（以下「財
産事案」という。）も含みます（図表Ⅰ-1-1-
1）（図表Ⅰ-1-1-2）。また、重大事故等とは、

生命・身体に関する事故のうち、被害が重大な
ものやそのおそれがあるものをいいます。同法
第12条第１項の規定に基づき、行政機関の長、
都道府県知事、市町村長及び国民生活センター
の長は、重大事故等が発生した旨の情報を得た
ときは、それを直ちに消費者庁（内閣総理大臣）
に通知することとされています。また、重大事
故等以外の消費者事故等が発生した旨の情報を
得た場合であって、被害が拡大し、又は同種・
類似の消費者事故等が発生するおそれがあると
認めるときにも、同条第２項の規定に基づき、
消費者庁（内閣総理大臣）に通知することとさ
れています。そして、消費者庁（内閣総理大臣）
は、これらの通知により得た情報等が消費者安
全の確保を図るために有効に活用されるよう、
迅速かつ適確に情報等を集約、分析し、その結
果を取りまとめ、関係行政機関、関係地方公共

１第 章
消費者事故等に関する情報の集約
及び分析の取りまとめ結果等

１�）国民生活センター並びに都道府県、政令市及び市区町村の消費生活センターや消費生活相談窓口。
２�）消費者庁及び消費者委員会設置法、「消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」（平
成21年法律第49号）及び消費者安全法を指す。
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団体及び国民生活センターに提供します。また、
消費者庁（内閣総理大臣）は、取りまとめた結
果を消費者委員会に報告し、国民に対して公表

するとともに、国会に報告を行います。なお、
消費者庁に通知された重大事故等については、
定期的に事故の概要等を公表しています。

図表Ⅰ-1-1-1 「消費者事故等」と「重大事故等」・「多数消費者財産被害事態」の関係

多数消費者
財産被害事態

生命身体事故等（法第２条第６項）

消費者事故等

重大事故等

（法第２条第５項第１号）
〈被害が発生した事故〉

（法第２条第５項第２号）
〈事故発生のおそれのある事態〉

（法第２条第５項第３号）

（法第２条第７項第１号） （法第２条第７項第２号）

消費安全性を欠く商品等・
役務の消費者による使用等
が行われた事態のうち、左
の事故が発生するおそれが
あるものとして政令で定め
る要件に該当するもの

消費者の利益を不当に害し、又は消費者の自主的かつ合理
的な選択を阻害するおそれがある行為であって政令で定め
るものが事業者により行われた事態

上の事態のうち、同号に定める行為に係る取引であって次
のいずれかに該当するものが事業者により行われることに
より、多数の消費者の財産に被害を生じ、又は生じさせる
おそれのあるもの

・商品等・役務の消費者に
よる使用等に伴い生じた
事故

・死亡、負傷又は疾病
（１日以上の治療期間）、
一酸化炭素中毒等

上の事態のうち左の事故を
発生させるおそれがあるも
のとして政令で定める要件
に該当するもの（火災等）

上の事故のうち被害が重大
なもの（死亡、負傷又は疾
病（30日以上の治療期間）、
一酸化炭素中毒等）

（法第２条第８項第１号） （法第２条第８項第２号）

左に掲げるもののほか、消
費者の財産上の利益を侵害
することとなる不当な取引
であって、政令で定めるも
の

消費者の財産上の利益を侵
害することとなる不当な取
引であって、事業者が消費
者に対して示す取引の対象
となるものの内容又は取引
条件が実際のものと著しく
異なるもの

財産に関する事態（法第２条第５項第３号）

図表Ⅰ-1-1-2 消費者安全法に定める消費者事故等の概念図

注：�事業者とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者（国、地方公共団体、NPOを含む。）をいい、個人にあっては、当該事業を行う

ものに限る。消費者とは、個人（事業を行う場合におけるものを除く。）をいう。

生命・身体分野

消費者と事業者の関係において生じた消費生活の安全を脅かす事故等

商品や施設、工作物等、又は役務によって生命・身体に被害が発生した事故（※１）
又はそのおそれのある事態

財産分野

消費者の利益を不当に害し、又は消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそ
れがある行為であって政令で定めるもの（※２）が事業者により行われた事態
※２　虚偽又は誇大な広告・表示、不実告知、断定的判断の提供等

事業として供給された
商品・製品の消費者に
よる使用等に伴い生じ
た事故等

事業として又は事業の
ために提供されたサー
ビスの消費者による使
用等に伴い生じた事故
等

事業のために提供又は
利用に供された物品・
施設・工作物の消費者
による使用等に伴い生
じた事故等

「事業者」との関係
がないもの

（例）自然災害

「消費生活」におい
て生じた事故では
ないもの

（例）
・労働災害
・公害

（例）
・薬品による健康被害
・自動車の欠陥による事故
・家電製品による発火
・健康食品による健康被害

（例）
・有料サイトの利用料が未納となっているとして料金の支払を要求するもの
・在宅ワークを希望する消費者に様々な名目で多額の金銭の支払を要求するもの
・必ず稼げるなどとして、高額な情報商材等を販売するもの
・収益を得られるなどとうたい、通信機器に高額の投資をさせるもの

（例）
・バス、タクシー、鉄道、

航空機等の事故
・医療事故
・レストランでの食中毒
・学校での授業中の事故
・エステによる皮膚障害

（例）
・駅やスーパーでのエレ

ベーター事故
・公園遊具による事故
・道路の陥没事故
・菓子のおまけの玩具の

誤飲事故

消
費
者
事
故
等

※１　商品等又は役
務が消費安全性を欠
くことにより生じた
ものではないことが
明らかであるものを
除く。
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2023年度に通知された 
消費者事故等は１万6,298件

　消費者安全法の規定に基づき2023年度に消
費者庁（内閣総理大臣）に通知された消費者事
故等は１万6,298件で、2022年度の１万5,308
件から6.5％増加しました。内訳は、同法第12
条第１項等の規定に基づいて通知された重大事
故等が1,658件（2022年度1,351件、前年度比
22.7％増）、同条第２項等の規定に基づいて通
知された消費者事故等が１万4,640件（2022
年度１万3,957件、前年度比4.9％増）でした。
　このうち、生命身体事故等は5,635件（2022
年度4,914件、前年度比14.7％増）、重大事故
等を除く生命身体事故等は3,977件（2022年

度3,563件、前年度比11.6％増）、財産事案は
１万663件（2022年度１万394件、前年度比
2.6％増）でした（図表Ⅰ-1-1-3）。
　重大事故等を事故内容別にみると、「火災」が
1,256件（75.8％）で８割弱を占めています（図
表Ⅰ-1-1-4）。事故内容が「火災」の事例としては、
主に自動車、生活家電、リチウムイオン電池内蔵
充電器やポータブル電源等のその他の光熱水品
からの出火が火災につながった例がみられます。
　重大事故等を除く生命身体事故等を事故内容
別にみると、2023年度は「その他」が2,499
件（62.8％）で最も多く、次いで「異物の混入・
侵入」が680件（17.1％）でした。「その他」
の内容は、そのほとんどがアレルゲン表示の欠
落や消費期限の誤表示等の食品表示法違反によ

図表Ⅰ-1-1-3
消費者安全法の規定に基づき消費者庁に通知された消費者事故等の件数の

推移

（備考）　 １．�消費者安全法の規定に基づき、行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長から消費者庁に通知され

た消費者事故等の件数。

　　　　 ２．�「重大事故等」とは、消費者安全法第12条第 １項等の規定に基づき通知された重大事故等のこと。

11,944 11,414

14,941 15,308
16,298

9,312 8,979

10,949 10,394
10,663

1,241 948 2,492 3,563 3,977

1,391 1,487 1,500 1,351 1,658
0

15,000

12,000

9,000

6,000

3,000

（件）
18,000

2019 2020 202320222021 （年度）

重大事故等を除く生命身体事故等重大事故等 財産事案

生命身体
事故等

5,635
重大事故等

消費者安全法
第12条第２項等
の規定に基づき
通知された
消費者事故等
14,640

図表Ⅰ-1-1-4 生命身体事故等（重大事故等）の事故内容別の推移

（備考）　 １．�消費者安全法の規定に基づき、消費者庁に通知された消費者事故等のうち、生命身体事故等（重大事故等）の件数。

　　　　 ２．�「その他」には、発煙・発火・過熱、点火・燃焼・消火不良、破裂、ガス爆発、ガス漏れ、燃料・液漏れ等、化学物質に

よる危険、漏電・電波等の障害、製品破損、部品脱落、機能故障、操作・使用性の欠落、誤飲、中毒、異物の混入・侵入、

腐敗・変質、その他、無記入が含まれる。

1,391
1,487 1,500

1,351

1,658

155
162 127

95

16
13 16

12
116

108 105
103

1,104 1,204 1,252 1,141

176

15211

1,256

0

1,500

1,000

500

2019 202220212020 2023（年度）

2,000
（件）

火災 転落・転倒・不安定 交通事故 その他
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る食品リコールです。「異物の混入・侵入」の
内容は、食品に対するビニール片や金属片等の
異物混入の食品衛生法違反による食品リコール
です（図表Ⅰ-1-1-5）。
　消費者庁では、消費者に対しこのような生命
身体事故等の通知を端緒とした注意喚起を実施
しています。2023年度は、行楽シーズンでの
レジャー事故3や、葬儀の際の棺内のドライア

イスによる事故4について、事故事例を取り上
げながら、注意点をまとめ、消費者へ事故防止
を呼び掛けました。
　財産事案を商品・サービス別にみると、
2023年度は「商品」が6,120件（57.4％）で、
「サービス」は4,348件（40.8％）でした（図
表Ⅰ-1-1-6）。

図表Ⅰ-1-1-5 生命身体事故等（重大事故等を除く。）の事故内容別の推移

（備考）　 １．�消費者安全法の規定に基づき、消費者庁に通知された消費者事故等のうち、生命身体事故等（重大事故等を除く。）の件数。

　　　　 ２．�「その他」には、発煙・発火・過熱、点火・燃焼・消火不良、破裂、ガス爆発、ガス漏れ、燃料・液漏れ等、化学物質に

よる危険、漏電・電波等の障害、製品破損、部品脱落、機能故障、転落・転倒・不安定、操作・使用性の欠落、交通事故、

誤飲、その他、無記入が含まれる。

　　　　 ３．�2021年 ６ 月から、食品衛生法及び食品表示法の改正により、食品リコールの届出が義務化。

20 111

3 4

0 0

40

1,241
948

2,492

3,563
3,977

616
570

2,077

2,465
2,499

183

622 374 355
451 615

536 680
0

（件）
4,000

2019 2020 202320222021 （年度）

異物の混入・侵入 中毒 腐敗・変質 その他

1,000

2,000

3,000

図表Ⅰ-1-1-6 消費者庁に通知された財産事案の件数の推移

（備考）　�消費者安全法の規定に基づき、消費者庁に通知された消費者事故等のうち、財産事案の件数。

9,312 8,979

10,949 10,394

167 162

165 125

4,389 4,059

4,366 4,354

4,756 4,758
6,418 5,915

10,663
195

4,348

6,120

0

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

（件）
12,000

2019 202220212020 （年度）2023

商品 サービス 他の相談

３�）消費者庁「行楽シーズン到来！安全にレジャーを楽しみましょう」（2023年４月27日公表）
４�）消費者庁・国民生活センター「棺内のドライアイスによる二酸化炭素中毒に注意」（2023年９月21日公表）
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　「商品」の内訳は、「光熱水品」が31.0％と
最も多く、次いで「保健衛生品」が5.0％でした。
　「サービス」の内訳は、「金融・保険サービス」
が12.0％と最も多く、次いで「教養・娯楽サー
ビス」が6.1％でした（図表Ⅰ-1-1-7）。
　消費者庁では、通知された情報を基に消費者
への注意喚起を実施しており、財産事案におい
ては2023年度に注意喚起を16件実施しました
（図表Ⅰ-1-1-8）。注意喚起の主な事案は、公
式通販サイトであると誤認させて商品を注文さ

せ、実際には注文した商品が届かないといった
偽サイトに関する事案、追加費用なしで確実に
痩身効果が得られるかのように告げて消費者を
勧誘するが、実際には製品を追加購入させ、効
果についても不確実なものである事案、高額な
サポート契約をすればその利用金額を上回る収
益を得られると告げて多額の金銭を支払わせる
が、当該収益を得ることができるかどうかは不
確実な副業の事案等です。

図表Ⅰ-1-1-7 通知された財産事案の内訳（2023年度）

（備考）　 １．�消費者安全法の規定に基づき、2023年度に消費者庁に通知された消費者事故等のうち、財産

事案についての内訳。

　　　　 ２．�「その他の役務」とは、他の行政サービス、役務一般、管理・保管及びクリーニング。

商品
57.4％

サービス
40.8％

光熱水品　31.0％

保健衛生品　5.0％

教養娯楽品　4.6％

食料品　4.3％
住居品　2.8％

商品一般　2.7％

土地・建物・設備　2.7％
被服品　2.4％

車両・乗り物　1.6％
他の商品　0.3％

金融・保険サービス　12.0％

教養・娯楽サービス　6.1％

保健・福祉サービス　6.0％

他の役務　5.6％

工事・建築・加工　2.8％

修理・補修　2.8％

運輸・通信サービス　2.0％

内職・副業・ねずみ講　1.4％

教育サービス　1.0％

レンタル・リース・貸借　0.7％

他の相談　1.8％

その他の役務　0.5％
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図表Ⅰ-1-1-8 消費者安全法の規定に基づく注意喚起を実施した財産事案例（2023年度）

手口 具体例

偽サイト（ ６ 件）

人気インテリア家具や雑貨等のブランドのロゴ等を盗用した偽サイト
において、公式通信販売サイトであると消費者を誤認させて商品を注
文させ、これにより、注文した商品が届かなかった。

事業者の人気の女性用衣料品等の商品ブランドロゴ等を使用した、
SNS等上の偽広告や偽サイトにおいて、あたかも正規品を販売するか
のように消費者を誤認させて商品を注文させていたが、消費者に販売
した商品は、当該事業者とは関係のない商品であった。

痩身効果をうたう商品の追加購

入を勧誘する手口（ ６ 件）

LINEメッセージにおいてあたかも、痩身効果をうたうお茶、錠剤等を
一度購入し、数十日間摂取等すれば追加費用を支払うことなく痩身効
果が得られるかのように消費者を勧誘していたが、実際には、痩身効
果を得るためにはこれらの製品を追加購入する必要があるとして、追
加費用を支払わせていた。
また、LINEメッセージにおいて、永遠にリバウンドしない、ダイエッ
ト成功後もリバウンドする心配はないなどと、得られた減量効果が維
持されることが確実である旨を説明して消費者を勧誘していたが、体
重の増減については個人の食生活等の事情に左右されるものであり、
不確実なものであった。

簡単に稼げると見せかける手口

（ ２件）

ウェブサイト上等で表示したマニュアルにおいて、消費者に対し、あ
たかも、スタンプ送信だけで、日給 ５ 万円以上が得られる副業である
かのように、また、スマホから離れていても自動的に報酬が発生する
かのように表示するなどしていたが、実際の作業内容等は、全く異な
るものであった。
また、電話勧誘により、高額なサポートプランを契約すれば、サポー
トプランの利用金額を上回る収益を得ることができると説明していた
が、実際には不確実なものであった。

実態と異なるトイレ修理料金の
ウェブサイト上の表示（ １ 件）

ウェブサイトにおいて、低額な料金でトイレの詰まり修理を行う旨を
表示し、その表示を見た消費者に対し、一般的な料金よりも低額な料
金で受けられるものと認識させていたが、実態は、追加工事が必要な
どと説明するなどして、最終的には一般的な修理料金よりも数倍高額
な料金を請求していた。

パソコン画面の偽警告表示によ
る手口（ １ 件）

消費者がパソコンでウェブサイトの閲覧等をしていると、マルウェア
に感染しているなどと偽の警告を画面に表示し、電話をかけてきた消
費者に対し、ウイルス駆除等のためには契約の締結が必要で、当該契
約に基づき措置を講じるかのように告げて、多額の金銭を支払わせて
いた。
しかし、実際には、偽の警告が表示された時点でパソコンが危険な状
態にあったと認められるような事情は見当たらず、契約の締結は必要
とも認められなかった。また、この事業者がウイルス駆除等の措置を
講じた事実は確認されておらず、そもそも、当初から当該契約の履行
を行うつもりはなかったと認められた。
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消費者庁に集約された生命・身体に関する事故情報等第２節

生命・身体に関する事故情報等は 
事故情報データバンクに一元的に集約

　生命・身体に関する事故情報等は事故情報
データバンクに一元的に集約されており、消費
者庁ではこれらの情報を活用して消費者の安全
対策に取り組んでいます。
　事故情報データバンクは、生命・身体に関す
る事故情報を広く収集し、事故防止に役立てる

ためのデータ収集・提供システムであり、消費
者庁と国民生活センターが連携し、関係機関の
協力を得て、2010年４月から運用しています
（図表Ⅰ-1-2-1）（図表Ⅰ-1-2-2）。前述した消
費者安全法の規定に基づく生命身体事故等の通
知、PIO-NETデータにおける「危害情報5」及び
「危険情報6」、消費生活用製品安全法の規定に
基づき事業者から報告された「重大製品事故7」
の情報、参画機関8から寄せられた生命・身体
に関する事故情報が登録され、インターネット
上で検索・閲覧することができます。消費者庁
ではこれらの情報を分析して同様の事故等が起
きないよう、注意喚起等に活用しています。

事故情報データバンクに集約された

生命・身体に関する事故情報等
（１）

図表Ⅰ-1-2-1 生命・身体に関する事故情報の集約

（備考）　 １．�生命身体事故等（重大事故等を含む。）及び重大製品事故は2023年度に通知又は報告された件数、PIO-NETデータは2023年度に

受け付け2024年 ３ 月31日までにPIO-NETに登録された相談件数となっており、 １ 事案が複数機関から通知される場合があるこ

とや事故情報データバンク登録までに一定期間を要することから、累積件数及び登録件数はそれぞれの件数を合計しても一致

しない。

　　　　 ２．2023年度の事故情報データバンクへのアクセス件数は、3,065,623件となっている（全画面を集計）。

　　　　 ３．�消費生活用製品とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品のうち、他の法令で個別に安全規制が設けられ、その規

制の対象となっているもの（食品・医薬品・乗用車等）を除く製品。

　　　　 ４．その他、医療機関ネットワーク参画機関からも消費者庁に事故情報が提供されている。

関係省庁・地方公共団体等

重大事故等の通知
1,658件

生命・身体に関する事故情報を登録
生命・身体に関する
相談情報を登録

事故情報データバンク
2009年９月から2024年３月末までの累積件数：373,580件

（2023年度登録件数：26,599件）

報告された重大
製品事故を登録

重大事故等を除く
生命身体事故等の通知

3,977件

PIO-NETデータ
13,421件

重大製品事故
の報告　1,170件

（消費生活用製品）

生命・身体に関する事故発生

国民生活センター
消費生活センター等

事業者 消費者庁、
国民生活センターを除く
事故情報データバンク

参画機関
からの通知
4,982件

５�）商品やサービス、設備等により、生命や身体に危害を受けたという内容の相談。
６�）商品やサービス、設備等により、生命や身体に危害を受けるまでには至っていないが、そのおそれがあるという内容の
相談。
７�）消費生活用製品の使用に伴い生じた事故（消費生活用製品の欠陥によって生じたものでないことが明らかな事故以外の
もの）のうち重大なもの。消費生活用製品事故の中でも、死亡や30日以上の治療を要するなど被害が重大であった事案
や火災等の発生があった事案を指しており、消費生活用製品安全法第２条第６項に規定されている。
８�）2024年３月31日時点の参画機関は以下のとおり。
　�　消費者庁、国民生活センター、全国の消費生活センター等、日本司法支援センター（法テラス）、厚生労働省、農林水
産省、経済産業省、独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）、国土交通省、独立行政法人日本スポーツ振興センター
及び公益財団法人日本中毒情報センター。
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　2023年度の事故情報データバンクには２万
6,599件の事故情報が登録され、このうち、消
費者庁と国民生活センターを除く事故情報デー
タバンク参画機関からの通知は4,982件です。
また、2024年３月31日時点で登録されている

情報は累計で37万3,580件です。
　消費者安全法の規定に基づく通知について
は、前節で既に紹介しているため、ここではそ
れ以外の集約された生命・身体に関する事故情
報について取り上げます。

図表Ⅰ-1-2-2 事故情報データバンクに登録されている情報

参画機関 登録情報

消費者庁

消費者安全法の規定に基づいて消費者庁が集約している情報で、地方公共団

体、各省庁等から通知され、重大事故等として公表した事故情報（原因究明

中の事故を含む。） 及び消費者事故等として通知された事故情報（事実確認

（因果関係の精査等）を経ていない情報を含む。）を登録。

国民生活センター・

消費生活センター等

国民生活センターと消費生活センター等に寄せられた相談情報のうち、危害、

危険に関する情報を登録。全国消費生活情報ネットワークシステム（PIO-NET)

から転載。消費者からの任意の申出情報に基づいており、事実確認（因果関

係の精査等）を経ていない情報を含む。

日本司法支援センター

（法テラス）

法テラスに寄せられた相談情報のうち、危害、危険に関する情報を登録。 

消費者からの任意の申出情報に基づいており、事実確認（因果関係の精査等）

を経ていない情報を含む。

厚生労働省
食品衛生法の規定に基づいて厚生労働省が集約している、保健所が調査、地

方公共団体が食中毒として断定した食中毒事件の発生情報を登録。

農林水産省
地方農政局等で入手した食品に由来する消費生活上の事故情報等の情報を登

録。消費者からの任意の申出情報を含む。

消費者庁・経済産業省・

農林水産省

消費生活用製品安全法の規定に基づいて事業者から報告を受けた重大製品事

故を登録。製品起因かどうか原因究明中の事故を含む。

独立行政法人

製品評価技術基盤機構

（NITE）

消費生活用製品安全法の重大製品事故には該当しないが、重大製品事故に準

ずるものとして、 事業者や消防等からの通知を受けた情報を登録。製品起因

かどうか原因究明中の事故を含む。

国土交通省（都市公園）
都市公園で発生した重大な事故に関する情報として管理者等から報告を受け

た情報を登録。

国土交通省

（自動車の事故・火災）

自動車メーカーや自動車輸入事業者から国土交通省に報告のあった自動車の

不具合による事故・火災情報を登録。登録している事故・火災情報には、自

動車メーカーの設計・製作に起因するものだけでなく、整備不良やユーザー

の不適切な使用等他の要因に起因するもの、また、不具合の原因が判明して

いないものも含む。登録内容については、自動車メーカー等からの報告を基

に記載しているが、詳細な調査等ができないものも含む。

国土交通省

（自動車の不具合）

自動車不具合情報ホットライン等を通じて国土交通省に寄せられた情報のう

ち、身体・生命に関する消費生活上の事故と消費者庁が判断した情報を登録。

国土交通省

国土技術政策総合研究所

国土交通省が消費者から通知を受けた任意の申出情報を登録。建築物事故情

報ホットラインから転載。事実確認（因果関係の精査等）を経ていない情報

を含む。

独立行政法人

日本スポーツ

振興センター

日本スポーツ振興センターが災害共済給付において給付した学校の管理下の

死亡・障害事例として公表している情報のうち、消費生活上の事故情報を登

録。

公益財団法人

日本中毒情報センター

日本中毒情報センターの「中毒110番」が医療機関への追跡調査により収集

した急性中毒に関する事例のうち、消費生活上の事故により治療が必要と

なった事例、かつ、事故発生状況や健康被害等の観点から情報共有する必要

があると判断したものを登録。因果関係の精査等を経ていない情報も含む。
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PIO-NETに収集された2023年度の
危害・危険情報は１万3,421件　

　2023年度にPIO-NETに収集された消費生活
相談情報のうち、危害情報及び危険情報は１万
3,421件です（図表Ⅰ-1-2-3）。このうち、危
害情報は１万1,357件で2022年度の１万2,893
件から減少し、危険情報は2,064件で2022年
度の2,051件から増加しました。
　危害情報について、内容別にみると、2023
年度は「その他」を除き「皮膚障害」が最も多く、
次いで「消化器障害」の順で、これらの合計が
全体の５割近くを占めます（図表Ⅰ-1-2-4）。
　主な相談内容は、「皮膚障害」では、「化粧品
等によりかゆみや赤み、湿

しっ

疹
しん

が出た」、「健康食
品を食べたらじんま疹

しん

や湿疹が出た」等が挙げ

られます。「消化器障害」では、「健康食品を食
べたら吐き気や下痢等の体調不良になった」、
「飲食店での食事をした後や、購入した食品又
は配達された食事をとった後に腹痛や下痢に
なった」等が挙げられます。
　危険情報について、内容別にみると、2023
年度は「その他」を除き「異物の混入」が最も
多く、次いで「過熱・こげる」、「機能故障」の
順でした（図表Ⅰ-1-2-5）。
　主な相談内容は、「異物の混入」では、「スー
パーマーケット等で購入した食品から金属片、
プラスチック片等の異物が出てきた」、「過熱・
こげる」では、「家電製品やスマートフォン、
照明器具等が過熱や発熱した」、「機能故障」で
は、「購入したばかりの自動車がエンストを起
こした」等が挙げられます。

図表Ⅰ-1-2-3 危害情報及び危険情報の件数の推移

（備考）　 １．�PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2024年 ３ 月31日までの登録分）。

　　　　 ２．�危害情報とは、商品やサービス、設備等により、生命や身体に危害を受けたという内容の相談。

　　　　 ３．�危険情報とは、商品やサービス、設備等により、生命や身体に危害を受けるまでには至っていないが、そのおそれがあると

いう内容の相談。

16,487
15,029

13,236
14,944

13,421
2,387

2,105

1,943

2,051
2,064

14,100 12,924
11,293

12,893
11,357

0

15,000

10,000

5,000

（件）
20,000

2019 202220212020 2023（年度）

危害情報 危険情報

図表Ⅰ-1-2-4 危害情報の件数の推移（危害内容別）

（備考）　�PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2024年 ３ 月31日までの登録分）。

477
400

433
449

408

641
564

563
612

544

570
527

549
545

589

14,100
12,924

11,293

12,893

11,3574,404
4,060

4,114

4,559

4,360

3,300 2,847
1,183

1,324

1,381

4,708 4,526 4,451 5,404
4,075

0

10,000

5,000

（件）
15,000

2019 202220212020 （年度）

皮膚障害 消化器障害 熱傷 擦過傷・挫傷・打撲傷 刺傷・切傷 その他

2023
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消費生活用製品安全法の規定に 
基づき2023年度に報告された 
重大製品事故は1,170件

　消費生活用製品安全法では、重大製品事故が
生じたとき、事業者は消費者庁（内閣総理大臣）
に報告することとされています。同法の規定に
基づき、2023年度に報告された重大製品事故
は1,170件で、2022年度より増加しました（図

表Ⅰ-1-2-6）。
　製品別では、「電気製品」が844件、「ガス機
器・石油機器」が149件、「その他」が177件
でした。「電気製品」では電池（バッテリー）
や照明器具等、「ガス機器・石油機器」では石
油ストーブやガスこんろ等、「その他」では自
転車や椅子、車いす等の事故が多く報告されま
した。

図表Ⅰ-1-2-5 危険情報の件数の推移（危険内容別）

（備考）　�PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2024年 ３ 月31日までの登録分）。

2,387
2,105

1,943 2,051 2,064
894

764
692

689 766

244
218 196

216 202284
298 284

269 254
326 220 216 260 270
335 325 284 301 271

304 280 271 316 301
0

2,000

1,000

（件）
3,000

2019 202220212020 （年度）

異物の混入 過熱・こげる 機能故障 発煙・火花 破損・折損 その他

2023

図表Ⅰ-1-2-6 消費者庁に報告された重大製品事故の件数の推移

（備考）　 １．�消費生活用製品安全法の規定に基づき、消費者庁に報告された重大製品事故の件数。

　　　　 ２．�報告後、要件を満たさなかったことが判明し公表しなかったものを含む。

1,271

1,024 988
1,108

478

244 209
217

145 140 108
144

648 640 671 747

1,170

177

149

844

0

1,200

900

600

300

（件）
1,500

2019 202220212020 2023（年度）

電気製品 ガス機器・石油機器 その他
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　消費者が消費生活上で生命・身体に被害を生
ずる事故に遭い、医療機関を受診しても、地方
公共団体や消費生活センター等に連絡をしない
可能性が考えられます。そのため、事故情報デー
タバンク参画機関以外からも事故情報が消費者
庁に寄せられるよう、消費者庁では2010年12
月から国民生活センターと共同で「医療機関
ネットワーク事業」を実施しています（図表Ⅰ
-1-2-7）。

　医療機関ネットワーク事業には、2024年３
月31日時点で32の医療機関が参画していま
す9。事業に参画する医療機関から、事故情報
を収集し、同種・類似事故の再発を防止するた
めに活用しています。
　2023年度に医療機関ネットワークに収集さ
れた生命・身体に関する事故情報10は3,006件
です。事故の内容は、「転落」が732件と最も
多く、次いで「転倒」が612件、「ぶつかる・
当たる」が472件でした（図表Ⅰ-1-2-8）。
　また、国民生活センターでは、医師から直接
情報提供を受ける窓口11を設置して周知に努め、
寄せられた情報を消費者庁と共有しています。

医療機関ネットワーク・医師から収集された情報（２）

図表Ⅰ-1-2-7 医療機関ネットワーク事業

○事業に参画する医療機関から、消費生活において生命又は身体に被害が生じた事故情報を、消費者の
不注意や誤使用によると思われる場合も含めて幅広く収集。

○省庁横断的な取組が必要な事故や、いわゆるすき間事案に係る事故、被害の拡大が懸念される事故等
をいち早く抽出し、注意喚起の実施等再発防止に活用。

身の回りの
商品やサービスによって
けがや病気になった

消費者 参画病院

全国32病院※と
ネットワークを構築

再発防止への取組

●消費者への注意喚起
●事業者に対する改善要望
●安全基準の見直し　等

社会に広く情報発信
事故の再発防止

消費者庁
国民生活センター

医療機関
ネットワーク

事業

●基礎的なデータ集計・分析
●商品テストや専門家等による
調査・分析

●関係機関への情報提供

※2024年３月31日時点

事故の内容を報告

９�）2024年３月31日時点の参画医療機関は以下の32機関。医療法人渓仁会手稲渓仁会病院、公益財団法人星総合病院、日
本赤十字社前橋赤十字病院、日本赤十字社さいたま赤十字病院、埼玉医科大学病院、国立研究開発法人国立成育医療研究
センター、日本赤十字社東京都支部大森赤十字病院、順天堂大学医学部附属練馬病院、地方独立行政法人東京都立病院機
構東京都立小児総合医療センター、日本赤十字社横浜市立みなと赤十字病院、社会福祉法人恩賜財団済生会神奈川県病院、
国立大学法人富山大学附属病院、国立大学法人山梨大学医学部附属病院、長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院、
社会医療法人財団慈泉会相澤病院、社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院、近江八幡市立総合医療センター、滋賀県立
総合病院、日本赤十字社長浜赤十字病院、日本赤十字社京都第二赤十字病院、社会医療法人協和会加納総合病院、地方独
立行政法人大阪府立病院機構大阪急性期・総合医療センター、社会医療法人松本快生会西奈良中央病院、鳥取県立中央病
院、県立広島病院、徳島県立中央病院、徳島県立海部病院、徳島県立三好病院、国立大学法人九州大学病院、国立大学法
人佐賀大学医学部附属病院、日本赤十字社熊本赤十字病院及び宮崎県立宮崎病院。
10�）医療機関ネットワークに収集される事故情報は、32の医療機関を受診する原因となった事故のうち、各医療機関が重
大性等の観点から選択して収集するものであり、各医療機関を受診する原因となった全ての事故を対象としているもの
ではない。また、事故分類・件数等は、今後事故情報を更に蓄積・分析していく過程で変わる場合がある。

11�）医師からの事故情報受付窓口（愛称：ドクターメール箱）。
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　消費者庁や国民生活センターでは、収集され
た事故情報を分析し消費者に注意喚起を実施し
ています。ここでは、2023年度に注意喚起を
実施した事例について紹介します。

葬儀の際の棺内の 
ドライアイスによる事故

　ドライアイスは二酸化炭素の固体で、液体に
ならずに氷が溶けるよりも低い温度で気化（昇
華）することから、食品等をぬらさない便利な
冷却剤として消費者の身近なところで使用され
ています。しかしながら、皮膚との接触による
凍傷や、密閉容器内での使用による破裂等、取
扱いによっては事故につながるおそれがありま
す。
　また、消費者庁には、葬儀の際、遺体の保冷
目的で棺内に置かれていたドライアイスによる
二酸化炭素中毒が疑われる死亡事故の情報が複
数寄せられています。これらの事故は、周囲に
人がいない中で故人とゆっくり別れを告げる時
間を過ごし、棺の中の故人に向けて話しかける
などしている際に起きているものと推測されま
す（図表Ⅰ-1-2-9）。二酸化炭素の気体は無色・
無臭であり、空気の約1.5倍の重さがあるため、

拡散はするものの、低い場所へ流れてたまると
いう特性があります。
　そこで、国民生活センターでは、葬儀時の状
態を想定して棺内の二酸化炭素濃度等の測定を
行いました（図表Ⅰ-1-2-10）。その結果、棺の
内部は、ドライアイスを入れて間もなく、二酸
化炭素の濃度が人体に有害とされる濃度を超え
る可能性があり、20分後には、吸入すると即時
に意識を消失するとされる濃度を超えることが
分かりました。また、棺の蓋を開けるなどしな
ければ、24時間後にもその高い濃度を維持す
ること、たとえ棺の蓋を全て開けても、空気の
大きな対流が起こらない限り、長時間危険な濃
度を維持する可能性があることも分かりました。
　ドライアイスが置かれた棺内に顔を入れる
と、二酸化炭素が高濃度に存在する空気を吸入
してしまう危険性があると考えられ、2023年
９月、消費者庁及び国民生活センターは、葬儀
で棺の中に顔を入れないこと、線香番等で一人
にならないこと等、棺が置かれた環境における
注意点を取りまとめ、啓発動画も作成し、消費
者に注意を呼び掛けました12。

生命・身体に関する事故情報の事例（３）

図表Ⅰ-1-2-8 医療機関ネットワークに収集された事故情報（2023年度）

（備考）　 １．�消費者庁及び国民生活センターにおいて集計。

　　　　 ２．�「治療を必要とする」のうちの「その他」は、治療を必要とするが転医等により詳細不明の事例が該当。

（件）

治療の有無等

事故のきっかけ

治療を必要と

しない

治療を必要とする

死亡 合計即日治療

完了
要通院 要入院 その他

誤飲・誤
ご

嚥
えん

192 82 31 58 6 3 372

転倒 146 126 197 61 81 1 612

転落 296 107 161 124 43 1 732

刺す・切る 14 29 50 10 3 0 106

挟む 17 24 55 7 4 0 107

ぶつかる・当たる 139 82 161 51 39 0 472

さわる・接触する 20 29 161 15 15 1 241

溺れる 0 0 0 6 0 0 6

有害ガスの吸引 2 0 1 5 0 0 8

その他 67 169 45 22 37 0 340

不明 5 3 0 2 0 0 10

合計 898 651 862 361 228 6 3,006

12�）消費者庁・国民生活センター「棺内のドライアイスによる二酸化炭素中毒に注意」（2023年９月21日公表）
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スノースポーツ中の事故

　全国スキー安全対策協議会の報告13による
と、スキーとスノーボードの受傷原因は、いず
れも「自分で転倒（自己転倒）」が受傷者の約
８割を占めており、自己転倒による傷害を種類
別にみると、スキーは捻挫が、スノーボードは
骨折が最も多くなっていました。また、同傷害
を部位別にみると、スキーは下肢のけがが、ス

ノーボードは上肢（肩を含む。）のけがが多く
なっていました。なお、自己転倒による頭部の
傷害の割合は、スキーに比べてスノーボードが
２倍程度高くなっていました（図表Ⅰ-1-2-11）。
　また、消費者庁が国民生活センターと提携し
て運用する事故情報データバンクには、これま
でスノースポーツ中の事故が139件登録（2023
年11月末日時点）されており、スキー関連が
90件、スノーボード関連が35件、その他スノー
スポーツ関連が６件、リフト・ゴンドラ関連が

図表Ⅰ-1-2-9 棺内をのぞき込む様子（事故時のイメージ）

（備考）　�消費者庁・国民生活センター「棺内のドライアイスによる二酸化炭素中毒に注意」

（2023年 ９ 月21日公表）

図表Ⅰ-1-2-10 棺内の二酸化炭素濃度等の測定テスト風景

（備考）　�消費者庁・国民生活センター「棺内のドライアイスによる二酸化炭素中毒に注意」（2023年 ９ 月

21日公表）

棺内部の配置

ドライアイスの外観 脱脂綿で包んだドライアイス

ドライアイス４個（計約10㎏）

温度計（頭部側）

13�）全国スキー安全対策協議会「2022/2023シーズン　スキー場傷害報告書」（2023年６月発行）
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７件、不明が１件となっていました。
　これらを踏まえ、消費者庁では、2023年度
には新型コロナウイルス感染症の「感染症の予
防及び感染症の患者に対する医療に関する法
律」（平成10年法律第114号）上の位置付けが
５類に変更されて初めてのウィンターシーズン
を迎えたことから、スキー・スノーボードの事
故を中心としたスノースポーツ中の事故につい
て、注意喚起を実施しました14（図表Ⅰ-1-2-

12）。
　特にスキーでは、ビンディング15の調整（解
放値の設定）を誤ると、転倒時に板が外れず大
けがにつながる可能性があるため、用具の調整
は信頼のおける店舗等に依頼することのほか、
スキー場のルール等を守ること、ヘルメットや
プロテクターを正しく着用すること及び使用前
に用具の状態を確認することを、消費者に呼び
掛けました。

図表Ⅰ-1-2-11 「自己転倒」時の傷害部位と種類

（備考）　 １．�消費者庁「スノースポーツ中の事故に注意―スキー・スノーボードの事故を中心に―」（2023年12月26日）により作成。

　　　　 ２．�2023年 ２ 月 １ 日から同月28日までに、全国の46スキー場から報告があった受傷者2,885人のうち、スキーとスノーボードの受

傷原因において「自分で転倒」と回答した人（スキー：N＝928、スノーボード：N＝1,369）の傷害部位及び種類別の件数（複

数回答）。

55 44
22 16 16 10

39
18 5

117

24 18 16
34

8
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23
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頭
部

顔首胸背
中

腹腰臀
部

股
間

肩上
腕

肘前
腕

手
首

手
部

手
指

大
腿

膝下
腿

足
首

足
部

足
指

そ
の
他

頭
部

顔首胸背
中

腹腰臀
部

股
間

肩上
腕

肘前
腕

手
首

手
部

手
指

大
腿

膝下
腿

足
首

足
部

足
指

そ
の
他

74.0％が
下肢のけが

69.8％が
上肢（肩を含む。）のけが

図表Ⅰ-1-2-12 スノースポーツを行う際の注意点

（備考）　�消費者庁「スノースポーツ中の事故に注意―スキー・スノーボードの事故を中心に―」

（2023年12月26日公表）

☑ スキー場のルール等を守って安全に楽しみましょう。

☑ スキー場に行く前に保険への加入を検討しましょう。

☑ ヘルメットやプロテクターを正しく着用しましょう。

☑ 用具の調整は信頼のおける店舗等にお願いしましょう。

☑ 使用前に用具の状態を確認しましょう。

注意するポイント

スノースポーツは、主に自然の中で行うスポーツであるため、自
身の技量に加え、自然環境（地形、天候等）等の影響により事故
に遭うこともあり、全ての事故を防ぐことはできません。しかし、
周囲への配慮や用具の適切な調整・メンテナンス、防具の活用に
より、事故を防げたり、傷害の程度を軽減できたりすることもあ
ります。

14�）消費者庁「スノースポーツ中の事故に注意―スキー・スノーボードの事故を中心に―」（2023年12月26日公表）
15�）スキー板にブーツを固定する器具。滑走時にブーツを「保持」する機能と、転倒時等にスキー板からブーツを「解放（リ
リース）」する機能の相反する機能を持っている。
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花火による子供のやけど

　夏の風物詩の一つである花火ですが、子供が
花火で遊んでいる際にやけどを負ったという事
故（以下「花火による子供のやけど事故」とい
う。）が発生しています。主に一般家庭等で使
用されることを目的とした花火は、正式には「が
ん具煙火」と呼ばれ、「おもちゃ花火」とも呼
ばれています。この花火で遊ぶ際には、花火の
パッケージ等に記載されている使用方法や注意
事項を守らないと、やけどを負う危険性があり
ます。
　医療機関ネットワークには、花火による子供
のやけど事故の情報が2018年度から2022年度
までの５年間で、60件寄せられています。事
故に遭った被害者の半数以上は１～３歳児であ
り、中には、着衣への着火を伴った事例があり
ました。 
　そこで、国民生活センターでは、医療機関ネッ
トワークに寄せられた事故情報等を基に、花火
による子供のやけどや着衣に着火する危険性に
関するテストを行いました（図表Ⅰ-1-2-13）。
その結果、向かい風で花火を持った場合、肌の
露出が多い服装や履物では、火花等によりやけ

どを負う危険性が高いと考えられること、ぬれ
た地面等に線香花火の火球が落ちると、はぜて
火花等が飛び散る危険性があること、スカート
の裾に燃えカスが乗ると、着火する可能性があ
ること、温度が低いように見える燃えカスで
あっても、落下や消火後しばらくはやけどを負
うほどの高温であるため、注意が必要と考えら
れることが分かりました。
　このため、2023年６月、３歳以下の子供に
花火を持たせることは避けること、花火の風下
には立たせないようにし、風が強い場合は花火
で遊ばせないようにすること等について、啓発
動画も作成し、消費者への注意喚起等を行いま
した16。

図表Ⅰ-1-2-13 花火で遊ぶ際の危険な状況を想定したテスト

（備考）　�国民生活センター「花火による子どものやけどに注意しましょう－ ３歳以下の子どもの事

故が多く発生、着衣に着火した事例も－」（2023年 ６ 月14日公表）

火花等が身体に降りかかる

２歳児相当（身長約90㎝）のダミー人形に持たせた吹出花火の火
花等が、向かい風によって身体に降りかかる様子。
風速１～２m/sの風を当てたところ、火花等が下半身を中心に
降りかかる様子がみられた（写真左）。

花火を上方約45°に上げた場合、火花は腹部等にも及んだ（写
真右）。

16�）国民生活センター「花火による子どものやけどに注意しましょう－３歳以下の子どもの事故が多く発生、着衣に着火
した事例も－」（2023年６月14日公表）
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消費生活相談の概況第３節

消費生活相談件数は前年より増加

　全国の消費生活センター等に寄せられた消費
生活相談の件数をみると、2023年は90.9万件
であり、前年（87.6万件）より増加しました。
架空請求に関する相談件数は、2023年は1.6万
件であり、前年（1.6万件）と同程度の相談件
数でした（図表Ⅰ-1-3-1）。
　消費生活相談件数の長期的な推移をみると、
2004年度に192.0万件とピークに達しました。
このとき、架空請求に関する相談件数が67.6
万件と急増し、全体の35.2％を占めていまし
た。その後、架空請求に関する相談は減少し、
2008年以降の10年間は、消費生活相談件数は
90万件前後で推移し続けましたが、2018年に
は、架空請求に関する相談が約26万件に達し、
消費生活相談件数は再び100万件を超えました。
　架空請求に関する相談件数の増加を踏まえ策
定された「架空請求対策パッケージ」（2018年

７月消費者政策会議決定）に基づき、関係省庁
等は一体となって、架空請求による消費者被害
の未然防止・拡大防止を図る対策を講じてきま
した。その後、架空請求に関する相談件数は
2019年に減少に転じ、2023年は、架空請求に
関する相談の集計が始まって以来最も件数が少
ない2000年度と同程度まで減少しました。

属性別にみた2023年の相談状況

　2023年の消費生活相談について、属性別に
みると、年齢層別では65歳以上の高齢者が契
約当事者全体の30.5％を占めています。10歳
ごとの区分でみると、2023年は、50歳代が
15.9％と最も多く、次いで60歳代及び70歳代
が共に14.7％でした。性別では、女性が
50.7％、男性が43.7％と女性の割合が高くなっ
ています（図表Ⅰ-1-3-2）。
　年齢３区分別に消費生活相談割合について過
去10年間の推移をみると、全年代、同程度の
水準で推移しています（図表Ⅰ-1-3-3）。

2023年の消費生活相談の概況（１）

図表Ⅰ-1-3-1 消費生活相談件数の推移

（備考）　 １．�PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2024年 ３ 月31日までの登録分）。

　　　　 ２．�2007年から2023年は「年」データを集計。なお、1993年度から2006年度は、国民生活センター「消費生活年報2022」による「年度」

データを集計。

　　　　 ３．�「架空請求」とは、身に覚えのない代金の請求に関するもの。2000年度から集計。

　　　　 ４．�2007年以降は経由相談のうち「相談窓口」を除いた相談件数を集計。
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「年度」データを集計 「年」データを集計

うち、架空請求に関する相談
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消費生活相談１件当たりの�
平均契約購入金額は83.0万円

　2023年に寄せられた消費生活相談１件当た
りの平均金額をみると、全体では、請求された
又は契約した金額である「平均契約購入金額」
が83.0万円、実際に支払った金額である「平
均既支払額」が44.3万円でした。
　また、「平均契約購入金額」及び「平均既支払
額」は共に昨年より増加しています（図表Ⅰ-1-
3-4）。
　また、消費生活相談の契約購入金額及び既支
払額それぞれの総額をみると、2023年は、「契
約購入金額総額」は4,163億円、「既支払額総額」
は1,762億円であり、共に昨年より増加してい
ます。65歳以上の高齢者は、「契約購入金額総
額」では1,069億円と全体の25.7％を占め、「既
支払額総額」では543億円と全体の30.8％を占
めています（図表Ⅰ-1-3-5）。

図表Ⅰ-1-3-2 消費生活相談の契約当事者の属性（2023年）

（備考）　�PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2024年 ３ 月31日までの登録分）。

年齢層別 性別

65歳未満
56.5％

65歳以上
30.5％

20歳未満
2.4％

20歳代
9.2％

30歳代
9.0％

40歳代
12.3％

50歳代
15.9％

60歳代 
14.7％

70歳代 
14.7％

80歳以上 
9.0％

無回答
（未入力）
13.0％

男性
43.7％女性

50.7％

団体等
2.1％

不明・無回答
（未入力）

3.5％

図表Ⅰ-1-3-3
消費生活相談の割合の

推移（年齢３区分別）

（備考）　�PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2024年 ３ 月31

日までの登録分）。

10.9 11.2 12.2 11.6 11.4 12.3 12.7 12.9 12.8 13.0
0.9 0.8 0.6 0.4 0.4 0.6 0.8 0.8 0.8 0.7

60.7 60.8 59.7 58.8 53.3 54.1 57.5 56.6 56.7 55.8

27.5 27.2 27.6 29.2 34.9 33.0 29.0 29.7 29.7 30.5

2023202220212020201920182017201620152014
0

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

（％）

（年）

65歳以上 15―64歳

15歳未満 無回答（未入力）

図表Ⅰ-1-3-4 平均契約購入金額・平均既支払額の推移（年齢層別）

（備考）　�PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2024年 ３ 月31日までの登録分）。
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商品別分類別では「商品一般」が�
最も多く、次いで「保健衛生品」が�
多い

　2023年４月から同年12月までの消費生活相
談件数を商品別分類別にみると、相談件数が最
も多いのは、「商品一般」（迷惑メールや不審な
電話、覚えのない荷物や架空請求に関する相談
を含む。）でした。２番目は「保健衛生品」（化
粧品に関する相談を含む。）、３番目は「教養・
娯楽サービス」（アダルト情報や出会い系サイ
ト・アプリ、インターネットゲームや情報配信
サービスに関する相談を含む。）でした（図表

Ⅰ-1-3-6）。
　商品・サービスを詳細に区分してみると、全
体では、「商品一般」の相談件数が最多でした。
次いで、「不動産貸借」に関する相談件数が多く、
解約時に高額な違約金や修理代金を請求された
りするなどの相談がみられます（図表Ⅰ-1-3-7）。
　年齢層別にみると、20歳未満では「インター
ネットゲーム」、20歳代では「エステティック
サービス」が最多でした。30歳代以上の各年
齢層では「工事・建築」や「役務その他サービ
ス」等が上位にみられます（図表Ⅰ-1-3-7）。

図表Ⅰ-1-3-5 契約購入金額総額・既支払額総額の推移

（備考）　�PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2024年 ３ 月31日までの登録分）。
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図表Ⅰ-1-3-6 消費生活相談の商品別分類別件数（2023年４-12月）

（備考）　 １．�PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2024年 ３ 月31日までの登録分）。

　　　　 ２．�2023年 ４ 月から同年12月までの消費生活相談情報を集計。
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販売購入形態別にみた�
消費生活相談の状況

　販売購入形態別に消費生活相談の割合の変化
をみると、2023年は「インターネット通販」
の割合が増加した一方で、「店舗購入」の割合
は2022年より減少しました（図表Ⅰ-1-3-13）。
　年齢層別に特徴をみると、20歳未満では「イ

ンターネット通販」、20歳代では「店舗購入」や
「マルチ取引」、70歳代や80歳以上では「訪問
販売」、「電話勧誘販売」、「インターネット通販以
外の通信販売」、「訪問購入」の割合が、他の年
齢層に比べて高くなっています（図表Ⅰ-1-3-8）。

図表Ⅰ-1-3-7 消費生活相談の商品・サービス別上位件数（年齢層別・2023年４-12月）

（備考）　 １．�PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2024年 ３ 月31日までの登録分）。

　　　　 ２．�全体には、年齢が無回答（未入力）も含まれる。

　　　　 ３．�品目は、商品キーワード（中位）。

　　　　 ４．�2023年 ４ 月から同年12月までの消費生活相談情報を集計。

順位

全体 65歳以上

商品・サービス 件数 商品・サービス 件数

総件数 673,766 総件数 206,012

1 商品一般 65,305 商品一般 23,767

2 不動産貸借 29,339 工事・建築 10,889

3 工事・建築 23,009 基礎化粧品 7,147

4 基礎化粧品 18,662 役務その他サービス 6,529

5 役務その他サービス 18,210 他の健康食品 6,523

6 他の健康食品 16,560 携帯電話サービス 5,470

7 フリーローン・サラ金 15,091 インターネット接続回線 4,933

8 インターネット接続回線 13,694 修理サービス 4,923

9 修理サービス 13,259 頭髪用化粧品 4,699

10 携帯電話サービス 12,575 不動産貸借 3,684

順位

20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代

商品・サービス 件数 商品・サービス 件数 商品・サービス 件数 商品・サービス 件数

総件数 15,733 総件数 62,593 総件数 60,839 総件数 81,980

1 インターネットゲーム 3,733 エステティックサービス 7,580 不動産貸借 5,811 商品一般 6,024

2 エステティックサービス 975 不動産貸借 4,692 商品一般 3,525 不動産貸借 4,634

3 商品一般 783 商品一般 3,191 エステティックサービス 2,038 フリーローン・サラ金 2,304

4 他の健康食品 507 他の内職・副業 3,007 フリーローン・サラ金 1,718 四輪自動車 2,046

5 異性交際関連サービス 476 役務その他サービス 2,311 四輪自動車 1,574 他の健康食品 2,012

6 基礎化粧品 446 フリーローン・サラ金 2,052 役務その他サービス 1,530 工事・建築 1,978

7 他の内職・副業 392 医療サービス 1,830 工事・建築 1,349 基礎化粧品 1,937

8 アダルト情報 376 異性交際関連サービス 1,599 インターネット接続回線 1,321 役務その他サービス 1,732

9 他の化粧品 368 四輪自動車 1,442 医療サービス 1,290 修理サービス 1,542

10 他の娯楽等情報配信サービス 301 金融コンサルティング 1,109 他の内職・副業 1,288 インターネット接続回線 1,526

順位

50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上

商品・サービス 件数 商品・サービス 件数 商品・サービス 件数 商品・サービス 件数

総件数 105,384 総件数 97,792 総件数 99,118 総件数 61,102

1 商品一般 9,079 商品一般 10,034 商品一般 12,054 商品一般 6,903

2 基礎化粧品 4,359 基礎化粧品 4,988 工事・建築 4,712 工事・建築 4,302

3 不動産貸借 4,224 工事・建築 3,730 基礎化粧品 3,603 他の健康食品 2,378

4 他の健康食品 3,250 他の健康食品 3,067 役務その他サービス 3,335 役務その他サービス 1,863

5 工事・建築 3,111 頭髪用化粧品 3,013 携帯電話サービス 2,797 新聞 1,777

6 フリーローン・サラ金 2,623 役務その他サービス 2,533 他の健康食品 2,739 修理サービス 1,754

7 頭髪用化粧品 2,544 不動産貸借 2,365 インターネット接続回線 2,577 携帯電話サービス 1,683

8 四輪自動車 2,376 フリーローン・サラ金 2,149 頭髪用化粧品 2,490 基礎化粧品 1,235

9 役務その他サービス 2,117 インターネット接続回線 2,133 修理サービス 2,308 インターネット接続回線 1,234

10 インターネット接続回線 2,080 携帯電話サービス 1,895 不動産貸借 1,833 固定電話サービス 1,102
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若者の相談：「脱毛エステ」等の美容や、�
内職・副業等に関する相談が多い

　若者は、進学や一人暮らし、就職や結婚等を
きっかけに生活環境が大きく変わり、それに伴
い社会的基盤を構築するために様々な契約を締
結する必要が生じます。
　若者（15-29歳）の消費生活相談件数を商品・
サービス別にみると、男女共に美容や暮らし、
内職・副業に関する相談や、「出会い系サイト・
アプリ」に関する相談が上位にみられ、特に女
性では「脱毛エステ」が全ての年齢区分で最多
となっています。
　15-19歳は、男性が「インターネットゲーム」
等の娯楽に関する相談が上位にみられます。ま
た、女性は「脱毛エステ」等の美容に関する相
談が上位にみられます。
　20-24歳は、美容に関する相談のほか、男女
共に、「賃貸アパート」等の暮らしに関する相
談や、「他の内職・副業」や「役務その他サー
ビス」（副業に関するサポート契約やコンサル

ティング契約が含まれる。）、「金融コンサルティ
ング」に関する相談が上位にみられます。
　25-29歳は、20-24歳と同様に、男女共に、
暮らしや美容、内職・副業に関する相談が上位
にみられます（図表Ⅰ-1-3-9）。
　若者の中には、知識や経験の不足、経済的な
余裕のなさ、コミュニケーションに対する苦手
意識を始め、様々な脆弱性を抱えている人がい
ます。こうした脆弱性につけ込まれ、若者が消
費者トラブルに巻き込まれるケースは少なくあ
りません17。若者の消費者トラブルの被害防止
には、若者向けの消費者教育の充実、相談体制
や情報提供の強化、情報収集の支援といった取
組が重要と考えられます。

図表Ⅰ-1-3-8 消費生活相談の販売購入形態別割合（年齢層別･2023年）

（備考）　 １．�PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2024年 ３ 月31日までの登録分）。

　　　　 ２．�「インターネット通販」の相談については、いわゆる通常のインターネット通販より広い概念を含んでおり、例えば、インターネッ

トサイトを利用したサイト利用料や、インターネットゲーム等に関する相談も、消費生活相談情報では「インターネット通販」

に分類されるため、データの見方には注意が必要。
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17�）消費者庁「令和４年版消費者白書」
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高齢者の消費生活相談の�
全体的な傾向

　高齢者の消費生活相談件数の推移をみると、
2018年（35.8万件）をピークに減少し、2023
年は27.7万件となりました（図表Ⅰ-1-3-10）。
　65歳以上の高齢者の消費生活相談件数を商

品・サービス別にみると、いずれの年齢区分で
も、「商品一般」（迷惑メールや不審な電話、覚
えのない荷物や架空請求が含まれる。）、「役務
その他サービス」（有料質問サイト、電話回線
のアナログ戻しサービス18、パソコンやセキュ
リティのサポートが含まれる。）、健康食品に関
する相談が上位にみられます。

図表Ⅰ-1-3-9 若者の消費生活相談の商品・サービス別上位件数（年齢区分別・2023年４-12月）

（備考）　 １．�PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2024年 ３ 月31日までの登録分）。

　　　　 ２．�品目は商品キーワード（下位）。

　　　　 ３．�色分けは相談内容の傾向を消費者庁で分類したもの。

　　　　 ４．�2023年 ４ 月から同年12月までの消費生活相談情報を集計。

男性

15-19歳 20-24歳 25-29歳

順
位

商品・サービス 件数 順
位

商品・サービス 件数 順
位

商品・サービス 件数

総件数 5,230 総件数 13,016 総件数 13,754 

1 インターネットゲーム 611 1 賃貸アパート 776 1 賃貸アパート 1,432 

2 商品一般 342 2 商品一般 744 2 商品一般 770 

3 出会い系サイト・アプリ 248 3 他の内職・副業 612 3 フリーローン・サラ金 679 

4 役務その他サービス 156 4 フリーローン・サラ金 588 4 医療サービス 514 

5 アダルト情報 141 5 役務その他サービス 578 5 普通・小型自動車 463 

6 他の内職・副業 135 6 出会い系サイト・アプリ 467 6 役務その他サービス 448 

7 他の健康食品 132 7 普通・小型自動車 426 7 他の内職・副業 349 

8 他の娯楽等情報配信サービス 122 8 医療サービス 346 8 修理サービス 257 

9 賃貸アパート 110 9 金融コンサルティング 310 9 出会い系サイト・アプリ 234 

10 普通・小型自動車 94 10 脱毛エステ 282 10 電気 223 

10 脱毛エステ 94

女性

15-19歳 20-24歳 25-29歳

順
位

商品・サービス 件数 順
位

商品・サービス 件数 順
位

商品・サービス 件数

総件数 5,758 総件数 18,273 総件数 17,257 

1 脱毛エステ 763 1 脱毛エステ 3,606 1 脱毛エステ 2,454 

2 商品一般 286 2 他の内職・副業 1,220 2 賃貸アパート 1,369 

3 他の内職・副業 247 3 商品一般 847 3 他の内職・副業 815 

4 他の健康食品 237 4 賃貸アパート 802 4 商品一般 813 

5 出会い系サイト・アプリ 185 5 役務その他サービス 754 5 役務その他サービス 522 

6 医療サービス 166 6 医療サービス 490 6 医療サービス 472 

7 コンサート 148 7 出会い系サイト・アプリ 471 7 フリーローン・サラ金 368 

8 インターネットゲーム 127 8 金融コンサルティング 405 8 出会い系サイト・アプリ 295 

9 賃貸アパート 106 9 フリーローン・サラ金 402 9 金融コンサルティング 268 

10 役務その他サービス 91 10 電気 274 10 スポーツ・健康教室 218 

黄色 ：娯楽に関するもの

緑色 ：借金に関するもの 青色 ：自動車に関するもの

黄緑色 ：暮らしに関するもの

ピンク色：美容に関するもの

紫色 ：内職・副業

図表Ⅰ-1-3-10 高齢者の消費生活相談件数の推移

（備考）　 １．�PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2024年 ３ 月31日までの登録分）。

　　　　 ２．�契約当事者が65歳以上の相談。
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　65-74歳は、男性は「フリーローン・サラ金」
のほか、「携帯電話サービス」や「光ファイバー」
といった通信サービスに関する相談が上位にみ
られます。女性は「乳液」や「化粧クリーム」、
「ファウンデーション」といった化粧品に関す
る相談が上位にみられ、これらにはインター
ネット通販での定期購入に関する相談が含まれ
ています。

　75-84歳は、男女共に、「屋根工事」に関する
相談と、「携帯電話サービス」に関する相談が上
位にみられます。また、女性は、65-74歳の女
性と比べると、化粧品に関する相談の順位が下
がります。
　85歳以上では、男女共に、75-84歳の順位
と比べると、「新聞」に関する相談の順位が上
がっています（図表Ⅰ-1-3-11）。

図表Ⅰ-1-3-11 高齢者の消費生活相談の商品・サービス別上位件数（年齢区分別・2023年４-12月）

（備考）　 １．�PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2024年 ３ 月31日までの登録分）。

　　　　 ２．�品目は商品キーワード（下位）。

　　　　 ３．�色分けは相談内容の傾向を消費者庁で分類したもの。

　　　　 ４．�2023年 ４ 月から同年12月までの消費生活相談情報を集計。

男性

65-74歳 75-84歳 85歳以上

順
位

商品・サービス 件数 順
位

商品・サービス 件数 順
位

商品・サービス 件数

総件数 50,277 総件数 36,753 総件数 10,986

1 商品一般 5,797 1 商品一般 4,773 1 商品一般 1,194

2 役務その他サービス 1,865 2 役務その他サービス 1,747 2 屋根工事 504

3 他の健康食品 1,557 3 携帯電話サービス 1,113 3 他の健康食品 460

4 フリーローン・サラ金 1,293 4 屋根工事 1,080 4 役務その他サービス 398

5 携帯電話サービス 1,256 5 他の健康食品 1,067 5 携帯電話サービス 347

6 光ファイバー 1,146 6 修理サービス 922 6 修理サービス 341

7 修理サービス 1,044 7 光ファイバー 836 7 新聞 330

8 アダルト情報 1,020 8 金融関連サービスその他 713 8 電気 208

9 屋根工事 954 9 電気 674 9 光ファイバー 199

10 金融関連サービスその他 861 10 フリーローン・サラ金 655 10 金融関連サービスその他 190

女性

65-74歳 75-84歳 85歳以上

順
位

商品・サービス 件数 順
位

商品・サービス 件数 順
位

商品・サービス 件数

総件数 50,385 総件数 42,456 総件数 14,214

1 商品一般 5,564 1 商品一般 4,972 1 商品一般 1,355

2 他の健康食品 1,366 2 他の健康食品 1,393 2 他の健康食品 655

3 乳液 1,294 3 携帯電話サービス 1,211 3 新聞 580

4 役務その他サービス 1,234 4 修理サービス 1,144 4 修理サービス 431

5 携帯電話サービス 1,224 5 屋根工事 1,000 5 屋根工事 423

6 化粧クリーム 1,210 6 役務その他サービス 995 6 健康食品（全般） 294

7 養毛剤 1,096 7 新聞 884 7 携帯電話サービス 293

8 修理サービス 1,021 8 乳液 730 8 役務その他サービス 265

9 ファウンデーション 874 9 養毛剤 655 9 魚介類（全般） 208

10 フリーローン・サラ金 779 10 電気 629 10 電気 205

黄色 ：通信サービスに関するもの

青色 ：金融に関するもの（借金やクレジットカードを含む。）

ピンク色：化粧品

紫色 ：屋根工事

緑色 ：健康食品

18�）光回線をアナログ回線（アナログ信号によって通信する従来型の電話回線）に戻すこと。「アナログ回線（アナログ電話）
に戻せば料金が安くなる」等と勧誘し、手続代行やオプションサービスの料金として高額な請求をするトラブルがみられる。
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認知症等の高齢者や障害者等の�
見守りが重要

　認知症等の高齢者19の消費生活相談をみる
と、高齢者全体とは異なる傾向を示しています。
本人から相談が寄せられる割合は、高齢者全体
では約８割20ですが、認知症等の高齢者では約
２割にとどまっています（図表Ⅰ-1-3-12）。
　認知症等の高齢者は、本人が十分に判断でき
ない状態にあるため、「訪問販売」や「電話勧
誘販売」による被害に遭いやすく、事業者に勧
められるままに契約したり、買物を重ねたりす
る場合があります（図表Ⅰ-1-3-13）。
　特に、「訪問販売」は３割を超えており、具
体的な相談事例としては、「高齢で認知症の義
母が訪問販売によって高額な布団の契約をし
た」といったケースがみられます。認知症等の
高齢者本人はトラブルに遭っているという認識
が低いため、問題が顕在化しにくい傾向があり、
特に周囲の見守りが必要です。

図表Ⅰ-1-3-13 消費生活相談の販売購入形態別割合の変化

（備考）　 １．�PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2024年 ３ 月31日までの登録分）。

　　　　 ２．�「インターネット通販」の相談については、いわゆる通常のインターネット通販より広い概念を含んでおり、例えば、インター

ネットサイトを利用したサイト利用料や、インターネットゲーム等に関する相談も、消費生活相談情報では「インターネッ

ト通販」に分類されるため、データの見方には注意が必要。
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図表Ⅰ-1-3-12
認知症等の高齢者の

消費生活相談件数の推移

（備考）　 １．�PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2024年 ３

月31日までの登録分）。

　　　　 ２．�契約当事者が65歳以上の「判断不十分者契約」に

関する相談。

9,599 9,463
8,881 9,053 8,930 8,823

8,147
8,636 8,834 8,789

83.0％ 82.8％
82.4％ 82.5％ 81.5％ 79.4％

80.1％
78.6％ 78.4％ 76.8％

16.4％ 16.6％ 16.7％ 16.6％ 17.7％ 19.8％ 19.1％ 20.8％ 21.6％ 23.2％

2021 202320222020201920182017201620152014
0

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

（年）

（件）

契約者が相談者と異なる

無回答（未入力）

契約者が相談者と同一

19�）トラブルの当事者が65歳以上で、精神障害や知的障害、認知症等の加齢に伴う疾病等、何らかの理由によって十分な
判断ができない状態であると消費生活センター等が判断したもの（「判断不十分者契約」）。

20�）PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2024年３月31日までの登録分）では82.1％。
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　障害者等21の消費生活相談は、本人から相談
が寄せられる割合は約５割という状況であり、
消費生活相談全体では約８割22であるのに比べ
て割合が低くなっています（図表Ⅰ-1-3-14）。
　具体的な相談事例としては、「障害のある娘
が矯正歯科のカウンセリングを受けに行きその
場で高額な契約をしてしまった」、「知的障害の
ある息子がキャリア決済でゲーム課金をしてし
まった」等、判断力の不足や契約内容への理解
不足によってトラブルになっていると思われる
ケースがみられます。障害者等の消費者トラブ
ルの被害防止には、家族のみならず、近隣住民
や福祉事業者、行政機関等が協力して見守りを
していくことが必要であると考えられます。

越境消費者センター（CCJ）の活動

　グローバル化が進む中、消費者がインター
ネット経由で気軽に海外事業者と取引できるよ
うになったこと等に伴い、海外事業者とのトラ
ブルが発生するようになりました。国民生活セ
ンター越境消費者センター（CCJ23）は、海外ネッ
トショッピング等、海外の事業者との取引にお
いてトラブルに遭った消費者の相談窓口です。
CCJでは、海外の提携消費者相談機関と連携し、
海外に所在する相手方事業者に相談内容を伝達
するなどして事業者の対応を促し、日本の消費
者と海外の事業者のトラブル解決を支援してい
ます。

CCJに寄せられた相談の特徴

　CCJが受け付けた相談件数について、2020
年以降は相談件数が5,000件を下回る状況が続
いていましたが、2023年は5,924件となり、
前年（4,756件）よりも増加しました。年齢層
別にみると、最も高い割合を占めているのは
40歳代（23.8％）でした。一方で、70歳以上
の割合は4.1％と低くなっています（図表Ⅰ-1-
3-15）。

越境取引に関わる消費生活相談（２）

図表Ⅰ-1-3-14
障害者等の消費生活

相談件数の推移

（備考）　 １．�PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2024年 ３

月31日までの登録分）。

　　　　 ２．�「心身障害者関連」又は「判断不十分者契約」に関

する相談。

20,323 20,544 19,935 20,883 21,168 21,671 21,762 22,692 23,710 24,615

35.2％ 36.3％ 37.6％ 38.9％ 40.5％ 41.9％ 44.1％ 43.6％ 44.9％ 46.8％

64.1％ 62.9％ 61.5％ 60.1％ 58.7％ 57.2％ 55.0％ 55.6％
54.9％ 52.9％

202320222014 2021202020192018201720162015
0

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

（件）

（年）

契約者が相談者と異なる

無回答（未入力）

契約者が相談者と同一

21�）トラブルの当事者に心身障害がある又は判断能力が不十分な方々であると消費生活センター等が判断したもの。
22�）PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2024年３月31日までの登録分）では82.0％。
23�）2011年11月、消費者庁において開設、2015年４月から国民生活センターに業務移管。2015年度は移管準備のため４
月から５月までは相談窓口を閉鎖し、６月から相談受付を開始。
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事業者所在国・地域は「米国」、�
「キプロス」、「香港」が上位

　CCJが受け付けた相談について事業者所在

国・地域別にみると、2023年は米国が11.5％
（684件）で最も多く、キプロス（5.3％、
315件）、香港（4.3％、257件）、中国（3.9％、
233件）と続きます（図表Ⅰ-1-3-16）。

図表Ⅰ-1-3-15 CCJが受け付けた相談件数と年齢層別相談割合の推移

（備考）　 １．�2019年から2023年までにCCJが受け付けた相談（2024年 １ 月 ５ 日検索分）。

　　　　 ２．�2020年は ４ 月10日18時から ６ 月 １ 日 ９ 時30分まで、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止措置のために相談受付を休止して

いたため、他の年より受付期間が短い。
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図表Ⅰ-1-3-16 CCJが受け付けた相談の事業者所在国・地域別割合の推移

（備考）　 １．�2019年から2023年までにCCJが受け付けた相談（2024年 １ 月 ５ 日検索分）。

　　　　 ２．�2020年は ４ 月10日18時から ６ 月 １ 日 ９ 時30分まで、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止措置のために相談受付を

休止していたため、他の年より受付期間が短い。
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「役務・サービス」、「趣味用品」、
「衣類」の割合が高い

　2023年にCCJが受け付けた相談を商品・サー
ビス類型別にみると、「役務・サービス」が
46.6％と最も高い割合を占めており、投資（暗
号資産（仮想通貨）やFX（外国為替証拠金取引）
を含む。）やロマンス投資詐欺24、動画配信サー
ビスや旅行の予約に関する相談がみられました。

　２番目は「趣味用品」（10.7％）で、自転車
や自動車部品の未着による返金に関する相談
や、玩具（おもちゃ）の商品未着に関する相談
がみられました。３番目は「衣類」（10.0％）で、
コートや洋服等の商品未着や商品違いに関する
相談がみられました（図表Ⅰ-1-3-17）。

図表Ⅰ-1-3-17 CCJが受け付けた相談の商品・サービス類型別割合の推移

（備考）　 １．�2019年から2023年までにCCJが受け付けた相談（2024年 １ 月 ５ 日検索分）。

　　　　 ２．�2020年は ４ 月10日18時から ６ 月 １ 日 ９ 時30分まで、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止措置のために相談受付を休

止していたため、他の年より受付期間が短い。
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24�）マッチングアプリ等で出会った相手に勧められ、海外事業者が運営すると思われるサイトで投資した後、資金が引き
出せなくなり連絡が途絶えるなど、出会い系サイトやマッチングアプリ等をきっかけとする投資詐欺。
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消費生活相談のトピックス第４節

　本節では、2023年を中心として最近の主な
消費生活相談や、消費者トラブル等を紹介して
いきます。

成年年齢引下げと消費生活相談

　2022年４月１日の成年年齢引下げ以降、消
費者教育の実践・定着に向けた社会人も含めた
若年者への取組が推進されています。
　2021年から2023年までの３年間について、
18歳・19歳の消費生活相談件数を四半期別に
みると、生活環境が大きく変化する４月から６
月までの期間に相談件数が多くなる傾向があり
ます。また、成年年齢引下げ後に18歳・19歳
の相談件数の大幅な変化はみられませんでした
（図表Ⅰ-1-4-1）。

18歳・19歳では美容や娯楽、 
内職・副業等に関する相談が多い

　18歳・19歳で消費生活相談件数の多い商品・
サービスをみると、2023年４月から同年12月ま

では男女共に、「出会い系サイト・アプリ」に関
する相談が多くなりました。相談の中には、「SNS
で知り合った異性に誘導された出会い系サイト
で、個人情報をやり取りする為に高額な支払をさ
せられた」、「異性の悩みを聞いて報酬が得られ
る出会い系サイトに登録した。報酬を受け取るた
めに課金したが、報酬が得られないため返金し
てほしい」といったケース（相談事例の紹介につ
いては、国民生活センターによる注意喚起にお
いて言及されたもの等から消費者庁が抽出。以
下同様。）がありました。
　また、女性は前年に引き続き「脱毛エステ」
等の美容に関する相談が多く、「契約した脱毛
サロンが倒産したため、解約し今後の支払を止
めたい」、「娘が脱毛エステで高額な契約をした
ので解約させたいが可能か」等の相談が寄せら
れています。
　そのほかには、内職・副業の相談、「賃貸アパー
ト」や「電気」といった暮らしに関する相談が
上位にみられました。また、男性では、「普通・
小型自動車」に関する相談が上位にみられ、女
性では、「コンサート」に関する相談が上位に
みられました（図表Ⅰ-1-4-2）。

18歳・19歳の消費生活相談（１）

図表Ⅰ-1-4-1 18歳・19歳の消費生活相談件数の推移（四半期別）

（備考）　�PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2024年 ３ 月31日までの登録分）。
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　消費者庁や国民生活センターでは、18歳・
19歳が消費者トラブルの被害に遭わないよう、
若年者への注意喚起等を掲載するためのウェブ
ページを特設しています。

インターネット通販に関する 
消費生活相談

　インターネット通販に関する消費生活相談
は、ショッピングサイト等で商品を購入する「商
品」に関する相談と、コンテンツ配信等のサー
ビスを契約する「サービス」に関する相談に分
けられます。2023年のインターネット通販の
相談は、「商品」に関する相談が約７割を占め
ており、相談件数が前年より増加しています（図
表Ⅰ-1-4-3）。

消費者庁「18歳から大人」特設ページ

URL:�https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_

education/consumer_education/lower_the_age_of_

adulthood/

国民生活センター「若者の消費者トラブル」

URL:�https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/

wakamono.html

インターネット通販やSNSに関する消費生活相談（２）

図表Ⅰ-1-4-2 18歳・19歳の消費生活相談の商品・サービス別上位件数（2023年４-12月）

（備考）　 １ ．�PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2024年 ３ 月31日までの登録分）。

　　　　 ２．�品目は商品キーワード（下位）。

　　　　 ３．�色分けは相談内容の傾向を消費者庁で分類したもの。

　　　　 ４．�2023年 ４ 月から同年12月までの消費生活相談情報を集計。

男性 女性

順位
商品・サービス 件数

順位
商品・サービス 件数

総件数 3,301 総件数 4,097 

1 出会い系サイト・アプリ 218 1 脱毛エステ 722 

2 商品一般 203  2 他の内職・副業 228 

3 役務その他サービス 138 3 商品一般 187 

4 他の内職・副業 127 4 出会い系サイト・アプリ 169 

5 賃貸アパート 109 5 医療サービス 140 

6 インターネットゲーム 94 6 賃貸アパート 102 

7 普通・小型自動車 93  7 コンサート 88 

8 脱毛エステ 92 8 他の健康食品 84 

9 電気 87 9 電気 82 

10 他の娯楽等情報配信サービス 85 10 役務その他サービス 78 

黄色 ：娯楽に関するもの

青色 ：自動車に関するもの

黄緑色 ：暮らしに関するもの

ピンク色 ：美容に関するもの

紫色 ：内職・副業

図表Ⅰ-1-4-3
「インターネット通販」に関する消費

生活相談件数の推移（商品・サービス別）

（備考）　�PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2024年 ３

月31日までの登録分）。
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　インターネット通販における「偽物25」に関
する相談のうち、「代金引換サービス」（以下「代
引き配達」という。）に関する相談は、2021年
には６割を占め、その後は2023年にかけて減
少したものの、依然として５割以上となってい
ます（図表Ⅰ-1-4-4）。

　インターネット通販では、消費者は通販サイ
トの写真や情報を基に申し込むことになります
が、「ネット広告を見てブランドの財布を注文
した。代引き配達で届いた商品を確認したら偽
物だった」、「ネット通販で購入したジャケット
が代引き配達で届いたが、広告と全く違う粗悪
品で偽物だった」といった相談が寄せられてい
ます。「代引き配達」の場合、消費者は宅配業
者に代金を支払ってから荷物を受け取り、開封
して初めて商品を確認することになるため、代
金を支払う前に商品が「本物」か「偽物」かを
確認することができません。代金を支払った後
に商品が「偽物」と分かって、宅配業者等に返
金を求めても返金されません。
　国民生活センターでは、代引き配達による被
害に遭わないよう、消費者に注意喚起を実施し
ています26。

「定期購入」に関する消費生活相談

　通信販売における「定期購入」に関する消費
生活相談件数は、2023年は９万8,101件とな
りました。年齢層別にみると、50歳代以上の
年齢層が占める割合が大きい傾向にあります
（図表Ⅰ-1-4-5）。

　なお、月別の件数をみると、2023年１月から
同年３月までは各月１万件を超えたものの、同
年６月以降は約5,500件から6,500件程度で推移
しました（図表Ⅰ-1-4-6）。
　2023年４月から同年12月までの通信販売に
おける「定期購入」の商品・サービスをみると、
化粧品や健康食品が上位を占めており、特に化
粧品の相談件数が多くなっています（図表Ⅰ
-1-4-7）。
　具体的な事例としては、「１回のつもりで美
容クリームを購入したが、後で定期購入品だと
分かった。解約したいが電話がつながらない」
等、消費者が定期購入であることを認識しない
まま商品を注文しているケースがみられ、解約

図表Ⅰ-1-4-4
「代引き配達」関係の消

費生活相談の割合の推移

（備考）　�PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2024年 ３ 月

31日までの登録分）。
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図表Ⅰ-1-4-5
「定期購入」に関する消費生活

相談件数の推移（年別・年齢層別）

（備考）　 １．�PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2024年 ３

月31日までの登録分）。

　　　　 ２．�通信販売での「定期購入」に関する相談件数。

　　　　 ３．�2021年 ３ 月までの相談件数は「化粧品」、「健康食

品」、「飲料」に関する相談。2021年 ４ 月以降の相

談件数は全商品に関する相談。

44,763

59,577
51,460

76,043

98,101

3,798

4,328

17,835

23,020

16,500
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24,442
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20歳未満 20歳代 30歳代

40歳代 50歳代 60歳代

70歳以上 無回答（未入力）

25�）コピー商品等の模倣品、偽ブランド品、偽造品を始め、CD・DVD、パソコンソフト等の海賊版や健康食品・医薬品の
偽造品等。

26�）国民生活センター「偽物が届くインターネット通販トラブルで“代引き配達”の利用が増加しています！！」（2023年４
月26日公表）
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したくても事業者と連絡が取れないといった相
談がみられます。
　また、「定期縛りなしのファウンデーション
を購入したが、２回目以降でないと解約できな

いと言われた」、「初回だけで解約したはずの定
期購入の化粧品が再度届いた」等、解約をめぐ
る相談もみられます。

図表Ⅰ-1-4-6 「定期購入」に関する消費生活相談件数の推移（月別）

（備考）　 １．�PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2024年 ３ 月31日までの登録分）。

　　　　 ２．�通信販売での「定期購入」に関する相談件数。
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図表Ⅰ-1-4-7
「定期購入」に関する消費生活相談の商品・サービス別上位件数（2023年

４-12月）

（備考）　 １．�PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2024年 ３ 月31日までの登録分）。

　　　　 ２．�通信販売での「定期購入」に関する相談件数。

　　　　 ３．�品目は商品キーワード（下位）。

　　　　 ４．�2023年 ４ 月から同年12月までの消費生活相談情報を集計。

順位 商品・サービス 件数 割合 順位 商品・サービス 件数 割合

1 他の健康食品 11,202 18.7％ 11 健康食品（全般） 1,782 3.0％

2 化粧クリーム 5,847 9.8％ 12 化粧品その他 1,463  2.4％

3 養毛剤 5,408 9.0％ 13 洗顔クリーム 1,111 1.9％

4 乳液 5,234 8.8％ 14 化粧水 803  1.3％

5 ファウンデーション 4,576 7.7％ 15 酵素食品 791 1.3％

6 電子タバコ 2,881 4.8％ 16 防虫・殺虫用品 701 1.2％

7 シャンプー 2,435 4.1％ 17 毛髪着色料 612 1.0％

8 歯みがき粉 2,333  3.9％ 18 染毛剤 450 0.8％

9 パック 2,189 3.7％ 19 脱毛剤 416 0.7％

10 化粧品（全般） 1,809 3.0％ 20 基礎化粧品（全般） 362 0.6％

黄緑色 ：健康食品 ピンク色 ：化粧品
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20歳未満が過半数を占める 
「インターネットゲーム」の消費生活相談

　第１部第１章第３節でみてきたように、20歳
未満の商品・サービス別消費生活相談件数では
「インターネットゲーム」が最多でした（図表Ⅰ
-1-3-7）。2023年の「インターネットゲーム」に
関する消費生活相談件数は、前年より増加しま
した。2019年以降、20歳未満が相談全体の過
半数を占める傾向は変わりません（図表Ⅰ-1-4-
8）。
　具体的な事例としては、「中学生の子供がキャ
リア決済でオンラインゲームに高額課金をして
いた」、「小学生の息子がオンラインゲームに
キャリア決済で課金し高額な代金請求を受け
た」等、子供がゲームで高額課金をしてしまう
ケースがみられました。背景には、保護者のク
レジットカード情報や、携帯電話のキャリア決
済を無断で利用してしまうケースや、保護者の
クレジットカード情報が端末やアカウント等に
ひも付けられている状態で、子供がゲームをす
るうちにアイテム購入等の課金を繰り返してし
まい、金額が膨れ上がるケースがみられます。

インターネットで予約したホテルや 
航空券に関する消費生活相談

　新型コロナウイルス感染症の感染症法27上の
位置付けは、これまで、「新型インフルエンザ
等感染症（いわゆる２類相当）」とされていま
したが、2023年５月８日から「５類感染症」
になりました。法律に基づき行政が様々な要請・
関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重
し、国民の自主的な取組をベースとした対応に
変わったこともあり、旅行をする機会が増えて
います。2023年のインターネットで予約した
旅行に関する消費生活相談件数は、4,341件で、
旅行全体の消費生活相談のうち５割を占めてい
ます。2022年は2021年と比べ約２倍に増加し、
2023年は横ばいとなりました（図表Ⅰ-1-4-
9）。相談の内容をみると、「海外OTA28で『キャ
ンセル時払戻しあり』の航空券を購入したが、
キャンセルしたところ、航空会社の規定が変わ
り返金できなくなったと言われた」、「海外OTA
でキャンセル料無料のプランのホテルを予約し
キャンセルしたところ、キャンセル料を請求さ
れた」、「予約した格安航空券をキャンセルする
ため、メールを送っているが業者からは返信が
ない。電話もつながらない」といった事例がみ
られました。図表Ⅰ-1-4-8

「インターネットゲーム（オンラインゲーム）」

に関する消費生活相談件数の推移（年齢層別）

（備考）　�PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2024年 ３ 月

31日までの登録分）。
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図表Ⅰ-1-4-9
ホテルや航空券のインターネット予約

に関する消費生活相談件数の推移

（備考）　�PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2024年 ３ 月

31日までの登録分）。
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51.0％ 49.6％ 47.9％ 50.8％ 50.8％

20232019 202220212020
0

7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000

8,000

0

70
60
50
40
30
20
10

80
（件） （％）

インターネットで予約した旅行に
関する消費生活相談（件数）

（年）

旅行全体の消費生活相談に占めるインターネッ
ト予約に関する消費生活相談の割合（右軸）

27�）「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」（平成10年法律第114号）
28�）Online Travel Agentの略。オンライン旅行取引事業者。
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SNSが関係する消費生活相談

　SNSが関係する消費生活相談29件数について、
年齢層別にみると、幅広い年齢層から相談が寄
せられており、2023年は８万404件と過去最
多となりました。ソーシャルメディアの利用者
及び利用時間が増加傾向30にあることが影響し
ていると考えられます。特に、50歳代、60歳
代及び70歳以上の相談件数は、前年と比較し
て大きく増加しています（図表Ⅰ-1-4-10）。

　SNSが関係する消費生活相談の内容をみる
と、例えば、「①SNSでの広告がきっかけとな
るケース」、「②SNSでの勧誘がきっかけとなる
ケース」、「③SNSで知り合った相手との個人間
取引のケース」がみられるほか、「④SNSの操
作方法等に関する問合せ」もみられます。
　「①SNSでの広告がきっかけとなるケース」
の具体的な事例としては、「SNSの広告を見て
ブランドのバッグを注文したが偽サイトだっ
た」、「SNSの広告を見てスポーツシューズを購
入したが、注文したものとサイズ等が異なる商
品が届いた。連絡しようとしたが、サイトが既

に閉鎖されていた」等の相談がみられます。
　「②SNSでの勧誘がきっかけとなるケース」
の具体的な事例としては、「SNSでバイトの勧
誘をされ面接に行ったところ、副業を勧められ
情報商材88万円を契約してしまった。返金し
てほしい」、「SNSでFX（外国為替証拠金取引）
の投資に誘われ、投資グループの助言を受けて
高額投資をしたがお金を引き出せない」といっ
た相談がみられます。国民生活センターでは、
SNSでの勧誘をきっかけとしたFX取引のトラブ
ルの被害に遭わないよう、消費者に注意喚起を
実施しています31。
　「③SNSで知り合った相手との個人間取引の
ケース」の具体的な事例としては、「SNSで個
人からコンサートチケットを買い代金を支払っ
た後、連絡が取れなくなった。詐欺に遭ったよ
うだ」、「SNSで知り合った人からスマートフォ
ンの購入の約束をして指定された口座に代金を
振り込んだが、スマートフォンは届かず連絡も
つかない」という相談がみられます。
　「④SNSの操作方法等に関する問合せ」の具
体的な事例としては、「SNSのパスワード入力
を求めるSMSが届いた。記載されているURLに
アクセスし、パスワードを入力したところ、不
正利用されているのでパスワードを変更するよ
うにというSMSが来た。色々試したが変更でき
ない。どう対処したらよいか」、「会員制SNSに
友人を装ったメッセージが来た。セキュリティ
強化のため２段階認証を設定したものの、不安
なのでSNS運営会社に問い合わせたい」といっ
た相談もみられました。

図表Ⅰ-1-4-10
SNSが関係する消費生活相

談件数の推移（年齢層別）

（備考）　�PIO-NETに登録された消費生活相談情報のうち、「SNS」

が関係する相談の件数（2024年 ３ 月31日までの登録分）。

25,119

40,495

50,909

61,148

80,404

2,860

3,565

3,839

6,303

7,577

12,810

12,626

18,515

11,015
13,709

8,284 9,226

12,115 12,876

2,832 3,400

202320222019 20212020
0

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

90,000
（件）

（年）

20歳未満 30歳代

50歳代

20歳代

40歳代 60歳代

70歳以上 無回答（未入力）

29�）SNSに表示された広告に起因するトラブル等SNSのサイトそのものに関する相談だけでなく、SNSを介して行われる商
品・サービスの取引やSNSの操作方法に関する問合せ等を広く含んでいる。

30�）総務省「令和４年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」
31�）国民生活センター「SNS上の投資グループで勧誘される詐欺的なFX取引トラブル―その仲間、信じて大丈夫？―」（2024
年１月24日公表）
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令和６年能登半島地震に関連した 
消費者庁等の対応

　2024年１月に発生した令和６年能登半島地
震（以下「能登半島地震」という。）については、
消費者庁は関係省庁と連携し、震災に便乗した
悪質商法等の注意喚起32を実施するとともに、
新潟県、富山県、石川県及び福井県の方を対象
に、消費生活に関する相談を受け付けるための
「能登半島地震関連 消費者ホットライン」（フ
リーダイヤル）を国民生活センターに開設する
など相談体制の継続性確保等の取組を実施しま
した。また、「災害救助法」（昭和22年法律第
118号）適用地域33を対象に、食品表示基準を
弾力的に運用34することを地方公共団体等関係
機関に通知しました。

能登半島地震の被災地域における相談は 
「工事・建築・修理等サービス」が中心

　能登半島地震に関する消費生活相談は、地震
発生後の2024年１月１日から同年３月31日ま
で（91日間）の期間に、全国で884件の相談35

がありました。このうち、石川県での相談は
40.6％（359件）、石川県及び近隣３県36での
相談は59.4％（525件）を占めました。
　2016年４月に発生した平成28年（2016年）
熊本地震（以下「熊本地震」という。）に関す
る相談（2016年４月14日から同年７月13日ま
で（91日間）の期間に受け付けたもの）をみ
ると、相談全体（1,984件）37のうち、熊本県で
の相談は79.7％（1,582件）、熊本県及び近隣
３県38での相談は86.1％（1,708件）を占めま
した（図表Ⅰ-1-4-11）。

災害に関連した消費生活相談（３）

図表Ⅰ-1-4-11
能登半島地震及び熊本地震における消費生活相談件数の契約当事者の居住

地別割合

（備考）　 １．�PIO-NETに登録された消費生活相談情報。

　　　　 ２．�能登半島地震については、2024年 １ 月 １ 日から同年 ３月31日まで（91日間）に受け付けた「能登半島地震」

に関連する相談（2024年 ３ 月31 日までの登録分）。

　　　　 ３．�熊本地震については、2016年 ４ 月14日から同年 ７ 月13日まで（91日間）に受け付けた「熊本地震」に関連

する相談（2016年 ７ 月13日までの登録分）。

能登半島地震 熊本地震

石川県
40.6％

富山県
10.7％

新潟県
6.1％

福井県
1.9％

全国
（４県以外）

40.6％

熊本県
79.7％

福岡県
3.1％

大分県
2.5％

佐賀県
0.8％ 全国

（４県以外）
13.9％

（N＝884） （N＝1,984）

32�）消費者庁ウェブサイト「災害関連情報」の「消費者庁からの情報」を参照。
    　https://www.caa.go.jp/disaster/
33�）https://www.bousai.go.jp/pdf/240101_kyuujo2.pdf
34�）食品表示法では、食品表示の適正の確保のため、「食品表示基準」（平成27年内閣府令第10号）が定められている。一
方で、被災地域への食料の円滑な供給が重要な課題であることを踏まえ、アレルギー表示及び消費期限表示（健康被害
に直結する事項）以外の義務表示事項（原料原産地、栄養成分等）について、被災地域で譲渡・販売されるものは、全
てが表示されていなくとも取締りを行わなくても差し支えないこととするもの。

35�）PIO-NETへの2024年３月31日までの登録分。
36�）新潟県、富山県及び福井県。
37�）PIO-NETへの2016年７月13日までの登録分。
38�）福岡県、佐賀県及び大分県。
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　このように、地震発生直後の相談の傾向とし
て、被災地域39に相談が集中する傾向がみられ
ました。なお、被災地域以外での相談も一定数
存在しています。
　次に、能登半島地震に関する相談のうち、石
川県及び近隣３県での相談（525件）を商品・
サービス別にみると、「工事・建築・修理等サー
ビス」が40.8％（214件）、「不動産貸借サービ
ス」が11.4％（60件）と、住宅関連の相談が
５割以上となりました。相談の内容をみると、
「壊れた屋根にブルーシートを掛けていたとこ
ろ、業者から、無料の屋根の点検を勧める電話
があり、依頼してしまった」、「天井や壁に無数
のひびが入り屋根瓦もずれたため、工務店に修
理の見積りを取ったが高額だ」、「賃貸アパート
が損壊し、住める状態ではないが、大家から家
賃を請求された」といった事例がありました。
　なお、熊本地震に関する相談の場合、熊本県
及び近隣３県での相談（1,708件）を商品・サー
ビス別にみると、「不動産貸借サービス」に関
する相談が35.4％（605件）と最も多く、次い

で「工事・建築・修理等サービス」に関する相
談が24.6％（420件）となり、いずれの地震に
おいても、被災地域では住宅関連の相談が多い
傾向がみられました（図表Ⅰ-1-4-12）。
　一方、能登半島地震に関する相談のうち、被
災地域以外での相談を商品・サービス別にみる
と、「商品（土地・建物・設備以外）」が50.4％
（181件）と最も多く、次いで「その他サービ
ス」が35.9％（129件）と、住宅関連以外の相
談が９割弱となりました。これらの相談の中に
は、「不用品回収業者から支援物資を募る電話
がかかってきた」、「行政機関を名乗り、寄附金
を集めているという不審な電話があった」と
いった不用品買取の勧誘や寄附金に関する相談
がありました。
　また、熊本地震に関する相談についても、被
災地域以外での相談を商品・サービス別にみる
と、住宅関連以外の相談が多く、「その他サー
ビス」が51.4％（142件）、「商品（土地・建物・
設備以外）」が22.5％（62件）となりました（図
表Ⅰ-1-4-13）。

図表Ⅰ-1-4-12 被災地域での消費生活相談件数の商品・サービス別割合

（備考）　 １．�PIO-NETに登録された消費生活相談情報。

　　　　 ２．�能登半島地震については、2024年 １ 月 １ 日から同年 ３月31日まで（91日間）に受け付けた「能登半島地震」に関連する相談（2024

年 ３ 月31日までの登録分）。

　　　　 ３．�熊本地震については、2016年 ４ 月14日から同年 ７ 月13日まで（91日間）に受け付けた「熊本地震」に関連する相談（2016年 ７

月13日までの登録分）。

　　　　 ４．商品・サービス別は消費者庁で分類したもの。

能登半島地震（石川県及び近隣３県） 熊本地震（熊本県及び近隣３県）

（N＝525） （N＝1,708）

商品（土地・
建物・設備以外）

9.1％

土地・建物・
設備
9.1％

不動産貸借
サービス
11.4％

工事・建築・
修理等サービス

40.8％

金融・
保険サービス
6.7％

その他
サービス
20.4％

他の相談
2.5％

商品（土地・
建物・設備以外）

6.4％

土地・建物・
設備
11.7％

不動産貸借
サービス
35.4％

工事・建築・
修理等サービス

24.6％

金融・
保険サービス

8.3％

その他
サービス
12.5％

他の相談
1.1％

39�）ここでは、石川県及び近隣３県（新潟県、富山県及び福井県）を能登半島地震の被災地域、熊本県及び近隣３県（福
岡県、佐賀県及び大分県）を熊本地震の被災地域としている。
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図表Ⅰ-1-4-13 被災地域以外での消費生活相談件数の商品・サービス別割合

（備考）　 １．�PIO-NETに登録された消費生活相談情報。

　　　　 ２．�能登半島地震については、2024年 １ 月 １ 日から同年 ３月31日まで（91日間）に受け付けた「能登半島地震」に関連する相談（2024

年 ３ 月31日までの登録分）。

　　　　 ３．�熊本地震については、2016年 ４ 月14日から同年 ７ 月13日まで（91日間）に受け付けた「熊本地震」に関連する相談（2016年

７ 月13日までの登録分）。

　　　　 ４．商品・サービス別は消費者庁で分類したもの。

能登半島地震（石川県及び近隣３県以外） 熊本地震（熊本県及び近隣３県以外）

（N＝359） （N＝276）

商品（土地・
建物・設備以外）

50.4％

土地・建物・
設備
2.5％

不動産貸借
サービス
1.7％

工事・建築・
修理等サービス

4.2％

金融・
保険サービス

3.9％

その他
サービス
35.9％

他の相談
1.4％

商品（土地・
建物・設備以外）

22.5％
土地・建物・

設備
2.5％

不動産貸借
サービス
5.8％

工事・建築・
修理等サービス

9.1％

金融・
保険サービス

5.1％

その他
サービス
51.4％

他の相談
3.6％
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消費者被害・トラブルの経験と被害・トラブル額の推計第５節

商品・サービスについての消費者被害・ 
トラブルの経験の割合は増加

　消費者がこの１年間に購入した商品や利用し
たサービスについて、消費者庁「消費者意識基
本調査40」（2023年度）では、｢商品の機能・
品質やサービスの質が期待よりかなり劣ってい
た｣、｢表示・広告と実際の商品・サービスの内
容がかなり違っていた｣、｢思っていたよりかな
り高い金額を請求された｣ 等の何らかの消費者
被害・トラブルを受けた経験があると答えた人
の割合は21.6％となりました（図表Ⅰ-1-5-1）。

この１年間に消費者被害・トラブルを経験し
た人のうち、相談又は申出をした人は約４割

　2023年度の消費者意識基本調査において、
この１年間で消費者被害・トラブルの経験があ
ると認識した上で、その被害・トラブルの内容
を具体的に回答した人のうち、「相談又は申出
をした」と回答した人の割合は40.5％で、「誰
にも相談又は申出をしていない」と回答した人
の割合は45.0％でした。さらに、相談又は申
出をした相手を聞くと、「家族、知人、同僚等
の身近な人」と回答した人の割合が46.8％と
最も高く、次いで「商品やサービスの提供元で
あるメーカー等の事業者」と回答した人の割合
で35.4％でした（図表Ⅰ-1-5-2）。

消費者被害・トラブルの経験（１）

図表Ⅰ-1-5-1 購入商品や利用サービスでの消費者被害・トラブルの経験

（備考）　 １．�消費者庁「消費者意識基本調査」により作成。（　）内は調査実施時期。

　　　　 ２．�「あなたがこの １ 年間に購入した商品、利用したサービスについて、以下に当てはまる経験をしたことはありますか。」との

問に対する回答。

2021年度

（2021年11月）

N=5,493人

2022年度

（2022年11月）

N=5,634人

2023年度

（2023年11月）

N=5,544人

商品の機能・品質やサービスの質が期待よりかなり劣っていた 12.0％ 12.8％ 16.3％

表示・広告と実際の商品・サービスの内容がかなり違っていた  7.8％  8.1％ 11.0％

思っていたよりかなり高い金額を請求された  3.6％  3.5％  4.5％

契約・解約時のトラブルにより被害に遭った  2.1％  2.3％  3.6％

問題のある販売手口やセールストークにより契約・購入した  1.9％  2.6％  3.1％

けが、病気をする等、安全性や衛生面に問題があった  2.3％  2.2％  2.2％

詐欺によって事業者にお金を払った（又はその約束をした。）  1.0％  1.2％  1.7％

その他の消費者被害の経験  2.2％  2.4％  2.7％

上記のいずれかの経験があった 16.9％ 17.2％ 21.6％

40�）「消費者意識基本調査」において、層化２段無作為抽出法により抽出した全国（400地点）の満15歳以上の日本国籍を
有する者１万人を対象に郵送・Web回収法により調査を実施。調査時期は2023年11月１日から同月15日まで、回収率
は55.4％。
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消費者被害・トラブル額の推計の
考え方

　消費者被害・トラブルの状況を把握するため
の一つの指標として、全国の消費生活センター
等に寄せられた消費生活相談情報があります。
これは、消費者被害・トラブルの端緒やトレン
ドを把握するためには極めて有効な情報です
が、消費者やその家族等から相談があったもの
だけに限られており、相談情報に表れない消費
者被害の実態やその規模は、これだけでは明ら
かにすることはできません。
　そこで消費者庁では、消費者被害・トラブル
全体の大まかな規模を明らかにするため、
2013年度に「消費者被害に関連する数値指標
の整備に関する検討会」を開催し、消費者被害・
トラブル額の推計を試みました。
　推計は、消費者被害・トラブルの推計件数に
消費者被害・トラブル１件当たりの平均金額を
乗じる手法により実施しました。具体的には、
まず全国の満15歳以上の日本国籍を有する者
から無作為に抽出をして「消費者意識基本調査」
を行い、消費者被害・トラブルの「発生確率」

（消費者被害・トラブルの経験事例数を有効回
収数で除したもの）を推計した上で消費者被害・
トラブルの総数を推計し、これに消費生活相談
情報から推計される平均金額を乗じ、所要の補
正を行って推計値を算出するという手法を採っ
ています。
　「消費者被害・トラブル１件当たりの平均金
額」は、消費生活相談情報の「契約購入金額」、
「既支払額」といった項目から推計しています。
実際には、消費者は小さな消費者被害・トラブ
ルではわざわざ消費生活センター等に相談をす
ることはせず、より深刻な場合ほど相談する傾
向があるものと考えられることから、消費生活
相談情報全体の平均金額（契約購入金額、既支
払額）は実態より相当高い水準にあるものと推
測されます。そこで、こうした消費生活相談情
報の特性を考慮し、トラブル金額が少額のもの
と高額のものとを分けて推計しています。
　また、高齢者の特性として、本人が被害に気
付かず相談しないということがあり、特に認知
症等の高齢者に顕著にみられる傾向がありま
す。このため、本人が自ら回答することが前提
の「消費者意識基本調査」では、本人が認識し
ていない消費者被害・トラブルを十分に把握で
きない可能性があります。そこで、高齢者の潜
在被害が一定数存在するものと仮定し、その分

消費者被害・トラブル額の推計（２）

図表Ⅰ-1-5-2
消費者被害・トラブルのあった商品・サービスについての相談・申出の有

無とその相手

（備考）　 １．�消費者庁「消費者意識基本調査」（2023年度）により作成。

　　　　 ２．�左：N=1,040。被害やトラブルについての相談又は申出の有無についての問に対する回答。

　　　　 ３．�右：N=421。被害やトラブルについて「相談又は申出をした」と回答した人に対する相談した相手についての問への回答（複

数回答）。

46.8

35.4

24.9

8.6

4.0

2.4

1.9

1.4

6.2

0.5

0 604020

無回答

事業者団体

消費者団体

弁護士、司法書士等の専門家

警察

上記以外の人や機関等

家族、知人、同僚等の身近な人

商品やサービスの提供元である
メーカー等の事業者

商品・サービスの勧誘や販売を
行う販売店、代理店等

市区町村や消費生活センター等の
行政機関の相談窓口

（％）

（％）

相談又は申出をした 40.5

誰にも相談又は申出をしていない 45.0

無回答 14.5
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を推計値に上乗せする形で補正を行っています。
　推計結果としては「契約購入金額」及び「既
支払額（信用供与を含む。）」の二つの推計値を
示しています。このうち、「既支払額」（実際に
消費者が事業者に支払った金額）に「信用供与」
（クレジットカード等で決済しており、まだ支
払は発生していないもののいずれ引き落とされ
る金額）を加えた「既支払額（信用供与を含む。）」
を、消費者が負担した金額の実態に近いものと
して取り扱っています。

2023年の消費者被害・トラブル額

　以上の手法により推計したところ、2023年
の１年間に支出が発生した消費者被害・トラブ
ルは約2,067万件となり、消費者被害・トラブ
ル額は、「既支払額（信用供与を含む。）」で約8.8
兆円41となりました（図表Ⅰ-1-5-3）。

図表Ⅰ-1-5-3 消費者被害・トラブル額の推計結果

（備考）　 １．�消費者被害・トラブル額とは、消費者被害・トラブルに関する商品・サービスへの支出総額を指す。

　　　　 ２．�「既支払額（信用供与を含む。）」とは、既に支払った金額にクレジットカード等による将来の支払を加えたもの。

　　　　 ３．�満15歳以上の人口に、「消費者意識基本調査」の結果から推計した消費者被害・トラブルの「発生確率」（消費者被害・トラ

ブルの経験事例数を有効回収数で除したもの）を乗じた上で、消費生活相談情報から推計される、被害 １ 件当たりの平均金

額を乗じて算出した金額に、高齢者の潜在被害として想定される金額を加えて補正した推計額。

　　　　 ４．�人口は、2019年、2021年、2022年、2023年は各年の総務省「人口推計」の各月 １日現在人口（10月確定値）を使用しているが、

2020年は総務省「令和 ２年国勢調査」（不詳補完値）を使用。

　　　　 ５．�「発生確率」は、消費者意識基本調査において「あなたがこの １ 年間に購入した商品、利用したサービスについて、以下に当

てはまる経験をしたことはありますか。」との問に対して、以下の経験についての回答を集計した結果に基づき推計している。

①けが、病気をする等、安全性や衛生面に問題があった、②商品の機能・品質やサービスの質が期待よりかなり劣っていた、

③思っていたよりかなり高い金額を請求された、④表示・広告と実際の商品・サービスの内容がかなり違っていた、⑤問題

のある販売手口やセールストークにより契約・購入した、⑥契約・解約時のトラブルにより被害に遭った、⑦詐欺によって

事業者にお金を払った（又はその約束をした。）、⑧その他の消費者被害の経験。

　　　　 ６．�平均金額は、各年の消費生活相談情報（翌年 １月31日までの登録分）に基づき推計している。

　　　　 ７．�本推計に使用している意識調査はあくまで消費者の意識に基づくものであり、消費者被害・トラブルの捉え方が回答者によ

り異なること、意識調査の性格上誤差を含むものであることに注意が必要。

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

契約購入金額 約6.6兆円 約5.0兆円 約7.3兆円 約8.4兆円 約10.6兆円

既支払額（信用供与を含む。） 約5.1兆円 約3.8兆円 約5.9兆円 約6.5兆円 約8.8兆円

41�）既支払額（信用供与を含む。）ベースでの消費者被害・トラブル額の推定額は約8.8兆円であるが、この数字には誤差
が含まれており、同基準の消費者被害・トラブル額は95％の確率で8.3～9.3兆円の幅の中にあると推定される。
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第１部

【特集】変化する取引環境と消費者
～デジタル社会と消費者の脆弱性～

第１節	 消費者の脆弱性

第２節	 デジタル社会における課題と変化

結　び	

２第 章



　2000年代初頭以降、深刻な消費者問題の発生や、規制緩和等の市場重視の施策が推進されるよ
うになった結果、「安心安全な市場」、「良質な市場」の実現が求められるようになったことを背景に、
これまでの施策や行政の在り方を消費者の立場から積極的に見直す観点から、2009年に消費者庁
及び消費者委員会が設置され、行政や施策の在り方を絶えず見直してきました。
　そのような中で、近年、デジタル化や高齢化、国際化はますます進展し、消費者を取り巻く取引
環境は、消費者庁の発足当時から一層変化しています。特に、オンライン取引の増加やAI技術の利
活用といったデジタル化の進展に伴う取引環境の変化は、消費者の利便性を高める一方で、インター
ネット上の取引等で用いられる一部の手法は、消費者の合理的な意思決定を阻害する可能性もあり、
消費者にとって不利益で不公正な取引につながる可能性があります。このような手法の存在もあっ
て、経済協力開発機構（以下「OECD」という。）の報告書42では、デジタル社会では今までよりも
多くの消費者が脆弱性を経験している可能性があるとまとめられています。
　消費者を取り巻く取引環境が変化し、デジタル社会において消費者の脆弱性への対策が必要とさ
れていることに対し、消費者庁や消費者委員会でも、消費者法制度の理念の見直しの議論や消費者
法制度の在り方を再編し拡充するための議論が行われています43 44。
　他方で、消費者の脆弱性に関する国際的に統一された定義は存在せず、OECDでも様々な形で消
費者の脆弱性の概念化をしてきました。また、デジタル化と脆弱性の関係やその被害の程度に関す
るデータについても十分とはいえないため、更なるデータの蓄積が必要とされています。
　これらを踏まえ本章では、まず、第１節で消費者の脆弱性の概念について概説を行います。第２
節では、デジタル社会において消費者の脆弱性への対応が必要とされる場面やその影響、また、消
費者を取り巻く取引環境の変化に伴う消費者の行動の変化について分析します。

消費者の脆弱性第１節

　近年のデジタル化による消費者を取り巻く取
引環境の変化は、消費者に多くの利益をもたら
す一方で、消費者にとって不利益で不公正な取
引につながる可能性もあります。また、OECDの
報告書では、デジタル社会において、多くの消
費者が脆弱性を経験する可能性があるとされて
おり、脆弱性を有する消費者への対応は消費者
政策における重要な課題となっています。他方
で、今までにも複数の国や地域で消費者の脆弱
性の概念化が行われてきたものの、消費者の脆
弱性について統一的な定義は存在していません。

　本節では、2022年８月から消費者庁で開催さ
れた「消費者法の現状を検証し将来の在り方を
考える有識者懇談会」の議論を参考に、近年の
消費者の脆弱性の概念について概説を行います。

２第 章
【特集】変化する取引環境と消費者

～デジタル社会と消費者の脆弱性～

42�）OECD「OECDデジタル時代の消費者ぜい弱性」（2023年）
43�）消費者庁「消費者法の現状を検証し将来の在り方を考える有識者懇談会」（2022年８月30日から2023年６月30日ま

で開催）
44�）消費者委員会「消費者法制度のパラダイムシフトに関する専門調査会」（2023年12月27日から開催）
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「一般的・平均的・合理的な消費
者」と「脆弱性を有する消費者」

　事業者と消費者を比較すると、一般的に事業
者の方が消費者よりも、商品・役務・権利につ
いて多くの情報や、詳しい情報を持っています。
また、交渉をする際のノウハウがあるなど、事
業者と消費者との間には格差があります。その
ため、消費者と事業者の間にあるこの格差を踏
まえて、消費者の利益を守るため、様々な消費
者法制度が存在します。
　現在の消費者法制度は、「一般的・平均的・
合理的」という消費者を前提としています。こ
れは、「一般的・平均的・合理的」な消費者で
あれば、必要な情報や、適切な判断の機会等が
与えられることで、合理的な判断ができるとい
う概念です。一方で、必要な情報や、適切な判
断の機会等を与えられたとしても、合理的な判
断が困難となる可能性があり、このような「脆
弱性を有する消費者」の概念を正面から捉えて
いく必要があります。

類型的・属性的脆弱性

　消費者の脆弱性を年齢や教育水準、経済状況
等、ある集団に共通する特徴から捉えたものを
類型的・属性的脆弱性といいます。例えば、高
齢者が年齢を経るごとに認知症等によって判断
力が低下する傾向にあることや、若者が大人と
比べて契約に関する知識や経験が少ない傾向に
あることは、消費者被害に遭う可能性を高める
おそれがあります。これらの属性によって脆弱
性を区分することは、支援を必要とする対象が
明確で分かりやすくなるという利点があると考
えられています45。

年齢層が高くなるほど認知機能の
低下に不安を感じている

　「消費者意識基本調査」（2022年度）で、現
在の不安や心配を聞いたところ、「もの忘れ等

の認知機能の低下」について、年齢層が高くな
るほど「不安を感じる」（「とても感じる」又は
「ある程度感じる」の計）と回答した人の割合
は高くなりました（図表Ⅰ-2-1-1）。

若者は知識や経験に関する項目で 
消費者トラブルに遭う不安を感じている

　「消費者意識基本調査」（2023年度）で、消
費者トラブルに遭うおそれについて「不安を感
じる」（「非常に不安を感じる」、「不安を感じる」
又は「少し不安を感じる」の計）と回答した人
にその理由を聞いたところ、知識や経験に関す
る項目（「法律や契約に関する知識が乏しいた
め」、「ビジネスやお金の稼ぎ方に関する知識が
乏しいため」、「高額契約や複雑な契約をした経
験が少ないため」又は「悪質業者の手口や対処
方法が分からないため」）を回答した人の割合
は、10歳代後半又は20歳代で最も高くなりま
した。特に「ビジネスやお金の稼ぎ方に関する
知識が乏しいため」及び「高額契約や複雑な契
約をした経験が少ないため」と回答した人の割
合は、若者（15-29歳）で高くなっています（図
表Ⅰ-2-1-2）。

共通の特徴に基づく脆弱性（１）

図表Ⅰ-2-1-1
もの忘れ等の認知機能の低

下への不安や心配（年齢層別）

（備考）　 １．�消費者庁「消費者意識基本調査」（2022年度）によ

り作成。

　　　　 ２．�「あなたは、あなた自身の現在や将来について、ど

のくらい不安や心配を感じていますか。」との問に

対し、「現在の、もの忘れ等の認知機能の低下」に

ついて、 ５ 件法で「とても感じる」又は「ある程

度感じる」を選択した合計数。

42.0

12.7

17.3

30.0

37.7

46.1

48.4

55.1

0 60（％）

全体（N＝5,634）

10 20 30 40 50

10歳代後半（N＝204）

20歳代（N＝446）

30歳代（N＝651）

40歳代（N＝950）

50歳代（N＝969）

60歳代（N＝996）

70歳以上（N＝1,418）

45�）Kaprou, E. （2020）. The current legal definition of vulnerable consumers in the UCPD: Benefits and limitations of a focus 
on personal attributes, Routledge.

45

第
１
節
　
消
費
者
の
脆
弱
性

第
１
部

第
２
章



図表Ⅰ-2-1-2 消費者トラブルに遭うおそれについて不安を感じる理由（年齢層別）

（備考）　 １．�消費者庁「消費者意識基本調査」（2023年度）により作成。

　　　　 ２．�「あなたは、商品の購入やサービスの提供に伴う契約で、トラブルや被害に遭うおそれについて、どの程度不安を感じてい

ますか。」との問に対し、「非常に不安を感じる」、「不安を感じる」又は「少し不安を感じる」と回答した人への、「あなた

が不安に感じる理由は何ですか。当てはまるものを全てお選びください。」との問について、「法律や契約に関する知識が乏

しいため」、「ビジネスやお金の稼ぎ方に関する知識が乏しいため」、「高額契約や複雑な契約をした経験が少ないため」又は

「悪質業者の手口や対処方法が分からないため」を選択した回答（複数回答）。

65.4

14.0

41.3

47.8

63.9

21.5

35.2

51.5

69.2

25.5

35.9

52.3

67.2

31.1

40.3

49.2

69.9

39.4

42.3

47.0

73.7

45.6

52.9

47.7

74.0

44.2

65.2

55.2

67.9

27.9

41.2

49.8

0 8070503010 （％）604020

40歳代（N＝708）

全体（N＝4,019） 10歳代後半（N＝181） 20歳代（N＝342）

30歳代（N＝525） 50歳代（N＝789）

60歳代（N＝679） 70歳以上（N＝795）

法律や契約に関する知識が
乏しいため

ビジネスやお金の稼ぎ方に
関する知識が乏しいため

高額契約や複雑な契約を
した経験が少ないため

悪質業者の手口や対処方法が
分からないため
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「年齢」や「経済状況」等を理由に事業者との
関係で弱い立場に置かれたと感じている

　「消費者意識基本調査」（2023年度）で、「事
業者との関係で弱い立場に置かれたと感じた理
由」を聞いたところ、「自身の年齢によるもの」
と回答した人の割合が25.1％と最も高く、次
いで「自身の経済状況によるもの」と回答した
人の割合が21.3％となりました。また、７項

目の中から１項目以上を選択した人の割合は
48.6％となり、約半数の人が何かしらの理由
によって、事業者との関係において弱い立場に
置かれたと感じたことがあることが分かりまし
た（図表Ⅰ-2-1-3）。さらに、「自身の年齢によ
るもの」及び「自身の性別によるもの」につい
ては、多くの年齢層において女性の方が男性よ
りも、回答した人の割合が高くなっています。
（図表Ⅰ-2-1-4）。

図表Ⅰ-2-1-3 商品等の契約をする際に事業者との関係で弱い立場に置かれたと感じた理由

（備考）　 １．�消費者庁「消費者意識基本調査」（2023年度）により作成。

　　　　 ２．�「あなたは、商品の購入やサービスの提供に伴う契約をする際に、以下の理由によって事業者との関係で弱い立場に置かれたと感

じたことはありますか。」との問に対する回答数が多い順に表示（複数回答）。

　　　　 ３．�N＝5,544

25.1

21.3

14.5

14.3

9.1

7.6

4.6

48.6

0 60（％）

自身の年齢によるもの

10 20 30 40 50

自身の経済状況によるもの

自身の社会経験によるもの

自身の性別によるもの

自身の健康上の問題によるもの

自身の雇用状況によるもの

その他の理由

上記７項目の中から１項目以上を
選択した人
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共通の特徴に基づいて脆弱性を 
捉えることへの課題

　特定のグループの消費者に共通する特徴を類
型化し、その属性によって脆弱性を捉える方法
は、支援を必要とする対象が明確で分かりやす
いという利点がある一方で、若者や高齢者だか
ら常に脆弱性を有するということはなく、中に
は豊富な経験や知識を持ち、消費者被害に遭う
可能性が低い人もいます。
　類型的・属性的な脆弱性の捉え方は、消費者
を支援する上で重要ですが、必ずしも特定の属

性に当てはまる人全てが常に脆弱性を有すると
いうことはなく、消費者の脆弱性を類型的・属性
的脆弱性だけで捉えることは難しいため、更なる
消費者の脆弱性の概念が必要とされています。

図表Ⅰ-2-1-4
商品等の契約をする際に事業者との関係で弱い立場に置かれたと感じた

理由（性別・年齢層別）

（備考）　 １．�消費者庁「消費者意識基本調査」（2023年度）により作成。

　　　　 ２．�「あなたは、商品の購入やサービスの提供に伴う契約をする際に、以下の理由によって事業者との関係で弱い立場に置かれた

と感じたことはありますか。」との問に対する回答。

28.7

31.5

38.6

15.9

15.2

17.1

34.1

44.6

21.0

32.7

22.8

15.9

12.3

13.6

20.9

31.8

20.6

21.3

23.7

24.4

17.7

17.5

22.9

20.3

22.1

14.0

22.3

25.0

19.7

21.0

21.9

24.4

14.8

15.7

19.9

16.4

13.1

14.8

16.8

12.2

14.2

19.6

21.3

19.2

14.3

13.6

11.2

11.3

22.9

13.4

27.1

21.5

23.9

25.4

26.2

19.3

4.6

0.9

8.6

6.2

3.9

3.6

4.7

4.3

9.8

3.1

6.4

5.7

7.1

8.5

12.7

14.9

8.2

3.7

8.6

6.2

6.4

6.9

8.2

11.9

7.1

5.5

8.5

11.9

9.1

7.1

8.3

2.6

8.1

4.7

11.7

13.0

8.1

9.2

8.6

3.9

自身の年齢によるもの

50（％）0 40302010

10歳代後半

全体

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

自身の経済状況によるもの

50（％）0 40302010

10歳代後半

全体

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

自身の社会経験によるもの

50（％）0 40302010

10歳代後半

全体

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

自身の性別によるもの

50（％）0 40302010

10歳代後半

全体

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

自身の健康上の問題によるもの

50（％）0 40302010

10歳代後半

全体

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

自身の雇用状況によるもの

50（％）0 40302010

10歳代後半

全体

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

男性（N＝2,607） 女性（N＝2,937）
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　調査の結果3、表示内容の影響を受けて商品・サービスを購入・契約した人のうち、商品の質に対する不満や、
意図しない定期購入契約の締結といった後悔・トラブルに至った人の割合（以下「後悔・トラブルの経験率」
という。）は、20歳代の男性が高くなる傾向にあることが分かりました。
　また、一般に多くの消費者が不審感を抱くようなマルチ取引等の勧誘を受けた際に、購入・契約に至りやす
い「リスキーな心理傾向4」と後悔・トラブルの経験しやすさとの関係について、消費者庁で過去に作成した
チェックシート5の設問を用いて調査したところ、全ての表示において「リスキーな心理傾向」は後悔・トラ
ブルの経験しやすさと有意に関係していることも分かりました。

　本調査で取り上げた８種の表示内容のうち、「高額サービスの無料体験やキャンペーン表示」、「無料解約や
返金保証をうたう表示」、「効き目を強調する表示」の３種は、後悔・トラブルの経験率が30％を超え、かつ購
入金額も比較的高いことが分かりました（図表１）。

後悔・トラブルに至りやすい人の属性・心理的特性

後悔・トラブルの経験率が高い表示と心理的特性との関係

　消費者庁新未来創造戦略本部では、インターネット通販を中心に見られる合理的な思考
が妨げられてしまうおそれのある表示内容８種1について、どのような属性・心理的特性
を持っている消費者が影響を受けやすいのかを明らかにすることを目的に、アンケート調
査2を実施しました。
　本調査では、広告が表示されたときの消費者の反応や、表示内容に関連した当該消費者
の過去の経験等についてアンケートを行いました。

インターネット通販における表示内容と消費者の心理的特性等の関係について

C O L U M N

１ ）「商品の大幅値下げをうたうセール表示」や「初回無料や初回格安であることを強調した表示」等、消費者庁「消費者意識基本調査」（2021年度）におい
て「SNS上の広告で見たことがあるもの」等の設問で用いられた項目を中心に設定。

２）2022年12月に、全国の20歳以上69歳以下の男女5,278人を対象にオンライン調査にて実施。
３）https://www.caa.go.jp/policies/future/project/project_013/
４）不審感を抱くような勧誘を受けた際に購入・契約しやすい心理傾向（だまされやすさ）。
５ ）消費者庁「若者の消費者被害の心理的要因からの分析に係る検討会」（2017年から2018年まで）において作成された、若者の消費者トラブル防止のため

の啓発資料。15問の設問から、自身の「リスキーな心理傾向」をセルフチェックできる。

【図表１】表示をクリックしたことがある人の割合と後悔・トラブルの経験率の関係（表示内容別）

�（備考）�１．消費者庁「インターネット通販における表示内容と消費者の心理的特性等に関する調査」（2023年）により作成。

　　　　２．�横軸：「見たことがあると回答された広告表示について、その広告表示に惹かれて広告をクリックしたことが過去に一度でもありますか。」との問

に対し、「クリックしたことがある」と回答した人の割合。

　　　　３．�縦軸：「広告表示に惹かれて商品・サービスを購入した後、後悔やトラブルに至ったことが過去に一度でもありますか。」との問に対し、「後悔や

トラブルに至った経験がある」と回答した人の割合。

　　　　４．�各表示について、「契約・購入した商品・サービスについて、実際に支払った金額を教えてください。」との問に対し、「１万円以上５万円未満」、

「５万円以上10万円未満」、「10万円以上2５万円未満」、「2５万円以上５0万円未満」又は「５0万円以上」を選択した合計数。

無料体験、
キャンペーン

効き目を強調

無料解約、返金保証 初回無料、
格安を強調

人気№１

限定を強調

景品、特典、
キャッシュバック 大幅値下げ

グループC
クリックする人が

多いが、
後悔する人は少ない

グループB
クリックする人、
後悔する人ともに

一定数いる

グループA
クリックする人は少ないが、

後悔する人は多い

（％）

（％）

27.2％

23.9％

30.8％

24.5％
36.7％

37.9％

36.4％

26.8％

10

20

30

40

10 20 30 40 50 60

表示を見た経験がある人のうち表示をクリックしたことがある人の割合

購入・契約金額が１万円
以上と回答した人の割合

後
悔
・
ト
ラ
ブ
ル
の
経
験
率
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　また、これら３種の表示内容については、「ハロー効果6」の影響を受けやすい消費者が、後悔・トラブルに
至りやすいことが分かりました。
　インターネット通販に起因する後悔・トラブルを防止するためには、商品・サービスの目立つ特徴のみで購
入・契約の判断をしないよう心掛けるほか、チェックシートを用いて自身の「リスキーな心理傾向」を把握す
ることも有効な対応策になり得ると考えられます（図表２）。

６）一般的に良いとされる外見や身分等の目立つ特徴に引きずられて人の評価を決めてしまう傾向。

【図表２】「リスキーな心理傾向」を測るチェックシート
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理想の消費者と現実の消費者

　近年、消費者法制度が前提としている「一般
的・平均的・合理的」な消費者の捉え方につい
て、現実にこのような消費者概念が適用できる
場面は限られると考えられています46。現実の
全ての消費者は、必要な情報等が与えられてい
たとしても不合理な判断をしてしまう可能性が
あります。人は限られた範囲でしか合理的な判
断ができないことは、限定合理性47による脆弱
性と捉えられており、限定合理性による脆弱性
は、類型的・属性的脆弱性とは異なり、全ての
人が持つ脆弱性であると考えられています。

消費者は大量の選択肢の中では適切な
比較や選択をできないことがある

　米国で実施された研究によると、高級食料品
店でジャムを６種類販売した場合と、24種類販
売した場合で、販売ブースに立ち寄る客の割合
を比較したところ、６種類販売した場合は40％
で、24種類販売した場合は60％となり、24種
類販売した場合の方が多くの客が販売ブースに
立ち寄ることが分かりました。しかし、最終的
にジャムを購入した客の割合をみると、６種類
販売した場合が12％で、24種類販売した場合
が２％となり、６種類販売した場合の方が多く
の客がジャムを購入しました（図表Ⅰ-2-1-5）。
この研究では、選択肢が多い商品の方が消費者
の興味を引く一方で、選択肢が多いことがむし
ろ購買の妨げになる可能性について示唆されて
います。
　あまりに多くの情報を提供すると、最終的に
消費者は、比較的単純な目安や経験則に基づい
て判断したり、判断すること自体を諦めたりす
る場合があると考えられており48、大量の情報
の提供が必ずしも判断するに当たって有益とは
限らないことが分かっています。

誰しもが持つ脆弱性（２）　また、これら３種の表示内容については、「ハロー効果6」の影響を受けやすい消費者が、後悔・トラブルに
至りやすいことが分かりました。
　インターネット通販に起因する後悔・トラブルを防止するためには、商品・サービスの目立つ特徴のみで購
入・契約の判断をしないよう心掛けるほか、チェックシートを用いて自身の「リスキーな心理傾向」を把握す
ることも有効な対応策になり得ると考えられます（図表２）。

６）一般的に良いとされる外見や身分等の目立つ特徴に引きずられて人の評価を決めてしまう傾向。

【図表２】「リスキーな心理傾向」を測るチェックシート

図表Ⅰ-2-1-5 販売するジャムの種類と消費者の行動の関係

（備考）　�Iyengar, S.S., Lepper, M.R. （2000）. When choice is demotivating: Can one desire too much of a good 

thing?, Journal of Personality and Social Psychology, 79（6）, 995-1006.により作成。

100％（260人） 100％（242人）

40％（104人）

60％（145人）

12％（31人）
2％（４人）

24種類６種類

販売するジャムの種類

販売ブースの前を通った人の割合（人数）

うち、販売ブースに立ち寄った人の割合（人数）

うち、ジャムを購入した人の割合（人数）

0

80

60

40

20

100
（％）

46�）消費者庁「消費者法の現状を検証し将来の在り方を考える有識者懇談会」（2022年８月30日から2023年６月30日ま
で開催）

47�）人間は認知機能の限界等によって限られた条件下でしか合理性を持たないこと。
48�）OECD「行動洞察の活用によるオンライン市場の情報開示の向上」（2018年）
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選択肢の提示方法によっては消費者の
選択の結果が変わることもある

　選択肢の提示方法によっても、消費者の選択
に影響を与える可能性があることが分かってい
ます。
　ドイツで実施された家庭の電力契約に関する
実験では、通常のエネルギーと、少々高価なグ
リーンエネルギー49のどちらを消費者が契約す
るかについて、選択肢の提示方法を変えたとき
の影響を調べました（図表Ⅰ-2-1-6）。
　グリーンエネルギーを利用することへの同意
欄が事前にチェックされている状態で消費者に
提示したときのグリーンエネルギーの契約割合
は69.1％だったのに対し、同意欄が空欄のと
きの契約割合は7.2％となりました（図表Ⅰ-2-
1-7）。事前に同意欄のチェックがあるかどうか
は、契約割合に影響を及ぼす可能性が示唆され
ています。

人の行動に関する様々なバイアス

　人の行動にはバイアス（偏り）があり、例え
ば、大量の選択肢の中で消費者は適切な比較や
選択をできなくなることがあったり、事業者か
らの選択肢の提示方法によって消費者の選択の
結果が変わったりすることは、「情報過多」や、
「デフォルト効果及び現状維持効果」と呼ばれ
る行動バイアスによるものだと考えられます。
行動バイアスには、ほかにも様々なものがあり
ます（図表Ⅰ-2-1-8）。
　これらの行動バイアスは、うまく活用するこ
とでグリーンエネルギーの利用を促進するな
ど、社会にとってより良い方向に物事を進めら
れる一方で、悪用された場合、限定合理性によ
る脆弱性を助長するおそれもあります。

図表Ⅰ-2-1-6
実験における選択肢の

提示方法

オプション選択

□グリーンエネルギーを使用します
　（追加料金：0.3セント/単位当たり）

オプション選択

□グリーンエネルギーを使用します
　（追加料金：0.3セント/単位当たり）

同意欄が事前にチェックされている

同意欄が空欄

✓

図表Ⅰ-2-1-7
グリーンエネルギーを

契約した世帯の割合

（備考）　 １．�Ebeling, F., Lotz, S. （2015）. Domestic uptake 

of green energy promoted by opt-out tariffs, 

nature climate change, 5, 868-871.により作成。

　　　　 ２．�実験に参加した世帯数：41,952世帯

7.2

69.1

0

80

60

40

20

（％）

同意欄が空欄のとき

同意欄が事前にチェックされているとき

49�）太陽光、風力又は地熱等を活用したエネルギーのこと。
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図表Ⅰ-2-1-8 行動バイアスの例

備考：OECD「行動洞察の活用によるオンライン市場の情報開示の向上」（2018年）により作成。

●情報過多
複雑な製品や膨大な選択肢を前にすると、消費者は可能な選択肢を無視したり、選択しないことを選択したり
することがある。また消費者は、単純な「目安」や「経験則」に依存する可能性もある。

●デフォルト効果及び現状維持効果
デフォルトオプションとして消費者に選択肢を一つ提示すると、消費者はその選択肢を選びやすくなる。デフォ
ルトの力は現状維持効果と関係しており、消費者は現状にとどまろうとする強い傾向を持つ。

●保有効果
消費者はあるモノを入手するとき以上に、それを手放す際の対価を多く求めることがある。消費者には損失回
避傾向があり、そのモノが消費者の保有物となると、消費者にとってのそのモノの価値が高まるためである。

●アンカリング効果
消費者は、自分が最も重要だと思う情報を中心に、意思決定を固定する。これは、追加の情報が提供されても、
消費者が提案の価値に対する認識を十分に調整できないことを意味する。

●フレーミング効果
消費者は、情報の提示方法に影響される。ある特定の方法で選択肢を提示すると、消費者は特定の基準からそ
の選択肢を評価する場合がある。

●プライミング効果
消費者が宣伝等に絶えずさらされると、一部の特性が消費者の決定に過度の役割を果たす場合がある。プライ
ミングは、一部の特性を目立たせることで、選好に影響を与える可能性がある。

●自信過剰
消費者は何らかの行動の結果として、自分が予期される平均的な結果よりも好ましい経験をする可能性が高い
と考える傾向がある。例えば、多くのドライバーは、自分は平均的な人よりも安全であると考える。

●誇張された割引※

消費者は、将来の時間よりも、現在の方がはるかに価値があると考える傾向がある。これは、強制されないと、
退職後の蓄えが少なくなるようなことを説明できる。

●時間的不整合性
消費者は、短期的な衝動と長期的な利害の矛盾により、時間をまたいで一貫性のない選択を行うことがある。

●社会規範及び文化規範
多くの場合、消費者は特定の社会やグループの価値観、行動又は期待によって導かれる。例えば、人々に他人
のしていることを認識させると、個人の根底にある動機を強化できる。

※　現在バイアスとも呼ばれる。
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　ジムを例に、現在バイアスについて考えてみます。消費者は、事前にジムの契約をしないと、ジム通いを先
延ばししてしまうことを理解しており、現在バイアスによる先延ばしを避けるためにジムを契約することがあ
ります。そして、契約をすることでジムに通う可能性は高まりますが、実際にジムに通う回数は、契約時に自
身が考えていたよりも少なくなる可能性が高く、消費者はジムに通わない可能性を低く見積もっていると大竹
教授は指摘します。
　例えば、カナダのケベック州にあるジムにおける研究では、実際にジムに通った回数は、契約前に自身が期
待していた回数よりも少なかったという事例があります2。
　この現象について、大竹教授は、現在バイアスには２段階あると話します。消費者は、事前にジムの契約を
しないとジム通いを先延ばししてしまうという、１段階目の先延ばし行動については理解し対策を講じること
がありますが、契約後に自身がジムに通わない可能性については低く見積もってしまうという、２段階目の実
際に行動する瞬間の自分について甘く考えてしまうことは理解していないと言います。この２段階目の影響に
よって、ジムの契約をする前よりはジムに通う確率は高まるものの、当初自分が期待していた回数ほどは通わ
ない場合があると考えられます。

　サブスクは消費者の現在バイアスを利用した仕組みと捉えることができ、ジムの事例のように、消費者が先
延ばしを避けるために事前に契約したものの、契約時に想定していたほどサービスを活用できない可能性につ
いて消費者は甘く考えており、そのような消費者の心理特性を利用している点に問題があると大竹教授は指摘
します。他方で、サブスクは消費者の先延ばしを緩和するなどの消費者にとっても一定のメリットがあること
から、必ずしも問題だとは言い切れない側面もあります。
　大竹教授は、サブスクが現在バイアスを利用している問題点について、「料金プランの損得を分かりやすく
表示することや、契約の自動更新の際に更新が必要かどうかを通知すること、退会手段を容易にすること等の
対策を事業者が講じることが有効だ」と話します。また、「最低でも、サブスクが現在バイアスを利用した仕
組みであることを消費者は知っておくことが重要」と話します。

消費者は現在バイアスの２段階目を甘く考えてしまいやすい

サブスクの問題点と有効な対策

　期間ごとに定額（月額料金等）を支払うことで商品やサービスの提
供が受けられるサブスクリプション（以下「サブスク」という。）には、
様々な利点がある一方で、「現在バイアス1」と呼ばれる消費者の先延
ばしする心理特性を事業者が利用しているといった問題点があると考
えられています。大阪大学大学院経済学研究科の大竹文雄教授は、「最
低でも、サブスクが現在バイアスを利用した仕組みであることを消費
者は知っておくことが重要」と話します。

現在バイアスを利用したサブスクリプション

C O L U M N

１ ）現在に偏向する心理特性。例えば、将来よりも現在のメリットを優先することで行動を先延ばししてしまうなどがある。
２）Garon, J., Masse, A., Michaud, P. (2014). ʜealth club attendance︐ eｘpectations and self︲control, Journal of Economic Behavior & Organization, 119, 364-374.

大竹文雄教授
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します。他方で、サブスクは消費者の先延ばしを緩和するなどの消費者にとっても一定のメリットがあること
から、必ずしも問題だとは言い切れない側面もあります。
　大竹教授は、サブスクが現在バイアスを利用している問題点について、「料金プランの損得を分かりやすく
表示することや、契約の自動更新の際に更新が必要かどうかを通知すること、退会手段を容易にすること等の
対策を事業者が講じることが有効だ」と話します。また、「最低でも、サブスクが現在バイアスを利用した仕
組みであることを消費者は知っておくことが重要」と話します。

消費者は現在バイアスの２段階目を甘く考えてしまいやすい

サブスクの問題点と有効な対策

　期間ごとに定額（月額料金等）を支払うことで商品やサービスの提
供が受けられるサブスクリプション（以下「サブスク」という。）には、
様々な利点がある一方で、「現在バイアス1」と呼ばれる消費者の先延
ばしする心理特性を事業者が利用しているといった問題点があると考
えられています。大阪大学大学院経済学研究科の大竹文雄教授は、「最
低でも、サブスクが現在バイアスを利用した仕組みであることを消費
者は知っておくことが重要」と話します。

現在バイアスを利用したサブスクリプション

C O L U M N

１ ）現在に偏向する心理特性。例えば、将来よりも現在のメリットを優先することで行動を先延ばししてしまうなどがある。
２）Garon, J., Masse, A., Michaud, P. (2014). ʜealth club attendance︐ eｘpectations and self︲control, Journal of Economic Behavior & Organization, 119, 364-374.

大竹文雄教授

　ナッジの影響力が分かりやすい有名な事例として、臓器提供に関する研究があります。「臓器提供をするか
どうか」を聞く際に、臓器提供しないことを前提として、臓器提供をしたい人はその意思を表示する必要があ
るオプトインと呼ばれる方法を用いた国と、臓器提供することを前提として、臓器提供をしたくない人はその
意思表示をするオプトアウトと呼ばれる方法を用いた国とでは、臓器提供に「同意」する人の割合が大きく異
なりました（図表）。選択肢をオプトインからオプトアウトにするというきっかけを人々に与えるだけで、臓
器提供に「同意」する人は増加しましたが、この増加した割合だけを見て、これが個人の「同意」の結果だと
述べてもよいかについてはよく考える必要があると依田教授は話します。

　ナッジの中でも、特にオプトアウトを活用したものについては、デフォルトで選択肢が決められてしまい、
その選択肢を拒否したい人だけが意思表示することになるため、ナッジがもたらす結果が当人の「意思」によ
るものだといってよいのかという問題が生じます。この問題について依田教授は、自身の選択を後で振り返っ
た際に、どのくらい後悔するかが重要だと話します。自分の選択の結果を後から知った際に、後悔が生まれな
い場合であれば、オプトアウトを活用することは問題にはならないと考えられます。
　その上で、依田教授は、オプトアウトを活用したナッジは特に影響力が大きいことから、使用については非
常に慎重であるべきだと言います。ナッジの仕組みを理解している人であればある程度は影響を防ぐことも可
能ですが、そこに喜怒哀楽の感情等が伴った場合、よほどの注意深さを持った人でない限り自衛することは難
しいのがナッジの特徴でもあります。依田教授はナッジについて、「全ての人の行動に必ずしも影響を及ぼす
ものではありませんが、一部の人にとってはその影響は避け難いものでもあり、特にオプトアウトを活用した
ナッジの使用は慎重に判断すべきです」と話します。

ナッジが人々の意思決定に与える影響力

オプトアウトを活用したナッジは慎重に使用すべき

　京都大学経済学部・大学院経済学研究科の依田高典教授は、人々の
経済心理に着目する行動経済学を専門としており、ナッジを活用した
実証実験を実施しています。ナッジは、自分自身にとってより良い選
択ができるように人々を手助けすることを目的としたものです。人々
にきっかけを与えるだけで、人々の意思決定に影響を及ぼす可能性の
あるナッジは様々な場面で活用されていますが、場合によっては人々
が望まない結果に誘導する手法にもなり得るという課題があります1。

ナッジの影響力と活用における課題

C O L U M N

１ ）人々が望まない結果に誘導する手法は、ナッジに対してスラッジと呼ばれる。

依田高典教授

【図表】各国の臓器提供に「同意」した人の割合

�（備考）��Johnson,�E.,�Goldstein,�D.�（2004）.�Defaults and 

Donation Decisions,�Transplantation,�78（12）,�1713-

1716.により作成。
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状況的脆弱性

　人は状況次第で合理的に考えることが難しく
なることもあります。例えば「今日までに契約
すれば半額になる」や「知り合いからの紹介だ
から無下にできない」等、時間の制限があるこ
とによって焦って判断をしてしまったり、人間
関係を考慮してしまい適切な判断ができなく
なってしまったりするなど、様々な状況によっ
て脆弱となる可能性があります。
　また、事業者によるマーケティング手法の中
には、事業者の悪意の有無にかかわらず、結果
的に消費者の行動バイアスを利用してしまい、
限定合理性による脆弱性を助長するような状況
を作り出すものがあります。例えば、閉店セー
ルや購入までの時間制限によって消費者を焦ら
せることは、消費者が商品やサービスの取引機
会を失うことによる損失を恐れる傾向を利用し
ているという指摘もあります50。

約８割の人が合理的に考えること
が難しいと感じたことがある

　「消費者意識基本調査」（2023年度）で、「合
理的に考えることが難しいと感じた状況」を聞
いたところ、「契約内容が複雑だったとき」と
回答した人の割合は63.0％と最も高く、次いで
「十分に考える時間がなかったとき」と回答し
た人の割合が52.7％となりました。また、８項
目の中から１項目以上を選択した人の割合は
82.0％となり、多くの人が何かしらの状況にお
いて合理的に考えることが難しいと感じたこと
があることが分かりました（図表Ⅰ-2-1-9）（図
表Ⅰ-2-1-10）。

状況によって生じる脆弱性（３）

図表Ⅰ-2-1-9 商品等の契約をする際に合理的に考えることが難しいと感じたとき

（備考）　 １．�消費者庁「消費者意識基本調査」（2023年度）により作成。

　　　　 ２．�「あなたは、商品の購入やサービスの提供に伴う契約をする際に、以下の状況によって合理的に考えることが難しいと感じたこと

はありますか。」との問に対する回答数が多い順に表示（複数回答）。

　　　　 ３．�N＝5,544

63.0

52.7

45.6

29.9

21.7

20.9

13.9

3.9

82.0

14.2

3.8

0 908070605040302010 100

無回答

契約内容が複雑だったとき

その他の状況

（％）

事業者から示された情報が
少なかったとき

体調不良だったとき、
疲れていたとき

物忘れなど、認知機能が
低下したとき

上記８項目の中から１項目以上を
選択した人

合理的に考えることが難しいと
感じたことはない

十分に考える時間がなかったとき

急に経済的な変化があったとき

個人的な環境の変化があったとき

50�）OECD「行動洞察の活用によるオンライン市場の情報開示の向上」（2018年）
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図表Ⅰ-2-1-10
商品等の契約をする際に合理的に考えることが難しいと感じたとき（性別・

年齢層別）

（備考）　 １．�消費者庁「消費者意識基本調査」（2023年度）により作成。

　　　　 ２．�「あなたは、商品の購入やサービスの提供に伴う契約をする際に、以下の状況によって合理的に考えることが難しいと感じた

ことはありますか。」との問に対する回答。
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デジタル社会における消費者の 
脆弱性

　デジタル化の進展によってオンライン取引は
ますます普及し、実店舗よりも商品やサービス
の品ぞろえが豊富で、検索や比較が容易にでき
るなど、様々な点で消費者の利便性は向上しま
した。また、事業者によるデジタル技術の活用
は、技術の進歩とともに消費者の好みに合わせ
た商品やサービスの提案を可能とするなど、多
くの消費者がその利便性を享受しています。
　一方で、オンライン取引には課題もあり、例
えば、「残りわずか」等の売り切れ間近のよう
な表示等は、消費者の行動に影響を及ぼす可能
性があり、一部のウェブデザインの仕組み等に
は課題があると考えられています。また、AI技
術を活用して、おすすめ商品を提案するような
消費者の情報を分析する仕組みにも同様の課題
が生じる可能性があると考えられており、これ
らの仕組みについては第１部第２章第２節で解
説します。
　このような課題について、消費者庁が開催し
た「消費者法の現状を検証し将来の在り方を考
える有識者懇談会」の中では、オンライン取引
の負の側面として、消費者の脆弱性がより顕在
化しやすくなる可能性があるとの議論がされま
した。また、OECDの報告書では、デジタル社
会においては今までよりも多くの消費者が脆弱
性を経験している可能性があることについてま
とめられています。
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　経済学の研究の一部では、消費者を欺くような事業者が存在したとしても、事業者
間の競争が激しければそのような悪質な事業者は淘汰されると考えられていました。
しかし、事業者間の競争が激しい場合でも、消費者を欺くような行為が無くならない
場合もあると室岡教授は話します。
　消費者を欺くような手法が無くならない要因の一つに、事業者が提供する商品の価値が影響していると室岡
教授は話します。消費者にとってより価値のある商品が販売される市場であれば、仮に消費者を欺くような行
為をする事業者がいたとしても、別の事業者が誠実に商品の魅力を発信することでマーケットシェアを伸ばせ
るため、ひいては消費者を欺くような企業は競争により淘汰されていくと考えられます。
　一方、価値のない商品のみが市場で取引されていた場合は、誠実に商品の魅力を発信すると商品に価値がな
いことを知った消費者は購入しなくなるため、事業者は消費者を欺こうとする可能性が高まります。このよう
な市場では、競合する事業者も消費者を欺くことで利益を得ることがあるため、消費者を欺くような事業者を、
事業者間の競争のみにより淘汰することはできないと考えられます。
　なお、ここで述べる価値のない商品とは、明らかに買わない方がよい商品だけを指すものではなく、他の商
品よりも相対的に劣っている商品も含みます。相対的に価値が低い商品を販売する事業者は、自らのマーケッ
トシェアが下がらないように、消費者を欺くような行為をする可能性が高まると考えられます。

　消費者を欺くような行為が懸念される市場では、事業者間の競争に頼る以外の規制や対策が必要だと室岡教
授は話します。規制の内容としては、消費者を欺く行為に対する罰則のような法律による規制（ハードロー）や、
優良事例の紹介等の業界内の基準の作成（ソフトロー）が挙げられます。また、人は常に合理的な判断ができ
るわけではないという行動経済学の知見から、解約や返品をしやすくすることも有効だと話します。例えば、
欧州ではクリック２回でサブスクリプション契約を解約できるように変更したオンラインサービスもあり、解
約や返品が簡単にできれば被害を減らすことができると考えられます。一方で、これらの規制や対策は事業者
にとって利点が少ない場合もあり、導入には様々な課題が存在すると室岡教授は話します。

消費者を欺く行為と商品の価値との関係

消費者を欺く行為への対策

　大阪大学社会経済研究所の室岡健志教授は、行動経済学を活用した
市場分析等を行っており、企業による消費者を欺くような マーケティ
ング手法1が無くならない原因について研究を行っています。

消費者を欺く行為に関する経済学的分析

C O L U M N

１）消費者が合理的な判断をできないように誘導し、消費者の意思決定を歪ませる手法。

室岡健志教授
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　かつて消費者は、年齢や教育水準等の属性によって脆弱だと捉えられることがありました。例えば、2007年
の「消費者紛争解決及び救済に関するOECD勧告」では、消費者の脆弱性について、概して属性に応じたアプロー
チの観点から述べています。
　しかし、2010年の「OECD消費者政策ツールキット」では、全ての消費者が被害を受ける可能性について言
及した上で、脆弱性が消費者の心理状態や取引の性質等の影響を受ける可能性があることについて述べられる
など、概して状況を考慮したアプローチの観点から消費者の脆弱性をまとめるようになりました。2014年の
OECD勧告においても、同様の観点から述べられています（図表）。

OECDにおける消費者の脆弱性の概念化

　脆弱性を有する消費者への支援は、消費者政策における重要な取組の一つですが、その
脆弱性に関する国際的に認められた定義は存在していません。脆弱性とは複雑な概念であ
ると考えられており、OECDでも様々な形で消費者の脆弱性の概念化をしてきました。こ
こでは、OECDが2023年６月に発表した「デジタル時代の消費者ぜい弱性1」の報告書で取
り上げられている、OECDや他国における消費者の脆弱性の概念化に関して紹介します。

消費者の脆弱性に関する他国の動向

C O L U M N

１）OECDデジタルエコノミー文書2023年６月No. 355

【図表】OECDにおける消費者の脆弱性の概念化の例

�（備考）�OECD「OECDデジタル時代の消費者ぜい弱性」（2023年）により作成。

● 2007年　消費者紛争解決及び救済に関するOECD勧告
不利な立場にある又は脆弱な消費者とは、特定の消費者又は特定の区分の消費者であって、その個人的特
徴又は事情（年齢、精神的若しくは身体的能力、教育、所得、言語又は遠隔地等）ゆえに、紛争解決や救
済へアクセスする際に特定の困難に直面する者をいう。

● 2010年　OECD消費者政策ツールキット
全ての消費者が被害を受ける可能性がある。しかし、時として、一部の消費者が他の消費者よりも被害を
受けやすいことがある。この脆弱性は、消費者の心理状態や経済状態、又は取引の性質から引き起こされる。
例えば、サービス提供者は、悲しみに沈んでいる人の自責の念や罪悪感につけ込んで、消費者が普通なら
ば断るような高価な、又は不当に高い商品を売ることができるかもしれない。
さらに、調査によると、消費者が、購入が生じる場所や文脈によっても脆弱になる可能性があることが示
唆されている。

● 2014年　消費者政策決定に関するOECD勧告
脆弱な消費者とは、特定の製品が流通している市場の特徴、製品の特性、取引の性質又は消費者の属性若
しくは事情によって、特定の時点において被害を受けやすい消費者である。
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受けやすいことがある。この脆弱性は、消費者の心理状態や経済状態、又は取引の性質から引き起こされる。
例えば、サービス提供者は、悲しみに沈んでいる人の自責の念や罪悪感につけ込んで、消費者が普通なら
ば断るような高価な、又は不当に高い商品を売ることができるかもしれない。
さらに、調査によると、消費者が、購入が生じる場所や文脈によっても脆弱になる可能性があることが示
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● 2014年　消費者政策決定に関するOECD勧告
脆弱な消費者とは、特定の製品が流通している市場の特徴、製品の特性、取引の性質又は消費者の属性若
しくは事情によって、特定の時点において被害を受けやすい消費者である。

　近年、いくつかの国や地域においては、消費者の脆弱性を概念化する際に状況を考慮したアプローチの観点
が反映されているものもあります。
　例えば、欧州委員会（EC）では、2016年の調査で、脆弱性を助長する要因について概説しており、「特定の
消費者集団が常に脆弱である/常に脆弱ではない」ということはないとしています。
　また、英国競争・市場庁（CMA）では、消費者の脆弱性を大まかな二つの分類に区別し、特定の市場にいる
広範囲の消費者に影響する「市場特有の脆弱性」と、身体的障害や低所得等の「個人的特徴に関連する脆弱性」
があるとしています。
　そのほか、オーストラリア競争・消費者委員会（ACCC）では、「商慣行及び複雑な契約条件等の商品が脆弱
性を悪化させている」とみなしたり、ポルトガルの消費者教育ガイドラインでは、年齢等の内的要因と社会的
状況といった外的要因が「消費者を一時的又は恒久的な弱さの状態に置いている」としています。
　なお、多くの国や地域では、子供や高齢者等の脆弱とみなされる特定の集団を法的に保護しており、属性に
応じたアプローチの観点が必要であることは依然として変わりません。

　デジタル社会においては、生活の利便性が向上したこと等の良い側面だけではなく、特定の属性の消費者に
とどまらない多くの消費者が脆弱性を経験する可能性があるといった指摘もあり、消費者の脆弱性の概念化の
必要性が高まっています。
　他方で、今日までの消費者の脆弱性に関する調査は、主に、年齢や所得等の個人の属性や事情に焦点を当て
たものが多く、デジタル社会における商慣行と消費者被害に関するエビデンスが十分とはいえません。「デジ
タル時代の消費者ぜい弱性」の報告書では、OECD消費者政策委員会（CCP）において、消費者の脆弱性に関
するエビデンスの構築を継続し、また、2023年から2024年までにかけて実証実験に着手する旨が記載されてい
ます。

他国における消費者の脆弱性の概念化

デジタル社会における消費者の脆弱性の概念化と課題
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　本節では、消費者にはどのような脆弱性があ
るのかについて、共通の特徴に基づく「類型的・
属性的脆弱性」、誰しもが持つ「限定合理性に
よる脆弱性」及び状況によって生じる「状況的
脆弱性」の三つの整理でみてきました。
　類型的・属性的な脆弱性の捉え方は、脆弱性
を有する消費者に共通した特徴を類型化するこ
とで、支援を必要とする対象が明確で分かりや
すいという利点があります。類型的・属性的脆
弱性の例として、自身の年齢や経済状況等が挙
げられ、それらの属性を理由に弱い立場に置か
れたと感じている人が約半数いることが分かり
ました。他方で、特定の属性に当てはまる消費
者が一様に脆弱性を有するということはなく、
類型的・属性的な脆弱性の捉え方だけで消費者
の脆弱性を捉えることは難しいと考えられます。
　一方で、限定合理性による脆弱性の捉え方は、
人は時として不合理な判断をしてしまうなど、
誰しもが脆弱な消費者となる可能性があること
を示しています。全ての人は、不合理な行動を
してしまう可能性があり、行動バイアスの悪用
は、限定合理性による脆弱性を助長するおそれ
があります。
　さらに、人は状況の影響を受けることもあり、
状況次第では合理的に考えることが難しくなる
状況的脆弱性があります。調査の結果から、多
くの人が合理的に考えることが難しいと感じた
状況があることが分かりました。また、「消費
者法の現状を検証し将来の在り方を考える有識
者懇談会」の中では、年々増加するオンライン
取引における負の側面として、消費者の脆弱性
が顕在化しやすくなる可能性についても議論が
されました。
　消費者の脆弱性について、脆弱な消費者とそ
れ以外の消費者を属性によって区別して捉える
考え方がありますが、全ての人には限定合理性
による脆弱性があり、また、状況によって更に
脆弱となる可能性があることが分かっています。
　デジタル社会において、消費者の生活の利便
性は大きく向上しました。その一方で、デジタ
ル社会には消費者の脆弱性を助長させる可能性
のある取引環境も存在しており、多くの消費者
が脆弱性を経験する可能性も指摘されていま

す。そのため、今後は、より多くの消費者が脆
弱性を経験することを前提とした、消費者を支
援する仕組み作りが必要になると考えられます。

第１節のまとめ（４）
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デジタル社会における課題と変化第２節

　第１部第２章第１節では、消費者の脆弱性に
ついて三つの整理でみてきました。消費者の脆
弱性には、類型的・属性的な脆弱性だけでなく、
限定合理性による脆弱性や、状況によって更に
脆弱になる可能性があることが分かっており、
デジタル社会では、消費者の脆弱性がより顕在
化しやすくなる可能性が指摘されています。他
方で、デジタル化の進展に伴う消費者を取り巻
く取引環境の変化は、消費者に利便性の向上を
もたらし、消費者の行動に様々な影響を及ぼし
ています。
　そこで本節では、デジタル社会において消費
者の脆弱性が顕在化しやすくなる可能性がある
課題について取り上げるとともに、デジタル化
によって生じた消費者の行動の変化について紹
介します。

　第１部第２章第１節（２）で紹介した二つの
事例（図表Ⅰ-2-1-5）（図表Ⅰ-2-1-7）のように、
消費者は、商品やサービスの選択肢の提示方法
等といった、選択する際の環境から影響を受け
ることがあります。このような消費者の意思決
定に影響を与える可能性がある仕組みは、近年、
デジタル化の進展に伴うインターネットやス
マートフォン等のデジタル機器の普及によっ
て、オンラインの取引環境でも見られるように
なっています。
　ここでは、近年、オンライン取引で見られる、
商品やサービス等の選択に関わる仕組みについ
て取り上げます。

■
�商品やサービスの選択に 
関わる仕組み

オンライン取引で見られる、 
商品等の選択に関わる仕組み

　オンライン取引には、実店舗よりも商品や
サービスの品ぞろえが豊富で、検索や比較が容
易にできるなどの利便性があります。
　また、消費者ごとの閲覧履歴や購買データか
ら、おすすめ商品を表示したり、他の消費者を
含む購買データから、人気商品のランキングを
表示したりする仕組みが用いられることがあり
ます。このような仕組みは、第１部第２章第２
節（２）で示すように、商品やサービスを選択
する上で、消費者の意思決定に利便性をもたら
しています（図表Ⅰ-2-2-4）。

消費者を意図しない行動に 
誘導する仕組み

　このほか、オンライン取引における、商品や
サービスの選択に関わる様々な仕組みの中に
は、消費者を意図しない行動に誘導する可能性
があるものも存在します。
　例えば、「残り●分」等と、あたかも期間限
定で適用されるお得な取引条件であるかのよう
に表示するものがありますが、実際には常に同
じ取引条件が適用されているものもあります。
また、契約した定期購入の解約方法が分かりづ
らく、解約が困難なもの等があります51。
　OECDでは、このような仕組みを「ダーク・コ
マーシャル・パターン」と呼称しており、「消費
者を誘導し、欺き、強要し又は操って、多くの
場合、消費者の最善の利益とはならない選択を
消費者に行わせるものである」としています52。

消費者を意図しない行動に誘導する仕組み（１）

51�）【コラム】「OECDにおけるダーク・コマーシャル・パターンの分類と消費者の意思決定に与える影響」参照。
52�）OECD「OECDダーク・コマーシャル・パターン」（2022年）
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消費者を意図しない行動に誘導する可能性がある
仕組みを、目にしたり、経験したりしている人は
約９割
　「消費者意識基本調査」（2022年度）で、イ
ンターネット上で「商品・サービスの予約や購
入」をしていると回答した人に対し、「インター
ネットでの商品・サービスの予約や購入におい
て、これまでに実際に目にしたり、経験したり
したもの」を聞いたところ、「『残りわずか』等、
売り切れ間近のような表示」と回答した人の割
合が78.7％と最も高く、次いで「『●人が閲覧中』

や『●人が購入済み』等、他人の動向の表示」
が72.0％となりました。また、これらの項目のう
ち１個以上を実際に目にしたり、経験したりした
人の割合は、約９割でした（図表Ⅰ-2-2-1）。
　これらの項目に挙げられているような表示や
取引手法は、前述したとおり、消費者を誘導し、
欺き、強要し又は操ることで、商品やサービス
を適切に選択することを困難にし、消費者を意
図しない行動に誘導する可能性があると考えら
れ、多くの人がこのような仕組みを目にしたり、
経験したりしていることが分かりました。

図表Ⅰ-2-2-1
インターネットでの商品・サービスの予約や購入において、

これまでに実際に目にしたり、経験したりした割合

（備考）　 １．�消費者庁「消費者意識基本調査」（2022年度）により作成。

　　　　 ２．�「あなたが、インターネットでの商品・サービスの予約や購入において、これまでに実際に目にしたり、経験したりしたもの」に

対し、「当てはまるものを全てお選びください。」との問に対する回答数が、全体の多い順に表示（複数回答）。

　　　　 ３．�N＝3,311

78.7

72.0

61.7

56.6

50.8

42.0

41.7

32.3

28.9

28.5

23.8

89.2

8.5

2.4

0 80604020 100

無回答

（％）

特にない

「残りわずか」等、
売り切れ間近のような表示

「●人が閲覧中」や「●人が購入済み」等、
他人の動向の表示

割引等の特典の有効期限を
カウントダウンで表示するタイマー

解約までの手続やページが
分かりにくい

メールマガジンやセール情報の
初期設定が「購読」や「通知」になっていた

サイト閲覧中に何度も購入を促す
ポップが出てきた

虚偽やステルスマーケティングと
思われるクチコミや評価

解約方法が電話限りなのに、
電話がつながらない

お試し利用なのに、本来必要のない
情報まで入力が必要だった

勝手に不要な商品やオプションが
セットになっていた

セール価格だと思ったら、
定期購入の価格だった

上記11項目のうち、１個以上を
目にしたり、経験したりした人
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　ダーク・コマーシャル・パターンは、ウェブサイトやアプリケーション等のデザインや表示方法によって多
種多様であり、複数の研究者によって、様々な分類が行われています。しかし、デジタル技術の進展に伴い、
絶えず新たなダーク・コマーシャル・パターンが出現していること等から、確定的で完全な分類ができる可能
性は低いとされています。
　以下では、ウェブサイトやアプリケーション等で見られる、様々なダーク・コマーシャル・パターンの中から、
一部の事例を紹介します（図表）。

ダーク・コマーシャル・パターンの分類

　OECD消費者政策委員会（CCP）では、ダーク・コマーシャル・パターンが消費者に多
大な被害を生じさせる可能性があり、それらに対処する必要があるとして、実証実験等に
関する議論が展開されています。
　ここでは、OECDが2022年10月に公表した報告書1における、ダーク・コマーシャル・パ
ターンが消費者の意思決定に与える影響について紹介します。

OECDにおけるダーク・コマーシャル・パターンの分類と消費者の意思決定に与える影響

C O L U M N

１）OECD「OECDダーク・コマーシャル・パターン」（2022年）

【図表】ウェブサイト等で見られるダーク・コマーシャル・パターンの一部の事例

…

購入するには、ログインまたは
会員登録をしてください。

ログイン 会員登録

会員登録が必要です

【行為の強制】
商品の閲覧や購入等を行う際に、消費者に対して会員登録を強制したり、
商品の購入や閲覧には不要なはずの個人情報（例えば、年齢や性別等）
の開示を必要以上に強要するなど、消費者に対して強制する行為。

…

同意する

このウェブサイトは
クッキー（Ｃｏｏｋｉｅ）を使用します。

Ｃｏｏｋｉｅの使用に同意いただける場合は
「同意する」をクリックしてください。

同意しない

【インターフェース干渉】 
事業者にとって都合の良い選択肢を視覚的に目立たせる行為や、消費者
にとって重要な情報を見えにくくするなどの行為。

…

位置情報の利用を
許可しますか？

許可する後でする

【執ような繰り返し】
通知や位置情報の設定等において、消費者に、事業者にとって都合の良
い行為を行うように、何度も要求する行為。

…

カスタマーセンターまでご連絡ください。
解約の手続きはお電話のみで承っております。

ご解約される前に
説明したい注意点がございます

カスタマーセンター受付時間

平日10:00-17:00（土日祝日を除く）

【妨害】 
簡単に登録ができるのに、解約は困難にしてあるほか、プライバシーに配
慮した設定に変えることを困難にするなど、消費者の行動や選択を妨害
する行為。
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■消費者個人の被害
　ダーク・コマーシャル・パターンが消費者に及ぼす影響のうち、消費者個人の被害については、大きく三つ
の区分に分類されています。
　一つ目は、「経済的な損失」です。消費者が選択していない商品やサービスを買物かごにこっそり追加したり、
商品の希少性を強調し、消費者にプレッシャーをかけて購入させたりするなどの行為が該当します。そのよう
な行為によって、消費者は意図していた以上の金額を支払う可能性が高まり、経済的な損失を被るおそれがあ
ります。
　二つ目は、「プライバシーに関する被害」です。個人情報の開示をデフォルトにしたり、必要以上に強要し
たりする行為は、消費者にとって望ましい範囲を超えて個人情報を提供することにつながるおそれがあります。
　三つ目は、「心理的な被害」と「時間的な損失」です。消費者に通知や位置情報の設定等を事業者の都合の
良い設定に変えるように繰り返し促すことや、登録が容易である一方で、解約は困難にするなどの行為は、消
費者にフラストレーション等の感情的苦痛を与え、限られた時間を奪うことにつながるおそれがあります。
　また、これらの損害は、複数のダーク・コマーシャル・パターンが同時に存在したり、相互に関係し合った
りする場合には、累積的に損害が大きくなる傾向があるとされています。例えば、消費者に商品の希少性を強
調するなどでプレッシャーを与え、必要以上の個人情報の開示を強要し、購入させた場合、消費者に「経済的
な損失」や「プライバシーに関する被害」を与えるだけでなく、同時に「心理的な被害」も与えるおそれがあ
ります。
　このように、ダーク・コマーシャル・パターンは消費者に様々な影響を及ぼす可能性があり、OECD消費者
政策委員会（CCP）ではそれらに対処する必要があるとしています。

　ダーク・コマーシャル・パターンは、消費者の意思決定に様々な影響を与えると考えられていますが、消費
者に最終的にどのような損害を与えるかを裏付けるデータは少なく、十分なエビデンスはそろっていません。
　以下では、ダーク・コマーシャル・パターンが消費者に及ぼす影響のうち、消費者の自律性への影響と、消
費者個人の被害について紹介します。

■消費者の自律性への影響
　事業者にとって都合の良い選択肢をあらかじめ設定したり、簡単に登録ができるのに解約を困難にしたりす
るなどの妨害行為は、消費者を本来であれば行わなかった選択肢へ誘導する可能性があるため、消費者の自律
性を阻害していると考えられます。また、消費者の自律性や意思決定を阻害することが、ダーク・コマーシャル・
パターンの決定的な特徴であるとされています。

消費者への影響

（備考）��OECD「OECDダーク・コマーシャル・パターン」（2022年）を参考に

消費者庁が作成。

…

現在 １８名 のお客様が
このページを閲覧しています。

×

国内ホテル・宿泊予約

予約する

【社会的証明】
他の消費者の行動や発言に関する表示（現在のサイト閲覧人数、商品の
購買実績、商品に関する発言等）に、消費者に誤解を招く表現であったり、
虚偽の情報を含める行為。

…

ご注文内容の確認

合計 5,720円

決済へ進む

商品名 価格 数量 小計（税込）

ギフトセット 5,500円 1個 5,500円

メッセージカード 220円 1個 220円

【こっそり】
消費者の同意を得ず、選択していない商品を買物かごに追加したり、取引
の最終段階で新たな料金を追加したり、お試し期間後に自動的に定期購
入に移行するなどの行為。

…

０ ０ ５ ９ ４ ８： ：

終了まであと

期間限定セール開催中！

【緊急性】
「在庫わずか」の表示や、セールの終了を予告するカウントダウンタイマー
等の表示によって、商品の希少性を強調する行為。
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■
�消費者を意図しない行動に 
誘導する仕組みの影響

簡単に登録ができるのに、解約が複雑で
難しいと感じることがある人は約７割

　「消費者意識基本調査」（2023年度）で、イ
ンターネットを「利用している」（「ほとんど毎
日利用している」、「毎日ではないが定期的に利
用している」又は「時々利用している」の計）
と回答した人に、インターネット上で商品の購
入やサービスの提供に伴う契約をする際、表示
や解約方法から受ける影響を聞いたところ、「簡
単に登録ができるのに、解約が複雑で難しいと
感じることがある」に、「当てはまる」（「とて
も当てはまる」又は「ある程度当てはまる」の

計）と回答した人の割合が最も高く、全体で
68.8％となりました。次いで「『残りわずか』等、
売り切れ間近のような表示を見ると、購入を急
がなければいけないと感じる」が46.3％、「解
約方法が電話限りなのに、つながらないことが
ある」が42.6％となっています（図表Ⅰ-2-2-
2）。
　これらの結果から、このようなインターネッ
ト上の表示や解約方法から影響を受けたと感じ
る消費者が一定割合いることが分かりました。
なお、「簡単に登録ができるのに、解約が複雑
で難しいと感じることがある」や「解約方法が
電話限りなのに、つながらないことがある」の
ような解約方法に関する項目では、「とても当
てはまる」と回答した人の割合が高い傾向がみ
られます。

図表Ⅰ-2-2-2
インターネット上で商品の購入やサービスの提供に伴う契約をする際、

表示や解約方法から受ける影響

（備考）　 １．�消費者庁「消費者意識基本調査」（2023年度）により作成。

　　　　 ２．�「インターネット上で商品の購入やサービスの提供に伴う契約をする際、あなた自身は以下の項目がどの程度当てはまると思いま

すか。」との問に対し、「とても当てはまる」「ある程度当てはまる」「ほとんど・全く当てはまらない」「分からない」の四者択一

で「とても当てはまる」又は「ある程度当てはまる」を選択した合計数の多い順に表示。

　　　　 ３．�N＝4,439

68.8

13.9

23.3

27.8

30.5

34.6

42.6

46.3

31.5

39.0

18.8

30.0

24.2

23.6

21.6

12.7

37.3

7.3

23.7

4.6

6.3

4.2

1.8

1.2

0 604020 80（％）

とても当てはまる ある程度当てはまる

買う予定がなかった商品でも、購入を促すポップ
アップ広告が何度も出たら、購買意欲が刺激される

当てはまる（計）

「●人が閲覧中」「●人が購入済み」の
表示を見ると、購入したくなる

「残りわずか」等、売り切れ間近のような表示を
見ると、購入を急がなければいけないと感じる

簡単に登録ができるのに、
解約が複雑で難しいと感じることがある

商品購入の際に、取引に直接関係のない情報まで
入力を求められたら、仕方なく情報を入力する

勝手に不要な商品やオプションが入っていたり、
定期購入になっていても気づかない可能性がある

割引等の有効期限をカウントダウンで表示するタイマーを見ると、
購入を急がなければいけないと感じる

解約方法が電話限りなのに、
つながらないことがある
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若者は他の年齢層よりも、インターネットの
表示の影響を受けたと感じる人が多い

　次に、年齢層別にみると、「『残りわずか』等、
売り切れ間近のような表示を見ると、購入を急
がなければいけないと感じる」や、「割引等の
有効期限をカウントダウンで表示するタイマー
を見ると、購入を急がなければいけないと感じ
る」、「勝手に不要な商品やオプションが入って
いたり、定期購入になっていても気づかない可
能性がある」等のインターネットの表示に関す

る項目から受ける影響について、「当てはまる」
（「とても当てはまる」又は「ある程度当てはま
る」の計）と回答した人の割合は、若者（15-29
歳）が他の年齢層よりも高い傾向があります。
　また、「簡単に登録ができるのに、解約が複雑
で難しいと感じることがある」や「解約方法が電
話限りなのに、つながらないことがある」といった、
解約方法から受ける影響について、「当てはまる」
（「とても当てはまる」又は「ある程度当てはまる」
の計）と回答した人の割合は、30歳代から50歳
代が高い傾向にあります（図表Ⅰ-2-2-3）。

図表Ⅰ-2-2-3
インターネット上で商品の購入やサービスの提供に伴う契約をする際、

表示や解約方法から受ける影響（性別・年齢層別）

（備考）　 １．�消費者庁「消費者意識基本調査」（2023年度）により作成。

　　　　 ２．�「インターネット上で商品の購入やサービスの提供に伴う契約をする際、あなた自身は以下の項目がどの程度当てはまると思

いますか。」との問に対し、「とても当てはまる」「ある程度当てはまる」「ほとんど・全く当てはまらない」「分からない」の

四者択一で「とても当てはまる」又は「ある程度当てはまる」を選択した合計数。

68.8

56.0

68.2

77.4

79.3

69.8

58.8

56.6

68.9

59.0

66.0

76.6

76.5

72.9

65.9

56.0

52.4

64.8

74.6

68.1

59.6

48.1

34.5

23.6

40.0

45.7

55.7

47.7

49.9

40.5

32.6

19.0

41.9

20.0

34.3

45.8

47.1

47.5

39.8

36.8

43.2

26.7

43.8

49.0

48.1

44.1

43.6

35.9

38.4

60.0

54.2

47.5

42.3

33.5

26.5

19.0

30.7

36.2

40.7

38.2

37.0

30.6

23.6

17.8

29.5

36.0

40.3

36.8

30.7

28.1

22.6

16.1

31.4

40.0

37.6

37.2

31.9

33.7

30.5

17.8

28.6

39.2

41.5

35.9

32.4

24.2

19.8

14.5

27.0

37.1

31.4

33.9

29.4

26.9

25.9

14.0

25.3

34.4

31.8

35.9

31.1

22.1

12.8

12.8

21.3

32.4

28.9

20.4

26.8

21.1

17.9

12.2

16.4

20.0

28.0

21.4

17.5

14.5

10.3

6.6

11.4

18.1

25.3

10.2

10.1

8.4

10.0

9.3

100（％）0

10歳代後半
全体

20歳代
30歳代
40歳代
50歳代
60歳代

70歳以上

割引等の有効期限をカウントダウンで表示するタイマー
を見ると、購入を急がなければいけないと感じる

100（％）0

10歳代後半
全体

20歳代
30歳代
40歳代
50歳代
60歳代

70歳以上

100（％）0 604020

10歳代後半
全体

20歳代
30歳代
40歳代
50歳代
60歳代

70歳以上

「残りわずか」等、売り切れ間近のような表示を
見ると、購入を急がなければいけないと感じる

100（％）0 604020

604020 604020

604020

604020

604020

604020

10歳代後半
全体

20歳代
30歳代
40歳代
50歳代
60歳代

70歳以上

100（％）0

10歳代後半
全体

20歳代
30歳代
40歳代
50歳代
60歳代

70歳以上

商品購入の際に、取引に直接関係のない情報まで
入力を求められたら、仕方なく情報を入力する

100

100

（％）

（％）

0

10歳代後半
全体

20歳代
30歳代
40歳代
50歳代
60歳代

70歳以上

100

80 80

80 80

80 80

8080 （％）0

10歳代後半
全体

20歳代
30歳代
40歳代
50歳代
60歳代

70歳以上

買う予定がなかった商品でも、購入を促すポップ
アップ広告が何度も出たら、購買意欲が刺激される

0

10歳代後半
全体

20歳代
30歳代
40歳代
50歳代
60歳代

70歳以上

男性（N＝2,185） 女性（N＝2,254）

簡単に登録ができるのに、
解約が複雑で難しいと感じることがある

解約方法が電話限りなのに、
つながらないことがある

勝手に不要な商品やオプションが入っていたり、
定期購入になっていても気づかない可能性がある

「●人が閲覧中」「●人が購入済み」
の表示を見ると、購入したくなる
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　取引環境における、消費者を意図しない行動に誘導する仕組みは、従来、実店舗等のオフライン取引におい
て存在していました。例えば、閉店する時期が確定していないのにもかかわらず、「閉店セール」と称したセー
ルを長期間行うことで、消費者にあたかも「今だけ特別に値引きが行われているのではないか」と誤認させる
虚偽広告や、おとり広告があります。デジタル化の進展とともに、このような消費者を意図しない行動に誘導
する仕組みがオンライン取引でも用いられるようになり、近年問題視されるようになりました。
　長谷川氏によれば、オフライン取引と比べて、オンライン取引においてこのような仕組みが特に問題視され
る理由としては、事業者が消費者を意図しない行動に導いていたとしても、そのことに消費者が気付きにくい
ことが挙げられると言います。例えば、実店舗でタイムセールが行われた場合、店内にいる全員に同じセール
の条件が提示されていると分かりますが、オンライン取引の場合は、自分以外の者に異なる条件が提示されて
いても分かりません。加えて、消費者は実店舗の買物で得た経験則から、オンライン取引におけるタイムセー
ルも、実店舗と同様に全員に同じ条件を提示しているものと解釈しやすいと言います。さらに、オンライン取
引の場合は、不特定多数の消費者に影響を及ぼすことが可能なため、その影響の大きさも問題視されると言い
ます。

　消費者を意図しない行動に誘導する仕組みは、事業者が意識的に作る場合もあれば、無意識のうちに作って
しまう場合もあります。例えば、メールマガジンの登録者をより多く獲得することが事業目標だったとします。
その場合、社員はその目標を達成するための方法を考えた結果、消費者が望んでいなくてもメールマガジンの
登録が自動的にされるようなデザインにしてしまうなど、結果として消費者を意図しない行動に導く仕組みを
選択してしまうことがあります。
　長谷川氏によれば、このような仕組みを用いることは、長期的には消費者の信頼を失う可能性があると言い
ます。目標達成に向けて日々成果を上げ続けることが強いられる現場の社員は、このような仕組みが長期的に
及ぼす影響について考える機会すら与えられていないことが多いため、まずは事業責任者が短期的な成果を求
めるのではなく、長期的な視点で考える意識を持つことが重要だと話します。
　また、社員全員がこのような仕組みを用いる選択をしたとしても、その判断に問題意識を持てるような組織
作りを行うことや、組織の意思決定におけるプロセスを公開することで、消費者に対する事業者の誠意ある姿
勢を示していくことが、今後求められるのではないかと話します。

オンライン取引の特性を悪用する仕組み

事業者は消費者の信頼を失う可能性があるという意識を持つことが重要

　株式会社コンセント代表取締役社長で武蔵野美術大学造形構想
学部の教授も務める長谷川敦士氏は、企業のウェブサイトの設計
やサービス開発等を通じ、デザインを通じたより良い社会システ
ムの構築を推進しています。
　近年、消費者を意図しない行動に誘導する仕組みについて、オ
ンライン取引で特に問題視される理由と、そのような仕組みが生
み出されないように事業者として意識すべきことについて伺いま
した。

消費者の意思決定に関わる仕組みを設計する事業者として意識すべきこと

C O L U M N

長谷川敦士氏
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　クラウド会計ソフト事業を行うフリー株式会社（以下「freee」という。）では、「マジ価値」という「ユーザー
にとって本質的な価値があると自信を持って言えることをする」という文化が組織全体で共有されており、長
谷川氏はこの取組が消費者を意図しない行動に誘導する仕組みが生み出されることを防いでいるのではないか
と話します。
　freeeのデザイナーである山本伶氏は、マジ価値という文化があるおかげで、短期的な利益ばかりを優先する
ことなく、たとえ社員から消費者を意図しない行動に誘導する仕組みを用いることが発案されても、それが最
適な方法なのか社員同士が対等に議論できていると言います。また、マジ価値という文化を組織全体で共有す
るだけでなく、社員同士の交流等を通して自分ごととして捉えられていることが重要だと話します（図表）。

フリー株式会社が取り組む組織風土作り

【図表】マジ価値とマジ価値２原則（社員が持つべきマインド）、マジ価値指針（行動指針）
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　山本氏は、ウェブサイト等で消費者が望まないような誘導をすることは、結果的に事業者の評価を損ねる場
合があると話します。
　例えば、「ログイン」又は「新規会員登録」の選択を行うウェブサイトの表示があるとします。この場合、
会員登録をしていない消費者に対して与えられた選択は、「ログイン」又は「新規会員登録」の２択となり、「会
員登録を行わない」等の選択肢は与えられておらず、事業者の都合で会員登録に誘導していることになります。
山本氏は、このような表示を行うウェブサイトは消費者に信頼されないとして、事業者に対して、消費者が納
得して同意できるような信頼されるウェブサイトの設計を推奨し、改善案を提案しています（図表１）。

消費者に信頼されるウェブサイトにすることが重要

　株式会社オレコンの代表取締役で、Darkpatterns.jp編集部の代表も務める山本琢磨氏は、
消費者を意図しない行動に誘導する仕組み1について、事業者向けのセミナーやメディア
での発信を通して問題提起を行うなどの啓発活動を行っています。山本氏は「事業者と消
費者の双方からこのような仕組みを減少させるためのアプローチを行いたい」と話します。

消費者に信頼されるウェブサイト設計と、事業者・消費者に向けた啓発活動

C O L U M N

１）株式会社オレコン及びDarkpatterns.jpのウェブサイトでは「ダークパターン」と紹介。

【図表１】ウェブサイトのデザイン、表示の改善例

…

ログイン

Eメールアドレス：

パスワードを忘れた場合

パスワード：

新規会員登録

…

ログイン

Eメールアドレス：

パスワードを忘れた場合

パスワード：

当サイトでのお買物にアカウン
トの作成は必要ありません。

「会員登録を行わない」ボタン
をクリックすると、ご購入内容
の確認ページに進むことがで
きます。

会員登録を
行わない

〈改善前〉

〈改善後〉
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　Darkpatterns.jp2では、消費者を意図しない行動に誘導する仕組みに関して、事例紹介等の情報発信を行って
おり、このような仕組みがもたらす影響等について啓発活動を行っています。また、注意すべき点をまとめた
チェックリストを、消費者と事業者のそれぞれに向けて配布しています（図表２）。消費者を意図しない行動
に誘導する仕組みに対して、山本氏は「これらの活動を通じて消費者に理解を深めていただき、事業者の抑止
力強化につなげたい」と話します。

事例紹介やチェックリストの配布による啓発活動

２）https://darkpatterns.jp/

【図表２】�消費者のためのチェックリスト

※事業者のためのチェックリストも配布しています。
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　近年、AI技術の進展によって、膨大な消費者
に関する情報を収集して分析し、消費者の行動
や趣味嗜

し

好
こう

等を予測する手法にAI技術が活用さ
れています。また、このようなAI技術による消
費者の分析・予測は、マーケティングや広告等
を通じて様々なサービスで活用され、消費者に
対して個々に合わせた情報を提供し、利便性を
高める一方で、様々な影響を与えていると考え
られます。
　ここでは、AI技術の進展に伴い高度化しつつ
ある、消費者の分析・予測による情報の個別化
が、消費者に与える影響について取り上げます。

■
�消費者に関するデータを 
収集して分析・予測すること

AI技術によって消費者の高度な 
分析・予測が可能になりつつある

　インターネットやデジタル機器の普及によっ
て、ウェブサイト等の閲覧履歴や購買履歴、更
には位置情報等、消費者に関する様々な情報（い
わゆるパーソナルデータ）を事業者が容易に収
集・蓄積できるようになりました。また、AI技
術によって、これらの膨大なパーソナルデータ
を分析し、事業者による消費者の高度な分析・
予測が行われるようになりました。
　近年では、AI技術の更なる進展により、デー
タの収集や分析が合理化・迅速化しており、消
費者の行動や趣味嗜好等を予測する精度が今後
も向上していくと考えられます。

消費者の分析・予測による情報の個別化は、
事業者・消費者双方に利便性を与えている

　消費者の情報を分析し、行動や趣味嗜好等を
予測する仕組みは、事業者によるマーケティン
グや広告等に活用されており、様々なサービス
において、個々の消費者に合わせた情報の提供
を可能にしています。
　例えば、消費者の性別、年齢、居住地及び興
味・関心等のデータから、趣味嗜好等を予測し、

個々の消費者に合わせた商品・サービスの広告
を配信するターゲティング広告や、消費者の検
索履歴や購買履歴等から、消費者が次に購入し
そうな商品を予測し、おすすめ商品を表示する
仕組み等が挙げられます53。
　これらの仕組みは、不特定多数の消費者に向
けて広告する場合とは異なり、消費者の趣味嗜
好等を予測した上で個々の消費者に合わせた広
告配信ができるため、事業者にとって効率的な
宣伝が可能になります。また、消費者にとって
は、関心のない商品・サービス等が排除されや
すく、有用である可能性が高い情報を絞り込ん
でくれるという利点が考えられます54。

「おすすめ」が表示される機能を
便利だと感じる人は約４割

　「消費者意識基本調査」（2023年度）で、イ
ンターネット上で、自分に合わせた情報が優先
的に表示される場合があることを「知っている」
と回答した人に、「AIの活用によって、自分に
合わせた情報が優先的に表示されることに対す
る考えや印象」を聞いたところ、「『おすすめ』
が表示される機能は便利だと感じる」に「当て
はまる」（「とても当てはまる」又は「ある程度
当てはまる」の計）と回答した人の割合は、全
体で41.3％となりました。また、年齢層別に
みると、10歳代後半が71.9％と最も高く、次
いで20歳代（58.7％）、30歳代（49.0％）と
なり、年齢層が低いほど「おすすめ」が表示さ
れる機能は便利だと感じる人の割合が高くなっ
ています（図表Ⅰ-2-2-4）。

AI技術の進展とその影響（２）

53�）福岡真之介・杉浦健二・古川直裕・木村菜生子「AIプロファイリングの法律問題　AI時代の個人情報・プライバシー」
（2023年）

54�）山本龍彦「AIと憲法」（2018年）
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■
�AI技術による情報の個別化が 
消費者に与える影響とその意識

　AI技術を活用して消費者を分析・予測し、情
報を個別化する仕組みは、消費者に利便性だけ
ではなく、様々な影響を及ぼす可能性が考えら
れます。
　このような仕組みはダーク・コマーシャル・
パターンと同様に、消費者を誘導し、消費者の
最善の利益とはならない選択を消費者に行わせ
る可能性があり、これによって、経済的な損失、
プライバシーに関する被害、心理的な被害等を
与えるおそれがあるとされています55。また、
事業者が持つ消費者に関する情報量が増加して
いることから、事業者と消費者の情報処理能力
の非対称性によって情報格差を拡大させると
いった課題も考えられます。
　ここでは、AI技術を活用して消費者を分析・
予測し、情報を個別化することによる、消費者
への影響とその影響に対する意識について、分
析します。

若者は「おすすめ」と表示された
ものを優先的に見る傾向がある

　「消費者意識基本調査」（2023年度）で、イ
ンターネット上で、自分に合わせた情報が優先
的に表示される場合があることを「知っている」
と回答した人に対し、「AIの活用によって、自
分に合わせた情報が優先的に表示されることに
対する考えや印象」を聞いたところ、「『おすす
め』と表示されたものを優先的に見る」に「当
てはまる」（「とても当てはまる」又は「ある程
度当てはまる」の計）と回答した人の割合は、
全体で32.5％となりました。また、年齢層別に
みると、10歳代後半が64.6％と最も高く、次い
で20歳代が47.1％となっており、若者は「おす
すめ」と表示されたものを優先的に見る傾向が
あることが分かりました（図表Ⅰ-2-2-5）。
　これらの結果から、「おすすめ」と表示され
たものを優先的に見る人は、若者を中心に一定
割合おり、AI技術を活用した消費者の分析・予
測による情報の個別化が消費者の行動に影響を
及ぼす可能性が示されました。

図表Ⅰ-2-2-4
「『おすすめ』が表示される機能は便利だと感じる」という問への回答の割

合（年齢層別）

（備考）　 １．�消費者庁「消費者意識基本調査」（2023年度）により作成。

　　　　 ２．�「インターネット上で、自分に合わせた情報が優先的に表示される場合があることをあなたは知っていますか。」との問に

対し、「知っている」と回答した人への、「AIの活用によって、自分に合わせた情報が優先的に表示されることに対するあ

なたの考えや印象をお聞きします。」との問に対する回答。

49.0

43.1

30.7

29.9

24.5

41.3

71.9

58.7

0.2

0.0

0.0

0.0

0.4

2.1

2.0

1.0

1.1

2.1

0.0
1.5

1.0

0.0

3.1

4.5

18.3

8.9

13.7

17.8

17.4

21.1

20.5

23.8

38.0

18.2

26.6

31.1

37.9

45.9

45.5

47.2

34.0

35.4

42.4

42.6

37.0

27.9

28.5

23.0

7.2

36.5

16.3

6.4

6.2

2.8

1.4

1.570歳以上（N＝269）

60歳代（N＝508）

50歳代（N＝750）

40歳代（N＝728）

0 100（％）80604020

30歳代（N＝563）

20歳代（N＝380）

10歳代後半（N＝192）

全体（N＝3,390）

当てはまる（計）

とても当てはまる ある程度当てはまる

経験したことがない・分からない

あまり当てはまらない

ほとんど・全く当てはまらない 無回答

55�）OECD「OECDデジタル時代の消費者ぜい弱性」（2023年）
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自分に適した情報が表示されていると感じる人、 
自分が求めていない情報が表示されていると感じる人は
共に約７割

　「自分に適した情報が表示されていると感じ
る」に、「当てはまる」（「とても当てはまる」
又は「ある程度当てはまる」の計）と回答した
人の割合は72.0％となりました。また、「自分

が求めていない情報が表示されていると感じ
る」と回答した人の割合は、66.1％となりま
した。自分に適した情報が表示されていると感
じている一方で、自分が求めていない情報が表
示されていると感じていることが分かりました
（図表Ⅰ-2-2-6）。

図表Ⅰ-2-2-5
「『おすすめ』と表示されたものを優先的に見る」という問への回答の割合

（年齢層別）

（備考）　 １．�消費者庁「消費者意識基本調査」（2023年度）により作成。

　　　　 ２．�「インターネット上で、自分に合わせた情報が優先的に表示される場合があることをあなたは知っていますか。」との問に

対し、「知っている」と回答した人への、「AIの活用によって、自分に合わせた情報が優先的に表示されることに対するあ

なたの考えや印象をお聞きします。」との問に対する回答。

35.5

30.9

24.8

25.2

22.7

32.5

64.6

47.1

0.3

0.0

0.0

0.2

0.5

2.0

2.0

1.6

1.1

1.2

0.0
1.2

1.03.1

5.2

24.0

7.3

17.1

23.4

25.8

26.3

27.4

29.7

41.1

26.6

34.7

39.6

42.0

46.4

43.3

42.4

26.7

32.3

35.0

31.6

26.4

22.0

23.4

20.8

5.8

32.3

12.1

3.9

4.5

2.8

1.8

1.9 0.070歳以上（N＝269）

60歳代（N＝508）

50歳代（N＝750）

40歳代（N＝728）

0 100（％）80604020

30歳代（N＝563）

20歳代（N＝380）

10歳代後半（N＝192）

全体（N＝3,390）

当てはまる（計）

とても当てはまる ある程度当てはまる

経験したことがない・分からない

あまり当てはまらない

ほとんど・全く当てはまらない 無回答

図表Ⅰ-2-2-6 自分に合わせた情報が表示されることに対する考えや印象（項目別）

（備考）　 １．�消費者庁「消費者意識基本調査」（2023年度）により作成。

　　　　 ２．�「インターネット上で、自分に合わせた情報が優先的に表示される場合があることをあなたは知っていますか。」との問に

対し、「知っている」と回答した人への、「AIの活用によって、自分に合わせた情報が優先的に表示されることに対するあ

なたの考えや印象をお聞きします。」との問に対する回答。

　　　　 ３．N＝3,390

72.0

66.1

0.3

0.1

4.5

4.4

27.4

22.4

47.9

56.7

18.3

15.3

1.7

1.0

0 100（％）80604020

とても当てはまる ある程度当てはまる

経験したことがない・分からない

あまり当てはまらない

ほとんど・全く当てはまらない 無回答

自分が求めていない情報が
表示されていると感じる

自分に適した情報が
表示されていると感じる

当てはまる（計）
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自分に合わせた情報ではなく、事業者の都合で 
提案をされていると感じたことがある人は約７割

　「自分に合わせた情報ではなく、事業者の都
合で提案をされていると感じたことがある」に、
「当てはまる」（「とても当てはまる」又は「あ
る程度当てはまる」の計）と回答した人の割合
は69.4％となりました。また、「利用者ごとに

商品の価格が操作されていると感じたことがあ
る」、「利用者ごとに懸賞やゲーム等の抽選確率
を、操作されていると感じたことがある」に、
「当てはまる」と回答した人の割合は、３割台
となりました（図表Ⅰ-2-2-7）。
　これらの結果から、事実関係は不明なものの、
提供された情報が事業者の都合で操作されている
と感じている人が一定割合いることが分かりました。

AIの活用のために、必要以上の情報を
収集されていると感じる人は約８割

　次に、「AIの活用のために、必要以上の情報
を収集されていると感じる」に、「当てはまる」
（「とても当てはまる」又は「ある程度当ては
まる」の計）と回答した人の割合は77.5％、「AI
の活用は、個人情報の漏洩につながる気がする」

は70.4％、「自分の情報がどこまでAIに使われ
るかは自分で決めたいと思う」は84.1％とな
りました（図表Ⅰ-2-2-8）。
　これらの結果から、AI活用のために事業者が
行う、個人情報やパーソナルデータ等の収集・
利用について、半数以上の人が何らかの懸念を
有していることが分かりました。

図表Ⅰ-2-2-7 提供された情報が事業者の都合で操作されていると感じた割合（項目別）

（備考）　 １．�消費者庁「消費者意識基本調査」（2023年度）により作成。

　　　　 ２．�「インターネット上で、自分に合わせた情報が優先的に表示される場合があることをあなたは知っていますか。」との問に対し、「知っ

ている」と回答した人への、「AIの活用によって、自分に合わせた情報が優先的に表示されることに対するあなたの考えや印象を

お聞きします。」との問に対する回答。

　　　　 ３．N＝3,390

0.2

0.2

0.2

8.6

23.5

24.3

3.9

12.2

10.8

17.9

33.2

25.6

46.7

22.8

25.6

22.7

8.1

13.4

69.4

30.9

39.0

0 100（％）80604020

とても当てはまる ある程度当てはまる

経験したことがない・分からない

あまり当てはまらない

ほとんど・全く当てはまらない 無回答

利用者ごとに懸賞やゲーム等の抽選確率を、
操作されていると感じたことがある

利用者ごとに商品の価格が操作されていると
感じたことがある

自分に合わせた情報ではなく、事業者の都合で
提案をされていると感じたことがある

当てはまる（計）

図表Ⅰ-2-2-8
AIの活用に伴う個人情報やパーソナルデータ等の提供に対する考えや印象

（項目別）

（備考）　 １．�消費者庁「消費者意識基本調査」（2023年度）により作成。

　　　　 ２．�「インターネット上で、自分に合わせた情報が優先的に表示される場合があることをあなたは知っていますか。」との問に

対し、「知っている」と回答した人への、「AIの活用によって、自分に合わせた情報が優先的に表示されることに対するあ

なたの考えや印象をお聞きします。」との問に対する回答。

　　　　 ３．N＝3,390

77.5

70.4

84.1

0.2

0.1

0.2

7.0

9.6

5.2

12.7

16.4

8.2

43.5

45.8

34.1

34.0

24.5

50.0

2.7

3.5

2.3

0 100（％）80604020

とても当てはまる ある程度当てはまる

経験したことがない・分からない

あまり当てはまらない

ほとんど・全く当てはまらない 無回答

自分の情報がどこまでAIに使われるかは
自分で決めたいと思う

当てはまる（計）

AIの活用は、
個人情報の漏洩につながる気がする

AIの活用のために、必要以上の情報を
収集されていると感じる

（位置情報、履歴、趣味・嗜好等）
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AIが提案する内容は、偏見や差別
のないものだと思う人は約２割

　「AIが提案する内容は、偏見や差別のないも
のだと思う」に、「当てはまる」（「とても当て
はまる」又は「ある程度当てはまる」の計）と
回答した人の割合は、全体で24.7％となりま
した。また、同じ質問に対し、「当てはまらない」
（「あまり当てはまらない」又は「ほとんど・
全く当てはまらない」の計）と回答した人の割
合は、全体で57.2％となっています。一方で、

年齢層別にみると、10歳代後半は「当てはま
らない」と回答した割合よりも、「当てはまる」
と回答した割合の方が高くなっています（図表
Ⅰ-2-2-9）。
　これらの結果から、AIが提案する内容は、偏
見や差別がないものだと思う人は２割程度であ
り、多くの人はAIが提案する内容は、偏見や差
別が含まれると感じている可能性が示されました。

図表Ⅰ-2-2-9
「AIが提案する内容は、偏見や差別のないものだと思う」という問への 

回答の割合（年齢層別）

（備考）　 １．�消費者庁「消費者意識基本調査」（2023年度）により作成。

　　　　 ２．�「インターネット上で、自分に合わせた情報が優先的に表示される場合があることをあなたは知っていますか。」との問に

対し、「知っている」と回答した人への、「AIの活用によって、自分に合わせた情報が優先的に表示されることに対するあ

なたの考えや印象をお聞きします。」との問に対する回答。

25.6 55.6

23.8 57.8

19.1 62.1

19.1 64.4

22.3 59.5

24.7 57.2

40.6 35.4

37.4 48.7

0.3

0.1

0.4

1.0

0.4

17.8

24.0

13.9

18.8

18.3

18.4

15.6

17.8

15.4

8.3

14.5

17.2

16.5

14.8

14.4

18.2

41.9

27.1

34.2

38.4

41.3

47.3

50.0

41.3

21.8

29.2

30.5

22.4

21.7

18.1

17.5

21.2

2.9

11.5

6.8

3.2

2.1

0.9

1.6

1.1

0.0

0.0

0.0

70歳以上（N＝269）

60歳代（N＝508）

50歳代（N＝750）

40歳代（N＝728）

0 100（％）80604020

30歳代（N＝563）

20歳代（N＝380）

10歳代後半（N＝192）

全体（N＝3,390）

当てはまる（計） 当てはまらない（計）

とても当てはまる ある程度当てはまる

経験したことがない・分からない

あまり当てはまらない

ほとんど・全く当てはまらない 無回答
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１�）Eli�Pariserが「閉じこもるインターネット�グーグル・パーソナライズ・民主主義」（2012年）で提唱した概念。

　「消費者意識基本調査」（2023年度）で、インターネット上で、自分に合わせた情報が優先的に表示される場合が
あることを「知っている」と回答した人に対し、「自分の興味・関心に合わせた情報が優先的に表示されることで受
けた影響」を聞いたところ、「興味のある情報ばかり見ていて、自分の視野が狭まっていると感じる」に、「当ては
まる」（「とても当てはまる」又は「ある程度当てはまる」の計）と回答した人の割合は52.8％となりました。また、「世
間一般に向けた情報も見たいと思う」に、「当てはまる」と回答した人の割合は73.7％となりました（図表１）。

興味のある情報ばかり見ていて、自分の視野が狭まっていると感じる人は約半数

　次に、「自分に合わせた情報かそうでないかを、見
分けられるようにしてほしいと感じるか」と聞いたと
ころ、「感じる」と回答した人の割合は65.7％となりま
した（図表２）。
　デジタル社会において、インターネット上で自分に
合わせた情報が優先的に表示される仕組みは消費者に
利便性をもたらす一方で、このような仕組みが与える
影響として、半数以上が自分の視野が狭まっているこ
とを感じていることが分かりました。さらに、世間一般
に向けた情報も見たいと思う人や、自分に合わせた情
報かそうでないかを見分けられるようにしてほしいと
感じる人がそれぞれ７割前後いることが分かりました。

自分に合わせた情報かそうでないかを、見分けられるようにしてほしい人は約７割

　AI技術を活用した消費者の分析・予測は、ウェブサイトやアプリケーション上で個々の
消費者の興味・関心に合わせた情報を優先的に表示させ、消費者が効率的に情報を取得で
きるようにするなど、消費者に様々な利便性をもたらしています。
　一方で、このような仕組みによって消費者が自分の興味のある情報ばかりに触れる環境
は、自分と異なる考え方や価値観の情報に接触する機会を減少させ、自分と共通する考え
方や価値観の「バブル（泡）」の中で孤立する「フィルターバブル1」と呼ばれる状態を生
じさせる可能性があると考えられています。

フィルターバブルと消費者の意識

C O L U M N

【図表２】�自分に合わせた情報かそうでないかを、

見分けられるようにしてほしいと感じる割合

感じる
65.7％

感じない
28.2％

無回答
6.1％

�（備考）�１．消費者庁「消費者意識基本調査」（202３年度）により作成。
　　　　２．�「インターネット上で、自分に合わせた情報が優先的に表示

される場合があることをあなたは知っていますか。」との問
に対し、「知っている」と回答した人への、「あなたは、自
分に合わせた情報かそうでないかを、見分けられるように
してほしいと感じますか。」との問に対する回答。

　　　　３．N＝３,３90

【図表１】自分の興味・関心に合わせた情報が優先的に表示されることで受けた影響（項目別）

0.8

0.8

2.5

2.0

10.1

5.4

33.8

18.0

38.6

51.1

14.1

22.7

0 10080604020

世間一般に向けた情報も見たいと思う

興味のある情報ばかり見ていて、
自分の視野が狭まっていると感じる

（％）

52.8

73.7

当てはまる（計）

とても当てはまる ある程度当てはまる ほとんど・全く当てはまらないあまり当てはまらない

経験したことがない・分からない 無回答

�（備考）�１．消費者庁「消費者意識基本調査」（202３年度）により作成。

　　　　２．�「インターネット上で、自分に合わせた情報が優先的に表示される場合があることをあなたは知っていますか。」との問に対し、「知っている」

と回答した人への、「インターネット上で、自分の興味・関心に合わせた情報が優先的に表示されることによって、あなたが受けた影響につい

てお聞きします。」との問に対する回答。

　　　　３．N＝３,３90
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　極端にかけ離れたデータに対するAIの精度を高めるためには、極端なデータを学習させればよいという意見
が出ますが、それでは解決しないと新井教授は話します。極端なデータを学習させた場合、一般的なデータに
対する予測精度にも影響を及ぼす可能性が考えられるためです。
　また、極端なデータのみを学習させるだけではなく、あらゆるデータを学習させれば解決するという意見も
ありますが、あらゆる状況を初めから想定できるという前提が、現実的ではありません。例えば、カリフォル
ニア州で自動運転の実証実験が成功したとしても、他の国では地理的な環境や歩行者等の行動パターンが異な
るため、そのまま実用化できるとは限りません。その他の場合も同様に、AIを活用する場所や環境、文化等の
あらゆる状況を初めから想定して、それら全てを事前にAIに学習させることは不可能です。新井教授は、「AI
技術の開発者はこのようなAI（データサイエンス）の限界を認識しているが、消費者は同様の認識を持ってい
るとは限らないため、AI技術の不完全性についても知ってほしい」と話します。

　人間であれば、「右」や「下」の数が足りないということが明らかに分かります。しかし、統計的機械翻訳
は文法や語彙、数の正しさ等は考慮することなく、学習した対訳データ等に基づき、統計上最も適する語の並
びを出力しているにすぎないため、人間のように文章の正しさを認識できる仕組みにはなっていないのだと新
井教授は話します。

　多くのAI技術は、手本となる教師データに基づき、大量のデータを統計的に処理することで結果を導き出し
ています。そのため、データの傾向から極端にかけ離れたような特殊なデータを入力すると、思いもよらない
結果が出力されることもあります。
　例えば、一般的な統計的機械翻訳は、「ボタンを上下左右の順に押してください」のような比較的よく使わ
れる文章に対しては、正確な翻訳をすることが可能です。一方、「ボタンを上下左右上下下下下左上上上下上
の順に押してください」のようにめったに使われないような文章を翻訳させると、文法や語彙は同じであるに
もかかわらず、比較的よく使われる文章から極端にかけ離れているため、思いもよらない翻訳がされることが
あります（図表）。

AIは他のデータから極端にかけ離れたものに対して、不具合が起きる場合がある

完璧なAIを作ることはできない

　国立情報学研究所情報社会相関研究系の新井紀子教授は、数理論
理学等を専門とし、教育機関向けのシステム研究開発のほか、人工
知能を用いたプロジェクトの実施等、幅広く活動をしています。新
井教授は、生成AIや自動運転といったAI技術の進展が近年注目され
る中で、AIには、限界があることも知ってもらいたいと話します。

AI技術の不完全性について

C O L U M N

新井紀子教授

【図表】統計的機械翻訳の誤訳の例

ボタンを上下左右上下下下下左上上上下上の順に押してください。

Press the buttons in the following order: up, down, left, up, 
down, down, down, left, up, up, up, down, up.

訳文（英語）

原文（日本語）

「右」が抜けている

「下」が１個足りない

「右」や「下」の数が足りないなど、思いもよらない翻訳がされる場合がある。
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　デジタル化やAI等の技術の進展に伴い、無料
で利用できるデジタルサービスの出現や、シェ
アリングエコノミー56の登場、SNS等インター
ネット上におけるコミュニケーションの広がり
等、消費者を取り巻く取引環境が変化していま
す。ここでは、こうした消費者を取り巻く取引
環境の変化とそれに伴う消費者の行動の変化に
ついて取り上げます。

■ 消費者の情報・時間・関心

消費者の情報・時間・関心の価値が 
高まるデジタル社会

　近年のデジタルサービスには、人気商品のラ
ンキングやおすすめの商品を表示する仕組み
等、消費者のパーソナルデータを活用して利便
性を向上させる手法が用いられているものがあ
ります。第１部第２章第２節（２）で述べたよ
うに、AI技術の進展によってパーソナルデータ
を用いた消費者の分析・予測が様々なサービス
で利活用されるようになっており、デジタル社
会において消費者が提供する情報の重要性は高
まっています。
　また、デジタルサービスには無料で利用でき
るものもあり、その背景の一つにデジタル広告
の存在が挙げられます57。広告収入の仕組みに
よって消費者は無料でサービスを利用できます
が、サービスの利用に際して一定時間の広告の
視聴を求められるなど、消費者の時間がサービ
ス利用の対価となっている場合もあります。
　さらに、デジタル社会においては、ウェブサ
イト等の閲覧数、高評価数、コメント数等、可
視化された消費者の関心が重要な評価指標とな
る場合もあります。これらの指標は事業者の収
益や消費者の意思決定に影響を及ぼす可能性も
あります。

　消費者が提供する情報、費やす時間及び示す
関心は、デジタル社会においては重要な資源と
捉えることができます。従来「消費者」とは金
銭を支払う者だと考えられてきましたが、近年
においては、金銭を支払うだけではなく、事業
者に情報・時間・関心を提供する存在であると
考えられるようになりました。

情報量の増加に伴い、消費者の時間や
関心が持つ価値が更に高まる可能性

　デジタル社会においては、供給される情報量
の増加に対し、消費者が費やすことのできる時
間や関心は有限であることからその希少性が高
まり、時間や関心が経済的な価値のある取引対
象として扱われるようになります。こうした経
済の仕組みは、「アテンション・エコノミー」
と呼ばれています58。消費者の時間や関心が重
要な資源となる中で、今後供給される情報量が
増加すると、消費者の時間や関心の持つ価値は
一層高まる可能性が考えられます。

30歳代以下を中心に、「費やした時
間に対する成果を重視する」傾向

　「消費者意識基本調査」（2022年度）で、消
費者の価値観について聞いたところ、「費やし
た時間に対する成果を重視する」について「当
てはまる」（「とても当てはまる」又は「ある程
度当てはまる」の計）と回答した人の割合は全
体では36.3％でした。年齢層が低くなるほど
費やした時間に対する成果を重視する傾向があ
り、10歳代後半及び20歳代の約６割、30歳代
の約５割が「当てはまる」と回答しています（図
表Ⅰ-2-2-10）。

消費者を取り巻く取引環境の変化（３）

56�）個人等が保有する活用可能な資産等（スキルや時間等の無形のものを含む。）をインターネット上のマッチングプラッ
トフォームを介して他の個人等も利用可能とする経済活性化活動（内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室「シェアリ
ングエコノミー検討会議第２次報告書」（2019 年５月））。

57�）内閣官房「デジタル広告市場の競争評価 最終報告」（2021年４月27日）では、デジタル広告のマネタイズモデルがデ
ジタル上の「無償サービス」を支えており、またデジタル市場の様々なサービスを下支えしているなどと指摘されている。

58�）鳥海不二夫・山本龍彦「デジタル空間とどう向き合うか 情報的健康の実現を目指して」（2022年）
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「趣味」や「音楽や動画の視聴履歴」の
情報を提供することへの不安は約１割

　総務省「国内外における最新の情報通信技術
の研究開発及びデジタル活用の動向に関する調
査研究」（2023年）で、「どのようなパーソナ
ルデータを提供することに不安を感じるか」を
聞いたところ、４か国（日本、米国、ドイツ及
び中国）の中で、日本は「氏名・住所」、「連絡
先（メールアドレス、電話番号等）」、「口座情報・
クレジットカード番号」と回答した人の割合が

７割を超えており、調査対象の４か国の中で最
も高くなっています。一方で、「趣味」、「音楽
や動画の視聴履歴」と回答した人の割合は約１
割でした（図表Ⅰ-2-2-11）。
　消費者の提供する情報・時間・関心がデジタ
ル社会において重要な資源と捉えられる中で、
様々なパーソナルデータの提供に対して消費者
は不安を感じていますが、一方で個人の関心を
表すようなデータの中には、提供することに対
して不安を感じにくいものもある可能性が示唆
されました。

図表Ⅰ-2-2-10 「費やした時間に対する成果を重視する」という問への回答の割合（年齢層別）

（備考）　 １．�消費者庁「消費者意識基本調査」（2022年度）により作成。

　　　　 ２．�「あなたの価値観について、以下の項目がどの程度当てはまると思いますか。」との問に対する回答。

53.0

41.8

38.9

26.0

19.2

36.3

60.3

60.8

1.4

0.5

0.0

0.3

0.3

0.6

1.0

4.0

5.9

3.4

3.4

3.8

4.9

4.1

5.5

9.9

17.9

10.8

12.8

14.1

13.9

15.4

20.0

25.0

38.6

25.0

23.1

28.7

39.1

41.0

47.5

41.8

28.6

39.7

40.6

40.4

34.0

31.8

22.3

16.4

7.7

20.6

20.2

12.6

7.8

7.1

3.7

2.870歳以上（N＝1,418）

60歳代（N＝996）

50歳代（N＝969）

40歳代（N＝950）

0 100（％）80604020

30歳代（N＝651）

20歳代（N＝446）

10歳代後半（N＝204）

全体（N＝5,634）

当てはまる（計）

とても当てはまる どちらともいえないある程度当てはまる

あまり当てはまらない 無回答ほとんど・全く当てはまらない
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図表Ⅰ-2-2-11 提供に当たって不安に感じるパーソナルデータ（国別）

（備考）　 １．�総務省「国内外における最新の情報通信技術の研究開発及びデジタル活用の動向に関する調査研究」（2023年）により作成。

　　　　 ２．�「あなたはどのようなパーソナルデータを提供することに不安を感じますか。パーソナルデータの提供にあたって『不安を感じる』

と思う項目全てを選択してください。」との問に対する回答数が、日本の多い順に表示（複数回答）。

61.5

60.2

61.0

54.4

42.9

60.0

48.1

41.2

43.3

28.1

31.2

43.8

13.3

21.5

18.7

20.0

9.2

11.5

2.5

46.3

47.5

62.9

56.3

49.6

60.6

41.5

44.2

36.5

28.5

29.6

51.2

12.9

51.3

25.4

12.9

11.7

9.6

0.2

4.0

43.8

42.3

56.9

50.8

21.3

46.2

34.0

29.8

25.0

34.6

27.5

42.3

15.8

38.5

24.6

23.8

11.3

11.7

8.7

78.0

75.0

71.7

62.4

57.6

55.0

54.4

42.8

41.8

35.7

28.0

26.3

21.3

19.8

13.8

13.3

11.7

7.3

6.2

0.0
0.0

0.0

0 80（％）604020

日本（N＝1,030） 米国（N＝520） ドイツ（N＝520） 中国（N＝520）

身長・体重

公的な個人識別番号
（マイナンバー等）

口座情報・クレジットカード番号

連絡先
（メールアドレス、電話番号等）

氏名・住所

年代

音楽や動画の視聴履歴

趣味

その他

不安は感じない

勤務先名
（学生の場合は、学校名）

生体情報
（顔画像、指紋など）

位置情報、行動履歴

所得・年収

商品購買や、預金引き出しなどの
取引履歴

生年月日

Webサイトへのアクセス履歴

病歴・病状

学歴

スコアリング情報
（個人の信用度を数値化したもの）
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パーソナルデータを提供していることを
「よく認識している」消費者は約15％

　総務省「ICT基盤の高度化とデジタルデータ
及び情報の流通に関する調査研究」（2023年）
によると、インターネット企業が提供するサー
ビスやアプリケーションの利用に当たっての認
識について聞いたところ、「パーソナルデータ
を提供していること」について、「認識している」
（「よく認識している」又は「やや認識している」
の計）と回答した人の割合は、４か国（日本、
米国、ドイツ及び中国）の中で日本は42.2％

となり、そのうち「よく認識している」と回答
した人の割合は14.7％と、共に調査対象の４
か国の中で最も低くなっています（図表Ⅰ-2-
2-12）。
　消費者が提供するパーソナルデータには、氏
名、IPアドレス等の属性データや、閲覧履歴、
購入履歴、サービスの利用時間や頻度といった
行動データ等、様々なものがありますが、サー
ビスを利用する上でこれらのデータを提供して
いることを日本の消費者が十分に認識していな
い可能性が考えられます。

図表Ⅰ-2-2-12 パーソナルデータの提供に対する認識（国別）

（備考）　 １．�総務省「ICT基盤の高度化とデジタルデータ及び情報の流通に関する調査研究」（2023年）により作成。

　　　　 ２．�「あなたは、こうしたサービスやアプリケーションを利用するにあたり、以下の点についてどの程度認識していますか。」

との問に対し、「パーソナルデータを提供していること」についての回答。

42.2

90.5

88.8

86.2

22.7

0.9

1.6

1.4

13.5

2.2

3.2

2.4

21.6

6.4

6.4

10.0

27.5

24.8

34.2

40.7

14.7

65.7

54.6

45.5中国（N＝1,000）

0 100（％）80604020

ドイツ（N＝1,000）

米国（N＝1,000）

日本（N＝1,000）

認識している（計）

よく認識している やや認識している（一部データについては認識していない場合を含む）

あまり認識していない（一部データについては認識している場合を含む）

全く認識していない そのようなサービスやアプリケーションは利用していない
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　福岡氏によれば、消費者が自身のパーソナルデータを提供している認識を持っているかというと、必ずしも
そうとはいえないと話します。その背景には、SNS等の利用の拡大に伴い、自分の情報を公開することへの消
費者自身の心理的障壁が下がっていること等が挙げられると言います。また、事業者側が情報を取得する際に
消費者から同意を得る行為が、実質的に形骸化していることも挙げられると指摘します。
　サービスの利用に当たって、消費者は事業者によるパーソナルデータの利活用に同意を求められることがあ
ります。その際に提示される利用規約等には長文のものも多く、利用する全てのサービスの利用規約を読むに
は数十日を要するといわれています。また、利用規約を読んだ際に、消費者にとって不利益となる内容が記載
されていたとしても、消費者がそのサービスを利用せざるを得ない状況においては事実上同意するしかなく、
消費者と事業者が対等ではないといえます。
　提供したパーソナルデータがどのように利用されるのか、第三者に提供されることはあるのか等を消費者が
十分理解せずに利用規約に同意したとしても、事業者は消費者が自らの意思で同意したものとして取り扱うの
が一般的です。提供したデータは事業者によって管理・運用されることになりますが、情報漏えい等のリスク
があるほか、本人の知らないところで別の事業者にデータが提供される場合や、複数のデータを組み合わせる
ことで詳細なプロファイリングを行われる可能性等があります。
　パーソナルデータの提供には、それによってサービスを無料で利用できたり、自分向けにカスタマイズされ
たサービスを受けられたりするメリットがある一方、上記のようなリスクを負う可能性もあります。そのデメ
リットについて、消費者が十分に理解した上でデータ提供に同意をしていれば問題ありませんが、メリットは
具体的に認識しやすいのに対して、デメリットは抽象的で、長期的にみなければ分かりづらいことが多い点も
問題だと福岡氏は話します。

パーソナルデータの提供に対する消費者の認識はなぜ薄いのか

　パーソナルデータの提供に伴うリスクを軽減するために、消費者ができる対策としては、少なくともまずは
このような状況に置かれていることを認識するなど、自身の情報提供に関するリテラシーを高めることが重要
だと福岡氏は話します。
　また、事業者には、パーソナルデータの収集や取扱いについての責任を認識し、倫理的な観点を持ってパー
ソナルデータの利活用を考えていくことが求められると指摘しています。

問題を解決するために

　西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士で
あり、米国ニューヨーク州弁護士でもある福岡真之介氏は、AI
やビッグデータ、IoT等のテクノロジー関連法務を取り扱って
います。
　福岡氏は、消費者によるパーソナルデータの提供は現代にお
いては避けては通れないとし、その上で消費者が安易にパーソ
ナルデータを提供することのリスクについて、次のように話し
ています。

パーソナルデータ提供を巡る消費者の意識と課題

C O L U M N

福岡真之介氏
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■ 売手となる消費者

　コンピュータやスマートフォン等のデジタル
機器の普及によって、個人がいつどこにいても
インターネットにアクセスできる環境となりま
した。これにより、これまで見えなかった個人
等の所有物等を、インターネットを通じてリア
ルタイムに不特定多数の人の間で共有すること
が可能になったこと等を背景に、シェアリング
エコノミーの普及が進んでいます。
　シェアリングエコノミーが普及したことで、
消費者が関わる取引の形態として、消費者が事
業者から商品やサービスの提供を受けるという
「BtoC59」の形態だけではなく、消費者も商品
やサービスを提供し売手となるような「CtoC60」
の形態も広がりつつあります。

CtoC電子商取引の市場規模は、2018年から
2022年までの５年間で約1.5倍に拡大

　経済産業省「電子商取引に関する市場調査」
によると、2022年のCtoC電子商取引の市場規
模は、2兆3,630億円と推計されました。直近
５年間についてみると、市場規模は約1.5倍に
拡大しています（図表Ⅰ-2-2-13）。

デジタルプラットフォーム利用経験者のうち、フリ
マサイト等の利用経験は約６割、出品経験は４割弱

　「消費者意識基本調査」（2023年度）で、デ
ジタルプラットフォーム上のサービスを利用し
たことがある人61に、「フリマサイト（アプリ）
やオークションサイト」（以下「フリマサイト等」
という。）を利用したことがあるかを聞いたと
ころ、「利用したことがある」と回答した人の
割合は全体で59.3％でした。
　また、フリマサイト等を「利用したことがあ
る」と回答した人の出品経験について分析した
ところ、「利用したことがあり出品したことが
ある」人は全体で36.7％となり、約３人に１
人が出品を経験していることが分かりました。
　特に20歳代及び30歳代では、フリマサイト
等を「利用したことがある」と回答した人の割
合が約７割、「利用したことがあり出品したこ
とがある」と回答した割合が約５割と、他の年
齢層に比べて高くなっています（図表Ⅰ-2-2-
14）。

図表Ⅰ-2-2-13 国内におけるCtoC電子商取引の推定市場規模の推移

（備考）　�経済産業省「電子商取引に関する市場調査」（2022年度、2021年度、2020年度、2019年度）により作成。

15,891

17,407

19,586

22,121

23,630

20222021202020192018
0

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

（年）

（億円）

59�）Business to Consumerの略。「事業者」対「消費者」の取引のこと。
60�）Consumer to Consumerの略。「消費者」対「消費者」の取引のこと。
61�）デジタルプラットフォーム上での商品・サービスの購入や契約、出品等について、「利用したことがある」と回答した
人の割合は、全体（N＝4,439）：60.7％、10歳代後半：56.1％、20歳代：80.7％、30歳代：78.3％、40歳代：
73.5％、50歳代：62.4％、60歳代：42.6％、70歳代以上：30.1％である。
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１年以内にフリマサイト等で買物した
人のうち、約２割がトラブルを経験

　一方で、フリマサイト等の取引には、一定割
合でトラブルもみられます。「消費者意識基本
調査」（2023年度）で、この１年間にフリマサ
イト等で商品の購入をしたことがある人に、「ト
ラブルに遭ったことがあるか62」を聞いたとこ
ろ、トラブルに遭った経験のある人の割合は
18.7％であり、この割合は、オンラインモー
ルより低く、実店舗より高くなっています（図
表Ⅰ-2-2-15）。

図表Ⅰ-2-2-14 フリマサイト等の利用経験・出品経験（年齢層別）

（備考）　 １．�消費者庁「消費者意識基本調査」（2023年度）により作成。

　　　　 ２．�デジタルプラットフォーム上で、商品・サービスの購入や契約、出品等の利用をしたことがあると回答した人への「購

入や出品等の利用をしたことがあるものを全てお選びください。」との問に対し、「フリマサイト（アプリ）やオークショ

ンサイト」の回答について、「利用したことがある」、「利用したことがない」又は「無回答」に分類し、「利用したこと

がある」については備考 ３のとおり、更に分類を実施。

　　　　 ３．�「あなたは、フリマサイト（アプリ）やオークションサイトで、出品した経験はありますか。」との問に対し、「出品し

たことがある」と回答した人を「利用したことがあり出品したことがある」と分類し、それ以外を回答した人を「利用

したことはあるが出品したことがない」と分類を実施。

70.9

64.2

53.2

42.9

38.1

59.3

52.7

72.3

2.3

1.6

0.9

1.4

1.7

3.4

3.8

4.5

38.3

45.7

26.8

27.8

34.1

43.4

53.3

57.4

22.6

24.0

21.3

21.9

23.6

22.9

22.9

21.0

36.7

28.7

51.0

49.0

40.6

30.3

20.1

17.070歳以上（N＝176）

60歳代（N＝319）

50歳代（N＝585）

40歳代（N＝631）

0 100（％）80604020

30歳代（N＝508）

20歳代（N＝347）

10歳代後半（N＝129）

全体（N＝2,695）

利用したことがある

利用したことがあり出品したことがある 利用したことはあるが出品したことがない

利用したことがない 無回答

図表Ⅰ-2-2-15
この１年間にフリマサイト等を利用した人の

うちトラブルに遭った経験のある人の割合

（備考）　 １．�消費者庁「消費者意識基本調査」（2023年度）

により作成。

　　　　 ２．�「フリマサイト等」、「オンラインモール」及び「実

店舗（オフライン）」のそれぞれについて、「あ

なたがこの １ 年間で、商品の購入をした際に、

以下のトラブルに遭ったことはありますか。」

との問に対し、トラブルに関する項目を一つ以

上回答した人の割合（複数回答）。

　　　　 ３．�「 １ 年以内に買い物をしていない」を除いた合

計数を母数として算出。

18.7

31.2

7.6

0 （％）

（参考）
実店舗（オフライン）

（N＝2,419）

（参考）
オンラインモール

（N＝2,404）

フリマサイト等
（N＝1,640）

10 20 30 40

62�）ここでのトラブルとは「不良品・粗悪品・偽物だったり、注文したものと違うものが届いたりした」、「商品が送られ
てこない・遅配された・誤送された」、「知らない間に、定期購入等のオプションや送料等の追加金額が発生した」、「返
品や解約ができなかった」を指す。
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■ 発信する消費者

　SNS等のソーシャルメディアの出現によっ
て、インターネット上におけるコミュニケー
ションが広がり、事業者・消費者を問わず誰も
が情報を発信できるようになりました。そのよ
うな中で消費者は、商品やサービスを消費する
だけではなく、自身の利用経験や感想をイン
ターネット上で発信することで、他の消費者の
購買行動に対して影響を与えることもあります。
　ここでは、「消費者意識基本調査」等の結果
を基に、消費者の発信経験や、消費者の発信が
他の消費者の購買行動に及ぼす影響等について
取り上げます。

インターネットを利用する人の約５割が、商品等に
対して投稿や「いいね」等の反応をしたことがある

　「消費者意識基本調査」（2023年度）で、イン
ターネットを「利用している」（「ほとんど毎日

利用している」、「毎日ではないが定期的に利用
している」又は「時々利用している」の計）と
回答した人に、「SNSやクチコミサイト、動画サ
イト等で、商品やサービスに関してしたことの
ある反応」を聞いたところ、「『お気に入り』や『い
いね』や『高評価/低評価』をつけたことがある」
と回答した人の割合が全体で42.8％、「『リツイー
ト』や『リポスト』や『シェア』をしたことが
ある」と回答した人の割合は15.0％、「投稿やコ
メントをしたことがある」と回答した人の割合
は21.1％で、これら３項目のうちいずれかの反
応をしたことがあると回答した人の割合は
47.9％でした。また、「『お気に入り』や『いいね』
や『高評価/低評価』をつけたことがある」や「『リ
ツイート』や『リポスト』や『シェア』をした
ことがある」と回答した人の割合は、若者（15-29
歳）が特に高く、いずれかの反応をしたことが
あると回答した人の割合は74.4％となっていま
す（図表Ⅰ-2-2-16）。

図表Ⅰ-2-2-16
SNSやクチコミサイト、動画サイト等で、商品やサービスに関して反応を

行った経験（年齢層別）

（備考）　 １．�消費者庁「消費者意識基本調査」（2023年度）により作成。

　　　　 ２．�「あなたは普段、パソコンやスマートフォン等で、どの程度インターネットを利用していますか。」との問に対し、「ほとんど毎日

利用している」、「毎日ではないが定期的に利用している」又は「時々利用している」と回答した人への、「SNSやクチコミサイト、

動画サイト等で、商品やサービスに関して、以下の反応をしたことはありますか。」との問に対する回答（複数回答）。

18.6

2.7

12.6

24.3

43.9

28.9

2.9

34.6

8.0

20.6

39.8

46.8

11.2

2.2

49.4

18.7

23.8

54.5

39.5

4.2

1.8

70.2

35.0

23.5

74.4

22.6

1.4

1.7

42.8

15.0

21.1

47.9

40.3

9.7

2.1

0 80（％）604020

無回答

「お気に入り」や「いいね」や
「高評価/低評価」をつけたことが

ある

「リツイート」や「リポスト」や
「シェア」をしたことがある

投稿やコメントをしたことがある

（上記３項目のうち）
いずれかの反応をしたことがある

（上記３項目の）
反応をしたことはない

SNSやクチコミサイト、
動画サイト等を利用した

ことがない

70歳以上（N＝585）全体（N＝4,439） 15―29歳（N＝660） 30―49歳（N＝1,507） 50―69歳（N＝1,687）
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15-29歳の若者は、購入の決め手とな
る情報源として「SNS」が最も高い

　「消費者意識基本調査」（2023年度）で、「商
品やサービスを知る又は購入を検討する際に重
視する（購入の決め手となる）情報源」を聞い
たところ、全体では「家族・友人・知人」と回
答した人の割合が36.1％で最も高く、次いで
「インターネット記事やブログ」が29.9％と
なりました。
　年齢層別にみると、15-29歳では「SNS」と
回答する人の割合が58.3％で最も高く、次いで

「家族・友人・知人」や「インターネット記事
やブログ」、「クチコミ・レビューサイト」が３
割以上となりました。また、30-49歳では「イ
ンターネット記事やブログ」と回答する人の割
合が40.2％で最も高く、次いで「クチコミ・レ
ビューサイト」や「家族・友人・知人」、「SNS」
がそれぞれ３割以上となりました（図表Ⅰ-2-2-
17）。これらの年齢層では、「SNS」、「インターネッ
ト記事やブログ」、「クチコミ・レビューサイト」
等のように消費者も発信する情報源が購入の決
め手として重視されることがうかがえます。

図表Ⅰ-2-2-17 商品やサービスの購入を検討する際に「決め手となる情報源」（年齢層別）

（備考）　 １．�消費者庁「消費者意識基本調査」（2023年度）により作成。

　　　　 ２．�「あなたは、商品やサービスを知る又は購入を検討する際に、どこから情報を入手していますか。」との問に対し、「情報を入手す

るもの（複数回答）」として選んだもののうち、「重視する（購入の決め手となる）情報源を、最大で ３ つまでお選びください。」

との問に対する回答数を、インターネットとそれ以外の情報源に分類し、全体の多い順に表示（複数回答）。

11.1

3.3

7.1

1.6

7.2

1.9

0.1

0.6

42.7

38.1

33.7

38.1

33.5

3.2

6.6

34.4

20.4

22.5

8.8

13.4

5.9

1.0

1.9

35.2

29.7

30.1

19.9

19.7

2.0

2.3

40.2

36.7

28.0

30.1

14.1

7.6

4.1

4.2

31.6

18.9

20.8

8.6

6.0

1.9

0.9

31.8

31.2

26.1

58.3

5.8

7.2

9.1

3.0

35.4

16.8

14.2

3.7

1.3

1.0

0.7

29.9

22.0

20.6

18.9

11.1

5.5

2.6

2.3

36.1

27.2

26.5

19.4

17.1

2.1

2.8

0 60（％）4020

無回答

インターネット記事やブログ

クチコミ・レビューサイト

公式サイト

SNS

価格を比較できるサイト

オンラインモール

インフルエンサー

フリマサイト・
オークションサイト

家族・友人・知人

テレビ・ラジオ

店頭・店員

新聞・雑誌・書籍

チラシ・ダイレクトメール

特にない

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

そ
れ
以
外

70歳以上（N＝1,387）全体（N＝5,544） 15―29歳（N＝667） 30―49歳（N＝1,548） 50―69歳（N＝1,942）
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インターネット上のクチコミや評価は、商品
を選ぶ際に多くの年齢層で重視されている

　「消費者意識基本調査」（2023年度）で、イ
ンターネット上のクチコミや評価に対する考え
について聞いたところ、「インターネット上の
クチコミや評価が高い商品を選ぶ」に「当ては
まる」（「とても当てはまる」又は「ある程度当
てはまる」の計）と回答した人の割合は、全体
で70.1％でした。年齢層別にみると、「当ては
まる」と回答した人の割合は、10歳代後半及
び20歳代では約９割となっており、年齢層が
高くなるほど「当てはまる」と回答した人の割
合は低くなるものの、70歳以上を除く全ての
年齢層で過半数が「当てはまる」と回答してい
ます。
　また、「レビュー（購入者の評価）の件数が
多い商品を選ぶ」に「当てはまる」と回答した
人の割合は全体で50.6％でした。特に、10歳
代後半、20歳代及び30歳代の各年齢層では、「当
てはまる」と回答した人の割合が６割以上と高
くなっています（図表Ⅰ-2-2-18）。

約３人に１人が「メーカーや販売者による商品説明」や
「知名度や受賞歴」よりも「クチコミの評判」を重視

　「メーカーや販売者による商品説明よりも、
クチコミの評判を重視する」に「当てはまる」
（「とても当てはまる」又は「ある程度当ては
まる」の計）と回答した人の割合は、全体で
36.5％でした。さらに、「ブランドの知名度や
受賞歴よりも、クチコミの評判を重視する」に
「当てはまる」と回答した人の割合は、全体で
35.7％でした。いずれも、「当てはまる」と回
答した人の割合は10歳代後半が最も高く５割
を超えています（図表Ⅰ-2-2-18）。
　なお、10歳代後半から40歳代までの各年齢
層は、４割を超える人が「メーカーや販売者に
よる商品説明」や「ブランドの知名度や受賞歴」
よりも「クチコミの評判を重視する」と回答し
ました。事業者からの情報や社会的評価だけで
はなく、それ以上にクチコミをより重視する人
も一定割合いることが分かりました。

否定的なクチコミを見て購入をため
らうことがある人は全体で６割以上

　「評価の点数が高くても、否定的なクチコミ
を見て購入をためらうことがある」に「当ては
まる」（「とても当てはまる」又は「ある程度当
てはまる」の計）と回答した人の割合は、全体
で63.9％でした。一方で、「評価の点数が低く
ても、好意的なクチコミを見て購入を決めるこ
とがある」に「当てはまる」と回答した人の割
合は、全体で23.7％でした。また、「評価の点
数が低くても、家族や友人が勧める商品であれ
ば購入することがある」に「当てはまる」と回
答した人の割合は、全体で48.7％となってい
ます（図表Ⅰ-2-2-18）。

若者は他の年齢層と比べてインフルエン
サーの影響を受けやすい可能性がある

　著名人やインフルエンサーのおすすめに対す
る影響について聞いたところ、「信頼する著名
人やインフルエンサーが勧めた商品であれば信
用できる」に「当てはまる」（「とても当てはま
る」又は「ある程度当てはまる」の計）と回答
した人の割合は、全体で15.3％でした。また、
「当てはまる」と回答した人の割合を年齢層別
にみると、10歳代後半が32.2％で最も高く、
次いで20歳代が25.3％となっています（図表
Ⅰ-2-2-18）。
　商品やサービスを知る又は購入を検討する際
に「重視する（購入の決め手となる）情報源」
においても、「インフルエンサー」と回答した
人の割合は、15-29歳が9.1％で最も高くなっ
ており（図表Ⅰ-2-2-17）、若者は他の年齢層と
比べてインフルエンサーの影響を受けやすい可
能性がうかがえます。
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図表Ⅰ-2-2-18 インターネット上のクチコミや評価についての考え方（年齢層別）

（備考）　 １．�消費者庁「消費者意識基本調査」（2023年度）により作成。

　　　　 ２．�「あなたは普段、パソコンやスマートフォン等で、どの程度インターネットを利用していますか。」との問に対し、「ほとんど

毎日利用している」、「毎日ではないが定期的に利用している」又は「時々利用している」と回答した人への、「インターネッ

ト上のクチコミや評価について、以下の項目があなた自身の考えにどの程度当てはまると思いますか。」との問に対し、 ５ 件

法で「とても当てはまる」又は「ある程度当てはまる」を選択した合計数。

　　　　 ３ ．�全体：N＝4,439、10歳代後半：N＝230、20歳代：N＝430、30歳代：N＝649、40歳代：N＝858、50歳代：N＝938、60歳代：

N＝749、70歳以上：N＝585
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全体
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評価の点数が低くても、好意的なクチコミを
見て購入を決めることがある
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全体
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0

10歳代後半

全体
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40歳代

50歳代
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インターネット上のクチコミや
評価が高い商品を選ぶ

メーカーや販売者による商品説明よりも、
クチコミの評判を重視する

評価の点数が高くても、否定的なクチコミを
見て購入をためらうことがある

評価の点数が低くても、家族や友人が
勧める商品であれば購入することがある
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SNS等インターネット上で偽・誤情報
を見かけたことがある人が約６割

　総務省「国内外における偽・誤情報に関する
意識調査」（2022年度）によると、「直近１か
月の間で、偽情報や誤情報だと思う情報63を、
インターネット上のメディア（SNSやブログ等）
でどの程度見かけるか」という問に対し、日本
では「見かけたことがある」（「毎日、又はほぼ
毎日」、「最低週１回」又は「月に数回」の計）
と回答した人の割合は、57.5％でした（図表
Ⅰ-2-2-19）。

　調査結果から、半数以上の人が、偽・誤情報
と思われる情報に日常的に接している可能性が
示されました。消費者がSNS等インターネット
上で情報を発信し、その情報が他の消費者の購
買行動に対して影響を与える状況となっている
一方で、そのような情報が正しい情報か否かに
は注意が必要です。

図表Ⅰ-2-2-19
「偽情報や誤情報だと思う情報を、インターネット上のメディアで 

どの程度見かけるか」という問への回答の割合

（備考）　 １．�総務省「国内外における偽・誤情報に関する意識調査」（2022年度）により作成。

　　　　 ２．�「直近の １ヶ月の間で、あなた自身が偽情報・誤情報だと思う情報を次に示すメディアの中でどの程度見かけますか。」との問に

対し、「インターネット上のメディア（SNSやブログなど）」についての回答。

　　　　 ３．�日本における、ソーシャルメディアの利用者10歳代から60歳代までの男女：N＝2,000

毎日、
又はほぼ毎日

24.3％

最低週１回
16.3％

月に数回
16.9％

ほとんどない
15.3％

一度もない
2.5％

頻度は分からないが、
見かけた
10.4％

そもそも何が偽情報・
誤情報なのかが分からない

14.5％

63�）虚偽や誤解を招くと考えられる情報やニュースを指す。
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　SNSやレビューサイト等におけるクチコミは、一見すると、
事業者による表示（広告・宣伝）ではなく消費者やインフルエ
ンサー等の第三者による感想に見えます。しかし、それらの中
には事業者自身が投稿したり、事業者がインフルエンサー等の
第三者に依頼して投稿させたりするものもあります。これらは、
事業者による広告であるにもかかわらず、広告であることを隠
した、いわゆるステルスマーケティングと称されるものです1。
　インターネット上のクチコミが消費者の行動に及ぼす効果に
ついて研究を行っている、立命館大学経営学部の菊盛真衣准教
授は、ステルスマーケティングについて、「消費者の自主的かつ合理的な意思決定が阻害
される問題がある」と話します。

　より良い商品・サービスを消費者が自主的かつ合理的に選べる環境を守るため、2023年10月１日から、ステ
ルスマーケティングを景品表示法第５条第３号に基づく不当表示とする告示が施行され、広告主である事業者
への規制が始まりました。広告であるにもかかわらず、一般消費者が見て広告であることが明瞭に分からない
場合は規制の対象となる場合があります。
　「消費者意識基本調査」（2023年度）で、「インターネットを利用している」と回答した人に、「『ステルスマー
ケティング』について、2023年10月から法律違反となったことを知っているか」を聞いたところ、「知っている」
と回答した人の割合は、全体で27.1％でした。「知っている」と回答した人の割合は、30歳代が最も高く36.5％で、
20歳代から40歳代までの各年齢層で３割を超えています。また、最も低いのは10歳代後半で、16.5％でした（図
表１）。
　近年、購買の判断においてインターネット上のクチコミや評価を重視する消費者は多いことから、消費者は
ステルスマーケティングについて注意することが求められます。

　菊盛准教授は、消費者は、事業者の広告には物を買わせようという商業的な意図が含まれることを認識して
おり、事業者の広告に対する消費者の不信感や嫌悪感が高まっているのではないかと指摘します。そのため、
消費者は、事業者による広告だと分かっている場合には、その広告を全面的には信用せず、商品の品質情報を
冷静に調べるなどして、購買に対して慎重になる可能性が高まります。こうした警戒心は、消費者が合理的な
意思決定を行う上で重要な役割を果たしていると話�します。
　一方、ステルスマーケティングの場合は、消費者は商業的意図に関係なく純粋におすすめをされたのだと誤
認してしまい、警戒心を持つことなく、購買を検討する可能性が高まるなどの問題があると菊盛准教授は指摘
します。

ステルスマーケティングの問題点

ステルスマーケティングに対する規制

ステルスマーケティングの問題点と規制

C O L U M N

１�）消費者庁「景品表示法とステルスマーケティング～事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック～」（2023年６月）

　また、「消費者意識基本調査」（2023年度）で、「インターネットを利用している」と回答した人に、「著名人
やインフルエンサーの投稿の中で、『PR』『広告』等の表示が付いているものを見たことがあるか」を聞いたと
ころ、「見たことがある」と回答した人の割合は、全体で43.7％でした。年齢層別にみると、20歳代が78.1％で
最も高く、次いで10歳代後半が72.6％、30歳代が63.6％でした（図表１）。

広告であることを明示する投稿者は信頼できると思う人が約６割

菊盛真衣准教授
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　さらに、「見たことがある」と回答した人に、「自身の投稿が広告であることを明示する投稿者は、明示しな
い投稿者に比べて信頼できると思うか」を聞いたところ、「そう思う」（「とてもそう思う」又は「ある程度そ
う思う」の計）と回答した人の割合は、全体で63.0％でした。年齢層別にみると、20歳代が77.7％で最も高く、
次いで30歳代が70.2％、10歳代後半が69.5％となっています（図表２）。
　これらの結果から、情報発信を行う際に、個人的な意見と事業者に依頼・指示された広告とを明確に区別し
て発信することは、投稿者自身の信頼を保つ上でも有用である可能性が示唆されました。投稿者自身及びクチ
コミの投稿を依頼・指示する事業者の双方において、主体を明確に区別した責任ある情報発信が求められます。

【図表１】　�「ステルスマーケティングは202３年10月から法律違反となったこと」を知っている割合及び「投稿の中で『PR』

『広告』等の表示」を見たことがある割合（年齢層別）

27.1

16.5

31.6

36.5

31.8

27.2

21.5

17.9

43.7

72.6

78.1

63.6

49.0

33.9

22.4

20.3

80（％）0 604020

10歳代後半
（N＝230）

全体
（N＝4,439）

20歳代
（N＝430）

30歳代
（N＝649）

40歳代
（N＝858）

50歳代
（N＝938）

60歳代
（N＝749）

70歳以上
（N＝585）

10歳代後半
（N＝230）

全体
（N＝4,439）

20歳代
（N＝430）

30歳代
（N＝649）

40歳代
（N＝858）

50歳代
（N＝938）

60歳代
（N＝749）

70歳以上
（N＝585）

見たことがある

80（％）0 604020

知っている

（備考）　 1．�消費者庁「消費者意識基本調査」（202３年度）により作成。

　　　　 2．�「あなたは普段、パソコンやスマートフォン等で、どの程度インターネットを利用していますか。」との問に対し、「ほと

んど毎日利用している」、「毎日ではないが定期的に利用している」又は「時々利用している」と回答した人へ、備考 ３

及び備考 4の問を実施。

　　　　 ３．�左図：「『ステルスマーケティング』について、今年の10月から法律違反となったことを知っていますか。」との問に対し、

2件法で「知っている」を選択した回答。

　　　　 4．�右図：「著名人やインフルエンサーの投稿の中で、『PR』『広告』等の表示が付いているものを見たことはありますか。」

との問に対し、「見たことがある」を選択した回答。

【図表２】　�「自身の投稿が広告であることを明示する投稿者は、明示しない投稿者に比べて信頼できる」と思

う人の割合（年齢層別）

63.0

69.5

77.7

70.2

66.2

50.6

46.4

32.8

80（％）0 604020

10歳代後半（N＝167）

全体（N＝1,941）

20歳代（N＝336）

30歳代（N＝413）

40歳代（N＝420）

50歳代（N＝318）

60歳代（N＝168）

70歳以上（N＝119）

（備考）　 1．�消費者庁「消費者意識基本調査」（202３年度）により作成。

　　　　 2．�「著名人やインフルエンサーの投稿の中で、『PR』『広告』等の表示が付いているものを見たことはありますか。」

との問に対し、「見たことがある」と回答した人への、「インフルエンサー等が、企業から商品・サービスの

宣伝依頼を受けて投稿を行うことがあります。自身の投稿が広告であることを明示する投稿者は、明示しな

い投稿者に比べて信頼できると思いますか。」との問に対し、 5件法で「とてもそう思う」又は「ある程度そ

う思う」を選択した合計数。
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　本節では、脆弱性が顕在化しやすくなる可能
性のある課題や、デジタル化による消費者の行
動の変化について取り上げました。
　まず、「（１）消費者を意図しない行動に誘導
する仕組み」では、おすすめ商品や人気商品の
ランキングを表示する仕組み等が、消費者に利
便性をもたらす一方で、ウェブサイト等の表示
や取引手法によっては、最善の利益とはならな
い選択を消費者に行わせる場合があるなど、消
費者の自律性等に影響を及ぼすおそれがあるこ
とを取り上げました。なお、このような消費者
を意図しない行動に誘導する可能性がある仕組
みを、OECDでは「ダーク・コマーシャル・パター
ン」と呼称しています。
　消費者を意図しない行動に誘導する可能性が
ある仕組みは、インターネット利用者の約９割
が目にしたり経験したりしています。さらに、
これらの仕組みの中でも解約方法や購入を急が
せるような表示については、一定割合の人が影
響を受けたと感じていることが分かりました。
オンライン取引は実店舗の取引と比べて、不特
定多数の消費者に影響を及ぼす可能性があるこ
とを問題視する指摘もあります。
　「（２）AI技術の進展とその影響」では、AI技術
の進展によって、AI技術を活用して消費者の趣
味嗜好等を分析・予測し、情報を個別化する仕
組みが普及しつつある中で、それらが消費者に
与える影響について取り上げました。AI技術によ
る情報の個別化は、消費者にとって関心のない
商品・サービス等が排除されやすく、有用である
可能性が高い情報を絞り込むという利点が考え
られる一方で、OECDの報告書では、ダーク・コ
マーシャル・パターンと同様に、消費者を誘導し、
消費者の最善の利益とはならない選択を消費者
に行わせる可能性があるともされています。
　調査の結果、約４割（10歳代後半では約７割）
の人が「おすすめ」表示を便利と感じているこ
とが分かりました。また、約３割（10歳代後半
では約６割）の人が「おすすめ」表示を優先的
に見ていることや、事業者の都合で情報を提案
されていると感じていたり、AIの活用のために、
必要以上の情報を収集されていると感じている
人が一定割合いることが分かりました。AI技術

による情報の個別化は、消費者の利便性向上に
資する一方で、消費者の行動や情報の信頼性に
影響を及ぼす懸念も存在します。また、消費者
にフィルターバブルという状態を生じさせる可
能性や、AI技術の不完全性といった課題も考え
られます。
　「（３）消費者を取り巻く取引環境の変化」で
は、デジタルサービスの普及やシェアリングエ
コノミーの登場のほか、SNS等における消費者
同士のコミュニケーションの広がり等、消費者
を取り巻く環境の変化が消費者自身の意識や行
動に及ぼす影響について取り上げました。近年
のデジタルサービスでは、広告収入やウェブサ
イト等の閲覧数のように、消費者が提供する情
報、費やす時間及び示す関心が、事業者の収益
や消費者の意思決定に影響を及ぼすことがあり
ます。そのため、消費者は、従来のように金銭
を支払うだけの存在ではなく、情報・時間・関
心を提供する存在でもあると考えられるように
なっています。ほかにも、商品やサービスを消
費するだけではなく、販売したり情報発信した
りするなど、他の消費者に影響を与える存在に
もなりつつあります。
　調査では、デジタルプラットフォームを利用
したことがある人の約３人に１人がフリマサイト
等での出品を経験しており、また、SNSやクチコ
ミサイト、動画サイト等で、約半数の人が「い
いね」や「コメント」等何らかの反応をしてい
ることが分かりました。また、否定的なクチコミ
を見て購入をためらうことがあるなど、クチコ
ミが消費行動に影響を及ぼすことがあることも
分かりました。一方で、消費者は、自身のパー
ソナルデータの提供に対して十分な認識を持っ
ていないことや、フリマサイト等での消費者同
士の取引において約２割の人がトラブルを経験
していること、また、約６割の人がインターネッ
ト上で偽・誤情報を見かけたことがあるなど、
消費者のリテラシーの向上等も必要となります。
　以上のように、デジタル化の進展に伴う消費
者を取り巻く取引環境の変化は、多くの消費者
の脆弱性を顕在化させる可能性があるだけでな
く、消費者の行動にも影響を及ぼしています。
今後の消費者行政は、このような時代の変化に
対応していくことが必要であり、また、事業者
や消費者もこのような課題の存在を認識するこ
とが大切です。

第２節のまとめ（４）
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　デジタル化の進展に伴い消費者を取り巻く取引環境は大きく変化しており、例えば、イ
ンターネットやデジタル機器を利用した取引形態や消費者トラブルの形は多様化し、その
移り変わりも早くなってきています。このため、消費者被害を把握して問題に対処するた
めの法改正等を行ったとしても、法改正等では対処できない新たな消費者被害が出現する
などの課題も考えられます。

　また、例えばフランスでは広告自主審査機構がAIツールを用いて広告主等に対する警告を発出するなど、各
国で、規律だけでなく自主規制、技術開発、消費者教育を始めとする様々な自主的取組等を総合的に活用する
取組がみられます。
　そのほか、米国では、連邦取引委員会法（FTC法）において、欺まん的な行為・慣行や不公正な行為・慣行
に関する抽象的かつ包括的な禁止規定が定められており、この規定がデジタル・非デジタルにかかわらず広く
適用されています。
　こうした状況に鑑み、規制や規律といった制度のみならず、取引ツールの変化や技術開発の動向、消費者教
育やリテラシーの向上に資する取組、事業者団体等による自主規制の活用等のソフトロー的対応も含めた国内
外関係者における取組等の最新状況の情報収集と整理を、日本と諸外国における歴史や文化等に基づく法体系
の違いにも留意しつつ、行っていくことが重要だと考えられています。

　消費者を取り巻く取引環境が変化し消費者トラブルが多様化する中で、諸外国の取組をみてみると、例えば
EUでは、国境をまたぎ、オープンであり、かつ変化の早いデジタル市場での取引については、各国に具体的な
対応を委ねる「EU指令」の形式では対応し切れないとして、デジタルに関わる課題への対応に特化した規則で
あるデジタルサービス法（2022年）やデジタル市場法（2022年）を整備するなど、実効性を確保するために「EU
規則」への移行がみられます（図表）。

新たな規制やソフトロー的対応も含めた取組

デジタル化の進展に伴う消費者トラブルの多様化と諸外国の取組

C O L U M N

【図表】　EUにおける規制の特徴

●不公正な取引を包括的に規制

取引を類型ごとに分けて規制（行為規制）するのではなく、誤認を招くような不公正な取引を包括的に規制

の対象としている。

●安全なデジタル環境の整備に加え、成長や競争力等が促進される競争条件の確立も目的とする

デジタルサービス法及びデジタル市場法は、オンライン仲介サービス提供者やオンライン検索エンジン等を

対象に、消費者（ユーザー）の保護を図りつつも、一方で、市場でイノベーションや成長、競争力が促進さ

れる公平な競争条件の確立を図るなど、ビジネスローとしての側面を有している。
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結び

　近年、デジタル化や高齢化、国際化はますま
す進展し、消費者を取り巻く取引環境は日々変
化しており、消費者庁の発足当時からも一層変
化しています。その中でも、オンライン取引の増
加やAI技術の利活用といったデジタル化の進展
は、消費者の利便性を高める一方で、新たな課
題を生じさせる側面もあり、消費者行政もこのよ
うな時代の変化に対応していくことが必要です。
　特に、デジタル社会では、オンライン取引の
負の側面として、消費者の脆弱性が顕在化しや
すくなる可能性が指摘されていますが、消費者
の脆弱性については、国際的に統一された定義
は存在しないため、本特集では、類型的・属性
的脆弱性、限定合理性による脆弱性及び状況的
脆弱性の三つの整理で概説を行いました。
　消費者の脆弱性について、脆弱な消費者とそ
れ以外の消費者を属性によって区別して捉える
考え方がありますが、全ての人には限定合理性
による脆弱性があり、また、状況によって更に
脆弱となる可能性があることが分かっていま
す。類型的・属性的な脆弱性の捉え方は重要で
すが、消費者の置かれた状況が多くの消費者の
合理的判断に影響を及ぼす可能性も示唆されて
おり、今後は、より多くの消費者が脆弱性を経
験することを前提とした、消費者の支援に関す
る仕組み作りが必要になると考えられます。
　デジタル社会において、より多くの消費者が
脆弱性を経験する可能性が指摘されている背景
の一つとして、ダーク・コマーシャル・パター
ンやAI技術による情報の個別化といった、近年
のオンライン取引でみられる商品やサービスの
選択に関わる仕組みが挙げられます。しかし、
これらの仕組みが消費者に及ぼす影響等のエビ
デンスは十分ではなく、今後もエビデンスの蓄
積が必要とされています。
　ダーク・コマーシャル・パターンやAI技術に
よる情報の個別化は、消費者の意思決定に影響
を及ぼす可能性があり、場合によっては消費者
の最善の利益とはならない選択を消費者に行わ
せる可能性が考えられることから、何らかの規
制や規律といった対応の必要性について、様々
な国・地域において議論されています。他方で、
デジタル化の進展に伴い新たな仕組みが生まれ

続ければ、消費者被害を把握して問題に対処す
るための法改正等を行ったとしても、法改正等
では対処できない新たな消費者被害が出現する
などの課題も考えられます。そのような中で、
EUでは、デジタルに関わる課題への対応に特
化した規則であるデジタルサービス法やデジタ
ル市場法を整備したり、米国では、欺まん的な
行為・慣行や不公正な行為・慣行に関する抽象
的かつ包括的な禁止規定を定めていたりします。
　また、これらの問題に対処するためには新た
な法令の整備等による対応だけでなく、事業者
の協力も不可欠です。事業者に悪意がなかった
としても、消費者を意図しない行動に誘導する
可能性のある仕組みができてしまうこともある
ため、事業者はそのことを認識し、また、この
ような仕組みを用いることが長期的には消費者
の信頼を失う可能性があることを知ることが大
切です。
　このようなデジタル化の進展に伴う消費者を
取り巻く取引環境の変化は、消費者の行動にも
影響を及ぼしています。デジタル社会における
消費者は、情報・時間・関心を提供する存在で
あると考えられるようになり、また、売手となっ
たり情報発信をしたりなど、他の消費者に対し
て影響を与える存在にもなっています。こうし
た変化に伴い、消費者は情報・時間・関心を提
供していることを意識したり、自身が他の消費
者に影響を与える存在であることについて認識
したりするなど、消費者のリテラシーの向上等
も必要となります。
　変化が激しいデジタル社会においては、従来
の消費者法制度だけでは対応が困難な部分も生
じつつあり、これは日本だけでなく様々な国や
地域においても共通しています。消費者庁とし
ても、消費者の役割の変化や技術の進展を前提
とした、柔軟な対応を行うことが必要です。ま
た、引き続き関係省庁と連携し、消費者の安全・
安心と消費者被害の未然防止に向けて、消費者
への情報発信・啓発や注意喚起、悪質事業者等
の厳正な対処を行うとともに、持続可能な社会
の実現に向けた啓発や参画の促進等に積極的に
取り組んでいきます。
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消費者基本計画第１節

消費者基本計画及び 
消費者基本計画工程表について

　消費者庁では、消費者基本法の規定に基づき、
消費者政策を計画的に進め、消費者の利益の擁
護・増進を図るための政府の施策の方針を定め
る消費者基本計画を策定しています。
　また、消費者基本計画に定めた方針にのっと
り、関係省庁等が講ずべき具体的施策が検証可
能な形で体系的・包括的に推進されるよう、各
施策の取組予定及びKPI1を明示した消費者基本
計画工程表（以下「工程表」という。）を決定
しています。現行の第４期消費者基本計画は、
2020年度から2024年度までの５年間を対象期
間として2020年３月に閣議決定され、同年７
月には工程表が決定されました。
　さらに、2025年度から2029年度までの５年
間を対象期間とする第５期消費者基本計画の策
定に向けて、2024年２月から「第５期消費者
基本計画の策定に向けた有識者懇談会」を開催
しています。本懇談会では、2029年度に向け
た消費者政策の方向性や第５期消費者基本計画
に具体的に盛り込むべき内容等について議論し
ており、消費者庁では、こうした議論を踏まえ
ながら、第５期消費者基本計画の素案を作成し
ています。

消費者基本計画工程表のポイント

　工程表は、消費者基本計画における政策の基
本方針に沿って、重点的に進めるべき施策を「消
費者被害の防止」、「消費者による公正かつ持続
可能な社会への参画等を通じた経済・社会構造
の変革の促進」、「『新しい生活様式』の実践そ
の他多様な課題への機動的・集中的な対応」、「消
費者教育の推進及び消費者への情報提供の実
施」及び「消費者行政を推進するための体制整
備」の５本の柱に整理しています（図表Ⅱ-1-
1-1）。
　2023年度改定の工程表（2023年６月13日
消費者政策会議決定）では、新しい試みとして、
14の施策を重点施策に設定し、ロジックモデ
ルを構築しました。ロジックモデルでは、現状
や課題を踏まえて、誰に又はどこにどのように
働きかけるのか（アクティビティ）、働きかけ
た結果（アウトプットやアウトカム）、社会へ
の影響（インパクト）を仮説に基づいて組み立
て、政策効果を測るKPIを設定しました。

１第 章 消費者庁の主な消費者政策

１）Key Performance Indicatorの略。重要業績評価指標。
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図表Ⅱ-1-1-1 第４期消費者基本計画工程表（令和５年６月13日改定）　重点施策一覧

１．消費者事故等の情報収集及び発生・拡大防止

２．特定商取引法の執行強化等

３．社会経済情勢の変化に対応した消費者契約法を含めた消費者法制の整備等

４．景品表示法の厳正な運用及び執行体制の拡充

５．食品表示制度の適切な運用と時代に即した見直しの検討

６．高齢者、障害者等の権利擁護の推進等

７．成年年齢引下げに伴う総合的な対応の推進

８．消費者団体訴訟制度の推進

■消費者被害の防止

９ ．食品ロスの削減の推進に関する法律に基づく施策の推進

10．エシカル消費の普及啓発

11．公益通報者保護制度を活用したコンプライアンス確保の推進

■消費者による公正かつ持続可能な社会への参画等を通じた経済・社会構造の変革の促進

12．デジタル・プラットフォームを介した取引等における消費者利益の確保

■「新しい生活様式」の実践その他多様な課題への機動的・集中的な対応

13．消費者教育の総合的、体系的かつ効果的な推進及び地域における消費者教育推進のための体制の整備

■消費者教育の推進及び消費者への情報提供の実施

14．地方消費者行政の充実・強化、消費生活相談のデジタル化に向けた地方公共団体への支援等

■消費者行政を推進するための体制整備
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消費者被害の防止第２節

　消費者庁では、高齢化・デジタル化等の消費
者を取り巻く取引環境が大きく変化したこと等
を受け、2022年８月から「消費者法の現状を
検証し将来の在り方を考える有識者懇談会」（以
下「有識者懇談会」という。）を開催し、2023
年７月にその議論を整理しました。
　有識者懇談会では、伝統的な「一般的・平均
的・合理的消費者」像や消費者と事業者間の「情
報の質・量、交渉力の格差」だけでなく、「消
費者の脆弱性」を正面から捉え、消費者の脆弱
性を基軸とした新しい消費者法理念の下で、消
費者が関わる取引を幅広く規律し、消費者の「幸
福」や健全で自律的な取引社会を実現していく
ために、消費者法を再編し拡充していく必要が
あり、それに当たっては、法的効果を法律自体
の中で一律に規定するハードな法制度だけでな
く、事業者に対するインセンティブの活用や公
私協働の仕組みを組み込んだソフトな法制度や
AI等の技術の活用を含めた、広義の「消費者法
制度」を捉え、様々な規律をコーディネートす
ることが重要であるとの議論がなされました。
　消費者庁では、有識者懇談会での議論を受け、
より具体的な検討を進めるために、2023年11
月に消費者委員会に対し、消費者の脆弱性への
対策を基軸とし、生活者としての消費者が関わ
る取引を幅広く規律する消費者法制度のパラダ
イムシフトについての検討を求める諮問をして
おり、消費者委員会での審議への協力を通じ、
更なる検討を進めています。

消費者の安全・安心確保のための
取組

　消費者庁では、消費者事故等に関する情報を
集約・分析し、消費者に向けた注意喚起や関係
行政機関等への情報提供、事業者・事業者団体
への対応要請等を実施し、消費者事故等の未然
防止・拡大防止に取り組んでいます。
　消費者庁で収集している消費者事故等に関す
る情報には、消費者安全法の規定に基づく地方
公共団体や関係行政機関からの通知や消費生活
用製品安全法に基づく事業者からの重大製品事
故の報告のほか、事故情報データバンク参画機
関からの情報、医療機関ネットワーク事業によ
る情報等があります（第１部第１章第２節参
照）。収集した事故情報は関係省庁に共有して
おり、関係省庁における規制整備等の検討の一
助となっています。
　また、消費者庁では、これらの消費者事故等
の情報について、重篤な身体被害が出ているも
の、事故情報が増加しているもの、事故内容に
新規性があるもの等を中心に分析を行った上
で、消費者に向けた注意喚起等を実施していま
す（図表Ⅱ-1-2-1）。
　このほか、消費者事故等の防止に資するよう、
集約した事故情報をデータベース化し、「事故
情報データバンク」（第１部第１章第２節参照）
として公開するとともに、関係法令等の規定に
基づき関係行政機関等が公表したリコール情報
を集約して、「リコール情報サイト」を通じて
発信しています。

消費者法制度のパラダイムシフトに向けた検討（１） 消費者の安全の確保（２）
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　また、2023年度からの新たな取組として、
オンラインマーケットプレイス（以下「OM」
という。）上に出品・販売されるリコール製品
や安全ではない製品が生命・身体に及ぼすリス
クから、消費者をこれまで以上に保護すること
を目的として、OM運営事業者と関係省庁によ
る、製品安全に係る法的枠組みを超えた官民協
働の自主的な取組である「製品安全誓約（日本
国）」を開始しました。

食品安全に関するリスクコミュニ
ケーション

　消費者庁では「食品安全基本法第21条第１
項に規定する基本的事項（平成24年６月閣議
決定）」に基づき、食品安全に関するリスクコ
ミュニケーション2について関係省庁間の調整
を行っています。これまで、「食品中の放射性
物質」、「食品安全全般」等をテーマとして、消
費者が科学的知見に裏打ちされた食品の知識に
基づいた消費行動をとれるよう、様々な形態に
よるリスクコミュニケーションや情報提供を関
係省庁と連携して実施しています。
　特に「食品中の放射性物質」については、
2023年８月に東京電力福島第一原子力発電所
におけるALPS処理水の海洋放出が開始された
ことから、改めて、消費者が食品の安全性を正
確に理解し、行動できるよう、意見交換会や被
災地の魅力を発信するイベント等を開催すると

【KPI】

特定の注意喚起の認知度

（目標）SNSのエンゲージメント数【2,000

回以上／１投稿当たり】

【進捗】2023年度：2,721回／１投稿当たり

２�）消費者・生産者・事業者・行政機関等関係者間で相互に情報や意見を交換すること。

図表Ⅱ-1-2-1 消費者庁における事故情報の集約・活用

消費者庁（事故情報を一元的に集約し、分析）　→

消費者の生命・身体に係る事故発生

事故情報の相談・通報等

重大製品
事故の報告

（消費生活用製品※）

事業者
医療機関ネット
ワーク参画機関

事故情報データ
バンク参画機関

事故情報
の提供

事故情報
の提供

消費生活用製品安全法
に基づく報告 個別法によらない任意の情報提供

消費者事故等の通知
PIO―NET情報
（全国消費生活情報
ネットワークシステム）

関係省庁・
地方公共団体等

消費生活相談窓口
国民生活センター
消費生活センター等

消費者安全法に基づく通知

消費者

事故情報のWeb掲載等 注意喚起情報の公表等

消費者安全調査委員会
(生命身体事故等の原因を調査)

※消費生活用製品とは、主として一般消費者の生活の用に供
される製品のうち、他の法令で個別に安全規制が設けら
れ、その規制の対象となっているもの（食品・医薬品・乗
用車等）を除く製品。

・定期公表・各省との共有
・事故情報データバンク

マスメディア 地方公共団体 事業者団体／
会員企業

記者発表 周知依頼 対応要請
周知依頼等 SNS

こども
安全メール

調査の
申出

報告書等
の公表

閲覧
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ともに、「食品と放射能Ｑ＆Ａ」（2023年12月
第17版）にALPS処理水の海洋放出に関する情
報を記載しました。

消費者安全調査委員会の活動

　消費者安全調査委員会（以下「調査委」とい
う。）は、消費者事故から教訓を得て、事故の
予防・再発防止のための知見を得ることを目的
に、2012年10月、消費者庁に設置されました。
　調査委では、様々な製品・役務に関する事故
調査を行っており、2023年度には、「トランポ
リンパーク等での事故」の調査報告書を公表し
ました。
　「トランポリンパーク等での事故」の調査報
告書によれば、死亡事故のおそれに対する施設
運営者の不十分な認識に伴う十分ではない安全
管理や、トランポリンへの飛び降り等に伴う危
険性に対する利用者の不十分な認識が、事故等
の原因として指摘されています。これらに対応
するために、調査委では、経済産業大臣に対し
ては、各施設運営者へ個別に、調査報告書の再
発防止策を踏まえた安全への取組を要請すると
ともに支援すること等を意見として述べまし
た。また、文部科学大臣に対しては、公益財団
法人日本体操協会に施設運営者への技術的な知
識の習得及びリスク認識の支援等の協力を促す
ことを、消費者庁長官に対しては、消費者へト
ランポリンでの遊戯一般の危険性を分かりやす
く周知すること等を、それぞれ意見として述べ
ました。
　このほか、調査委は、調査中の「木造立体迷
路の床板の落下による事故」に加えて、2023
年度に新たに「スポーツジム等におけるパーソ
ナルトレーニングによる事故及び健康被害」及
び「住宅の窓及びベランダからの子どもの転落
事故」に関する調査にも着手しています。
　そして、調査委では意見具申後、関係行政機
関の取組状況の確認等を、事故の発生の状況等
に鑑み、適切な時期に実施しています。

景品表示法の厳正な運用

　2023年度は、燃料費高騰等を背景とした電
力・ガスに関する不当表示、グリーン成長に関
連する再生エネルギーに関する不当表示、更に
は国民生活に身近な炊飯器や除菌商品に関する
不当表示等について、計44件の措置命令及び
計12件の課徴金納付命令（合計20億4,419万
円）等を行いました。インターネット消費者取
引に関する広告表示への対応を含め、引き続き
景品表示法の適切な運用に取り組みます。

ステルスマーケティングへの対応

　広告であるにもかかわらず広告であることを
隠す、いわゆるステルスマーケティングについ
て、令和５年３月28日に景品表示法第５条第
３号に基づく不当表示として「一般消費者が事
業者の表示であることを判別することが困難で
ある表示」（いわゆるステルスマーケティング
告示）が新たに指定され、同年10月１日から
施行されました。一般消費者は広告であると認
識すれば、その表示内容にある程度の誇張・誇
大を含むことがあり得ると考えることができま
すが、第三者の感想であると認識すれば、その
表示内容をそのまま受け取ってしまうおそれが
あるため、ステルスマーケティングについて、
規制の対象としたものです。ステルスマーケ
ティング告示の施行に当たり、分かりやすいパ
ンフレットの作成及び配布、事業者団体の研修
会等への講師派遣、インターネット広告の配信
等の普及啓発を実施しました。また、ステルス
マーケティング告示の施行に合わせて、本告示
の違反被疑情報に関する通報窓口として、消費
者庁ウェブサイト内に「ステルスマーケティン
グに関する景品表示法違反被疑情報提供フォー

消費者安全法第23条第１項の規定に基づく事故等原因調

査報告書

トランポリンパーク等での事故（2023年４月20日）

URL：�https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/

report/report_020

消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保（３）

【KPI】

インターネット上の広告の監視業務の結果

公表資料へのアクセス数

【進捗】2023年度：１万5,321回
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ム」を設置しました（第２部第２章別表参照）。
引き続き、消費者が、自主的かつ合理的に商品
選択ができるよう、事業者やインフルエンサー、
消費者等に対して、ステルスマーケティング告
示の普及啓発を行うとともに本告示の適切な運
用を行っていきます（図表Ⅱ-1-2-2）。

特定商取引法及び預託法の厳正か
つ適切な執行

　消費者庁では、取引の公正及び消費者の利益
の保護を図るため、特定商取引法について、法
と証拠に基づき、迅速かつ厳正に執行しています。
　2023年度の特定商取引法の規定に基づく国
の行政処分件数は、95件となりました。2023
年度における国による主な処分としては、契約
を締結しない旨の意思を表示した消費者に対す
る勧誘等を行った事業者のほか、メッセージア
プリ等を通じて、勧誘目的等を明示せずに消費
者を誘い出し、消費者の知識、経験及び財産の
状況に照らして客観的に見て不適当と認められ

る勧誘をするなどしていた事業者に対し、行政
処分を行うなど、最近の消費生活相談の実態も
踏まえながら、様々な取引類型に対する処分を
厳正に執行しています。
　2023年度における国による主な処分は以下
のとおりです。

①　�訪問販売業者３社に対する行政処分�
（2023年５月）

訪問販売業者３社に対する行政処分について

（2023年５月11日）

URL：https://www.caa.go.jp/notice/entry/033210/

②　�通信販売業者に対する行政処分�
（2023年６月）

通信販売業者に対する行政処分について

（2023年６月28日）

URL：https://www.caa.go.jp/notice/entry/033813/

③　�連鎖販売業者及び電話勧誘販売業者に対す
る行政処分（2023年７月）

連鎖販売業者及び電話勧誘販売業者に対する行政処分

（2023年７月13日）

URL：https://www.caa.go.jp/notice/entry/034010/

景品表示法とステルスマーケティング

～事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブッ

ク～

URL：�https://www.caa.go.jp/policies/policy/

representation/fair_labeling/assets/

representation_cms216_200901_01.pdf

図表Ⅱ-1-2-2 ステルスマーケティング告示の規制概要

【告示】�事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般

消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの。

規制内容 規制されるのは、「広告であるにもかかわらず、広告であることが分からないもの」。
➢広告であることが分かれば、問題ない。

➢�告示上問題となるのは「①広告である」かつ「②広告であることが分からない」場合。

その他 広告であることを分かるようにすれば、現在のプロモーション活動は問題ない。
➢そもそも、何ら表現の自由を制約するものではない。

規制趣旨 一般消費者に「広告は広告であると分かるようにすること」が今回の規制趣旨。
➢広告には、ある程度の誇張・誇大が含まれる。一般消費者は商品選択の上でそのことを考慮する。

➢�しかし、広告であることが分からない場合、広告内容をそのまま受け取ってしまい、自主的かつ合理的な商品選択

が阻害されるおそれ。

※�インターネット広告市場の拡大、SNS利用の向上で、従来の広告に比べ、広告であることが分からないものが増えてきている。

広告である場合
⃝企業が広告内容の決定に関与する場合は広告であると判断。

　・企業が指示した内容を発信者（インフルエンサー等）が投稿する場合。

　・発信者が書いた内容を企業が確認する場合。

広告であることが
分かる場合

⃝「広告」、「〇〇からもらいました」等の文言が明瞭に記載されている場合。

⃝社会通念上、広告であることが明らかな場合（テレビCM、事業者の公式サイト・SNSアカウント）。

105

第
２
節 

消
費
者
被
害
の
防
止

第
２
部

第
１
章



　また、2022年６月に施行された「消費者被
害の防止及びその回復の促進を図るための特定
商取引に関する法律等の一部を改正する法律」
（令和３年法律第72号。以下「改正法」という。）
では、通信販売の契約の申込段階において消費
者を誤認させるような表示を禁止するなどの
「詐欺的な定期購入商法対策」に係る規定等を
設けました（図表Ⅱ-1-2-3）。
　2023年度は、特に通信販売業者に対する執
行体制を強化し、不適切な広告等を行っていた
通信販売業者のほか、特定商取引法違反になる
おそれのある行為を行っていた通信販売業者６
社に対して行政指導を実施し、違反行為が認め
られた通信販売業者２社に対しては、特定商取
引法の規定に基づき、厳正かつ適切に行政処分
等を行いました。

　預託法については、2022年６月に施行され
た改正法により、販売を伴う預託等取引（販売
預託）は原則禁止となりました。これを踏まえ、
預託者の利益の保護を図るとともに財産被害の
拡大を防止するため、2023年度において、預
託法違反の可能性がある事業者に対する行政指
導を27件実施しました。また、個々の事業者
のみならず、業界団体に対して注意喚起を行っ
たほか、消費者団体からの依頼を受けて預託法
の研修を行うなど、同法の周知を図りました。

【KPI】

国による特定商取引法に基づく行政処分の

件数

【進捗】2023年度：95件

図表Ⅱ-1-2-3 「通信販売における“最終確認画面”について」チラシ
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消費者契約法の適切な運用

　2022年12月に成立した「消費者契約法及び
独立行政法人国民生活センター法の一部を改正
する法律」（令和４年法律第99号）では、消費
者契約法に、霊感等による告知を用いた勧誘に
対する取消権の対象範囲の拡大や当該取消権の
行使期間の伸長が盛り込まれ、2023年１月５
日から施行されました。
　また、2022年５月に成立した「消費者契約
法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のた
めの民事の裁判手続の特例に関する法律の一部
を改正する法律」（令和４年法律第59号）では、
消費者契約法に、退去困難な場所へ同行されて
の勧誘や威迫による相談妨害といった不当勧誘
行為に対する取消権の拡充や、免責の範囲が不
明確な条項3は無効とする不当条項の追加、契
約解除時に関する事業者の努力義務の新設等の
改正がされ、取消権の拡充や不当条項の追加等
については2023年６月１日から、前記以外の
改正事項については同年10月１日から施行さ
れました。

不当寄附勧誘防止法の厳正な運用

　法人等による不当な寄附の勧誘を規制する不
当寄附勧誘防止法は2022年12月に成立し、
2023年６月までに全ての規定が施行されまし
た。消費者庁では、同法の運用に当たり、
2023年４月に新たに寄附勧誘対策室の設置及
び処分基準等の策定を行いました。同年11月
及び2024年５月には、同法の運用状況として、
寄附の不当勧誘に係る情報の受理・処理等件
数4をそれぞれ公表しました。

　また、同法の内容について十分に周知するた
め、各方面5に向けた説明会を実施したほか、
寄附の不当勧誘に係る情報の提供を呼び掛ける
ため、ポスターを作成し、全国の大学、消費生
活センター、中央公民館等に配布するとともに
（図 表 Ⅱ-1-2-4）、 電 車 内 の 映 像 広 告、
YouTube広告及びコンビニエンスストアのPOS
レジ画面に、15秒動画6を掲載しました。

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律

URL：�https://www.caa.go.jp/policies/policy/

consumer_policy/donation_solicitation/

【KPI】

消費者契約法の認知度

（目標）2024年度までに50％

【進捗】2023年度：32.3％

図表Ⅱ-1-2-4
不当寄附勧誘防止法�

ポスター

３�）軽過失による行為のみ適用されることを明らかにしていないもの。
４�）https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/donation_solicitation/assets/donation_solicitation_240509_�
0001.pdf
５�）学校法人、宗教法人、NPO法人、公益法人等。
６�）https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/donation_solicitation/movie_002

107

第
２
節 

消
費
者
被
害
の
防
止

第
２
部

第
１
章



食品表示制度の適切な運用

　消費者庁は、食品表示制度について、適切な
運用を図るとともに普及啓発を行っています。
また、主に以下の施策に取り組んできました。

食品表示懇談会

　2023年６月に改定された消費者基本計画工
程表において、「食料供給のグローバル化の進
展を踏まえ、合理的かつシンプルで分かりやす
い食品表示制度の在り方について、国際基準
（コーデックス規格）との整合性も踏まえなが
ら、有識者から成る懇談会において順次議論し
ていく」とされたことに基づき、2023年10月
から「食品表示懇談会」を開催しています。同
懇談会では、2023年５月のコーデックス委員
会食品表示部会で行われた、デジタル技術を活
用した食品表示の在り方に関する議論や、食品
衛生基準行政の消費者庁への移管等、昨今の国
内外における情勢を踏まえ、今後の食品表示が
目指していく方向性について、中長期的な羅針
盤となるような制度の大枠を議論し、取りまと
めを行いました。

分かりやすい栄養成分表示の取組に関する検討会

　諸外国では、各国の健康・栄養施策との整合
性を踏まえた上で、食品の栄養価や食品の選択
に対する消費者の理解を促進するために、栄養
成分の義務表示に加え、包装の前面に表示して
分かりやすく消費者に訴求する「包装前面栄養
表示」を導入する取組が活発化しており、
2021年11月には、コーデックス委員会におい
て、包装前面栄養表示ガイドラインが採択され
ました。こうした状況を踏まえ、日本における
分かりやすい栄養成分表示の取組として、日本
版包装前面栄養表示の基本的な方向性等を検討
するために、2023年11月から、「分かりやす
い栄養成分表示の取組に関する検討会」を開催
し、基本的な考え方について取りまとめを行い
ました。

食物アレルギー表示制度

　食物アレルギー表示について、2023年６月
に臨床医等の有識者で構成される「食物アレル
ギー表示に関するアドバイザー会議」の意見を
踏まえ、「特定原材料に準ずるもの7」の対象品
目の追加・削除の考え方を整理しました。具体
的には、全国実態調査8の結果を踏まえながら
食物アレルギー表示推奨品目を機動的に追加す
る一方で、存置する必要性が必ずしも高くない
品目は削除することとし、食品関連事業者及び
消費者、双方にとって予見性の高い仕組みとし
ています。
　この考え方に基づき、2024年３月に「食品
表示基準について」の一部を改正し、「特定原
材料に準ずるもの」について、マカダミアナッ
ツの追加、まつたけの削除を行いました。

外食・中食における食物アレルギーの情報提供

に関する取組

　外食・中食9における食物アレルギーの情報
提供に関する取組については、「アレルギー疾
患対策の推進に関する基本的な指針」の2021
年度の改正において、国は事業者等が行う情報
提供に関する取組等を積極的に推進する旨が追
加されました。これを踏まえ、2023年３月の
パンフレットの作成に引き続き、2024年３月
には、事業者の具体的な取組方法に関して動画
研修教材を作成し、消費者庁ウェブサイトで公
開しました10（図表Ⅱ-1-2-5）。

７�）食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、症例数、重篤な症状を呈する者の数が継続して相
当数みられるが、特定原材料に比べると症例数等が少ないもの。「特定原材料に準ずるもの」の表示については、罰則の
適用の対象ではないものの、一定の食品関連事業者等が対応するなど任意の取組として定着している。
８�）消費者庁「即時型食物アレルギーによる健康被害に関する実態調査」
９�）家庭外で商業的に調理・加工されたものを購入して食べる形態の食事。

図表Ⅱ-1-2-5
e-Learning用動画研修

教材
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保健機能食品等

　機能性表示食品11制度は、事業者の責任にお
いて科学的根拠に基づき機能性の表示を行う制
度です。消費者が自主的かつ合理的に食品を選
択できるようにするためには、表示の裏付けと
なる科学的根拠の質の向上と、適正な表示を担
保することが重要となります。機能性の科学的
根拠の一つとなるシステマティックレビュー
（研究レビュー）12の記載については、システ
マティックレビュー報告のための国際指針であ
るPRISMA声明（2009年）に準拠することを
原則としてきましたが、PRISMA声明（2020年）
に更新されたことを踏まえ、2023年９月29日
に「機能性表示食品の届出等に関するガイドラ
イン」の一部を改正し、PRISMA声明（2020年）
に準拠することを原則とし、そのためのチェッ
クリスト等の改正を行いました。
　また、行き過ぎたウェブサイト広告が問題と
されたことを契機に、2023年12月、「機能性
表示食品は消費者庁ウェブサイトにて事業者が
届け出た内容を誰でも確認できること」や、「購
入・使用時には、公表されている届出内容を超
える広告表現には注意すること」について、消
費者に向けたメッセージを消費者庁ウェブサイ
トで公表しました。
　特定の事業者が製造した紅麹を使用した製品
に由来する健康被害が生じていることに鑑み、
2024年３月29日に「紅麹関連製品への対応に
関する関係閣僚会合」が開催され、本事案を受
けた機能性表示食品制度の今後の在り方につい
て、同年５月を目途に取りまとめるよう内閣官
房長官から消費者庁に対し指示があったことを
受け、同庁において検討を開始しました。

機能性表示食品届出データベース

URL：https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc01/

　さらに、特定保健用食品制度における疾病リ
スク低減表示については、個別審査の申請の
あった３件について、2023年２月に消費者委
員会に安全性及び効果について諮問を行い、そ
のうちの１件について、同年10月の消費者委員
会からの答申を踏まえ、表示許可を行いました。
　加えて、特別用途食品13のうち病者用食品に
は許可基準型14と個別評価型15の二つの区分が
存在しますが、「経口補水液」に関しては、個
別評価型病者用食品として許可されたもの以外
に、表示許可を得ていないにもかかわらず、あ
たかも病者用食品であるかのように表示され、
販売されているものが混在する状況にありまし
た。また、脱水でない状態で多量に摂取した場
合、ナトリウムの過剰摂取につながる可能性が
あるなどの問題もあったことから、2023年５
月に「特別用途食品の表示許可等について」を
改正し、特別用途食品の許可基準型病者用食品
に「経口補水液」の区分を新設しました。これ
により、特別用途食品の許可を得ずに「経口補
水液」と表示することは健康増進法第43条第
１項及び第65条第１項違反に当たることとな
り、許可を得ずに同表示を行っている既存の清
涼飲料水については、2025年５月末までに表
示許可を取得させることとするなどの必要な対
策を講じることとしています（図表Ⅱ-1-2-6）。

10�）https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/efforts/
11�）国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠等の必要な事項を、販売前に消費者
庁長官に届け出ることにより、機能性を表示することができる制度。

12�）事前に設定した手順に従い論文を選別し、各論文の質を踏まえ、肯定的な結果だけでなく否定的な結果も含め総合的
観点から機能性を、科学的に評価するもの。

13�）乳児の発育や、妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者等の健康の保持・回復等に適するという特別の用途について表
示を行うことができる食品。

14�）国が規格基準への適合性を審査し、定められた表示内容の範囲内で病者用としての表示を認めている区分。
15�）事業者が個別に科学的な評価を行い、国が許可基準に適合しているかを医薬・栄養学的な観点から審査することで表
示を認めている区分。
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消費者団体訴訟制度の運用

　消費者団体訴訟制度とは、内閣総理大臣の認
定を受けた消費者団体が、事業者の不当な行為
の差止めや、相当多数の消費者に代わって、訴
訟を通じて消費者被害の集団的な回復を行うこ
とができる制度です。
　消費者契約法において、「適格消費者団
体16」が事業者の不当な行為に対して差止請求
権を行使できる制度が2007年に創設されまし
た。その後、適格消費者団体の差止請求権は、
景品表示法、特定商取引法及び食品表示法に規
定され、行使できる対象が拡大されました。
　また、消費者裁判手続特例法が2016年10月
に施行され、「特定適格消費者団体17」が被害
回復裁判手続を行い、事業者から被害金額を取
り戻すことができるようになりました。同法で
は、２段階の手続により被害回復を図ることが
特徴で、事業者の金銭支払義務の確認を求めて
訴訟を提起（１段階目）し、事業者の支払義務
が確定した後、被害を受けた個々の消費者の債
権額の確定（２段階目）が行われます。

　消費者裁判手続特例法について、2022年５
月に成立した「消費者契約法及び消費者の財産
的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続
の特例に関する法律の一部を改正する法律」に
より、一定の要件下での制度の対象範囲の拡大
や、和解の早期柔軟化、消費者団体訴訟等支援
法人の認定制度の導入等の改正がされ、2023
年10月１日から施行されました。
　消費者団体訴訟等支援法人は、消費者団体訴
訟制度の実効的な運用を支えるために、特定適
格消費者団体や事業者、内閣総理大臣の事務の
受託等の支援業務を行う主体として内閣総理大
臣の認定を受けた法人等のことです。2023年
10月に、特定非営利活動法人消費者スマイル
基金から認定申請があり、同年12月に、同法
人を消費者団体訴訟等支援法人として認定しま
した。

消費者の紛争解決のための枠組みの整備（４）

【KPI】

消費者の消費者団体訴訟制度についての認

知度

（目標）2024年度までに40％

【進捗】2023年度：16.3％

16�）2024年３月31日時点で、適格消費者団体は全国26団体が認定されている。
17�）2024年３月31日時点で、特定適格消費者団体は全国で４団体が認定されている。

図表Ⅱ-1-2-6 栄養や保健機能に関する食品表示制度

病者用食品

一般食品 栄養補助食品、健康補助食品、栄養調整食品といった表示で販売されている食品は一般食品です。

妊産婦、授乳婦用粉乳

乳児用調製乳

えん下困難者用食品

機能性の表示

特別の用途に適する旨
の表示

特定の栄養成分の機能が表示されています。

事業者の責任において保健の機能が表示されています。

消費者庁長官が許可した食品に保健の機能が
表示されています。

保健機能食品

特定保健用食品

栄養機能食品

機能性表示食品

特別用途食品

低たんぱく質食品
アレルゲン除去食品
無乳糖食品
総合栄養食品
糖尿病用組合せ食品
腎臓病用組合せ食品
経口補水液

個別評価型

許可基準型

えん下困難者用食品
とろみ調整用食品

乳児用調製粉乳
乳児用調製液状乳
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消費者による公正かつ持続可能な社会への参画等を通じた経済・社会構造の変革の促進第３節

食品ロス削減目標達成に向けた 
取組

　「食品ロス」とは、まだ食べられるにもかか
わらず廃棄される食品のことです。日本の食品
ロスは、2021年度の推計で年間523万トン発
生しており、事業系が279万トン、家庭系が
244万トンとなっています（農林水産省・環境
省推計）。国民一人当たりの量に換算すると年
間約42㎏であり、一人当たり毎日おにぎり１
個分（114g）の食べ物を捨てている計算にな
ります。食品ロス削減目標18達成に向けて、消
費者や事業者等、様々な主体が連携して取り組
むことが求められます。
　関係省庁等では、食品ロス削減推進法及び「食
品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」（令
和２年３月閣議決定）に基づき、国民各層が食
品ロスの問題を「他人事」ではなく「我が事」
として捉え、「理解」するだけにとどまらず「行
動」に移すための様々な取組を行っています。
　2023年度には、「経済財政運営と改革の基本
方針2023」（令和５年６月16日閣議決定）にお
いて、食品の寄附等を促進するための法的措置
やフードバンク団体の体制強化、賞味期限の在
り方の検討を含む食品ロス削減目標達成に向け
た施策パッケージを2023年末までに策定する
ことが盛り込まれたことを受け、同年12月22
日の「第８回食品ロス削減推進会議」において
「食品ロス削減目標達成に向けた施策パッケー
ジ」の案が了承され、関係省庁19において同パッ
ケージが取りまとめられました。政府としては、
これまでにも食品の製造・生産段階や流通段階
の事業者による商慣行の見直しや、消費者の賞
味期限の理解増進による行動変容の促進等を
図ってきましたが、廃棄されている食品のうち、

未利用食品等まだ食べることができる食品は約
60万トンに及ぶとの推計もあることから、こう
した食品を必要とする者へ無償で提供すること
で、食品として再流通させることができれば、
食品ロス削減に資することができます。本パッ
ケージでは、未利用食品を活用するフードバン
ク活動を始めとする食品寄附活動、外食時の食
べきりに係る取組と食べ残しの持ち帰りの取扱
い、食品の製造、販売、消費に至る一連の過程
における食品廃棄物の排出削減の取組を促進す
るための具体的な施策がまとめられています。
　これらの施策を2024年度にかけて実行に移
しつつ、更に消費者や関係団体の意見を聞いた
上で検討を深め、「食品ロスの削減の推進に関
する基本的な方針」の見直しにつなげます。そ
して、2030年度までの食品ロス削減目標の着
実な達成に万全を期します。

食品ロス削減の推進

10月食品ロス削減月間の取組

　食品ロス削減推進法において、毎年10月は
「食品ロス削減月間」、10月30日は「食品ロス
削減の日」とされています。2023年度の「食
品ロス削減月間」には、消費者庁食品ロス削減
推進アンバサダーであるお笑いトリオのロバー
ト　馬場裕之氏を起用した啓発ポスターを作成
し、地方公共団体等に配布するとともに、公共
交通機関での情報発信等に集中的に取り組みま
した（図表Ⅱ-1-3-1）。
　また、消費者を含むフードサプライチェーン
全体での認識の共有や全国的な機運の醸成を図
るため、食品ロス削減の日に合わせて、2017
年度から「食品ロス削減全国大会」が開催され

持続可能な社会の形成に資する

消費者と事業者の連携・協働
（１）

食品ロス削減目標達成に向けた施策パッケージ（2023年

12月22日）

URL：�https://www.caa.go.jp/policies/policy/

consumer_policy/information/food_loss/

conference/assets/consumer_education_

cms201_231222_010.pdf

18�）食品ロス量を2000年度の980万トンと比べて、2030年度に489万トンまで半減させる政府目標。
19�）消費者庁、農林水産省、環境省、こども家庭庁、法務省、文部科学省、厚生労働省及び経済産業省。

111

第
３
節 

消
費
者
に
よ
る
公
正
か
つ
持
続
可
能
な
社
会
へ
の
参
画
等
を
通
じ
た
経
済
・
社
会
構
造
の
変
革
の
促
進

第
２
部

第
１
章



ています。2023年度は10月30日及び31日に、
石川県金沢市において「第７回食品ロス削減全
国大会20」が開催されました。

食品ロス削減に関する表彰

　食品ロス削減の取組を広く国民運動として展
開していくことを目的として、優れた取組を
行った者を表彰する「食品ロス削減推進表彰」
を環境省と共同で実施しています。令和５年度
の内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全）
賞には、「オイシックス・ラ・大地株式会社」
が選ばれました（図表Ⅱ-1-3-2）。
　加えて、食品ロス削減に向けた啓発活動の一
環として、「令和５年度『めざせ！食品ロス・
ゼロ』川柳コンテスト」を実施しました21。計
１万9,717件の応募の中から、審査の結果「ま
まごとも 導入された てまえどり」が内閣府特
命担当大臣（消費者及び食品安全）賞に選ばれ
ました。受賞作品のイメージポスターを作成し、
普及啓発を行っています（図表Ⅱ-1-3-3）。

様々な食品ロス削減に向けた取組

　消費者庁、農林水産省、環境省及び一般社団
法人日本フランチャイズチェーン協会では、事
業者と連携した消費者への普及啓発として、コ
ンビニエンスストア等において、商品棚の手前
にある商品を選ぶ「てまえどり」の呼び掛けを
実施しています。
　さらに、地域において食品ロス削減を推進す
る人材を育成するために「食品ロス削減推進サ
ポーター」制度を2022年度からスタートさせ
ました。消費者庁が作成した食品ロス削減ガイ
ドブックを使用したサポーター育成オンライン
講座を実施し、2024年３月31日時点で約2,700
人をサポーターとして認定しています。

図表Ⅱ-1-3-1
令和５年度食品ロス 

削減月間ポスター
図表Ⅱ-1-3-2

「令和５年度食品ロス削減

推進表彰」表彰式の様子

図表Ⅱ-1-3-3
「令和５年度『めざせ！食品ロス・ゼロ』

川柳コンテスト」表彰式の様子

20�）主催：石川県金沢市、金沢市食品ロス削減推進協議会及び全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会。共催：消
費者庁、農林水産省及び環境省。

21�）募集期間は2023年10月１日から同月31日まで。
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エシカル消費の普及啓発

　地域の活性化や雇用等も含む人や社会・環境
に配慮した消費行動であるエシカル消費は、「持
続可能な開発目標（SDGs）」の目標12「つくる
責任　つかう責任」にも深く関連しており、消
費者が持続可能な社会の形成に参画する視点か
らも、より一層重要です。
　ワークショップの実施、パンフレットや動画
等の作成・普及、特設サイトを通じた事例紹介、
Instagramによる情報発信等を行うことで、一
人一人の消費行動が持つ「世界の未来を変える
大きな可能性」の発信に取り組んでいます（図
表Ⅱ-1-3-4）。

サステナブルファッションの推進

　衣服については、原材料調達から生産、使用、
廃棄の各段階における環境負荷等の様々な社会
課題が指摘されています。これらの課題の解決
に向けては、事業者や事業者団体の取組に加え
て、使用済衣服の回収・リサイクルの仕組みの
構築といった社会全体での対応や、消費者の主
体的な行動変容も求められます。
　消費者庁では、経済産業省及び環境省と、「サ
ステナブルファッションの推進に向けた関係省
庁連携会議」を開催し、連携して取組を進めて
います。
　また、特設ページを通じた取組事例の紹介、
サステナブルファッション・パートナー、サス
テナブルファッション・サポーター22やインフ
ルエンサーとの連携、Instagramによる情報発
信等を行うことで、消費者のサステナブル
ファッションへの関心を高め、実践している人
の輪を広げる取組を進めています。

【KPI】

食品ロス削減のために何らかの行動をして

いる国民の割合

（目標）2025年度までに80％以上とする

【進捗】2023年度：76.7％

図表Ⅱ-1-3-4 Instagramでの周知啓発

【KPI】

エシカル消費の認知度

（目標）2023年度：32％以上

【進捗】2023年度：29.3％

「サステナブルファッション」に向けた消費者行動18の

ヒント

URL：https://www.ethical.caa.go.jp/sustainable/

22�）https://www.ethical.caa.go.jp/sustainable/index.html
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消費者志向経営の推進

　持続可能な社会の実現に向けて、消費者、事
業者、行政等の関係者が共に連携・協働してい
くことが重要です。
　消費者庁では、2016年から事業者団体、消
費者団体及び行政機関で構成される「消費者志
向経営推進組織」（以下「推進組織」という。）
を設けて、「消費者23」と「共創・協働24」して
「社会価値25」を向上させる消費者志向経営の
推進に取り組んでいます（図表Ⅱ-1-3-5）。
　消費者志向経営の推進活動の一環として、「消
費者志向自主宣言・フォローアップ活動」への
参加の呼び掛けを行っています。これは、事業
者が消費者志向経営を行うことを宣言・公表し、

宣言内容に基づいて取組を実施するとともに、
その結果をフォローアップして、公表する活動
です。2024年３月31日時点で、629事業者が
自主宣言を公表しています。
　また、2018年度以降、消費者志向経営の優
良事例表彰を行っており、2023年度は内閣府
特命担当大臣表彰１件、特別表彰１件、消費者
庁長官表彰４件を表彰しました26。
　さらに、2021年度から、消費者志向自主宣
言事業者を対象に、おおむね毎月「消費者志向
経営に関する連絡会」を開催し、様々な有識者
による講演や優良事例の共有等を通じて、消費
者志向経営の輪を広げる取組を進めています。
　新未来創造戦略本部でも、地域の事業者団体・
行政機関等と連携して、消費者志向経営の普及・
啓発を行っています。

図表Ⅱ-1-3-5 消費者志向経営の推進体制 

・消費者庁

推進組織（プラットフォーム）

事業者
団体

消費者
団体

行政

事業者による自主宣言・実践

情報発信
周知活動

シンポジウム
セミナー

優良事例表彰
連絡会

　　　　etc.

全国629事業者
が自主宣言

（令和６年３月末時点）事業者自らが消費者志向経営に
取り組むことを宣言・公表
（理念・方針・具体的な取組内容・体制等）

宣言した内容に基づき、消費者
志向経営の取組を実践

取り組んだ内容を評価・公表
（事業者自らがフォローアップ）

・日本経済団体連合会
・経済同友会
・消費者関連専門家会議
　（ACAP）
・日本ヒーブ協議会

・全国消費者団体連絡会
・全国消費生活相談員協会
・日本消費生活アドバイ
ザー・コンサルタント・
相談員協会（NACS）

23�）事業者が提供する商品・サービスを現在、若しくは将来利用又は、関与する可能性のある主体（消費者の多様化の結果、
捉えられる消費者の例：高齢者、外国人、障害者、地域住民、エンドユーザー、従業員等）。

24�）事業者が消費者との双方向コミュニケーションにより、消費者がわくわくする商品・サービス・体験を共有し、消費
者とWIN-WINの関係になること。

25�）事業者が本業を通して、地域や社会の課題解決に寄与し、社会全体の持続可能性の向上を目指すことから生み出され
るもの。

26�）2023年度の受賞事業者については、消費者庁ウェブサイト「消費者志向経営優良事例表彰」を参照。
　�https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/consumer_oriented_management/propulsion_
organization/#commendation
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公益通報者保護制度を活用した 
コンプライアンス確保の推進

　消費者が安全で豊かな消費生活を安心して営
むことができる社会を実現していく上で、事業
者の不祥事を防止することは重要です。労働者
が事業者内部の不正行為を安心して通報できる
よう、通報を理由とする不利益な取扱いから労
働者を保護する必要があります。また、事業者
が、組織内の法令違反や不正行為を放置するこ
とは、それが発覚したときに、消費者や取引先
からの信用を失い、事業継続に深刻な影響を与
える可能性があります。内部通報制度を活用し、
不正を早期に発見し、是正することは、事業者
や従業員を守ることにもつながります。
　こうしたことから、公益通報者保護法が
2006年から施行されています。同法では、労
働者がどこへどのような内容の通報を行えば保
護されるのかという保護の要件や、公益通報に
関して事業者・行政機関が講ずべき措置等が定
められています。また、「公益通報者保護法の
一部を改正する法律」（令和２年法律第51号）
が2020年に成立し、2022年６月から施行され
ました。当該改正では、事業者に対する内部通
報に対応するための体制整備の義務付け及び同
義務違反等に対する行政措置（助言・指導、勧
告及び勧告に従わない場合の公表）の導入、内
部通報に対応する者に対する守秘義務及び同義
務違反に対する罰則の新設、行政機関への公益
通報に関する保護要件の緩和、保護対象となる
通報者や通報対象事実の範囲の拡大等が行われ
ました。

　しかし、改正法の施行後も、内部通報体制が
整備されていない大手企業の事例がみられるな
ど、公益通報者保護法の普及・浸透は道半ばで
す。このため、消費者庁では、2023年12月には、
内部通報体制を整備していない事業者を支援す
るため、経営者や従業員向けに公益通報者保護
法のポイントをつかむことができるショート動
画や内部通報対応の担当者向けの研修動画のほ
か、内部規程のサンプル等を含む「内部通報制
度導入支援キット」を作成し、公表しました。
また、同法の規定に基づく行政措置や各種実態
調査を的確に実施するとともに、全国各地での
説明会の開催等の周知・啓発活動に引き続き取
り組みました（図表Ⅱ-1-3-6）。

事業活動におけるコンプライアンス向上に向けての

自主的な取組の推進
（２）

図表Ⅱ-1-3-6
「あなたのお勤め先に内部通報 

窓口はありますか？」啓発ポスター

はじめての公益通報者保護法

URL：�https://www.caa.go.jp/policies/policy/

consumer_partnerships/whisleblower_

protection_system/hajimete
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　また、新未来創造戦略本部では、2017年か
ら継続的に地方公共団体と連携して、公益通報
者保護制度に基づく内部通報体制の整備を促進
する取組27を行っています。当該取組に関し、
四国域内の市町村から収集した地方公共団体で
の実務上の運用において有益な情報等を、他の
地方公共団体で内部通報体制の整備を行う際に
活用できるようにする取組等を実施しています。

【KPI】

公益通報者保護制度に対する認知度や意識

（目標）前回調査比向上

【進捗】2023年度：労働者における公益通

報者保護制度に対する認知度【38.6％】

お勤めの方向け

URL：�https://youtu.be/46K6cP4TO7I?si=G5fS3FwfvIGjn

Knb

経営者向け

URL：�https://youtu.be/HVh4N61ynds?si=RtgLEqAcNPMvtZbx

【動画】５分で分かる公益通報者保護法

27�）徳島県、香川県及び愛媛県並びにそれらの県内市町村においては、内部通報窓口の設置率100％を達成。
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多様な課題への機動的・集中的な対応第４節

取引DPF消費者保護法の運用

　取引DPF消費者保護法は、オンラインモール
等の「取引デジタルプラットフォーム」におい
て、販売業者の特定ができずに紛争解決が困難
になるなどの問題が発生していたことを踏ま
え、通信販売取引の適正化等を図り、取引デジ
タルプラットフォームを運営する事業者の協力
を確保するための法律として、2022年５月に
施行されました。
　同法は、取引デジタルプラットフォームを運
営する事業者の努力義務（販売業者等の身元確
認等）、取引デジタルプラットフォームの利用
の停止等に係る要請28、消費者による販売業者
等の情報の開示請求等について規定していま
す。消費者庁では「取引デジタルプラットフォー
ム官民協議会」を定期的に開催し、これらの法
制度の運用状況等に関する審議を行っていま

す。さらに、リーフレットを作成して同法の規
定に基づく努力義務の履行や開示請求の利用を
促すなど、特定商取引法（通信販売取引に関す
る規制）との連動を図りつつ法制度の運用を行
うことにより、取引デジタルプラットフォーム
を利用して行われるものを始めとする通信販売
取引の適正化等に取り組んでいます（図表Ⅱ
-1-4-1）。

デジタル社会における消費者利益の擁護・増進（１）

【KPI】

取引DPF消費者保護法（制度）の認知度

（目標）毎年度増加

【進捗】2023年度：7.1％

28�）重要事項（商品の安全性の判断に資する事項等）に著しく事実に相違等する表示があり、かつ、販売業者等による表
示の是正が期待できない場合、内閣総理大臣は取引デジタルプラットフォームを運営する事業者に対し、販売業者等に
よる取引デジタルプラットフォームの利用の停止を要請することができる。

図表Ⅱ-1-4-1 取引DPF消費者保護法のリーフレット
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物価高騰への対応

　消費者庁では、「コロナ禍における『原油価格・
物価高騰等総合緊急対策』」を踏まえ、生活関
連物資等の値上げについて注視していくため、
2022年４月に開設した「便乗値上げ情報　消
費者受付ウェブ窓口」において、広く消費者か
ら情報提供を受け付けています。窓口に寄せら
れた情報は関係省庁と共有しており、必要があ
る場合には各省庁において適切に対応されるこ
ととなります。
　また、消費者庁では、生活関連物資の価格が
著しく上昇する場合等への対応に備え、民間
データを活用して、生活関連物資の価格動向の
迅速な把握に努めています。
　このほか、成長と分配の好循環の実現に向け
た持続可能な賃金上昇のためには、付加価値や
コストを適切に価格に転嫁できる環境が必要と
の認識の下、賃金上昇と物価上昇との関係につ
いて、消費者に分かりやすく伝える取組を進め
ました。

公共料金の改定対応等

　消費者庁では、公共料金の改定等に当たって
は、事前に所管省庁から協議を受けるとともに、
重要なものについては、消費者委員会での審議
を経た上で、所管省庁と共に「物価問題に関す
る関係閣僚会議」へ付議しています。消費者庁
は、所管省庁から協議を受けた際に確認する点
をチェックポイントとしてまとめ、2022年８
月に関係省庁に通知したところであり、関係省
庁においても当該通知を踏まえて対応するよう
求めています。
　2023年度は、電力会社７社29の規制料金の
改定に際し、2023年４月に消費者委員会へ付
議を行い、消費者委員会の意見を踏まえ、消費

者庁及び経済産業省は、同年５月に「物価問題
に関する関係閣僚会議」に付議し、同閣僚会議
において査定方針が決定されました。
　このほか、公共交通28件を含む、計38件の
公共料金の改定等について、所管省庁における
審査後、消費者庁で協議を受け、回答しました。
　なお、電気の規制料金については、電力会社
７社の規制料金の改定に係る協議プロセスにお
いて、各電力会社のコスト効率化の取組をフォ
ローアップする枠組みを新たに設けること等を
条件に、料金改定を了承し、フォローアップに
は消費者庁も参画しています。また、電気の託
送料金は電気料金に大きな影響を与えること等
から、託送料金に関しても、経済産業省による
一般送配電事業者における効率化の取組のフォ
ローアップに消費者庁も参画しています。

「送料無料」表示の見直し

物流の「2024年問題」

　日本では、トラックドライバーを含む自動車
の運転業務の時間外労働について、2024年４
月から、年960時間の上限規制が適用されるこ
と等により、物流の輸送力が不足し今のように
は荷物を運べなくなる可能性30があると指摘さ
れるなど、いわゆる「2024年問題」に直面し
ています。
　このため、荷主、事業者、消費者が一体となっ
て日本の物流を支える環境整備について、総合
的な検討を行うため、2023年３月に「我が国
の物流の革新に関する関係閣僚会議」が立ち上
げられ、同年６月に「物流革新に向けた政策パッ
ケージ」が取りまとめられました31。その中で、
運賃・料金が消費者向けの送料に適正に転嫁・
反映されるべきという観点から、「送料無料32」
表示の見直しに取り組むこととされました。こ
れを受け、消費者庁では、物流が持続可能なも
のとなるよう、「送料無料」表示の見直しに取
り組んでいくこととしました。
　そこで、2023年７月に、物流の「2024年問
題」を消費者にも身近な問題として考えてもら

現下の社会情勢への対応（２）

29�）北海道電力株式会社、東北電力株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社、北陸電力株式会社、中国電力株式
会社、四国電力株式会社及び沖縄電力株式会社。

30�）何も対策を講じなければ、2024年度には14％、2030年度には34％の輸送力不足の可能性があると言われている。
31�）https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/buturyu_kakushin/pdf/seisaku_package.pdf
32�）消費者が、送料として商品価格以外の追加負担を求められることなく、商品を購入できることをここでは意味する。
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うため、消費者の意識改革や行動変容が求めら
れる点に関して、政府の方針を説明することを
目的として、「物流の『2024年問題』と『送料
無料』表示について」を消費者庁ウェブサイト
で公表しました。

意見交換会の実施と「送料無料」表示の見直し

の要請

　消費者庁では、「送料無料」表示に関する実
態や見直しによる影響等を把握するため、
2023年６月から同年11月までにかけて、関係
省庁と連携して、運送事業の関係者、通信販売
の事業者団体及び消費者団体と個別に「『送料
無料』表示の見直しに関する意見交換会33」を
実施し、検討を重ねてきました（図表Ⅱ-1-4-2）。

　関係者等の意見を踏まえ、出席した通信販売
の事業者団体に対して、同年12月、「送料無料」
表示の見直しの要請を行うとともに、その内容
を消費者庁ウェブサイトで公表しました。当該
要請の内容については、事業者において、「送
料として商品価格以外の追加負担を求めない」
旨を表示する場合には、その表示者は表示につ
いての説明責任があるものとしました。例えば、
送料負担の仕組みを表示すること（「送料当社
負担」、「〇〇円（送料込み）」等）や、「送料無
料」表示をする場合には、表示者の責任として
「無料」と表示する理由、仕組み等を分かりや
すく説明することが考えられます（図表Ⅱ-1-
4-3）。
　消費者庁としては、関係事業者等に送料表示
の見直しを促すとともに、事業者の自主的な取
組状況を注視していきます。

物流の「2024年問題」と「送料無料」表示について

URL：�https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_

policy/other/free_shipping/index.html

33�）https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/meeting_materials/review_meeting_008

図表Ⅱ-1-4-2 「送料無料」表示の見直しに関する意見交換会

　物流の「2024年問題」に対応して、荷主、事業者、消費者が一体となって我が国の物流

を支える環境を整備するため、「物流革新に向けた政策パッケージ」が取りまとめられ、「送

料無料」表示の見直しに取り組むこととなった。これを受け、消費者庁において、「送料

無料」表示に関する実態や見直しによる影響等を把握するため、意見交換会を実施した。

【物流革新に向けた政策パッケージ［抜粋］　（令和 ５年 ６月 ２日　我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議）】

１．具体的な施策

（ １）商慣行の見直し

　⑤　担い手の賃金水準向上等に向けた適正運賃収受・価格転嫁円滑化等

　(前略)また、運賃・料金が消費者向けの送料に適正に転嫁・反映されるべきという観点から、「送料無料」表示の見直しに取り組む。(後略)

開催日 日　時 出席団体等

第 １回 6月23日 公益社団法人全日本トラック協会

第 ２回 8月 ９日 アジアインターネット日本連盟

第 ３回 8月10日 一般社団法人新経済連盟

第 ４回 8月10日 一般社団法人セーファーインターネット協会

第 ５回 8月22日 日本郵便株式会社

第 ６回 8月23日 公益社団法人日本通信販売協会

第 ７回 9月22日
全日本交通運輸産業労働組合協議会（交運労協）、全日本運輸産業労働組合連合会（運輸労連）、

全国交通運輸労働組合総連合（交通労連）

第 ８回 10月 ６ 日 ヤマト運輸株式会社、佐川急便株式会社

第 ９回 11月 ８ 日

消費者団体関係者

大石 美奈子 氏（消費生活アドバイザー）、河村 真紀子 氏（主婦連合会会長）、

河野 康子 氏（一般財団法人日本消費者協会理事）、増田 悦子 氏（公益社団法人全国消費

生活相談員協会理事長）

「送料無料」表示の見直しに関する意見交換会開催経過（令和 ５年 ６月～11月）
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経済協力開発機構（OECD）消費者
政策委員会への参画

　消費者庁は、2023年４月及び11月にOECD
消費者政策委員会（CCP34）本会合及び下部作
業部会の製品安全作業部会本会合に参加しまし
た。これらの会合では、オンライン上のダーク・
コマーシャル・パターン、グリーン・トランジ
ションにおける消費者の参画35等について議論
が行われました。ダーク・コマーシャル・パター
ン及びグリーン・トランジションの実証実験に
関しては、日本も参画している作業グループで
検討が続けられ、議論が展開されています。ま
た、2023年11月の製品安全作業部会では、
OECDの「製品安全誓約の声明」を踏まえ同年
６月からスタートした、「製品安全誓約（日本
国）」の概要を紹介しています。
　さらに、2023年６月にはOECDから「デジタ

ル時代の消費者ぜい弱性」の報告書が公表され
ました。同報告書では、新型コロナウイルス感
染症の世界的流行によりオンライン取引が急速
に増加したことに伴い、ぜい弱性を経験するの
は高齢者等の一部の消費者にとどまらず、状況
に応じてほとんどの消費者がぜい弱になり得る
ことが指摘され、消費者全般のぜい弱性に対処
するための措置の必要性がますます高まること
が指摘されました。加えて、デジタル環境特有
の、一時的な又は文脈に依存するぜい弱性を調
査するには、新しい手法が必要となることも示
唆されています。
　日本は、CCP及び製品安全作業部会の副議長
を長年務めており、勧告の見直しやガイドライ
ンの作成等において議論を主導し、その方向性
の決定に関与するなど、重要な役割を果たして
います。

消費生活の国際化の進展への対応（３）

34�）Committee on Consumer Policy（消費者政策委員会）の略。
35�）より環境に配慮した持続可能な経済社会への移行に、消費者が積極的な役割を果たすこと。

図表Ⅱ-1-4-3 「送料無料」表示の見直しについて

送料表示に併せて、物流における「2024年問題」に関し、
物流の持続可能性に対する認識や対応について説明を行うことが望ましい。

表示例

「送料無料」表示をする場合、表示者の責任として
「無料」と表示する理由、仕組み等を分かりやすく説明

送料負担の仕組みを表示

〇　「送料無料」表示をする理由
　　誰が負担しているのか、
　　商品をお勧めするための販売促進の手法である

こと　など

〇　送料を無料とする仕組み
　　配送業者に対して契約に基づき適正な運賃を支

払っていること　など

〇　送料の負担者を表示

　　　　 「送料当社負担」など

〇　送料込みの価格を表示

　　　　 「〇〇円（送料込み）」など

　我が国では、物流における「2024年問題」に直面しており、現在、政府の「物流革新に向けた政策パッケージ」
等に基づき様々な対策が採られているところである。
　消費者庁では、運賃・料金が消費者向けの送料に適正に転嫁・反映されるべきという観点から、「送料無料」
表示に関する実態や見直しによる影響等を把握するため、意見交換会を実施し、検討を重ねてきた。関係者等
の意見を踏まえると、

●送料の表示に関し、「送料として商品価格以外の追加負担を求めない」旨を表示する場合には、
その表示者は表示についての説明責任がある。

●消費者庁として、関係事業者等に送料表示の見直しを促すとともに、事業者の自主的な取組
状況を注視していく。
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消費者教育の推進及び消費者への情報提供の実施第５節

消費者教育の総合的、体系的かつ
効果的な推進

　消費者庁では、消費者教育推進法及び同法第
９条の規定による「消費者教育の推進に関する
基本的な方針」（以下「基本方針」という。）に
基づき、消費者教育が体系的・総合的に推進され、
誰もが、どこに住んでいても、生涯を通じて、様々
な場で、消費者教育を受ける機会が提供される
よう、関係省庁や地方公共団体等と連携し、施
策を推進しています。
　基本方針は消費者教育の担い手36にとっての
指針であり、2013年６月に策定されました。同
法の規定に基づき設置された消費者教育推進会
議（以下「推進会議」という。）において基本
方針の見直しについて検討が行われ、消費者委
員会からの意見等を踏まえ、2018年３月及び
2023年３月に変更の閣議決定が行われました。
　2023年10月に始動した第６期推進会議で
は、新たな基本方針に定められた四つの基本的
視点である、消費者による自ら及び相互に「学
ぶ」、「考える」、「行動する」ことの促進、多様
な消費者の特性等を踏まえたきめ細やかな対
応、デジタル化への対応、消費者市民社会の一
員としての行動の促進を踏まえた議論を行うこ
ととしています。

全世代への消費者教育の推進

　若年者への消費者教育については、2022年
３月に「若年者への消費者教育の推進に関する
４省庁関係局長連絡会議」において策定された
「成年年齢引下げ後の若年者への消費者教育推

進方針―消費者教育の実践・定着プラン―」に
基づき、高等学校段階のみならず、社会人も含
めた若年者への切れ目のない対応へと進展させ
るため、関係省庁が連携して、取組を実施して
います。
　消費者庁は、学校への出前講座事業や若手従
業員向け研修プログラム「消費者と企業人の視
点で考えよう　消費生活のキホン」を実施しま
した。また、生涯を通じた切れ目のない消費者
教育を提供するため、30代以上の従業員及び
セカンドライフを見据えた従業員を対象とした
消費者教育プログラム「企業人向け消費者教育
研修プログラム　消費生活のキホン」を開発し
ました（図表Ⅱ-1-5-1）。

　さらに、消費者教育の担い手等への支援とし
て、「消費者教育ポータルサイト」において、
教材や取組事例、講師派遣団体の情報提供等を
行っています。
　加えて、「『旧統一教会』問題関係省庁連絡会
議」の取りまとめや「霊感商法等の悪質商法へ
の対策検討会」の報告書において、消費者被害
の未然防止のための消費者教育の取組強化が指
摘されていることを受け、幅広い世代を対象に
「消費者力」を身に付けるための新たな教材に
ついて、消費者教育推進会議の下に設置された
「消費者力」育成・強化ワーキングチームによ
る取りまとめを踏まえ、VR動画を用いた体験
型教材及び特設ウェブサイトを開発し、活用を
促しました（図表Ⅱ-1-5-2）。

【KPI】

消費者教育コーディネーター配置済の地方

公共団体の数

（目標）47都道府県での配置

【進捗】2023年度：47都道府県

図表Ⅱ-1-5-1
企業人向け消費者教育

研修プログラム

36）国、地方公共団体、消費者団体、事業者等及び消費者自身。
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　このほか、悪質商法の具体的手口や対処方法
に関するチラシを、各年代向けにそれぞれ作成
し地方公共団体に配布するなど、被害防止のた
めの取組を進めています。

【KPI】

契約等消費生活（消費者被害）に関する知

識の正答率

（目標）2023年度：38％以上

【進捗】2023年度：38.8％

図表Ⅱ-1-5-2
体験型教材「鍛えよう、

消費者力」周知チラシ
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消費者行政を推進するための体制整備第６節

地方消費者行政の充実・強化に 
向けた取組

　消費者行政の現場は「地域」にあり、地方消
費者行政の充実・強化は消費者政策の推進にお
ける最重要課題の一つです。
　2020年４月には第４期消費者基本計画の閣
議決定を受け、「地方消費者行政強化作戦
2020」を策定しました。同強化作戦では消費
生活相談体制の強化や質の向上、高齢者等の消
費者被害防止のための見守り活動の充実につい
ての目標のほか、持続可能な社会の実現に向け、
「消費者志向経営の普及・推進」や「エシカル
消費の推進」、「食品ロス削減の取組の推進」等
の目標も掲げています。同強化作戦の対象期間
は2020年度から2024年度までの５年間です。
その推進のため、地方公共団体の自主財源に裏
付けられた計画的かつ安定的な取組を促すとと
もに、地方消費者行政強化交付金を通じた財政
面での支援に取り組んでいます。

　支援を進めるに当たって、消費者庁は消費者
行政ブロック会議における地方公共団体等との
意見交換に加え、首長等へ直接的に働きかける
「地方消費者行政強化キャラバン」を実施して
おり、地方消費者行政の重要性及び課題等につ
いて認識の共有を図っています。
　また、民間事業者等をプラットフォームとし
て、新たな行政手法を構築し、地方のモデルと
なる事業を創出することを目的とした「地方消
費者行政に関する先進的モデル事業37」も
2020年度から実施しています。本事業では、

消費生活相談や配慮を要する消費者の見守りに
関する取組を実施し、優良事例の全国的な横展
開を図ることとしています。

消費生活相談のDX化の推進

　デジタル化の進展等、消費者を取り巻く環境
が大きく変化する中で、消費生活相談の内容も
多様化・複雑化しており、相談者の利便性や相
談対応の質の向上、地域の機能維持、相談員の
負担軽減や十分に力を発揮できる環境づくりに
資するよう、消費生活相談のデジタル化やサー
ビス向上への取組を推進しています。具体的に
は、地方公共団体におけるオンライン相談等の
取組を支援するほか、消費者庁及び国民生活セ
ンターにおいて、2023年７月に「消費生活相
談デジタル・トランスフォーメーションアク
ションプラン2023」を公表し、2022年度版の
アクションプランの内容をもう一段階、具体化
しました。また、地方公共団体等との意見交換
や説明会を随時実施するとともに、「消費生活
相談デジタル化アドバイザリーボード」を開催
して、消費生活相談の現場や有識者からの意見・
知見を聴取しながら、地方公共団体への情報提
供を行いました。予算面でも、そのためのシス
テム基盤・業務基盤の整備を含め、令和５年度
補正予算において国民生活センター運営費交付
金に50億円、地方消費者行政強化交付金に15
億円を措置するなど、消費生活相談のデジタル
化の具体化に向けた取組を進めました。

地方における体制整備（１）

地方消費者行政強化作戦2020

URL：�https://www.caa.go.jp/policies/policy/

local_cooperation/local_consumer_

administration/#strengthening_strategy

消費生活相談デジタル・トランスフォーメーションアク

ションプラン2023（2023年７月）

URL：�https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_

cooperation/local_consumer_administration/

assets/local_cooperation_cms201_230707_01.pdf

37�）https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/advancedmodel/
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消費生活相談員の業務環境の改善

　消費生活相談員は、地方の消費生活センター
等の現場において消費者からの相談等に直接対
応するなど、地方消費者行政の最前線で重要な
役割を担っています。こうした消費生活相談員
の能力や経験に見合うような処遇となることが
必要であるところ、消費者庁は、地方消費者行
政推進交付金を通じた消費生活相談員の配置・
増員、質の向上、キャリアアップ等の取組の支
援や、「雇止め」の防止の取組等、消費生活相
談員の処遇改善に取り組んできました。これに
加え、2020年度からは、消費生活相談員を育成
するための担い手確保事業を実施しているほか、
消費生活相談のデジタル化、キャリアアップや
メンタルケア支援等、消費生活相談員がその力
を発揮できる環境の整備に取り組んでいます。
　「地方消費者行政の現況調査」（調査時点
2023年４月１日）によると、全国の消費生活
センターの設置自治体数及び消費生活センター
等に配置されている消費生活相談員数は増加し
ました。消費者庁では、相談員の担い手の確保
も含め、地域における相談体制の充実・強化に
取り組みます。

消費者安全確保地域協議会（見守
りネットワーク）の設置等の促進

　高齢者等の消費者被害の更なる増加や深刻化
が懸念される中で、高齢者等を見守る地域の
様々な主体が消費生活上の安全に気を配り、何
かあったときに消費生活センター等につなぐ体
制の構築が消費者被害の防止に有効です。
　消費者安全法により、地方公共団体は地域で
活動する多様な主体を構成員とした消費者安全
確保地域協議会を設置し、消費生活上、特に配
慮を要する消費者の見守り等の取組を行うこと
ができることとされており、全国で消費者安全
確保地域協議会を設置している地方公共団体の
数は、2024年３月31日時点で487となっています。

　消費者庁は、地方消費者行政強化交付金によ
る支援等に加え、地方の現場に対する直接の働
きかけを行うことにより、地域における消費者
安全確保地域協議会の設置を促進しています。
また、より効果的な見守り活動を実現するため、
2023年度には、地方消費者行政に関する先進
的モデル事業として「消費者被害の未然防止・
拡大防止に資する見守り活動の促進」をテーマ
に実施し、見守りネットワークの設置に向けた
地方公共団体への支援を行うとともに、見守り
活動の優良事例の収集・横展開や担い手養成の
ための講座等を実施しました。
　また、新未来創造戦略本部のモデルプロジェ
クトとして、2023年度も2022年度に引き続き、
見守りネットワークの全国設置の促進及び徳島
県内の見守りネットワーク構成団体である民間
企業と協働した取組等を実施しました。

消費者ホットラインの運用・周知

　消費生活センター等の連絡先を知らない消費
者に近くの消費生活センター等を案内すること
により、消費生活相談の最初の一歩をお手伝い
するため、消費者庁では、誰もがアクセスしや
すい一元的な相談ダイヤルとして「消費者ホッ
トライン（188）」を整備しています。「消費者
ホットライン（188）」の認知度向上のため、
イメージキャラクター「イヤヤン」を活用し、
PR動画の作成や、広告配信、啓発チラシ・ポ
スターの作成・配布を実施するなど、積極的に
周知活動に取り組んでいます。2023年度は、
政府広報による周知のほか、PR動画のイベン
ト会場での放映やSNS等での発信等、様々なメ
ディアを用いた広報活動を展開しました。

令和５年度地方消費者行政の現況調査（2023年11月30日）

URL：�https://www.caa.go.jp/policies/policy/

local_cooperation/local_consumer_

administration/status_investigation/2023

【KPI】

消費者安全確保地域協議会設置市区町村の

都道府県内人口カバー率

（目標）

消費者安全確保地域協議会設置市区町村の

都道府県内人口カバー率50％以上

【進捗】2023年度：19都道府県で達成
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霊感商法等の悪質商法対策に向け
た消費生活相談の対応強化等

　2022年以降、いわゆる霊感商法等の悪質商
法への対策の強化が求められる中、地方消費者
行政における消費生活相談の重要性が改めて認
識されることとなりました。こうした点も踏ま
え、霊感商法を含めた悪質商法への対策の充実
や被害者救済の観点から、地方公共団体の取組
強化に向けた支援や国民生活センターの機能強
化等を進めてきました。
　具体的には、地方消費者行政強化交付金にお
いて、いわゆる霊感商法等の悪質商法に対する
地方の取組を重点的に支援するための事業メ
ニュー（補助率10/10）を設けるなど、引き続
き消費生活相談の充実・強化に取り組んでいま
す。また、国民生活センターにおいて、裁判外
紛争解決手続（ADR）や消費生活相談のデジタ
ル化を通じた対応能力の強化、地方の相談員に
向けたオンライン研修、国民生活センターの相
談体制の強化も行っています。
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消費者庁新未来創造戦略本部の 
設置経緯と役割

　消費者庁は、実証に基づいた政策の分析・研
究機能をベースとした消費者行政の発展・創造
の拠点として、徳島に新未来創造オフィスを
2017年７月に設置し、徳島県を実証フィール
ドとした分析・研究プロジェクト等を実施して
きました。新未来創造オフィスにおける約３年
間の取組の成果を踏まえ、消費者行政の発展・

創造のためにふさわしい機能と規模を備えた新
たな恒常的拠点として、消費者庁は2020年７
月に新未来創造戦略本部を徳島県に設置しまし
た（図表Ⅱ-1-6-1）。新未来創造戦略本部は、
全国展開を見据えたモデルプロジェクトの拠
点、消費者政策の研究拠点とするほか、新たな
国際業務の拠点としても位置付けられています。
　新未来創造戦略本部は、2023年７月に設置
から３年を迎え、これまでに把握された課題等
も踏まえ、モデルプロジェクトと政策研究、国
際業務及び官民連携について、様々な施策に取
り組んでいます。

消費者庁新未来創造戦略本部の役割と取組（２）

図表Ⅱ-1-6-1 消費者庁新未来創造戦略本部の組織と取組

モデルプロジェクト

センター長

国際消費者政策研究

消費者庁長官（本部長）東京

新未来創造戦略本部
（徳島）

働き方改革

非常時バックアップ

プロジェクトや研究の成果は国際シンポジウム等により世界に発信

関係
課室等 本部次長（審議官）

国際消費者政策研究
センター

実証グループ
国際消費者政策研究

グループ

（本部総括室）

徳島等の実証フィールドを活用して先駆的な取組
の試行や施策効果の検証等を実施

主なプロジェクト例
・見守りネットワークの更なる活用
・消費者志向経営の推進
・消費者向け食品ロス削減啓発
・海外の消費者法制の実態把握
・エシカル消費の推進　　　　　　　　ほか

デジタル化や高齢化等の社会情勢の変化による新
しい課題等に関する消費者政策研究を実施

主な研究例
・新型コロナ感染拡大に関連する消費行動研究
・高齢者の認知機能に応じた消費者トラブルと対
応策の検討に関する調査研究

・デジタル社会における消費者法制の国際比較法
研究（国際共同研究）　　　　　　　　ほか

設置日
2020年７月30日

設置場所
徳島県庁舎10階
（徳島県徳島市万代町
１丁目１番地）
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モデルプロジェクトと政策研究の
推進

　新未来創造戦略本部では、インターネット通
販における表示内容と消費者の心理特性等につ
いて調査を行い、その結果を消費者庁ウェブサ
イトで公表しました。調査した表示内容のうち、
「高額サービスの無料体験やキャンペーン表
示」、「無料解約や返金保証をうたう表示」、「効
き目を強調する表示」の３種は、商品の質に対
する不満や、意図しない定期購入契約の締結と
いった後悔・トラブルの経験率が30％を超え、
かつ比較的購入金額も高いことが分かりまし
た。また、これら３種の表示内容については、
ハロー効果38の影響を受けやすい消費者が、後
悔・トラブルに至りやすいことも分かりまし
た39。
　上記のモデルプロジェクトのほか、国際消費
者政策研究センターにおいて、多くの有識者の
協力を得て研究を進めています。2023年度に
は、「特殊詐欺等の消費者被害における心理・
行動特性に関する研究40」等の研究成果の取り
まとめを消費者庁ウェブサイトで公表し、広く
発信しています。

国際業務の推進

　新未来創造戦略本部では、海外の研究者等と
の国際共同研究や政策研究を基点とした国際交
流を行っていくことに加えて、国際シンポジウ
ム等の国際交流事業を実施しています（第２部
第２章第３節参照）。
　新未来創造戦略本部長が2023年２月には北
欧諸国を、同年６月には東南アジア、同年９月
にはヨーロッパを往訪し、現地の消費者行政関
係者や研究者等と意見交換や連携に向けた協議
を行いました。また、同年10月にはJICAの青
年研修生（マレーシアの若手行政官等）を消費
者庁で受け入れ、消費者行政に関する研修を実
施しました。こうした国際交流を通じて、諸外
国における消費者政策の情勢を把握するととも
に、消費者庁の取組を世界に発信していくこと
も目指しています。

官民連携

　新未来創造戦略本部では、2022年11月に官
民連携の新たなネットワークである「新未来ビ
ジョン・フォーラム」を立ち上げました。同
フォーラムは、消費生活の未来に関する優れた
調査研究を行っている民間シンクタンクや大学
等における専門家との、様々な調査研究に関す
る情報交換等を図るものです。新未来創造戦略
本部では、同フォーラムにおける情報交換等を
通じて、消費生活に関する未来のビジョンを見
据えつつ、未来の消費生活をより良いものとし
ていくための取組を進めており、2023年に合
計７回の情報交換会を行いました。

新未来創造戦略本部

URL:https://www.caa.go.jp/policies/future/

38）一般的に良いとされる外見や身分等の目立つ特徴に引きずられて人の評価を決めてしまう傾向。
39�）https://www.caa.go.jp/policies/future/project/project_013
40�）https://www.caa.go.jp/policies/future/icprc/research_007
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消費者政策の実施の状況の詳細

第１節	 消費者被害の防止

第２節	 消費者による公正かつ持続可能な社会への

	 参画等を通じた経済・社会構造の変革の促進

第３節	「新しい生活様式」の実践

	 その他多様な課題への機動的・集中的な対応

第４節	 消費者教育の推進及び消費者への

	 情報提供の実施

第５節	 消費者行政を推進するための体制整備
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消費者被害の防止第１節

１．消費者の安全の確保
（１）事故の未然防止のための取組

ア　身近な化学製品等に関する理解促進

　環境省では、化学物質やその環境リスクに対
する国民の不安に適切に対応するため、リスク
コミュニケーションを推進しています。その一
環として、化学物質のリスクに関する情報の整
備のため、「PRTRデータを読み解くための市民
ガイドブック」を発行しました。また、身近な
化学物質に関する疑問に対応するため、化学物
質やリスクコミュニケーションの知見を有する
「化学物質アドバイザー」を派遣しました。

イ　家庭用化学製品の安全対策のための

「安全確保マニュアル作成の手引き」

作成支援

　厚生労働省では、家庭用品に使用される化学
物質による健康被害を防止するため、「家庭用
化学製品に関する総合リスク管理の考え方」を
踏まえ、各種製品群について、メーカー等が製
品の安全対策を講ずるために利用する「安全確
保マニュアル作成の手引き」の作成及び改訂を
事業者が速やかに行うよう支援し、その結果に
ついて周知を行っています。

ウ　住宅・宅地における事故の防止

　国土交通省では、建築物防災週間41に先立ち
「建築物防災週間における防災対策の推進につ
いて」を、2023年７月と2024年２月に行政庁
等に対して通知しました。
　また、宅地・盛土防災対策に係る取組を推進
するため、2023年４月に「今後の宅地・盛土
防災対策の推進について」を都道府県等に通知

するとともに、同年５月26日に施行された「宅
地造成及び特定盛土等規制法」（昭和36年法律
第191号）について、地方公共団体の宅地・盛
土防災対策担当者を対象とした説明会を開催し
ました。

エ　子供の不慮の事故を防止するための

取組

　こども家庭庁及び関係省庁では、子供の不慮
の事故を防止するための取組として、「こども
を事故から守る！プロジェクト」を連携して実
施しています。
　2023年度は、「こどもの取り残し、置き去り
による事故の防止」をテーマに、「こどもの事
故防止に関する関係府省庁連絡会議」の取組で
ある「こどもの事故防止週間」を2023年７月
17日から同月23日まで実施し、関係省庁と連
携し広報活動を行いました。
　また、「こどもの事故防止ハンドブック」の
WEB版を作成し、こども家庭庁ウェブサイト
に掲載しました。
　さらに、SNS等で情報発信するとともに、子
供の事故防止に関する注意喚起のプレスリリー
スを公表しました。

オ　臍帯血を用いた医療の適切な提供に

関する検証・検討

　厚生労働省では、契約者の意に沿わない臍
さい

帯
血の提供を防ぎ、臍帯血を利用した医療が適切
に行われるよう、臍帯血プライベートバンクに
対し、業務内容等の国への届出を求めるなどの
措置を講じています。
　臍帯血プライベートバンクの2022年度事業

２第 章 消費者政策の実施の状況の詳細

41�）秋季（８月）及び春季（３月）の２回実施。
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実績については、2023年８月９日にウェブサ
イトで公表しました。

カ　薬物乱用防止対策の推進

　関係省庁では、薬物乱用の根絶のため、
2023年８月に新たに策定した「第六次薬物乱
用防止五か年戦略」に基づき、総合的な取組を
進めています。
　海上保安庁では、緊急通報用電話番号「118
番42」や薬物事犯等の情報提供を国民に対して
広く呼び掛けたほか、海事・漁業関係者に対し
て、薬物事犯に関する情報の提供依頼等を行っ
ています。
　厚生労働省では、基本骨格が同じ物質を一括
して指定する包括指定を行うなどして、危険ド
ラッグに含まれる物質を迅速に指定薬物として
指定しました。2024年３月31日までに指定し
た指定薬物は2,442物質となっています。
　また、地方厚生局麻薬取締部では、危険ドラッ
グの不正流通に対する取締りを継続して実施し
ています。
　さらに、地方厚生局麻薬取締部では、財務省
（税関）との協力体制を構築し、輸入通関前で
の検査を行い、日本への危険ドラッグ（原料を
含む。）の流入を阻止しています。関係省庁と
連携し、危険ドラッグ販売店及びインターネッ
ト上の販売サイト等の情報共有を行っています。
　なお、財務省（税関）における2023年中の
指定薬物の摘発件数は143件、押収量は約11
㎏となっています。
　加えて、厚生労働省では、インターネット上
で危険ドラッグを販売しているウェブサイトを
調査し、法令違反を発見した場合には当該サイ
トのプロバイダ等に対して削除要請を行い、
ウェブサイト等を閉鎖又は販売停止に追い込む
ように取り組んでいます。
　警察庁、消費者庁、こども家庭庁、文部科学
省、国土交通省、厚生労働省、法務省及び財務
省では、連携して消費者への情報提供・啓発活
動を行っています。
　こども家庭庁では、「青少年の非行・被害防
止全国強調月間」における重点課題の一つに「薬
物乱用対策の推進」を挙げ、関係省庁、都道府

県、協力・協賛団体等に対して啓発活動等を依
頼するなどの取組を推進しています。
　文部科学省では、全ての中学校及び高等学校
において年１回は薬物乱用防止教室を開催する
とともに、地域の実情に応じて小学校において
も開催に努めるなど、学校における薬物乱用防
止に関する指導の充実が図られるよう周知しま
した。
　また、薬物乱用を始め、多様化・深刻化する
子供の健康課題について総合的に解説した、小
学生・中学生・高校生向け啓発教材の周知を行
いました。
　厚生労働省では、「『ダメ。ゼッタイ。』普及
運動」（毎年６月20日から７月19日まで）及び
「麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動」（毎年10
月１日から11月30日まで）等において啓発資
材の配布やキャンペーンの実施等、広報・啓発
活動の推進を図っています。また、大麻や危険
ドラッグ等の危険性・有害性について解説した
薬物乱用防止啓発読本を青少年の発達段階に応
じて作成しています。
　外務省では、国際協力を通じて、国際的な課題
の一つである違法薬物の取引・乱用対策を推進
するため、大麻等の植物由来の麻薬類に加え、合
成薬物を含む覚醒剤や向精神作用物質等の危険
ドラッグに関し、麻薬関連国際条約を踏まえ、統
制対象物質の管理対策等取組を強化しています。
　その一例として、2023年度は、国連薬物・
犯罪事務所（UNODC43）の合成薬物監視・分析・
報告及び傾向に関するSMART犯罪科学プログ
ラム（SMART Forensics Programme）に10万
米ドルを拠出しました。このプログラムは、新
規に合成された物質の検知・同定分析を含め、
国境を越えて流通する違法薬物に関する情報収
集・動向分析、更にはこれらの情報の共有を進
めることにより、取締り等対策の推進に貢献す
るものです。

（２）消費者事故等の情報収集及び発生・拡

大防止

ア　事故情報の収集、公表及び注意喚起等

　消費者庁及び国民生活センターでは、関係機
関の協力を得て、生命・身体に関する事故情報

42�）https://www.kaiho.mlit.go.jp/doc/tel118.html
43�）United Nations Office on Drugs and Crimeの略。持続可能な開発と人間の安全保障を確保する観点から、不正薬物、犯
罪、国際テロリズムの問題に包括的に取り組むことを目的に設立。
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を広く集約し提供する「事故情報データバン
ク44」を運用しています。
　消費者庁では、2023年度に以下の取組を行
いました。
　・�消費者安全法の規定に基づき通知された生
命・身体被害に関する消費者事故等につい
て、重大事故等の概要等の公表を50回行
いました。

　・�消費生活用製品安全法の規定に基づき報告
のあった重大製品事故について、重大製品
事故の概要等の公表を102回行いました。

　・�医療機関ネットワーク事業（2024年３月
31日時点で32医療機関が参画している。）
では医療機関特有の事故情報を幅広く集め
ました。

　・�「棺内のドライアイスによる事故」、「スノー
スポーツ中の事故」等をテーマに、消費者
に向けた注意喚起を８件実施しました。

　・�収集した事故情報を、関係省庁における規
制の整備等の検討材料として情報提供しま
した。

　・�消費者安全法の通知が確実に行われるよう、
関係省庁や地方公共団体に、同法の通知制
度について周知を行いました。

　こども家庭庁、文部科学省では、「教育・保
育施設等における重大事故防止策を考える有識
者会議年次報告」を毎年公表しています。
　また、「特定教育・保育施設等における事故
情報データベース45」として、重大事故のあっ
た地方公共団体からの第二報以降の事故報告を
まとめ、公表しています。
　こども家庭庁では、こどもの死亡に対する効果
的な予防対策を導き出し、予防可能なこどもの死
亡を減らすことを目的としたChild Death Review
（CDR）について、予防のためのこどもの死亡検
証体制整備モデル事業を実施しています。

イ　緊急時における消費者の安全確保

　緊急事態等においては、「消費者安全の確保
に関する関係府省緊急時対応基本要綱」で定め
る手順に基づき、関係府省庁が連携して、消費
者被害の発生・拡大の迅速かつ適切な防止に努

めています。また、関係行政機関や事業者、医
療機関等から寄せられる事故情報について、迅
速かつ的確に収集・分析の上、消費者への情報
提供等を行いました。
　消費者庁では、関係府省庁と連携し、緊急時
対応訓練を毎年実施することとしており、
2023年度は、警察庁、食品安全委員会、厚生
労働省及び農林水産省と連携し、2023年12月
に実施しました。

ウ　リコール情報の周知

　消費者庁では、関係省庁等が個々に公表した
リコール情報を、消費者が分野横断的に確認で
きる「消費者庁リコール情報サイト46」を運用
しています。また、事業者が独自に公表してい
る情報の収集にも努めており、2024年３月31
日時点で7,783件のリコール情報が登録され、
メールマガジンの配信先件数は１万1,030件と
なっています。
　さらに、同サイト活用の周知や、製品安全情
報を中心とした関連情報の提供にも取り組んで
います。

エ　製品安全に関する情報の周知

　経済産業省では、消費者庁に報告が行われる
重大製品事故の情報や経済産業省に届出が行わ
れるリコールの情報等について、経済産業省の
ウェブサイト等で随時公表47を行い、消費者等
への注意喚起を実施しています。
　また、いわゆるマグネットセットを含む磁石
製娯楽用品及びいわゆる水で膨らむボールを含
む吸水性合成樹脂製玩具について、これら２品
目を特定製品に指定する「消費生活用製品安全
法施行令の一部を改正する政令」（令和５年政
令第183号）が2023年５月16日に閣議決定さ
れ、同日、独立行政法人製品評価技術基盤機構
（NITE）との合同でプレスリリースを実施し
ました。当該政令が公布された同月19日には、
規制開始に係る販売事業者への周知・広報の協
力依頼文をオンラインモールや流通関係の事業
者団体等に発出し、同年６月19日の施行の際
は、関係省庁の協力を得て、全国の保育所、幼

44�）https://www.jikojoho.caa.go.jp/ai-national/
45�）https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/effort/database/
46�）https://www.recall.caa.go.jp
47�）https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/
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稚園、小学校等に対して、いわゆるマグネット
セットの危険性を訴えるポスターを送付し、子
供がいる幅広い家庭に注意喚起を行いました。
さらに、こども家庭庁に依頼し、Child Death 
Review（CDR）に係るポータルサイトに同ポ
スターを掲載するなど、多面的な周知・広報を
行いました。
　また、政府広報等においても、最近事故が増
加している製品等の注意喚起を実施しています。
　毎年11月の製品安全総点検月間では、子供
向け製品安全イベントの開催、製品安全に関す
るポスターの掲示、ウェブサイト等を通じた製
品安全に関する情報発信等を通じて、製品安全
が持続的に確保されるよう周知に努めました。
製品安全について先進的な取組をしている企業
を表彰する「製品安全対策優良企業表彰（PS
アワード）」については、2023年度は８社を選
定し、2023年12月に表彰式を実施したほか、
表彰式のダイジェスト動画をYouTubeのMETI
チャンネルで公開しました。また、SNSを通じ
て情報を発信し、企業単位での製品安全の取組
の普及を図りました。

オ　道路運送車両法に基づく自動車のリ

コールの迅速かつ着実な実施

　国土交通省では、自動車のリコールの迅速か
つ着実な実施のため、自動車不具合情報ホット
ライン48等を活用してユーザーからの情報の収
集に努め、自動車メーカー等に対し適切にリ
コールを行うよう指導しました。また、安全・
環境性に疑義のある自動車については、独立行
政法人自動車技術総合機構交通安全環境研究所
と連携して現車確認等による技術的検証を行い
ました。さらに、国土交通省に寄せられた不具
合情報や事故・火災情報等を公表し、ユーザー
への注意喚起が必要な事案や適切な使用及び保
守管理、不具合発生時の対応について
YouTube49で動画を配信するなど、ユーザーへ
分かりやすい形での情報提供に努めました。

カ　高齢者向け住まいにおける安全の確

保

　厚生労働省では、2024年３月に開催した「全

国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」に
おいて、届出施設50から都道府県等に対する事
故報告を、2021年に都道府県等へ通知した「介
護保険施設等における事故の報告様式等につい
て」で定めた様式によって行うよう、改めて周
知しました。
　国土交通省では、2023年６月に開催した都
道府県等の住宅担当者会議において、サービス
付き高齢者向け住宅における事故の情報を共有
するとともに、報告・指導等の徹底を図りまし
た。

（３）事故の原因究明調査と再発防止

ア　消費者安全調査委員会による事故等

原因調査等の実施

　消費者安全調査委員会では、2023年度は消
費者安全法第31条第１項の規定に基づく報告
書を１件決定・公表し、同法第33条の規定に
基づく意見を述べて調査等を終了するなどしま
した。
　・�トランポリンパーク等での事故（2023年
４月に調査結果を取りまとめた報告書を決
定・公表し、経済産業大臣、文部科学大臣
及び消費者庁長官に対して意見）

　そのほか、事故等原因調査等の申出制度によ
る申出を2023年度は70件受け付けました。

イ　昇降機、遊戯施設における事故の原

因究明、再発防止

　国土交通省では、昇降機（エレベーター、エ
スカレーター）や遊戯施設の事故発生原因究明
に関する調査、再発防止対策等に関する調査・
検討を行い、2023年度には２件の報告書（追
報を含む。）を公表しました。

ウ　国民生活センターにおける商品テス

トの実施

　国民生活センターでは、2023年度に各地の
消費生活センター等から依頼のあった商品テス
ト157件について内容を検討し、42件につい
ては過去の同種事例や知見による技術相談等を
行い、115件を商品テストとして受け付け、全
件に対応しました。また、注意喚起のための商

48�）https://www.mlit.go.jp/RJ/
49�）https://www.youtube.com/channel/UCwFJ6KstdbqM9P91828lu2g
50�）老人福祉法（昭和38年法律第133号）第29条第１項の規定に基づき、都道府県知事等へ届出のされている有料老人ホーム。
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品テストを11件実施し、公表するとともに、
関係行政機関・団体等に要望・情報提供を行い
ました。
　さらに、NITEとの実務者会議を毎月１回開
催し、情報を共有するとともに、専門性が高い
テストの実施や評価に当たっては、有識者や研
究機関等の技術・知見の活用を図りました。

エ　消費生活用製品安全法に基づく事故

情報の分析と原因の調査・究明等

　消費者庁では、消費生活用製品安全法の規定
に基づく重大製品事故の報告を受け付け、それ
を週２回程度、定期的に公表しています。また、
NITE主催の報告会等において同法の報告制度
について周知を行っています。
　経済産業省では、2023年度に消費生活用製
品安全法第35条第１項の規定に基づき報告さ
れた重大製品事故1,170件について、製品事故
の原因究明を行うとともに、その結果について
公表し、事故情報の提供と注意喚起を実施して
います。
　具体的には、製造事業者や輸入事業者等に対
しては重大製品事故が発生した製品での再発防
止等に向けた取組状況の聴取等を、また、消費
者に対しては誤使用・不注意等によって発生し
た事故に関する注意喚起をそれぞれ実施してい
ます。
　さらに、「電気用品安全法」（昭和36年法律
第234号）や「ガス事業法」（昭和29年法律第
51号）等の技術基準についても、事故の再発
防止、新技術、新製品への対応等の観点から、
随時見直しを行っています。技術基準の改正等
については、国内の技術基準が国際規格と整合
されるよう基準の見直しを行っています。また、
IoT関連製品の安全確保に向けた取組として「電
気用品、ガス用品等製品のIoT化等による安全
確保の在り方に関するガイドライン」の普及・
啓発等に加え、リスクアセスメント手法の効果
的な適用方法等の検討を行っています。また、
製造事業者等による製品安全関連４法51の届出
等の手続の利便性を向上させるとともに、規制
当局としても法令の運用を効率的に行うことが
できる電子届出（保安ネット）の運用を推進し

ました。
　新たに規制されることになった磁石製娯楽用
品及び吸水性合成樹脂製玩具について、国際整
合性等の観点から米国や欧州等の諸外国の規制
を参考に、仮に誤飲した場合でも体外に自然排
出される水準等を検討し、2023年６月に「消
費生活用製品安全法施行令別表第１第11号及
び第12号に規定する経済産業省令で定める大
きさを定める省令」（令和５年経済産業省令第
29号）及び「経済産業省関係特定製品の技術
上の基準等に関する省令の一部を改正する省
令」（令和５年経済産業省令第30号）の公布・
施行を行いました。

オ　製品等の利用により生じた事故等の

捜査等

　都道府県警察では、製品等の利用によって生
じたと疑われる事故等を認知した際には、迅速
な捜査を推進しています。
　警察庁では、都道府県警察に対して、製品等
の利用によって生じた事故等に関する情報収
集、関係行政機関との連携の必要性等について
指導するとともに、こうした事故等を認知した
際には、関係行政機関への通知等をしています。
なお、製品等の利用によって生じた事故につい
て、2023年度中に警察庁が関係行政機関に対
して通知した件数は113件となっています。

カ　製品火災対策の推進及び火災原因調

査の連絡調整

　消防庁では、各消防本部からの報告に基づき
製品火災情報を集約し、製品の不具合によって
発生したと消防機関によって判断された火災に
関する当該製品の情報を「製品火災に関する調
査結果」として取りまとめ、四半期ごとに公表
しています。2022年１月から同年12月までに
製品の不具合によって発生したと判断され、
2023年７月３日に公表した火災は190件と
なっています。
　経済産業省では、NITEによる重大製品事故
等の原因究明調査において、消防機関との合同
調査を行うとともに、火災の再現実験等を踏ま
えて、消費者への注意喚起を実施し、同種事故

51�）消費生活用製品安全法、電気用品安全法、ガス事業法及び「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」
（昭和42年法律第149号）の四つを指す。
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の未然防止や再発防止に努めています。特にガ
ストーチの製品火災については、NITEによる
事故原因究明調査の結果も踏まえ、規制の在り
方について検討を進めています。

（４）食品の安全性の確保

ア　食品安全に関する関係府省庁等の連

携の推進

　消費者庁では、関係府省連絡会議等を定期的
に開催し、食品の安全性の確保に関する施策を
総合的に推進しています。

イ　リスク評価機関としての機能強化

　食品安全委員会では、食品の安全性確保のた
め、最新の科学的知見に基づき中立公正にリス
ク評価を行うとともに、リスク評価の内容と食
品安全に関する科学的知見に関するリスクコ
ミュニケーションを行っています。また、既に
協力文書を締結している欧州食品安全機関
（EFSA）を始めとする海外のリスク評価機関
等との会合の開催や情報交換を行うことで連携
強化を進め、食品の安全性に関する最新の知見
の収集や情報の発信を行うことによって、リス
ク評価機関としての機能強化を図っています。

ウ　食品安全に関するリスク管理

　厚生労働省では、食品衛生法の規定に基づき、
食品等の規格基準等の設定52や食品の監視指導
を行っており、2023年度には、食品中の農薬
等の残留基準の設定等の見直し件数が65件、食
品添加物の新規指定件数が２件となっています。
　また、都道府県等関係行政機関と連携した規
格基準の遵守等に関する監視指導を実施してい
ます。
　農林水産省では、国産農畜水産物・食品等を
汚染するおそれのある危害要因について、５年
間の中期計画及び年度ごとの調査計画（年次計
画）を策定し、実態調査や低減対策の検討等に
取り組んでいます。
　2023年度は、年次計画に基づき、有害化学
物質・有害微生物について、37件の実態調査
等を実施しました。また、2022年度までに実
施した調査のうち、結果の評価・解析が終了し
たものについては、農林水産省のウェブサイト

や業界誌、学術誌等で公表しました。
　さらに、それらの調査結果を活用し、有害化
学物質・有害微生物の汚染の防止、低減のため
の措置の必要性や効果について検証・評価し、
科学的な根拠に基づき食品の安全性の向上のた
めの取組を推進しています。
　さらに、企業の行動規範の作成等の道しるべ
として作成した「『食品業界の信頼性向上自主
行動計画』策定の手引き～５つの基本原則～」
について、食品関係事業者に対し、アンケート
調査（2023年度1,099件）や研修会等によって、
企業行動規範等の策定の実態を把握するととも
に策定を促しました。

エ　食品の安全性に関するリスクコミュ

ニケーションの推進

　消費者庁では、様々な省庁と連携し、食品安
全に関するリスクコミュニケーションや情報提
供に取り組んでいます。2023年度は、以下の
取組を行いました。
　・�食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省
及び経済産業省と連携し、「食品に関するリ
スクコミュニケーション『食品中の放射性
物質と復興の歩み』」と題して、2023年12
月から2024年３月までに滋賀県、東京都、
石川県、福島県及び福岡県で大学生を対象
とした意見交換会を開催し、また、2023年
11月に大阪府及び東京都で一般消費者を対
象とした意見交換会を開催しました。

　・�食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省
及び経済産業省と連携し、食中毒予防及び
食品中の放射性物質に関する理解の増進を
目的として、主に小学生とその保護者等を
対象に、2023年８月から同年10月までに
宮城県、東京都及び大阪府で開催された民
間のイベントに出展し、ステージ企画及び
ポスター展示等を実施しました。

　・�福島県を始めとした地方公共団体等と連携
の上、食品中の放射性物質について、全国
各地で意見交換会等を157回開催するとと
もに、食品・水道水の検査結果や、出荷制
限等の範囲等のウェブサイトでの発信、放
射性物質の基礎知識や食品等の安全を説明
する冊子「食品と放射能Q&A」（2023年

52�）食品等の規格基準の策定その他の食品衛生基準行政に関する事務については、2024年４月１日に消費者庁へ移管。
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12月第17版）及び「食品と放射能Q&Aミ
ニ」（2023年12月第９版）の更新・公表
等を行いました。

　・�食品安全委員会、復興庁、農林水産省及び
経済産業省と連携し、「Learn Marche～太
平洋（岩手・宮城・福島・茨城）のいまを
知って、おいしさ実感！～」と題して、
2024年２月に東京都で、被災地の食品の
安全性及び魅力等に関する情報を提供する
イベントを開催しました。

　・�地方公共団体等と連携し、食品安全全般に
関する講座や、健康食品、食品表示等をテー
マとする意見交換会を実施したほか、「消
費者庁リコール情報サイト」や消費者庁の
SNS等を通じて、消費者へ食品の安全に関
する情報提供を行いました。

　食品安全委員会では、2023年度に以下の取
組を行いました。
　・�食品の安全に関する科学的な知識を効果的
に普及するため、「『農薬の再評価に係る食
品健康影響評価』について～試験データを
私たちはどう判断するのか～」（11月、３
月）や「有機フッ素化合物（PFAS）の食
品健康影響評価」（１月、２月）をテーマ
として、報道関係者や一般消費者を対象に
意見交換会を開催しました。

　・�2023年に食品安全委員会は設立20年を迎
えたことから、これまでの委員会の歩みや
食品健康影響評価の主な成果について、消
費者の食生活との関わりを考慮して整理し
た「20周年記念誌」を発行するとともに、
2023年９月１日に海外の食品安全リスク
評価機関から講演者を招き、「食品安全委
員会20周年記念国際シンポジウム」を開
催しました。また、本シンポジウム開催に
先立ち、報道関係者に事前解説しました。

　・�消費者の食品安全に関する科学的知見に対
する理解を促進するため、地方公共団体と
共催の意見交換会、地方公共団体や消費者
団体等が主催する学習会等への講師派遣を
実施するなど、積極的な情報提供や意見交
換を行いました。

　・�事業者や地方公共団体が食品安全委員会の

発信する情報にアクセスしやすいよう、
ウェブサイトをリニューアルし、社会的関
心の高いPFASや食品添加物に関するQ&A
等の情報を充実させたほか、SNSを活用し
た情報提供を積極的に行いました。

　・�リスク評価の内容等を国内外に広く発信す
るため、英文電子ジャーナル「Food 
Safety」を年４回発行するとともに、「食
の安全ダイヤル53」を設けて、電話やメー
ルによる一般消費者等からの相談や意見を
受け付けました。

　厚生労働省では、2023年度に以下の取組を
行いました。
　・�輸入食品の安全性確保に関する意見交換会
を開催しました。

　・�食品中の放射性物質に関して、摂取量調査
の結果や、出荷制限等についての情報提供
をするとともに、都道府県等が策定した検
査計画や実施した検査結果を取りまとめ、
国内外へ情報提供を行いました。

　・�政府広報や厚生労働省のSNSを活用し、有
毒植物、毒キノコ、ノロウイルスによる食
中毒の予防ポイント等について時宜に応じ
た情報発信を行うとともに、食肉等による
食中毒予防に関するリーフレットや輸入食
品の安全確保に関するリーフレット等、食
中毒予防や食品安全確保の取組に関する啓
発資材を意見交換会等で配布、ウェブサイ
ト上で公表するなど、積極的な情報提供を
行いました。

　農林水産省では、2023年度に以下の取組を
行いました。
　・�「消費者等との定期情報交換会」を２回開
催し、１回目（10月）は放射性物質、２
回目（２月）は水産用医薬品・ワクチン及
び養殖用飼料の安全性について消費者に正
確な情報提供を行うとともに、意見交換を
行いました。

　・�農林水産省ウェブサイト「安全で健やかな
食生活を送るために54」では、食品安全や
望ましい食生活に関する情報提供を行って
いるほか、「食品安全エクスプレス55」に
おいて、報道発表資料等の最新情報を発信

53�）https://www.fsc.go.jp/dial/
54�）https://www.maff.go.jp/j/fs/index.html
55�）https://www.maff.go.jp/j/syouan/johokan/mail_magagine.html
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しており、ウェルシュ菌やカンピロバク
ター等による季節性の高い食中毒の予防に
向け、農林水産省ウェブサイトやSNSを通
じた情報発信や、注意喚起を実施しました。
2023年度は新たに、食中毒予防のため、
肉や海産魚介類等の適切な取扱いのポイン
トをまとめた動画をYouTubeに公開しまし
た。動画にはオリジナルのキャラクターを
登場させるなどして、子供を含む幅広い世
代にとって親しみやすい内容としました。

　・�食品安全の取組を可視化して消費者理解の
醸成を促すために、食品事業者が行ってい
る食品中のアクリルアミド低減の取組に関
する動画を作成し、SNSやYouTube等を通
じて情報発信しました。

オ　食品中の放射性物質に関する消費者

理解の増進

　消費者庁では、庁内に設置した「食品と放射
能に関する消費者理解増進チーム」において、
意見交換会等の開催や消費者庁ウェブサイトで
の情報提供等、風評被害の払拭を図るとともに、
消費者理解の増進のため、2023年12月に改訂
した「食品と放射能Q&A」を8,500部、「食品
と放射能Q&Aミニ」を１万2,500部作成し、そ
れぞれ配布しました。
　また、被災地域及び被災地産品の主要仕向け
先となる都市圏の消費者約5,000人を対象とし
た、「風評に関する消費者意識の実態調査」を
実施しています。2023年度は、2024年１月か
ら２月にかけ、第17回目となる本調査を行い
ました。第17回調査の結果では、「放射性物質
を理由に福島県の食品の購入をためらう」とい
う回答は、4.9％とこれまでで最も低い値にな
りました。
　さらに、消費者庁では、国民生活センターと
の共同事業として、地方公共団体に放射性物質
検査機器を貸与し、消費サイドで食品の放射性
物質を検査する体制の整備を支援しています。
2023年度には、85の地方公共団体に対し、
103台の検査機器を貸与しました。

カ　輸入食品の安全性の確保

　厚生労働省では、「令和５年度輸入食品監視
指導計画56」に基づき、輸出国、輸入時（水際）、
国内流通時の３段階の監視指導を実施してお
り、2022年度における監視指導結果を2023年
８月に公表しました。
　輸出国での安全対策として、二国間協議等を
通じて、生産等の段階での安全管理の実施、監
視体制の強化、輸出前検査の実施等の推進を
図っています。
　また、関係国際機関（世界貿易機関（WTO）、
世界保健機関（WHO）、国際獣疫事務局
（WOAH）、国際連合食糧農業機関（FAO）及
び国際食品規格計画（コーデックス委員会））
における国際基準を含む ｢食の安全｣ について
の議論の情報収集及び蓄積に努めています。
　輸入時の対策としては、港や空港に設置され
た検疫所において輸入者からの届出を受け付
け、その内容を確認し、必要に応じてモニタリ
ング検査等を実施しています。
　国内流通時の対策としては、厚生労働省本省、
検疫所等と連携を取りつつ、都道府県等が国内
流通品としての輸入食品に対する監視指導を
行っており、違反食品が確認された際には、速
やかに厚生労働省に報告を行い、輸入時監視の
強化を図っています。

キ　農業生産工程管理（GAP）の普及推進

　農林水産省では、近年、SDGsやエシカル消
費への社会的な関心が高まる中で、農業生産工
程管理57（以下「GAP58」という。）促進の一環
として、「食品安全」、「環境保全」、「労働安全」、
「人権保護」、「農場経営管理」の５分野を含む
「国際水準GAP」の取組を推進しています。こ
うした取組を拡大するためには、農業者による
国際水準GAPの取組が実需者や消費者からも評
価されることが重要です。このため、農林水産
省では、GAP認証農産物を取り扱う意向を有す
る実需者を「GAPパートナー」として募集し、
ウェブサイト上で公表しているほか、国際水準
GAPとSDGsの各ゴールとの対応関係を整理し、
公表するなど、GAPの普及推進に向けた関連情

56�）https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200506.html
57�）農業において、農業生産の各工程の実施、記録、点検及び評価を行うことによる持続的な改善活動であり、食品の安
全性向上、環境の保全、労働安全の確保等に資するとともに、農業経営の改善や効率化につながる取組。

58�）Good Agricultural Practicesの略。
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報の発信を積極的に行っています。

ク　食品のトレーサビリティの推進

　米トレーサビリティ法では、米穀等（米穀及
びだんごや米菓、清酒等の米を使った加工品）
に問題が発生した際に流通ルートを速やかに特
定するため、生産から販売・提供までの各段階
を通じ、取引等の記録を作成・保存し、米穀等
の産地情報を取引先や消費者に伝達することが
米穀事業者に義務付けられています。
　農林水産省及び国税庁では、米穀事業者に対
して立入検査等を行い、不適正な事業者に対し
ては改善指導等を実施しています。
　また、農林水産省では、米トレーサビリティ
法違反に関する指導件数等を取りまとめ、公表
しています。
　消費者庁では、米トレーサビリティ法に違反
する被疑情報に基づき、農林水産省及び地方公
共団体と連携した調査が実施できる体制を整
え、違反に対しては厳正に対処しています。
　農林水産省では、「牛の個体識別のための情
報の管理及び伝達に関する特別措置法」（平成
15年法律第72号。以下「牛トレーサビリティ法」
という。）の規定に基づき、牛海綿状脳症（BSE）
のまん延防止措置の的確な実施を図るため、牛
を個体識別番号によって一元管理するとともに、
生産から流通・消費の各段階において個体識別
番号を正確に伝達することによって、消費者に
対して個体識別情報の提供を促進しています。
　また、牛トレーサビリティ法違反（流通段階）
に関する指導件数等を取りまとめ、公表してお
り、2023年度上半期における違反に関する指
導件数は53件となっています。
　米穀等及び牛以外のトレーサビリティについ
ては、食品衛生法において食品事業者の努力義
務として規定されています。そのため、農林水
産省では、食品トレーサビリティに関し、事業
者が自主的に取り組む際のポイントを解説する
テキスト等を策定し、更なる取組の普及・啓発
に取り組んでいます。

ケ　食品衛生関係事犯及び食品の産地等

偽装表示事犯の取締りの推進

　警察庁では、消費者庁、国税庁及び農林水産
省を構成員とする「食品表示連絡会議」への参
加等を通じ、関係機関と連携した情報収集を行

うとともに、食品表示に対する国民の信頼を揺
るがす事犯や国民の健康を脅かす可能性の高い
事犯について、地方の出先機関と連携した取締
りを推進しています。
　なお、2023年中は、食品衛生関係事犯を11
事件15人、食品の産地等偽装表示事犯を11事
件24人検挙しています。

コ　流通食品への毒物混入事件への対処

　警察庁では、流通食品への毒物混入事件につ
いて、被害の拡大防止のために、関係行政機関
との連携を図っています。また、都道府県警察
に対して、流通食品への毒物混入事件に関する
情報収集、関係行政機関との連携の必要性等に
ついて指導するとともに、こうした事件等を認
知した際には、必要に応じて、関係行政機関に
通報するなどしています。

２．取引及び表示の適正化並びに消費

者の自主的かつ合理的な選択の機

会の確保
（１）不当寄附勧誘防止法の厳正な運用

　法人等による不当な寄附の勧誘を規制する不
当寄附勧誘防止法は2022年12月に成立し、一
部の規定を除いて2023年１月５日に施行され、
禁止行為の一部や行政措置、罰則に関する規定
は同年４月１日に、残る禁止行為及び取消権の
一部の規定も同年６月１日に施行されました。
　消費者庁では、同法の運用に当たり、2023
年４月に新たに寄附勧誘対策室の設置及び処分
基準等の策定を行いました。同年11月及び
2024年５月には、同法の運用状況として、寄
附の不当勧誘に係る情報の受理・処理等件数を
それぞれ公表しました。
　また、同法の内容について十分に周知するた
め、各方面に向けた説明会を実施したほか、寄
附の不当勧誘に係る情報の提供を呼び掛けるた
め、ポスターを作成し、全国の大学、消費生活
センター、中央公民館等に配布するとともに、
電車内の映像広告、YouTube広告及びコンビニ
エンスストアのPOSレジ画面に、15秒動画を
掲載しました。
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（２）商品やサービスに関する横断的な法令

の厳正な執行、見直し

ア　特定商取引法及び預託法等の執行強

化等

　消費者庁では、特定商取引法について、権限
委任を行い、かつ指揮監督下にある経済産業局
と密な連携の下、執行を一元的に実施しており、
2023年度は業務停止命令を32件、指示を32件、
業務禁止命令を31件実施しました。
　また、第204回国会において、「消費者被害
の防止及びその回復の促進を図るための特定商
取引に関する法律等の一部を改正する法律」（令
和３年法律第72号）が成立しました。
　上記改正法によって可能となった、契約書面
等の電磁的方法による提供については、消費者
からの承諾の取り方や電磁的方法による提供の
在り方に関して、「特定商取引法等の契約書面
等の電子化に関する検討会」において検討され、
同検討会の報告書の内容等を踏まえた「特定商
取引に関する法律施行令及び預託等取引に関す
る法律施行令の一部を改正する政令」（令和５
年政令第22号）等の政省令等が2023年６月に
施行されました。
　預託法については、2022年６月に施行され
た改正法により、販売を伴う預託等取引（販売
預託）は原則禁止となりました。これを踏まえ、
預託者の利益の保護を図るとともに財産被害の
拡大を防止するため、2023年度において、預
託法違反の可能性がある事業者に対する行政指
導を27件実施しました。また、個々の事業者
のみならず、業界団体に対して注意喚起を行っ
たほか、消費者団体からの依頼を受けて預託法
の研修を行うなど、同法の周知を図りました。

イ　特定商取引法の適用除外とされてい

る消費者保護関連法の必要な執行体

制強化及び制度改正

　消費者庁では、特定商取引法の適用除外とさ
れている消費者保護関連法について、消費者の
利益を保護することができると認められるため
に適用除外とされているという趣旨に鑑み、当
該法律の執行状況を踏まえつつ、消費者取引の
適正化を図る観点から、必要に応じて制度改正
等を検討・実施することとしています。消費者
庁ウェブサイト内でも、特定商取引法の適用除
外法令とされている消費者保護関連法を随時更

新、公表しています。

ウ　消費者の財産被害に対する消費者安

全法の厳正な執行等

　消費者庁では、消費者の財産被害の発生又は
拡大の防止のため、消費者安全法第12条第２
項の規定に基づく通知が的確に実施されるよう
「消費者事故等の通知の運用マニュアル」の周
知徹底を行っており、2023年度における同通
知件数は１万663件となっています。
　また、消費者安全法第38条第１項の規定に
基づき、2023年度には16件の注意喚起を実施
したほか、関係機関等において消費者被害の発
生又は拡大の防止のための措置が適切に講じら
れるよう、消費者安全法第38条第２項の規定
に基づき、これに資する情報を関係機関の長等
に提供しています。

エ　消費者契約法の見直しに向けた対応

　消費者契約法は、事業者と消費者との間の契
約について、不当な勧誘による契約の取消し等
や消費者にとって不利益な契約条項の無効等に
ついて規定した法律です。
　2022年５月に成立した「消費者契約法及び
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民
事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正
する法律」（令和４年法律第59号）により取消
権の拡充、新たな不当条項の追加、契約解除時
に関する努力義務や適格消費者団体からの要請
に応じる努力義務が新設され、取消権の拡充や
不当条項の追加等については2023年６月１日
から、それ以外については同年10月１日から
施行されました。また、2022年12月に成立し
た「消費者契約法及び独立行政法人国民生活セ
ンター法の一部を改正する法律」（令和４年法
律第99号）により、霊感等による告知を用い
た勧誘に対する取消権の対象範囲の拡大や当該
取消権の行使期間の伸長が盛り込まれ、2023
年１月５日から施行されました。
　上記改正法の施行について、消費者庁では、
2023年６月に、パンフレット「知っていますか？
消費者契約法―早分かり！消費者契約法―」を
公表し、消費者及び事業者に対してその改正内
容について広報周知を図っています。
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オ　消費者法制度のパラダイムシフトに

向けた検討

　消費者庁では、高齢化・デジタル化等の消費
者を取り巻く取引環境が大きく変化したこと等
を受け、2022年８月から「消費者法の現状を
検証し将来の在り方を考える有識者懇談会」（以
下「有識者懇談会」という。）を開催し、2023
年７月にその内容を整理しました。有識者懇談
会では、将来の消費者法の可能性について、様々
な分野の有識者によって幅広く多角的な観点か
ら検討が行われ、伝統的な「一般的・平均的・
合理的消費者」像や消費者と事業者間の「情報
の質・量、交渉力の格差」だけでなく、「消費
者の脆弱性」を正面から捉え、消費者の脆弱性
を基軸とした新しい消費者法理念の下で、消費
者が関わる取引を幅広く規律し、消費者の「幸
福」や健全で自律的な取引社会を実現していく
ために、消費者法を再編し拡充していく必要が
あり、それに当たっては、法的効果を法律自体
の中で一律に規定するハードな法制度だけでな
く、事業者に対するインセンティブの活用や公
私協働の仕組みを組み込んだソフトな法制度や
AI等の技術の活用を含めた、広義の「消費者法
制度」を捉え、様々な規律をコーディネートす
ることが重要であるとの議論がなされました。
　消費者庁では、有識者懇談会での議論を受け、
2023年11月に、消費者委員会に対し、超高齢
化やデジタル化の進展等、消費者を取り巻く取
引環境の変化に対応するため、消費者の脆弱性
への対策を基軸とし、生活者としての消費者が
関わる取引を幅広く規律する消費者法制度のパ
ラダイムシフトについての検討を求める諮問を
しており、消費者委員会での審議への協力を通
じて検討を進めています。

カ　高齢者、障害者等の権利擁護の推進

　厚生労働省では、都道府県、市町村、中核機
関の権利擁護支援体制の強化を図る「成年後見
制度利用促進体制整備推進事業」、成年後見制
度の利用に至る前の支援からその利用に至るま
での支援を切れ目なく一体的に確保する「権利
擁護人材育成事業」、成年後見制度の申立てに
要する経費や後見人等に対する報酬の助成等を
行う「成年後見制度利用支援事業」、各都道府
県が行う介護施設・サービス事業所及び市町村
への支援、並びに市町村等の高齢者虐待防止等

の体制整備を進める「高齢者権利擁護等推進事
業」の実施を進めています。
　また、各都道府県において、介護支援専門員
については成年後見制度や高齢者の権利擁護等
の内容を含む介護支援専門員専門研修等を実施
するとともに、介護職員については尊厳の保持
等の内容を含む介護職員初任者研修等を実施し
ています。
　法務省では、日本司法支援センター（以下「法
テラス」という。）において、高齢や障害等で
認知機能が十分でないために、自己の権利の実
現を妨げられているおそれがある方を対象とし
た、資力にかかわらない「特定援助対象者法律
相談援助」を実施しています。
　消費者庁では、「2023年度都道府県等消費者
行政担当課長会議」において、都道府県、政令
指定都市等の地方公共団体に対し、成年後見制
度の利用促進を図ることが、財産上の不当取引
による被害の未然防止にも資するため、成年後
見制度の周知・利用促進の依頼を行いました。

（３）商品やサービスに応じた取引の適正化

ア　電気通信サービスに係る消費者保護

の推進

　高度情報通信社会の進展によって、電気通信
サービスは、国民の日常生活や社会経済活動に
不可欠な存在となり、消費者が安心・安全に利
用できる環境の確保の重要性が高まっています。
　そのため、総務省では、省内に設置されてい
る「電気通信消費者相談センター」や全国の消
費生活センター等に寄せられた電気通信事業に
関する苦情相談を踏まえ、適切な法執行を図っ
ています。また、「電気通信消費者支援連絡会」
を全国の各地域（11地域）で毎年開催し、各
地における消費生活センター、電気通信事業者
等及び総務省の間の情報共有や連携を進めてい
ます。
　さらに、制度が適切に機能しているかについ
ては、毎年開催している「消費者保護ルール実
施状況のモニタリング定期会合」等を通じて定
期的に検証しています。その検証結果は、「消
費者保護ルールの在り方に関する検討会」にお
ける制度見直しの検討に活用されています。
　2023年８月には「消費者保護ルールの在り
方に関する検討会報告書2023」を取りまとめ
ました。同報告書を踏まえ、「電気通信事業法

140



施行規則」（昭和60年郵政省令第25号）を改正
し、電気通信事業者に課している指導等措置義
務に関し、販売代理店に求められる必要な能力
や体制の明確化等を図るとともに、「電気通信
事業法の消費者保護ルールに関するガイドライ
ン」を改正し、不適切な業務運営が広汎に認め
られる場合には、委託元である電気通信事業者
による指導等の措置が適切に果たされているか
が問題となり得る旨を明らかにしました。
　また、「消費者保護ルールの在り方に関する
検討会」が2022年７月に取りまとめた、「『消
費者保護ルールの在り方に関する検討会報告書
2021』を踏まえた取組に関する提言」において、
苦情相談の処理における体制の強化等が提言さ
れ、一般社団法人電気通信事業者協会（TCA）
については、「新たな苦情相談処理体制の具体
的な運用方法について速やかに検討に着手し、
遅くとも１年以内を目処に運用を開始すべきで
ある」ことの指摘がなされたところです。これ
を踏まえ、同協会において、2023年７月28日
より「TCA相談窓口調整手続59」が開始されま
した。なお、一般社団法人日本ケーブルテレビ
連盟（JCTA）については、「JCTA　お客様相談
電話窓口60」において、同提言を踏まえた形で
の苦情相談処理体制の運用が行われています。

イ　有料放送サービスに係る消費者保護

制度の適切な運用

　総務省では、有料放送サービスについて、関
係事業者に対し、説明義務、契約関係からの離
脱に関するルール、販売勧誘活動等について、
「放送法」（昭和25年法律第132号）及び「有
料放送分野の消費者保護ルールに関するガイド
ライン」を遵守徹底させるなど、消費者保護を
図っています。また、有料放送サービスに関す
る苦情・相談処理に関する関係事業者の取組状
況を継続的にモニタリングしています。

ウ　金融機関による顧客本位の業務運営

の推進

　金融庁では、金融事業者の顧客本位の業務運
営への取組を見える化し、より良い取組を行う
金融事業者が顧客から選択されるメカニズムを

実現するため、「顧客本位の業務運営に関する
原則」を策定し、原則の項目ごとに自らの取組
方針等の記載内容との対応関係を明示するため
に、金融庁所定の対応関係表を自社のウェブサ
イトに掲載している金融事業者を「金融事業者
リスト」として取りまとめ、金融庁ウェブサイ
トで公表しています（2023年度は６月、９月
及び２月に公表）。
　また、リスク性金融商品の販売会社による顧
客本位の業務運営のモニタリング結果を公表し
ています（2023年度は６月に公表）。

エ　詐欺的な事案に対する対応

　金融庁では、無登録で金融商品取引業を行っ
ている疑いがある者に対して、問合せ等を通じ
実態把握を行い、警察当局等と情報を共有する
など連携しました。また、2023年度に、無登
録で金融商品取引業を行っていた33者に対し
て、警告書を発出し、これらの業者等について、
社名等を公表しました。
　さらに、SNSにおいて、上記公表内容のほか
詐欺的な投資勧誘等に関する情報発信を行うこ
とで、投資者への注意喚起を実施しました。
　加えて、証券取引等監視委員会では、2023
年度には、無登録業者による金融商品取引法違
反行為に関する裁判所への禁止命令等の申立て
を１件実施しました。

オ　投資型クラウドファンディングを取

り扱う金融商品取引業者等について

の対応

　金融庁では、投資型クラウドファンディング
を取り扱う金融商品取引業者について、投資者
保護の観点から、必要に応じ監督上の対応を行
い、2023年度までに投資型クラウドファンディ
ング事業者４社に対し行政処分を行っています。
　また、投資型クラウドファンディングを取り
扱う金融商品取引業者における取得勧誘やファ
ンド運営等について、リスクベースのモニタリ
ングを行いました。なお、2024年３月31日時
点で登録されている投資型クラウドファンディ
ング事業者数は54社となっています。

59�）https://www.tca.or.jp/consult/#procedure
60�）https://www.catv-jcta.jp/contact
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カ　暗号資産交換業者等についての対応

　金融庁では、暗号資産交換業者について、利
用者保護の観点から所要の制度整備・運用を
行っています。
　制度の運用に当たっては、暗号資産交換業者
におけるビジネスモデルを適切に把握し、ガバナ
ンス・内部管理態勢等について、機動的かつ深
度あるモニタリングを継続的に実施しています。
　また、暗号資産交換業者の登録に際しては、
体制等形式面のみならず、システムの安全性の
検証や利用者への説明体制の整備状況等、実質
的な審査を実施しています。
　さらに、無登録業者に関する利用者相談が引
き続き寄せられていることを踏まえ、無登録業
者に対し警告を行うなど、国内外の無登録業者
に対し厳正に対応するとともに、引き続き、消
費者庁と警察庁とも連携していきます。
　また、国民生活センターにおいても、暗号資
産に関する研修を2023年度に８回実施しました。

キ　安全・安心なクレジットカード利用

環境の整備

　経済産業省では、安全・安心なクレジットカー
ド利用環境を実現するため、割賦販売法の適切
な運用を行っています。また、関係事業者に法
令の遵守を徹底させ、立入検査や報告徴収等の
執行等を行っています。
　同法で規定されているセキュリティ対策につ
いて、クレジット取引セキュリティ対策協議会
（事務局：一般社団法人日本クレジット協会）
が策定する「クレジットカード・セキュリティ
ガイドライン」を実務上の指針として位置付け、
着実に取組を進めています。

ク　商品先物取引法の迅速かつ適正な執行

　経済産業省及び農林水産省では、委託者の保
護及び取引の適正化を図るため、「商品先物取
引法」（昭和25年法律第239号）に基づく立入
検査及び監督を実施しています。
　このほか、「商品先物取引法施行規則」（平成
17年農林水産省・経済産業省令第３号）第102
条の２第２号又は第３号の規定に基づく勧誘を
希望する事業者について、「商品先物取引法施
行規則」第103条第１項第28号に規定する体
制が整備されているかを確認し、体制整備が確
認できた事業者を公表しており、2024年３月

31日時点で８社公表しました。

ケ　住宅宿泊事業法の適正な運用

　国土交通省では、「住宅宿泊事業法」（平成
29年法律第65号）について、適切に宿泊者保
護が図られるよう、政省令、ガイドライン、標
準住宅宿泊仲介業約款等の周知を行い、必要に
応じ指導・監督を行うなど制度の適切な運用を
行っています。2023年度には、民泊制度ポー
タルサイトを通じた政省令、ガイドライン、標
準住宅宿泊仲介業約款等の周知を行うととも
に、営業日数自動集計システムを運用し、自治
体が適法と確認できなかった物件の掲載をしな
いよう要請するなどの対応をとりました。

コ　民間賃貸住宅の賃貸借における消費

者保護

　国土交通省では、民間賃貸住宅をめぐるトラ
ブルの未然防止のために「原状回復をめぐるト
ラブルとガイドライン」及び「賃貸住宅標準契
約書」についてウェブサイト掲載等を行い、周
知を図るとともに、民間賃貸住宅のトラブルに
関する研修会について、2023年度にはウェブ
講義を５回実施し、ウェブサイトでも動画を公
開することによって、賃貸住宅の入退去に関す
る留意点について注意喚起を実施しました。さ
らに、「家賃債務保証業者登録規程」（平成29
年国土交通省告示第898号）に基づく家賃債務
保証業者登録制度において、家賃債務保証業を
営む者の登録に関し必要な事項を定め、要件を
満たす家賃債務保証業者を国が登録・公表する
ことによって、消費者へ情報提供を行っていま
す。
　また、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関
する法律」（令和２年法律第60号）に基づく賃
貸住宅管理業者及びサブリース事業者に対する
規制について、関係業界や賃貸住宅のオーナー
の方々に対し、ガイドライン等による周知を徹
底するとともに、2023年度には事業者に対す
る立入検査を179件実施し、是正指導等を行う
ことによって、トラブルの未然防止を図ってい
ます。

サ　住宅リフォーム等における消費者保護

　国土交通省では、住宅リフォームや中古住宅
の売買に関する各種瑕
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の情報を住宅瑕疵担保責任保険協会のウェブサ
イトにて公開し、情報提供を行っています。ま
た、「住宅リフォーム事業者団体登録制度」に
おいて、住宅リフォーム事業者団体の登録に関
し必要な事項を定め、要件を満たす団体を国が
登録・公表することによって、団体を通じた住
宅リフォーム事業者の業務の適正な運営を確保
するとともに、消費者への情報提供等を行って
います。住宅リフォーム事業者団体登録制度に
おける、事業者団体登録数は16団体となりま
した（2024年３月31日時点）。
　また、消費者が基礎的な品質等を有する既存
住宅を円滑に選択できるようにするため、建物
状況調査等の結果、耐震性があり、構造上の不
具合及び雨漏りが認められず、想定されるリ
フォームの内容・費用等について適切な情報提
供が行われる既存住宅について、国が商標登録
したロゴマークを事業者が広告時に使用するこ
とを認める「安心Ｒ住宅制度（特定既存住宅情
報提供事業者団体登録制度）」（平成29年国土
交通省告示第1013号（平成29年11月公布、同
年12月施行））を推進し、安心して購入できる
既存住宅の普及を図っています。安心Ｒ住宅制
度における、事業者団体登録数は12団体とな
りました（2024年３月31日時点）。

シ　高齢者向け住まいにおける消費者保護

　厚生労働省では、高齢者向け住まいについて、
「老人福祉法」（昭和38年法律第133号）第29
条第１項の規定に基づく届出を促進するための
都道府県等の取組を推進し、規制を的確に運用
しています。また、事業者に対し前払金の保全
措置を徹底するよう指導するとともに、事業者
の廃業等の実態把握と廃業時等の入居者の居住
の確保を図るための運用を引き続き求めていま
す。さらに、入居希望者が高齢者向け住まいの
検討・選択をする際の参考となるよう情報提供
の充実を図っています。
　このほか、「令和４年度有料老人ホームを対
象とした指導状況等のフォローアップ調査」の
結果を踏まえ、都道府県等に対して届出促進・
指導等の徹底を要請しました。加えて、2023
年度も同様の調査を実施しました。

ス　身元保証等高齢者サポート事業に関

する消費者問題についての対応

　消費者庁及び厚生労働省等においては、関係
行政機関と連携して、消費者が安心して身元保
証等高齢者サポートサービスを利用できるよ
う、必要に応じて対応を検討しています。
　消費者庁では、「2023年度都道府県等消費者
行政担当課長会議」において、都道府県、政令
指定都市等の地方公共団体に対し、身元保証等
高齢者サポートサービスに関する契約時のポイ
ントについて周知を行いました。
　また、厚生労働省では、2023年度に、関係
府省の参画を得つつ、身寄りのない高齢者の生
活上の多様なニーズ・諸課題等の実態把握に向
けた取組を行いました。

セ　美容医療サービス等の消費者被害防止

　厚生労働省では、地方公共団体におけるイン
フォームド・コンセントに関する相談・苦情件
数等の状況を調査し、2022年度における相談・
苦情件数は7,010件、うち違反のおそれがある
ものとして行政指導を要した件数は111件であ
ることを把握しました。
　このほか、厚生労働省及び消費者庁では、美
容医療サービスを受けるに当たって注意すべき
事項等について、消費者向けの注意喚起資料等
の改訂及び再周知を、都道府県等に実施しまし
た。また、SNS等を活用し、定期的に注意喚起・
普及啓発を行っています。
　消費者庁では、特定商取引法で規定している
特定継続的役務提供の法解釈等を消費者庁ウェ
ブサイトにおいて公表するなど、周知・啓発活
動を行っています。

ソ　警備業務に関する消費者取引におけ

る情報提供の適正化及び苦情解決の

円滑化

　警察では、「警備業法」（昭和47年法律第117
号）第19条の規定に基づく契約内容の書面交
付が確実に実施され、警備業務の依頼者の保護
が図られるよう、各都道府県警察による警備業
者に対する指導及び違反業者に対する行政処分
による指導監督を実施しています。
　また、警備業務に関する苦情の解決義務が円
滑に行われるよう、都道府県公安委員会による
報告徴収・立入検査の監督権限によって、苦情
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の適切な解決が行われているかを確認するとと
もに、関連団体との連携を推進しています。
　2023年度においても、各都道府県警察にお
いて、各種講習会や立入検査等、様々な機会を
捉えて警備業者に対する指導を実施しました。

タ　探偵業の業務の適正化

　探偵業においては、依頼者保護の観点から、
「探偵業の業務の適正化に関する法律」（平成
18年法律第60号。以下「探偵業法」という。）
の規定に基づき、探偵業者が依頼者と探偵業務
を行う契約を締結しようとするときは、依頼者
に対し、重要事項について書面を交付して説明
しなければならず、また、依頼者と探偵業務を
行う契約を締結したときは、遅滞なく、重要事
項について契約の内容を明らかにする書面を依
頼者に交付することが義務付けられています。
　各都道府県警察は、2023年度においても、
探偵業法第８条の規定に基づく契約内容の書面
交付が確実に実施され、探偵業務の依頼者の保
護が図られるよう、各種講習会や立入検査等、
様々な機会を捉えて探偵業者に対する指導を行
い、更には違反業者に対して検挙・行政処分を
実施するなど、探偵業者に対する指導監督を継
続的に実施しています。

チ　電気・ガスの小売供給に係る取引の

適正化

　経済産業省では、電気及びガス小売全面自由
化を受け、需要家への情報提供や契約の形態・
内容等について、電気事業法又はガス事業法上
問題となる行為を行っている事業者に対して指
導等を行っています。具体的には、電力・ガス
取引監視等委員会の相談窓口等に寄せられた不
適切な営業活動等について、事実関係の確認や
指導を行いました。
　また、電力・ガス取引監視等委員会では、大
手電力会社又はその関係会社等を装った勧誘等
のトラブルを未然に防止するために、消費者庁
及び国民生活センターと連携し、需要家向けの
周知を行いました。
　さらに、ガスについては、一部の事業者を除
き経過措置料金規制が解除されたところ、電力・
ガス取引監視等委員会では、経過措置料金規制
が解除されたガス小売事業者に対する監視を行
い、合理的でない値上げが認められた場合には、

料金を是正するよう指導を行っています。

ツ　チケット不正転売禁止法の適切な運用

　文化庁、消費者庁及びその他関係省庁では、
興行入場券の適正な流通を確保するため、チ
ケット不正転売禁止法の普及啓発を図っていま
す。消費者保護のための対応として、ウェブサ
イト等による消費者等への情報提供や注意喚起
を行うほか、関連する消費者からの相談に適切
に対応できるようにするため、消費生活相談員
向けの情報提供等を実施しています。

テ　LPガス商慣行の見直し

　LPガスについては、料金透明化による取引
適正化のため、標準料金の公表等に取り組んで
いる一方、LPガス事業者が建物所有者に対し
てガス機器のみならずエアコンやインターフォ
ン、Wi-Fi機器等を無償で貸与するなどの商慣
行が消費者トラブルを引き起こしています。具
体的には、LPガス事業者が、賃貸集合住宅の
ガス供給権を獲得するため、又はオーナーや管
理会社、建設業者からの求めに応じるため、無
償貸与を行い、その費用をLPガス料金から回
収すること等が、「LPガス料金が不透明で高
い」、「賃貸集合住宅の入居希望者が事前に料金
を知る機会なく、入居後に想定よりも高額な料
金を請求される」等の課題につながっています。
　このため、経済産業省は、2023年３月から
液化石油ガス流通ワーキンググループを開催し
て議論を進め、同年７月、液化石油ガス法に係
る制度改正方針として、過大な営業行為の禁止
やガス消費とは関係のない設備費用をLPガス
料金に計上することの禁止等を提示しました。
また、これまで取り組んできた不動産業界を通
じた入居希望者へのLPガス料金の情報提供に
ついても、制度改正の中で改めて明確化する方
針を示しました。
　こうした制度改正を着実に進めるため、上記
ワーキンググループのみならず、各地方で行わ
れるLPガス事業者団体と消費者団体との懇談
会（９回開催）や各地域のLPガス事業者団体
等が主催する講演会（28回開催）、経済産業省
及び国土交通省からの関係業界団体に対する
LPガス料金の再度の情報提供依頼等を通じて、
理解浸透や実効性確保に向けた議論の促進及び
周知を図りました。
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（４）不当な表示を一般的に制限・禁止する

景品表示法の厳正な運用

　景品表示法は、消費者にその商品・サービス
について実際のもの又は競争事業者のものより
著しく優良又は有利であると誤認される表示を
禁止しています。消費者庁では、景品表示法に
違反する行為があれば、事業者に対して、その
行為の取りやめ、再発防止策の実施等を命令す
る行政処分（措置命令）等を行っており、
2023年度は計44件の措置命令及び計12件の課
徴金納付命令を行いました。

（５）商品やサービスに応じた表示の普及・

改善

ア　家庭用品の品質表示の普及啓発

　消費者庁では、家庭用品品質表示法の普及啓
発のため、広報資料を地方公共団体等に対し配
布するとともに、2023年度には、２件の講師
派遣を行いました。

イ　住宅性能表示制度の普及促進及び評

価方法の充実

　国土交通省では、住宅品確法の規定に基づき、
住宅の性能を客観的に評価し表示する住宅性能
表示制度を運用しています。
　具体的には、耐震性、劣化対策、省エネルギー
対策等、外見や簡単な間取り図からでは分かり
にくい住宅の基本的な性能について共通ルール
を定め、住宅の性能を等級や数値等で表示し、
比較しやすくしています。
　消費者庁及び国土交通省では、住宅品確法の
規定に基づき定められている住宅性能表示制度
の告示について、省エネルギー対策等に関して
評価基準の充実等を目的とした改正を行い、等
級５については2022年４月に、等級６及び等
級７については2023年４月までに施行されま
した。

ウ　省エネ性能表示の普及促進

　国土交通省では、「建築物のエネルギー消費
性能の向上等に関する法律」（平成27年法律第
53号）の規定に基づき、建築物の販売・賃貸
時の省エネ性能の表示を推進しています。
2022年６月の法改正により、販売・賃貸事業
者に対して告示に規定する省エネラベルを用い
て表示するよう、努力義務を課すとともに、告

示に従っていない場合の勧告等の措置を追加す
るなど、制度を強化しました。2023年９月に
は本制度の告示を公布するとともにガイドライ
ンを公表しており、2024年４月から同制度が
施行されることとなっています。

エ　特殊開錠用具の所持の禁止等に関す

る法律に基づく指定建物錠の性能表

示の適正な運用

　警察庁では、「特殊開錠用具の所持の禁止等
に関する法律」（平成15年法律第65号）第７条
の規定に基づく国家公安委員会告示において、
建物錠のうち、防犯性能の向上を図ることが特
に必要な指定建物錠について、その防犯性能等
を表示すべき事項として定めており、随時、指
定建物錠の性能表示について、検証を実施して
います。
　また、警察庁、国土交通省、経済産業省及び
建物部品関連の民間団体から構成される「防犯
性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民
合同会議」では、防犯性能の高い建物部品（錠、
ドア、ガラス、サッシ等）の開発を促進すると
同時に、同部品の目録を作成の上、公表してお
り、消費者が防犯性能によって建物部品を選択
できるようになっています（目録掲載数：17
種類3,473品目（2024年３月29日時点））。
　なお、指定建物錠や防犯性能の高い建物部品
に関する情報は、警察庁の侵入犯罪防止対策
ウェブサイト「住まいる防犯110番」や関係団
体のウェブサイトに掲載するなどして消費者に
提供しています。

オ　医療機関のウェブサイトによる情報

提供

　厚生労働省では、2023年度に、医療機関等
のウェブサイトの適正化を推進するためのネッ
トパトロール事業を行ったほか、関係者へ配布
可能な医療広告規制における事例解説書の作成
を進めました。
　このほか、美容医療サービスを受けるに当
たって注意すべき事項等について周知するた
め、注意喚起や普及啓発を行っています。
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（６）食品表示による適正な情報提供及び関

係法令の厳正な運用

ア　食品表示制度の適切な運用等

　消費者庁では、2023年度に以下の取組を行
いました。
　・�2023年６月に改定された消費者基本計画
工程表において「食料供給のグローバル化
の進展を踏まえ、合理的かつシンプルで分
かりやすい食品表示制度の在り方につい
て、国際基準（コーデックス規格）との整
合性も踏まえながら、有識者から成る懇談
会において順次議論していく」こととされ
たことや、同年５月のコーデックス委員会
食品表示部会での議論や食品衛生基準行政
の消費者庁への移管等の昨今の情勢を踏ま
え、同年10月から、今後の食品表示が目
指していく方向性について、中長期的な羅
針盤となるような制度の大枠について議論
するための「食品表示懇談会」を開催し、
2024年度以降の議論の方向性について取
りまとめを行いました。

　・�2023年５月に「健康日本21（第三次）」
が公表され、健康・栄養政策において、健
康的で持続可能な食環境づくりの推進が図
られています。食品表示としても、栄養成
分表示等を通して、消費者の健康の維持・
増進に資する食環境づくりを後押しすべき
タイミングを迎えています。こうした状況
を踏まえ、日本における分かりやすい栄養
成分表示の取組として、日本版包装前面栄
養表示の基本的な方向性等を検討するもの
として、同年11月から、「分かりやすい栄
養成分表示の取組に関する検討会」を開催
し、基本的な考え方について取りまとめを
行いました。

　・�消費者にとって分かりやすく活用される食
品表示を実現するために、諸外国における
食品表示へのデジタルツールの活用状況に
ついて実態調査を実施しました。

　・�食物アレルギー表示制度、原料原産地表示
制度及び遺伝子組換え食品表示制度を含む
食品表示制度全般について、講習会等を通
じて事業者に周知を図るとともに、消費者
団体と連携した消費者向けセミナーを全国
８か所で実施しました。また、「食品添加
物の不使用表示に関するガイドライン」に

ついては、地方公共団体や消費者・事業者
団体等と連携して、消費者・事業者を対象
とした説明会を７回実施しました。

　・�外食・中食における食物アレルギーの情報
提供に関する取組について、「アレルギー
疾患対策の推進に関する基本的な指針」の
2021年度改正において、国は事業者等が
行う情報提供等に関する取組等を積極的に
推進する旨が追加されました。これを踏ま
え、2023年３月のパンフレット作成に引
き続き、2024年３月に、事業者の具体的
な取組方法に関して動画研修教材を作成
し、消費者庁ウェブサイトで公表しました。

　・�新たに保健機能食品等の理解促進を図るた
め、特別用途食品（経口補水液）、機能性
表示食品及び栄養強調表示に関する動画を
作成しました。

　・�食物アレルギー表示については、2023年
６月、「食物アレルギー表示に関するアド
バイザー会議」の意見を踏まえ、「特定原
材料に準ずるもの」の追加・削除の考え方
を整理しました。また、この考え方に基づ
き、2024年３月に「食品表示基準について」
（平成27年３月30日消食表第139号消費者
庁次長通知）の一部を改正し、「特定原材
料に準ずるもの」について、マカダミアナッ
ツの追加、まつたけの削除を行いました。

　・�経口補水液については、表示許可を得てい
ないにもかかわらず、あたかも病者用食品
であるかのように表示され、販売されてい
るものが混在していたこと、脱水でない状
態で多量に摂取した場合、ナトリウムの過
剰摂取につながる可能性があるなどの問題
から、2023年５月に「特別用途食品の表
示許可等について」を改正し、特別用途食
品の許可基準型病者用食品に「経口補水液」
の区分を新設しました。特別用途食品（特
定保健用食品を除く。）については97件の
表示許可を行っています（2024年３月31
日時点）。

　・�特定保健用食品の疾病リスク低減表示につ
いては、かねてから個別申請を支援してき
ており、今般、個別審査の申請があった３
件について、消費者委員会に安全性及び効
果について諮問したところ、2023年10月
の消費者委員会からの答申を踏まえ、個別
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審査の申請による疾病リスク低減表示の区
分の食品として表示許可を行いました。特
定保健用食品については1,054件の表示許
可を行っています（2024年３月31日時点）。

　・�機能性表示食品及び特別用途食品（特定保
健用食品を含む。）については、買上調査
を実施し、関与成分等が表示量どおり含有
されているかの確認及び検証を行い、各表
示の信頼性確保に努めました。

　・�機能性表示食品について、表示の裏付けと
なる科学的根拠の質の向上等を目的とし
て、2023年９月に「機能性表示食品の届
出等に関するガイドライン」の一部を改正
し、機能性の科学的根拠の一つとなるシス
テマティックレビュー（研究レビュー）の
記載は、システマティックレビュー報告の
ための国際指針であるPRISMA声明（2020
年）に準拠することを原則としました。機
能性表示食品については6,752件の届出を
公表しました。

　・�特定の事業者が製造した紅麹を使用した製
品に由来する健康被害が生じていることに
鑑み、2024年３月29日に「紅麹関連製品
への対応に関する関係閣僚会合」が開催さ
れ、本事案を受けた機能性表示食品制度の
今後の在り方について、同年５月を目途に
取りまとめるよう内閣官房長官から消費者
庁に対し指示があったことを受け、同庁に
おいて検討を開始しました。

　・�行き過ぎたウェブサイト広告が問題とされ
たことを契機に、2023年12月、「機能性
表示食品は消費者庁ウェブサイトにて事業
者が届け出た内容を誰でも確認できるこ
と」や、「購入・使用時には、公表されて
いる届出内容を超える広告表現には注意す
ること」について、消費者に向けたメッセー
ジを消費者庁ウェブサイトで公表しました。

　農林水産省では、原料原産地表示制度につい
て、引き続き、動画等による情報提供を行うと
ともに、食品事業者を対象とした食品表示ミス
防止に資するセミナーを開催しました。

イ　健康食品も含めた食品の表示・広告

の適正化

　消費者庁では、食品（健康食品を含む。）の
機能性等を表示する制度に関し、執行体制の整

備も含め、関係機関と連携して監視を強化し、
法令違反に関しては厳正に対処するとともに、
健康食品に関する留意事項の周知徹底を行うこ
とにより、表示・広告の適正化を図っています。
　また、インターネット等における健康食品等
の虚偽・誇大表示に対する監視を通じて、健康
増進法に違反するおそれのある表示に対し、
2023年度には771事業者の792商品について
改善指導を行いました。なお、改善指導を行っ
た表示については、全ての表示が改善されてい
ることを確認しています。
　さらに、事業者等に対しては、講習会等の機
会を通して、健康食品の広告その他の表示の適
正化を推進するとともに、留意すべき事項を示
すリーフレットを配布するなど周知・啓発活動
を行いました。

ウ　関係機関の連携による食品表示の監

視・取締り

　消費者庁及び関係省庁では、不適正な食品表
示に関する情報が寄せられた場合に、必要に応
じて関係機関で情報共有、意見交換を行い、事
業者への処分等の必要な対応を迅速に講ずると
ともに、関連情報の共有を進めることを目的と
して、「食品表示連絡会議」を2008年２月から
2024年３月までに16回開催しました。
　消費者庁では、食品表示法違反に対し、国及
び都道府県等が指示又は命令を行った場合は公
表しており、2023年度には指示22件を行いま
した。
　農林水産省では、食品表示110番等を通じた
情報収集を行うとともに、食品事業者に対する
巡回調査を実施しました。
　独立行政法人農林水産消費安全技術センター
（FAMIC）及び民間分析機関では、品種判別や
産地判別等に関する科学的分析を実施し、その
結果を食品表示の監視・取締りに活用しています。
　このほか、特定の事業者が製造した紅麹を使
用した製品に由来する健康被害が生じているお
それがあることに鑑み、厚生労働省、消費者庁、
農林水産省及び国税庁の４省庁が情報交換を行
い、緊密な連携の下で一体的な対応を行うため、
2024年３月27日には「紅麹使用製品への対応
に関する関係省庁連絡会議」を開催するととも
に、同月29日には「紅麹関連製品への対応に
関する関係閣僚会合」を開催しました。
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エ　米穀等の産地情報の伝達の適正化

　米穀等については、米トレーサビリティ法の
規定に基づき、それらを一般消費者や取引先に
販売する米穀事業者に対して、米穀及び原材料
米穀の産地情報を伝達することが義務付けられ
ています。
　こうした中、農林水産省や国税庁及び都道府
県等の関係行政機関では、連携して米穀事業者
に対する立入検査等を実施し、その結果に基づ
いて厳正に措置を行っています。
　また、農林水産省では、米トレーサビリティ
法違反に関する指導件数等を取りまとめ、公表
しています。2023年度上半期において、産地
情報伝達に関する指導件数は７件、取引記録の
作成・保存に関する指導件数は４件、搬出・搬
入の記録の作成に関する指導件数は１件となっ
ています。
　消費者庁でも、農林水産省及び地方公共団体
と連携した調査が実施できる体制を整え、米ト
レーサビリティ法違反に対して厳正に対処して
います。

（７）詐欺等の犯罪の未然防止、取締り

ア　「オレオレ詐欺等対策プラン」等の推

進による特殊詐欺の取締り、被害防

止の推進

　警察庁、総務省及び金融庁では、「オレオレ
詐欺等対策プラン」に基づき、以下の取組を推
進しています。
（ア）被害防止対策の推進
　幅広い世代に対し高い発信力を有する著名な
方々によって結成された「ストップ・オレオレ
詐欺47～家族の絆作戦～」プロジェクトチー
ム（略称：SOS47）と連携し、各地方公共団体、
経済団体等各種団体、民間事業者等の幅広い協
力も得ながら、多様な媒体を活用して、特殊詐
欺の被害防止に取り組むよう広報啓発活動を展
開しています。また、ナンバーディスプレイ等
の活用や国際電話の着信ブロックを始めとす
る、犯人からの電話を直接受けないための対策
の促進、金融機関・コンビニエンスストア・宅
配事業者等と連携した被害の未然防止等の取組
を推進しています。
（イ）犯行ツール対策の推進
　携帯電話や預貯金口座を売買するなどの特殊
詐欺を助長する行為について取締りに当たると

ともに、携帯音声通信事業者に対する犯行に利
用された携帯電話の契約者確認の求め、金融機
関に対する振込先指定口座の凍結依頼等のほ
か、特殊詐欺の犯行に利用された電話番号を警
察の要請に基づき、主要な電気通信事業者が利
用停止するなどの犯行ツール対策を推進してい
ます。
（ウ）効果的な取締り等の推進
　だまされた振り作戦、国内及び海外の架け場
等の摘発、上位者への突き上げ捜査といったこ
れまでの取組に加えて、特殊詐欺事件の背後に
いるとみられる犯罪組織に対する多角的な取締
りを推進しています。
　あわせて、2023年３月、「犯罪対策閣僚会議」
において決定された「SNSで実行犯を募集する
手口による強盗や特殊詐欺事案に関する緊急対
策プラン」に基づき、関係省庁・事業者等と連
携し、同プランに基づく対策を推進しています。
　なお、2023年の特殊詐欺の取締り状況は、
特殊詐欺全体の検挙件数が7,219件（前年比
579件増）であり、このうち架空料金請求詐欺
の検挙件数が334件（前年比157件増）、金融
商品詐欺の検挙件数が25件（前年比18件増）
となっています（暫定値）。
　金融庁では、預金口座の不正利用に関する情
報について、情報入手先から同意を得ている場
合には、明らかに信憑

ぴょう

性を欠くと認められる
場合を除き、当該口座が開設されている金融機
関及び警察当局への情報提供を速やかに実施す
ることとしており、情報提供件数等を金融庁
ウェブサイトにおいて公表しています。

イ　「架空請求対策パッケージ」の推進等

による被害防止

　消費者庁及び関係省庁では、「架空請求対策
パッケージ」（2018年７月消費者政策会議決定）
に基づき、以下の取組を推進しています。
　・�悪質事業者から消費者への接触防止のため
の取組

　・�消費者から悪質事業者への連絡防止のため
の取組

　・�消費者による悪質事業者への支払の防止の
ための取組

　また、消費者庁では、「2023年度都道府県等
消費者行政担当課長会議」において、都道府県、
政令指定都市等の地方公共団体に対し、架空請
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求は消費生活センター等に相談するよう周知し
てほしい旨を要請しました。

ウ　被害の拡大防止を意識した悪質商法

事犯の取締りの推進

　警察庁では、悪質商法事犯（利殖勧誘事犯及
び特定商取引等事犯）については、多大な被害
をもたらすものであることから、いわゆる販売
預託商法に係る事犯や若年層を対象とした事犯
を含め、悪質商法事犯の早期把握に努めるとと
もに、悪質商法事犯に利用された預貯金口座の
金融機関への情報提供や広域事犯に対応するた
めの合同・共同捜査の推進等による早期事件化
によって、被害の拡大防止を図ることとしてい
ます。
　なお、2023年中は、利殖勧誘事犯を43事件
127人、特定商取引等事犯を108事件194人検
挙しています。

エ　生活経済事犯に係る被害拡大防止に

向けた犯行ツール対策の推進

　警察庁では、犯罪の予防及び被害拡大防止を
図るため、生活経済事犯に利用された預貯金口
座の金融機関への情報提供、携帯電話契約者確
認の求め及び役務提供拒否に関する情報提供、
契約条項に基づくレンタル携帯電話契約の解約
要請等の犯行ツール対策を推進しています。
　なお、2023年中は、生活経済事犯に利用さ
れた預貯金口座の金融機関への情報提供を
9,880件、携帯電話契約者確認の求めを1,078
件行いました。

オ　偽造キャッシュカード等による被害

の拡大防止等への対策の推進

　金融庁では、偽造キャッシュカード等による
被害発生状況や金融機関による補償状況を、金
融庁ウェブサイトにおいて公表しています。ま
た、預金取扱金融機関を対象として、「偽造
キャッシュカード問題等に対する対応状況」に
関するアンケート調査を実施し、金融庁ウェブ
サイトにおいて2024年２月に公表しました。
　また、金融庁では、インターネットバンキン
グを悪用した被害の防止等に向けた金融機関へ

の注意喚起を実施しています。

カ　ヤミ金融事犯の取締りの推進

　警察庁では、都道府県に対して、ヤミ金融事
犯61の徹底した取締りのほか、ヤミ金融に利用
された預貯金口座の金融機関への情報提供、携
帯音声通信事業者に対する契約者確認の求め及
び役務提供拒否に関する情報提供、プロバイダ
等に対する違法な広告の削除要請等による、被
害予防の推進を指示しています。

キ　フィッシング対策の推進

　警察庁では、フィッシングに関し、「不正ア
クセス行為の禁止等に関する法律」（平成11年
法律第128号。以下「不正アクセス禁止法」と
いう。）違反等の取締りを推進しています。また、
広報啓発活動や関係事業者等への情報提供等を
通じ、フィッシング被害防止対策を推進してい
ます。2023年に、フィッシングによるものと
みられるインターネットバンキングに係る不正
送金被害が急増したこと等を受け、2023年７
月、金融機関に対し、具体的な被害事例を基に
したフィッシング対策を講ずるよう要請しまし
た。また、同年８月、金融庁、一般社団法人全
国銀行協会及び一般財団法人日本サイバー犯罪
対策センター（JC3）と連携し、国民に対し、メー
ルやSMSに記載されたリンクからアクセスした
サイトにID及びワンタイムパスワード・乱数表
等のパスワードを入力しないよう注意喚起を行
いました。さらに、フィッシングサイトへ誘導
するSMSを遮断するため、JC3で観測した
フィッシングサイトの情報を通信事業者へ提供
する取組を推進しました。
　なお、2023年中の不正アクセス禁止法を適用
したフィッシング行為の検挙件数は３件でした。
　経済産業省では、一般社団法人JPCERTコー
ディネーションセンターやフィッシング対策協
議会を通じて、フィッシングの疑いのある電子
メール及びウェブサイト等に関する情報収集・
分析を行い、同法人及び同協議会のウェブサイ
ト等で、フィッシングに関する情報発信や注意
喚起等の情報提供を実施しています。
　総務省では、フィッシング対策にも有効な技

61�）貸金業法違反（無登録営業）、出資法違反（高金利等）に関する事犯及び貸金業に関連した「犯罪による収益の移転防
止に関する法律」（平成19年法律第22号）違反、詐欺、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声
通信役務の不正な利用の防止に関する法律」（平成17年法律第31号）違反等に関する事犯。
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術的対策の一つとして、受信者が受け取った電
子メールについて、関係省庁と共に当該電子
メールが送信者になりすましているか否かを確
認可能とする「送信ドメイン認証技術」の普及
促進に取り組んでおり、「送信ドメイン認証技
術導入マニュアル」（2023年２月に第3.1版を
公表）の周知等を行っています。

ク　ウイルス対策ソフト等を活用した被

害拡大防止対策

　警察庁では、各都道府県警察等から集約した、
海外のサーバに設置されたフィッシングサイ
ト、偽サイト等（以下「海外偽サイト等」とい
う。）に関するURL情報等を、ウイルス対策ソ
フト事業者等に提供し、当該サイトを閲覧しよ
うとする利用者のコンピュータ画面に警告表示
を行うなどの対策を推進しています。
　また、海外偽サイト等に関するURL情報等を、
フィッシング対策等を推進する国際的な団体で
あるフィッシング対策ワーキンググループ
（APWG）に対して提供しています。

ケ　インターネットオークションに係る

犯罪の取締り

　警察庁では、インターネットオークションに
関する犯罪の取締りを推進しており、2023年
中のインターネットオークション詐欺に関する
検挙件数は43件となっています。

コ　模倣品被害の防止

　特許庁では、「政府模倣品・海賊版対策総合
窓口」に寄せられる消費者等からの情報につい
て、関係省庁及び主要なインターネット通販サ
イト運営者等に定期的に共有しています。
　警察庁では、都道府県警察に対して、インター
ネット利用の偽ブランド事犯等の取締りの推進
を指示しており、2023年中は、商標権侵害事
犯を239事件274人、著作権侵害事犯を98事件
109人検挙しています。
　また、不正商品対策協議会が開催する「ほん
と？ホント！フェア」を支援するなど、関係者
と連携した広報啓発活動を行いました。
　税関では、「関税法」（昭和29年法律第61号）
の規定において輸出又は輸入してはならない貨
物として、特許権、実用新案権、意匠権、商標
権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権（輸

入の場合のみ）、育成者権を侵害する物品及び
「不正競争防止法」（平成５年法律第47号）の
規定に違反する物品（知的財産侵害物品）が定
められていることから、取締りを行っています。
2023年の全国の税関における知的財産侵害物
品の差止状況は、輸入差止件数が３万1,666件、
輸入差止点数が105万6,245点となっています。
　農林水産省では、「特定農林水産物等の名称
の保護に関する法律」（平成26年法律第84号。
以下「地理的表示法」という。）の規定に基づ
く国内の地理的表示（GI）や登録標章（GIマー
ク）の不正使用について、「地理的表示等の不
正表示通報窓口」において情報を受け付け、必
要に応じて立入検査を実施し、不正使用を確認
した場合は事業者への処分等の必要な対応を
行っています。この際、食品表示法等、他法令
に係る情報が含まれている場合は、関係部局と
も連携しながら対応しています。2023年度は、
地理的表示法違反が７件確認され、うち１件に
ついて地理的表示等の除去又は抹消を命じ、他
の６件は地理的表示等の除去・抹消について指
導を行いました。

サ　振り込め詐欺救済法に基づく被害者

の救済支援等

　金融庁では、振り込め詐欺等の被害者に対す
る救済支援等について、「犯罪利用預金口座等
に係る資金による被害回復分配金の支払等に関
する法律」（平成19年法律第133号）の規定に
基づき、被害者への返金制度等の周知徹底を図
るとともに、「被害が疑われる者」に対する金
融機関による積極的な連絡等の取組を促してい
ます。
　これらの取組によって、制度開始（2008年
６月）以降の被害者への返金額の累計額は、約
230億円（2024年３月26日時点）となってい
ます。

（８）計量・規格の適正化

ア　JIS等の国内・国際標準化施策の実施

　経済産業省では、2023年度も消費者への標
準化62知識の普及啓発及び消費者の日本産業規
格（JIS）開発審議への効率的な参加の促進の
ために、同省委託事業として、「消費者のため
の標準化セミナー」を全国で計22回開催しま
した。
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　また、消費生活技術専門委員会等、21種類
の委員会を計56回開催しました。

イ　新たなJASの検討及び国際標準化施策

の推進

　農林水産省では、農林水産物・食品の品質だ
けでなく、事業者による農林物資の取扱方法、
生産方法、試験方法等についても認証する新た
な日本農林規格（JAS）を推進しており、2023
年度も新たなJASを制定したほか、規格の更な
る活用を視野に、既存のJASの見直しを行いま
した。
　このほか、農林水産省では、輸出促進に向け
海外との取引を円滑に進めるための環境整備と
して、産官学の連携により、ISO規格等の国際
規格の制定・活用を進めています。

（９）公正自由な競争の促進と公共料金の適

正性の確保

ア　競争政策の強力な実施のための各種

対応

　公正取引委員会では、「私的独占の禁止及び
公正取引の確保に関する法律」（昭和22年法律
第54号。以下「独占禁止法」という。）の違反
行為について、2023年度に延べ18事業者に対
して４件の排除措置命令を行うとともに、延べ
16事業者に課徴金納付命令を行いました。ま
た、独占禁止法の違反被疑行為について、５事
業者に対して確約計画の認定を行いました。
　加えて、345件の届出のあった企業結合計画
について、迅速かつ的確に審査を行いました。

イ　公共料金等の決定過程の透明性及び

料金の適正性の確保

　消費者庁では、公共料金の改定等に当たって
は、事前に所管省庁から協議を受けるとともに、
重要なものについては、消費者委員会での審議
を経た上で、所管省庁と共に「物価問題に関す
る関係閣僚会議」へ付議しています。
　2023年度は、電力会社７社63の規制料金の
改定に際し、2023年４月に消費者委員会へ付

議を行いました。
　消費者委員会では、消費者庁からの付議を受
けて、「公共料金等専門調査会」を開催し検討
を行い、同年５月に意見表明を行いました。
　この意見を踏まえ、消費者庁及び経済産業省
は、同月に「物価問題に関する関係閣僚会議」
に付議し、同閣僚会議において査定方針が決定
されました。
　このほか、公共交通28件を含む、計38件の
公共料金の改定等について、所管省庁における
審査後、消費者庁で協議を受け、回答しました。
　なお、電気の規制料金については、電力会社
７社の規制料金の改定に係る協議プロセスにお
いて、各電力会社のコスト効率化の取組をフォ
ローアップする枠組みを新たに設けること等を
条件に、料金改定を了承し、フォローアップに
は消費者庁も参画しています。また、経済産業
省では、原価算定期間終了後に、電気の規制料
金に関する事後評価を毎年度行い、その結果を
公表することとしています。
　さらに、電気の託送料金は電気料金に大きな
影響を与えること等から、託送料金に関しても、
経済産業省による一般送配電事業者における効
率化の取組のフォローアップに消費者庁も参画
しています。

（10）情報通信技術の活用拡大と消費者被害

の防止の両立

ア　特定商取引法の通信販売での不法行

為への対応

　消費者庁では、特定商取引法の通信販売につ
いて、不適切な広告等を行っている通信販売業
者に対し、2023年度は1,552件の注意喚起を
実施したほか、違法行為が認められた通信販売
業者に対しては、特定商取引法の規定に基づき、
厳正かつ適切に行政処分等を行いました。

イ　特定電子メールの送信の適正化等に

関する法律に基づく行政処分等の実

施

　総務省及び消費者庁では、行政処分や行政指

62�）標準化とは、様々な事象を統一化すること。例えば、乾電池や紙のサイズの標準化のように、標準化は日常生活の利
便性向上に寄与しているが、日頃から標準化を気にすることはないことから、日常生活と標準化との関わりについて経
済産業省は普及啓発を行っている。

63�）北海道電力株式会社、東北電力株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社、北陸電力株式会社、中国電力株式
会社、四国電力株式会社及び沖縄電力株式会社。

第
１
節 

消
費
者
被
害
の
防
止

第
２
部

第
２
章

151



導の実施によって、特定電子メール法に違反す
る特定電子メールに起因した消費者被害を削減
することとしています。
　2023年度は、同法に違反したことが疑われ
る送信者に対する警告メール（行政指導）を約
6,900件送信しました。

ウ　迷惑メール追放支援プロジェクトの

実施

　総務省では、民間事業者等と連携し、調査端
末で受信した迷惑メールの違法性を確認し、当
該メールに関する情報を送信元プロバイダに通
知することによって、迷惑メール送信回線の利
用停止措置等の円滑な実施を促しています。
　2023年度は、違法性が確認されたメール約
3,600件に関する情報を送信元プロバイダに通
知しました。

エ　電気通信サービス・移動通信サービ

ス（携帯電話）における広告表示等

の適正化

　総務省では、「電気通信サービスの広告表示
に関する自主基準・ガイドライン」を踏まえ、
適切な広告表示がなされるよう関係事業者にお
ける取組を注視するとともに、行政として必要
に応じた対応を行っています。なお、「消費者
保護ルールの在り方に関する検討会」において
は、必要に応じて引き続きフォローアップを行
うこととしています。

オ　電子商取引環境整備に資するルール

整備

　経済産業省の「電子商取引に関する市場調
査64」によれば、2022年の日本国内のBtoC電
子商取引の市場規模は、22.7兆円（前年20.7
兆円、前年比9.91％増）に増加しました。
　経済産業省では、「電子商取引及び情報財取
引等に関する準則」について、今後も産業界や
消費者等のニーズ等を考慮し、必要に応じて改
訂を行います。なお、直近では2022年４月に
改訂を行いました。

カ　個人情報保護法の適切な運用

　個人情報保護委員会では、2023年度に以下
の取組を行いました。
　・�事業者団体主催の説明会等への講師派遣等
（2024年３月31日時点で計132回）、小学
生を対象としたSNS等の利用の際の個人情
報の適正な取扱い方を伝える出前授業
（2024年３月31日時点で計４回）、個人
情報保護の重要性について広く国民に周知
する「個人情報を考える週間」の設定（2023
年５月29日から同年６月４日まで）等の
広報・啓発を実施しました。また、個人情
報保護委員会ウェブサイトに掲載された新
着情報及び活動情報等についてはSNSを用
いて、積極的に情報発信しました。

　・�個人情報保護委員会及び各認定個人情報保
護団体（以下「認定団体」という。）間の
情報共有等の場である認定団体連絡会、認
定団体の対象事業者向け実務研修会及び対
象事業者向けセミナーを開催しました。ま
た、各認定団体が主催する説明会へ講師派
遣を行いました。

　・�個人情報保護法相談ダイヤルに加え、PPC
ビジネスサポートデスク65等を通じ、個人
情報等の適正かつ効果的な活用に関する相
談に対応しました。

　・�「デジタル社会の形成を図るための関係法
律の整備に関する法律」（令和３年法律第
37号）の規定による「個人情報の保護に
関する法律」（平成15年法律第57号。以下
「個人情報保護法」という。）の改正（以
下「令和３年改正法」という。）が、2023
年４月に全面施行されたことを受け、
2022年度に引き続き、令和３年改正法の
円滑かつ適切な運用のため、行政機関等か
ら寄せられる個人情報保護法の制度、運用
等に関する照会に対して必要な助言等を行
いました。また、行政機関等が主催する説
明会等への講師派遣を通じ、改正後の個人
情報保護法に関する情報提供を幅広く行う
とともに、都道府県及び市町村を直接訪問
して対面での意見交換を積極的に実施する
などして、令和３年改正法施行直後の制度

64�）経済産業省「令和４年度デジタル取引環境整備事業（電子商取引に関する市場調査）」
65�）事業者が行う新技術を用いた新たなビジネスモデル等における個人情報保護法上の留意事項について、相談を受け付
けている。
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運用の実態を把握し、各地方公共団体の抱
える課題に対して助言等を行いました。

キ　マイナンバー制度の周知と適正な運

用等

　デジタル庁では、マイナンバー制度に便乗し
た不正な勧誘や個人情報の取得への注意喚起の
ため、関係省庁等が共同で作成・公表した資料
の更新・周知を引き続き進めるとともに、当該
制度に関する周知・広報を実施しています。
　また、マイナンバーカードの利便性や安全性
等について、YouTubeやデジタルサイネージ、
SNS及びリーフレット配布によって、周知・広
報を実施するとともに、デジタルに不慣れな方
も利用できるよう、2023年３月、デジタル推
進委員が教える・サポートする事項に、「マイ
ナンバーカード・マイナポータルの利用方法」
を追記し、身近なデジタル推進委員を通じた知
識の啓発に努めています。

３．ぜい弱性等を抱える消費者を支援す

る関係府省庁等の連携施策の推進
（１）成年年齢引下げに伴う総合的な対応の

推進

ア　成年年齢引下げに伴う若年者への消

費者教育の推進

　消費者庁では、「成年年齢引下げ後の若年者
への消費者教育推進方針―消費者教育の実践・
定着プラン―」に基づき、関係省庁と連携して
必要な施策を実施しています。具体的には、中
学校・私立高等学校・特別支援学校・大学等を
対象とした出前講座事業、事業者向け消費者教
育プログラムの開発と講師派遣、親世代を含め
た若年者周辺の人への啓発・情報発信等を実施
しています。

イ　若年者向け貸付けに関する適正な運

用及び普及啓発

　金融庁では、若年者が返済能力を超えた借入
れを行い、過大な債務を負うような事態が生じ
ないよう、2022年２月に日本貸金業協会が策
定した自主ガイドライン66の遵守状況等のモニ
タリングを実施しています。また、政府広報に

よるインターネット広告、ラジオ番組で過剰借
入・ヤミ金融利用に関する注意喚起を行ったほ
か、マンション、大学内のデジタルサイネージ
やSNSで注意喚起動画を配信するなど積極的な
広報・啓発活動も実施しました。

ウ　若年者のクレジットカード利用環境整

備に資する取組の推進及び普及啓発

　経済産業省では、クレジット業者による若年
者に対する適切な与信審査・管理、苦情対応、
加盟店調査や指導等の措置が的確に行われるよ
う、「令和５年度信用購入あっせん業者等に対
する検査基本方針及び検査基本計画」に基づき、
関係事業者の取組を重点的に検証しているほ
か、クレジットカードの不正利用が増加してい
ることを踏まえ、若年者を含めたクレジット
カード利用者向けに、SNSや政府広報等を通じ
た注意喚起や適切なクレジットカード利用に関
する広報活動を実施しました。

（２）認知症施策の推進

　厚生労働省では、「認知症施策推進大綱」に
基づき、認知症サポーターの養成を始めとする
認知症に関する理解促進、高齢者や認知症等の
判断力の低下した消費者を地域で見守る体制の
構築の推進、地域支援体制の強化等の取組を進
めています。また、行政機関や経済団体、医療・
福祉団体等により構成された日本認知症官民協
議会において、業種等に応じた認知症の人への
接遇等に関する手引である「認知症バリアフ
リー社会実現のための手引き」を作成し、周知
等を実施しました。
　さらに、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望
を持って暮らすことができるよう、認知症施策
を総合的かつ計画的に推進することを目的とし
た、「共生社会の実現を推進するための認知症
基本法」（令和５年法律第65号）が2024年１
月１日から施行され、同法に基づき、同月26
日には認知症施策推進本部が、同年３月28日
には認知症施策推進関係者会議がそれぞれ開催
されました。

66�）若年者へ貸付けを行う場合には、貸付額が50万円以下であっても、収入の状況を示す書類の提出を受け、これを確認
すること等を規定。
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（３）障害者の消費者被害の防止策の強化

　消費者庁では、高齢者及び障害者の消費者ト
ラブルの防止等を目的とし、障害者団体のほか
高齢者団体、福祉関係者団体、消費者団体、行
政機関等を構成員とする「第19回高齢消費者・
障がい消費者見守りネットワーク連絡協議会」
を開催しました。また、地方消費者行政強化キャ
ラバンによる地方公共団体の長等への働きかけ
を行い、消費者安全確保地域協議会の設置を促
すほか、地方消費者行政強化交付金等により、
被害に遭うリスクの高い消費者（障害者等）を
効果的・重点的に地域で見守る体制を構築し、
消費者トラブルの未然防止、早期発見及び拡大
防止を図る取組等を支援するとともに、障害者
の特性に配慮した消費生活相談の体制整備を図
る取組等を促進しています。
　国民生活センターでは、引き続き障害者から
の消費生活相談を受け付けるとともに、相談体
制の更なる整備を行っています。
　また、高齢者や障害のある人のほか、その周
りの人々に悪質商法の手口やワンポイントアド
バイス等をメールマガジンやウェブサイトで伝
える「見守り新鮮情報」を発行するとともに、
ウェブサイトではウェブアクセシビリティ対応
等を実施しました。
　さらに、「くらしの豆知識67」の作成に当たっ
ては、カラーユニバーサルデザイン認証を取得
しています。また、デイジー図書（国際標準規
格の視覚障害者向けデジタル録音図書）を作成
し、消費生活センターや点字図書館等に配布し
たほか、国立国会図書館の「視覚障害者等用デー
タ送信サービス」に登録しました。

（４）ギャンブル等依存症についての対策の

推進

　内閣官房では、「ギャンブル等依存症対策基
本法」（平成30年法律第74号）及び「ギャンブ
ル等依存症対策推進基本計画」（平成31年４月
閣議決定、令和４年３月変更）等に基づき、都
道府県ギャンブル等依存症対策推進計画の策定
について支援するなど、関係省庁と連携しなが
ら各種施策を推進しています。
　厚生労働省では、都道府県等において、精神

保健福祉センターや消費生活センター等の関係
機関における連携協力体制の構築等を図るため
の支援を行っています。また、各依存症に関す
る情報や相談拠点・専門医療機関等の情報提供
を行いました。
　消費者庁では、関係省庁等との連携の下、消
費生活相談への的確な対応や地域における普及
啓発のため、地方公共団体向けの支援、消費者
向けの情報提供等に取り組んでいます。2023
年度は、これまでに作成した注意喚起・普及啓
発資料を活用した情報発信等に取り組みました。
　国民生活センターでは、消費生活相談員向け
にギャンブル依存症対策に関する研修を実施し
ました。

（５）青少年が安全に安心してインターネッ

トを利用できる環境の整備

　こども家庭庁では、「青少年が安全に安心し
てインターネットを利用できる環境の整備等に
関する法律」（平成20年法律第79号）の規定に
基づき、関係省庁と協力して、青少年のインター
ネットの適切な利用に関する教育及び啓発活
動、青少年有害情報フィルタリングの性能の向
上及び利用の普及、民間団体等の支援等の関連
施策を推進しています。
　また、「青少年インターネット環境整備基本
計画（第５次）」（令和３年６月子ども・若者育
成支援推進本部決定）も踏まえ、フィルタリン
グ利用率向上のための取組の更なる推進、青少
年のインターネットを適切に活用する能力の向
上促進、ペアレンタルコントロールによる対応
の推進等、青少年のインターネット利用環境の
整備に関する施策を総合的に推進しています。

（６）「多重債務問題改善プログラム」の実施

　金融庁及び関係府省庁等では、「多重債務問
題改善プログラム68」に基づき、多重債務者向
け相談体制の整備・強化を始めとする関連施策
に取り組んでいます。
　2023年６月には、新たな課題等への対応を
含めた今後取り組むべき施策等について検討す
るため、有識者と関係省庁69から構成される「多
重債務問題及び消費者向け金融等に関する懇談

67�）消費者トラブル対策に役立つ情報をコンパクトにまとめた年１回発行の冊子。
68�）同プログラムでは、「相談窓口の整備・強化」、「セーフティネット貸付けの提供」、「金融経済教育の強化」及び「ヤミ
金の取締り強化」の四つの柱に沿って、取り組むべき施策等がまとめられている。
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会」を開催しました。また、「多重債務者相談
強化キャンペーン2023」（2023年９月１日か
ら同年12月31日まで）において、各都道府県
における消費者及び事業者向けの無料相談会等
の開催、ヤミ金融の利用防止等に関する周知・
広報を実施するとともに、潜在的な多重債務相
談者の掘り起こし等を図るため、相談窓口周知
のためのポスター及びリーフレットを作成し、
関係先に配布しました。また、ギャンブル等依
存症対策の観点から、多重債務相談窓口と精神
保健福祉センター等の専門機関との連携強化に
向けた取組を進めています。
【上記取組の実績】
　・�2023年12月31日時点の貸金業者から５件
以上の無担保無保証借入れの残高がある人
数：13.5万人

　・�2023年度（2024年３月31日時点）の多
重債務に関する消費生活相談の件数２万
1,713件

　・�2023年中の自殺の原因・動機別件数のう
ち「多重債務」の件数：792件（全自殺者
数２万1,837人）

　・�2023年（４月から12月まで）の金融庁・
財務局等・日本貸金業協会における貸金に
関する相談・苦情件数：約1.6万件

　・�2023年中におけるヤミ金融事犯の検挙事
件数及び検挙人員：671事件、732人

　・�2023年中におけるヤミ金融に利用された
口座の金融機関への情報提供件数：9,053
件

　・�2023年中における携帯音声通信事業者へ
の契約者確認の求めを行う旨の報告を受け
た件数70：1,061件

　・�2023年中のインターネット上のヤミ金融
事犯広告の削除要請件数：17万5,339件

（７）生活困窮者自立支援法に基づく支援の

推進

　厚生労働省では、生活困窮者自立相談支援事
業の実施、住居確保給付金の支給その他の生活
困窮者に対する自立の支援に関する措置を講ず
ることにより、生活困窮者の自立の促進を図っ
ています。

　また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大
の影響により収入が減少した方を対象に実施し
た緊急小口資金等の特例貸付（2020年３月31
日から2022年９月30日まで）の借受人に対し、
フォローアップ支援を実施するとともに、
2023年４月には、住まいの確保を支援するた
め、コロナ禍で行っていた住居確保給付金の特
例措置の一部の恒久化や、自立支援機能の強化
等を図るための見直しを行いました。

（８）孤独・孤立に起因する消費者被害の防

止等のための啓発及び相談・見守り活

動等の推進

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影
響により孤独・孤立が社会問題化しており、孤
独・孤立した消費者は悪質な事業者のターゲッ
トになりやすい状況にあります。
　内閣官房では、深刻化する社会的な孤独・孤
立の問題について、関係省庁等と連携し総合的
な取組を推進しています71。2023年５月には、
「孤独・孤立対策推進法」（令和５年法律第45号）
が成立し、同年６月に公布されました（2024
年４月１日施行）。
　消費者庁では、孤独・孤立に起因する消費者
被害を防止するため、NPO等の支援団体と連携
してオンライン相談会を実施し、孤独・孤立に
起因した消費者被害の把握に努めました。また、
孤独・孤立に起因した消費者被害に関するシン
ポジウムを開催し、被害事例や支援策の周知を
行い、NPO等の支援団体に対しても被害防止・
回復のための啓発を行っています。2023年度
には、孤独・孤立と消費者被害に深く関係する
要因である「貧困」にもスポットを当て、貧困
対策を行うNPO等に連携の幅を広げ、シンポジ
ウムを開催し被害事例や支援策を発信しました。
　また、周りに相談ができず、被害の拡大に結
び付きやすい傾向もみられる孤独・孤立した消
費者に対する地域の見守りを一層強化するた
め、地方公共団体における孤独・孤立化した消
費者の消費者トラブルを防止するための取組を
重点的に支援しました。「地方消費者行政に関
する先進的モデル事業」においては、消費者安
全確保地域協議会（見守りネットワーク）の設

69�）警察庁、金融庁、消費者庁、総務省、法務省、財務省、文部科学省、厚生労働省及び経済産業省。
70�）出資法又は貸金業法の規定に基づくもので、警察庁が都道府県警察（生活経済担当課）から報告を受けた件数。
71）2024年度から、内閣府に移管。
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置に向けた地方公共団体への支援を行うととも
に、見守り活動の優良事例の収集・横展開を行
いました。さらに、消費生活に関して関心を持
つ住民、ヘルパー、民生委員・児童委員等、消
費者被害を発見しやすい立場にある者や、地域
の金融機関、コンビニエンスストア、宅配事業
者等の事業者を対象とし、消費生活協力員・協
力団体の養成に向けた取組を行いました。

（９）「旧統一教会」の被害者等の救済に向け

た総合的な対応の推進

　2022年８月に設置した「『旧統一教会』問題
関係省庁連絡会議72」において、同年11月に取
りまとめた「被害者の救済に向けた総合的な相
談体制の充実強化のための方策」に基づき、法
テラスを中核とした関係機関・団体のネット
ワーク化による総合的な相談対応を行いまし
た。また、2023年10月に開催した同連絡会議
において、「旧統一教会」に解散命令請求を行っ
たことや、前記取りまとめに基づく取組状況や
被害者救済に向けた今後の取組方針について情
報共有を行いました。
　2024年１月16日、同連絡会議を引き継ぐ形
で、「『旧統一教会』問題に係る被害者等への支
援に関する関係閣僚会議」が設置され、同月
19日の第１回会議において、被害者等に寄り
添った支援を一層充実・強化するため、被害者
等支援の充実・強化策が取りまとめられました。
　また、旧統一教会の被害者救済のための法整
備を行うための議員立法として、2023年12月
13日に、「特定不法行為等に係る被害者の迅速
かつ円滑な救済に資するための日本司法支援セ
ンターの業務の特例並びに宗教法人による財産
の処分及び管理の特例に関する法律」（令和５
年法律第89号）が成立しました（同年12月30
日から施行。ただし、同法第２章及び附則第３
条第２項の規定については2024年3月19日から
施行。）。被害者の迅速かつ円滑な救済が図られ
るよう、関係省庁で連携し、法律に基づく対応
を行っています。

４．消費者の苦情処理、紛争解決のた

めの枠組みの整備
（１）消費者団体訴訟制度の推進

　「消費者団体訴訟制度」は、内閣総理大臣が
認定した消費者団体（適格消費者団体・特定適
格消費者団体を指す。以下「適格消費者団体等」
という。）が、事業者に差止めや訴訟等をする
ことができる制度です。
　消費者庁では、適格消費者団体等に対する各
種の支援を行っています。
　適格消費者団体等に対して助成を行うことを
目的として設立された民間基金（消費者スマイ
ル基金）を含めた制度等の周知等、財政的な自
立に資する支援を実施しています。また、地方
消費者行政強化交付金の活用等による適格消費
者団体等の設立に向けた取組の支援のほか、消
費者の財産の散逸を防ごうとする特定適格消費
者団体の取組を支援するため、国民生活セン
ターが特定適格消費者団体に代わって仮差押え
に必要な担保を立てることを可能とするなど、
財政面の支援を実施しています。2022年５月
に成立した「消費者契約法及び消費者の財産的
被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の
特例に関する法律の一部を改正する法律」では、
消費者裁判手続特例法について、一定の要件の
下で、慰謝料を消費者団体訴訟制度（被害回復）
の対象となる損害に追加する、事業者以外の個
人を被告に追加するといった対象範囲の拡大が
なされるとともに、和解の早期柔軟化や消費者
に対する情報提供方法の充実、特定適格消費者
団体を支援する法人（消費者団体訴訟等支援法
人）の認定制度の導入等の改正がなされ、
2023年10月１日から施行されました。特に、
特定適格消費者団体を支援する法人について
は、2023年10月10日付けの特定非営利活動法
人消費者スマイル基金からの認定申請を受け、
同年12月20日に同法人を消費者団体訴訟等支
援法人として認定しました。消費者団体訴訟等
支援法人の活動により、消費者団体訴訟等制度
の実効性を高め、消費者の利益の擁護が図られ
るよう、消費者団体訴訟制度の活動を支える環
境整備等を引き続き進めていきます。

72�）「旧統一教会」について社会的に指摘されている問題に関し、悪質商法等の不法行為の相談、被害者の救済を目的とし、
関係省庁間で情報を共有し、連携した対応を検討するため政府として設置したもの。
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（２）製造物責任法の適切な運用確保に向け

た環境整備に関する裁判例の収集・分

析等

　PL法には、製造業者等が、自ら製造、加工、
輸入又は一定の表示をし、引き渡した製造物の
欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害し
たときは、製造業者等の過失の有無にかかわら
ず、これによって生じた損害を賠償する責任が
あることが定められています。
　消費者庁では、PL法に関する裁判例を収集・
分析した上で、論点別に裁判例を抽出・整理・
公表する取組を実施しています。2024年３月
31日時点で消費者庁ウェブサイトに掲載されて
いるPL法関連訴訟一覧の掲載件数は、累計で訴
訟関係485件、和解関係105件、PL法論点別裁
判例一覧の掲載件数は38件となっています。
　そのほか、PL法に関する概要説明及びQ&A
を消費者庁ウェブサイトにおいて公表するな
ど、消費者への情報提供に努めています。

（３）消費者に関する法的トラブルの解決

　法務省では、消費者に関する法的トラブルを
取り扱う関係機関・団体との協議会を開催する
など、緊密な連携・協力関係を構築しています。
　法テラスでは、消費者に関する法的トラブル
等について、経済的に弁護士・司法書士の費用
を支払う余裕がない人々を対象に、無料法律相
談や、弁護士等の費用を立て替える民事法律扶
助による援助を行っています。
　2023年度も引き続き、民事法律扶助業務の
周知徹底を図るとともに、法的トラブルの紛争
解決に向けた支援の提供に努めており、多重債
務問題等に関し、無料法律相談、代理援助及び
書類作成援助を実施しました。さらに、地方事
務所等の相談場所へアクセスすることが困難な
方を対象に、出張・巡回法律相談を実施し、高
齢者を始めとした消費者が抱えるトラブル解決
のための支援の提供に努めています。
　2023年度の実績として、コールセンターへ
の問合せ件数41万9,403件のうち多重債務問題
を含む金銭の借入れについては７万5,048件で
した。

（４）消費者紛争に関するADRの実施

　国民生活センターでは、独立して職権を行う
紛争解決委員会を設置し、消費者紛争のうち、

その解決が全国的に重要である紛争（重要消費
者紛争）について公正・中立に解決を図るADR
を実施しています。
　紛争解決委員会では、2023年度には130件
の和解仲介手続が終了し、このうち72件につ
いて和解が成立しました。さらに、手続が終了
した103件の結果概要を公表しました。また、
2023年度に新たに117件の和解仲介手続の申
請を受け付けました。
　このほか、国民生活センター法第34条の規
定に基づき、都道府県・政令市の苦情処理委員
会等へ実施状況等に関する情報共有を行ったほ
か、他のADR機関と意見交換を実施しています。

（５）金融ADR制度の円滑な運営

　金融分野における苦情・紛争解決については、
金融分野における裁判外紛争解決制度（以下「金
融ADR制度」という。）の下、現在、銀行・保険・
証券等、業態別に八つの指定紛争解決機関（以
下「指定機関」という。）が当該業務に従事し
ています。2023年度は、これら８指定機関に
おいて、苦情処理手続7,846件、紛争解決手続
1,281件の処理を行いました（件数は2023年
度の速報値）。
　金融庁では、指定機関に対する利用者の信頼
性向上や各指定機関の特性を踏まえた運用の整
合性確保を図るなど、同制度の適切な運営に取
り組んでいます。
　2023年度には、金融トラブル連絡調整協議
会（指定機関に加え、消費者行政機関・業界団
体・弁護士等も参加）を開催し、各指定機関の
業務実施状況や指定機関の業務運営態勢の深化
及びオンラインの活用も含めた利用者利便に一
層資する取組等について議論を行いました。ま
た、同協議会に提示した指定機関の業務実施状
況等に関する資料を金融庁ウェブサイトに掲載
するなど、金融ADR制度の確実な浸透に向けて
積極的な広報にも取り組んでいます。

（６）商品先物ADR制度の円滑な運営

　経済産業省及び農林水産省では、商品先物取
引法の規定に基づき紛争解決等業務を行ってい
る日本商品先物取引協会において、紛争仲介手
続が標準手続期間（４か月）に確実に実施され、
全ての新規顧客に対して当該制度の周知が徹底
されるよう、同協会に対する監督を行うととも
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に、紛争仲介を含めた苦情・相談を同協会へ連
絡するようパンフレットを作成し、各消費生活
センター等へ送付するなどの周知を行いまし
た。2023年度も引き続き、同協会ウェブサイ
トにおいて当該制度の周知を行い、関係事業者
のウェブサイトにおいて相談窓口等の周知を行
いました。

（７）住宅トラブルに関するADRの実施

　国土交通省では、住宅品確法及び「特定住宅
瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」（平
成19年法律第66号）の規定に基づき、建設住
宅性能評価書が交付された住宅及び住宅瑕疵担
保責任保険を付した新築住宅の請負契約又は売
買契約に関する紛争については、全国52の住
宅紛争審査会（弁護士会）においてADRを実施
しています。また、建設工事の請負契約に関す
る紛争については、「建設業法」（昭和24年法
律第100号）の規定に基づく全国48の建設工
事紛争審査会（国土交通省及び各都道府県）に
おいてADRを実施しています。
　また、国土交通省では、既存住宅流通やリ
フォーム工事に関する悪質事案の被害防止の観
点から、以下のような取組を行っています。
　・�「住まいるダイヤル」（公益財団法人住宅リ
フォーム・紛争処理支援センター）におい
て、リフォーム工事の内容や価格、事業者
に確認すべき点等に関する相談を含めた住
宅に関する電話相談業務、リフォーム工事
の見積書についての相談を行う「リフォー
ム見積チェックサービス」を実施していま
す。また、全国の弁護士会において、弁護
士と建築士が対面による相談を行う「専門
家相談制度」等の取組を進めています。さ
らに、住まいるダイヤルのウェブサイト73に
おいて、住宅に関する悪質事案を含む代表
的な相談内容と相談結果を公表しています。

　・�消費者が安心して中古住宅を取得し、リ
フォームができるよう、検査と欠陥への保
証がセットになった既存住宅売買瑕疵保険
やリフォーム瑕疵保険、大規模修繕工事瑕
疵保険等の保険制度を引き続き実施してお
り、2022年10月１日から全国52の住宅紛

争審査会（弁護士会）におけるADRを利用
できるようになりました。また、これらの
保険を利用する事業者を登録し、一般社団
法人住宅瑕疵担保責任保険協会のウェブサ
イトで公表しており、消費者は事業者選び
の参考とすることができます。

　・�リフォーム支援制度を紹介したガイドブッ
クや住まいるダイヤルが作成する各種パン
フレット等を通じて、住まいるダイヤルや、
リフォーム瑕疵保険の有用性等について消
費者に周知しています。

（８）IT・AIを活用した民事紛争解決の利用

拡充・機能強化

　法務省では、「ODR活性化検討会74」におけ
る検討結果を踏まえ、ODRの推進のための取組
を行っています。
　2022年３月に策定した「ODRの推進に関す
る基本方針～ODRを国民に身近なものとする
ためのアクション・プラン～」に基づき、「ODR
推進会議」及び同会議の下に設置されたワーキ
ンググループにおける議論を踏まえ、同基本方
針に掲げられたODRの推進策を具体化した取
組を順次進めています。
　その一環として、2023年度は、ODRの推進
基盤整備として、前年度に引き続き、「ADRの
日（12月１日）」及び「ADR週間（同日から同
月７日まで）」に、オンライン・フォーラムの
開催や関係団体等と連携した集中的な広報活動
を行うなどするとともに、ODRの社会実装のた
めの環境整備として、一つのデジタルプラット
フォーム上で法律相談からADRまでをワンス
トップで行うサービスを提供し、その効果、課
題及び対応策の分析・検証を行う「ODR実証事
業」を行うなどしました。
　消費者庁では、デジタル社会に対応した消費
生活相談を実現するためのデジタルトランス
フォーメーションに関する取組を推進していま
す。また、地方消費者行政強化交付金等を通じ
て、地方公共団体によるSNS等を活用した相談
受付体制の構築を支援しています。

73�）https://www.chord.or.jp/index.php
74�）オンラインでの紛争解決（ODR）等、IT・AIを活用した裁判外紛争解決手続等の民事紛争解決の利用拡充・機能強化
に関する検討会（2019年９月～2020年３月）。
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消費者による公正かつ持続可能な社会への参画等を通じた経済・社会構造の変革の促進第２節

１．食品ロスの削減等に資する消費者

と事業者との連携・協働
（１）食品ロスの削減の推進に関する法律に

基づく施策の推進

　「食品ロス」とは、まだ食べられるにもかか
わらず廃棄される食品のことを指します。
　国民運動として食品ロスの削減を推進するた
め、消費者庁には「食品ロス削減推進会議」が
設置され、10月が「食品ロス削減月間」、10月
30日が「食品ロス削減の日」とされています。
　消費者庁、農林水産省、環境省、こども家庭
庁、法務省、文部科学省、厚生労働省及び経済
産業省では、2023年12月22日に、未利用食品
を活用するフードバンク活動を始めとする食品
寄附活動、外食時の食べきりに係る取組と食べ
残しの持ち帰り、食品の製造、販売、消費に至
る一連の過程における食品廃棄物の排出削減の
取組を促進するための具体的な施策をまとめた
「食品ロス削減目標達成に向けた施策パッケー
ジ」を取りまとめました。
　消費者庁、農林水産省及び環境省では、一般
社団法人日本フランチャイズチェーン協会と連
携して、全国のコンビニエンスストアにおいて
「てまえどり」の呼び掛けを食品ロス削減月間
に合わせて実施しました。また、消費者・事業
者・地方公共団体等の食品ロス削減に関わる
様々な関係者が一堂に会し、関係者の連携強化
や食品ロス削減に対する意識向上を図ることを
目的として、2023年10月に石川県金沢市にお
いて、第７回食品ロス削減全国大会が開催され、
関係各省庁もブース出展等を行いました。さら
に、全国おいしい食べきり運動ネットワーク協
議会と共同で、「『おいしい食べきり』全国共同
キャンペーン」を2023年12月から2024年１
月までにかけて実施しました。外食時の食べき
り（「30（さ ん ま る）・10（い ち ま る） 運
動75」等）のほか、デリバリーやテイクアウト
等による家庭での食事の機会が増加しているこ
とから、家庭での食べきりについても啓発を行

いました。
　消費者庁及び環境省では、食品ロス削減推進
法及び「食品ロスの削減の推進に関する基本的
な方針」（令和２年３月閣議決定）に基づき、
食品ロス削減の取組を広く国民運動として展開
していくことを目的として、消費者等に対し広
く普及し、波及効果が期待できる優れた取組を
実施した者を表彰する「令和５年度食品ロス削
減推進表彰」を実施し、93件の応募から内閣
府特命担当大臣（消費者及び食品安全）賞１件、
環境大臣賞１件を含めた合計11件の受賞を決
定しました。
　消費者庁では、「令和５年度『めざせ！食品ロ
ス・ゼロ』川柳コンテスト」を実施し、１万9,717
件の応募から内閣府特命担当大臣（消費者及び
食品安全）賞１件、消費者庁長官賞２件、審査
委員賞４件の受賞を決定しました。さらに、地
域において食品ロス削減を推進する人材を育成
するために「食品ロス削減推進サポーター」制
度を創設し、2024年３月31日時点では約2,700
人をサポーターとして認定しています。
　農林水産省では、納品期限の緩和や賞味期限
表示の大括り化に取り組む事業者の実態調査を
行い、10月30日を「全国一斉商慣習見直しの日」
として、事業者名や取組事例等の公表を行いま
した。また、食品ロス削減のための消費者理解
を促進するため、全国の小売事業者や外食事業
者、地方公共団体等が利用可能な啓発資材を提
供し、食品ロス削減月間において、「てまえどり」
の呼び掛けを含めた消費者啓発活動を推進しま
した。2024年２月の恵方巻きシーズンには、
小売事業者に対し、食品ロス削減のための啓発
資材の提供を行うとともに削減に取り組んだ小
売事業者等を公表し、消費者の理解促進を図り
ました。
　さらに、食品関連事業者を始めとする関係者
に食品ロス削減国民運動ロゴマーク「ろすのん」
の普及を実施しています（2024年３月31日時
点の利用件数は1,469件）。あわせて、未利用

75�）宴会時の食べ残しを減らすため乾杯後の30分間とお開き前の10分間は席に着いて料理を楽しもうという運動。長野県
松本市で始まり、各地方公共団体で工夫し展開されている。
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食品の提供等を通じた食品ロスの削減を推進す
るため、食品提供元の確保等の課題解決に資す
る専門家派遣やフードバンクのスタートアップ
団体への支援及び広域連携等の先進的な取組の
支援等を行いました。
　環境省では、食品ロスの削減及び食品リサイ
クルに先進的に取り組む地方公共団体及び事業
者等を支援するため、食品廃棄ゼロエリア創出
モデル事業及び食品廃棄ゼロエリア推進方策導
入モデル事業を実施しました。
　また、他の地方公共団体担当者が同様の取組
をする際に参考となる事例を取りまとめた「自
治体職員向け食品ロス削減のための取組マニュ
アル」2023年10月の更新版では、新たに二つ
の地方公共団体における事例を追加しました。
　このほか、教育現場における食品ロス削減に
関する取組についての事例を取りまとめた「自
治体職員のための学校給食の食べ残しを減らす
事業の始め方マニュアル」2023年６月の更新
版では、新たに二つの地方公共団体における事
例を追加しました。

（２）食育の推進

　「食育基本法」（平成17年法律第63号）及び「第
４次食育推進基本計画」に基づき、関係府省庁
等が連携しつつ、家庭、学校、地域等において
国民運動として食育を推進しています。
　農林水産省では、国民に食育への関心を持っ
てもらうために、2023年６月に「第18回食育
推進全国大会inとやま」を開催しました。また、
ボランティア活動や教育活動、農林漁業、食品
製造・販売等の事業活動を通じた食育推進の優
れた取組に対して、第７回食育活動表彰を実施
しました。さらに、食や農林水産業への関心を
深められる農林漁業体験機会の提供等、地域の
関係者等が連携して取り組む食育活動を重点的
かつ効率的に支援しています。このほか、健全
な食生活の実現に当たり、消費者が自ら食育に
関する取組を実践できるよう、食事バランスガ
イドの活用やごはんを中心に多様な副食を組み
合わせ栄養バランスに優れた「日本型食生活」
の実践等の普及啓発に努めています。
　文部科学省及びこども家庭庁では、父母その

他の保護者や教育、保育に携わる関係者等の意
識の向上を図るとともに、相互の密接な連携の
下、家庭、学校、保育所、地域社会等の場で子
供が楽しく食について学ぶことができるような取
組が積極的になされるよう施策を講じています。

２．環境の保全に資する消費者と事業

者との連携・協働
（１）脱炭素社会づくりに向けたライフスタ

イルの変革

　環境省では、カーボンニュートラル実現に向
けて国民のライフスタイル変革を強力に後押し
するため、2022年10月から「デコ活」（「脱炭
素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運
動76」）を推進しています。
　デコ活では、国民・消費者の行動変容・ライ
フスタイル転換を強力に促すため、衣食住・職・
移動・買物といった生活全般にわたる国民の将
来の暮らしの全体像「脱炭素につながる新しい
豊かな暮らしの10年後」を提案するとともに、
デコ活と同時に発足したデコ活応援団（官民連
携協議会）に参画する企業、自治体、団体等と
も連携しながら、豊かな暮らし創りを強力に後
押しすることで、新たな消費・行動の喚起と国
内外での需要創出にもつなげています。
　デコ活の具体的な取組である「デコ活アク
ション」では、暮らしを豊かにより良くする取
組として、デ・コ・カ・ツの４文字にちなんだ
“まずはここから”の４アクションを筆頭に、“ひ
とりでにCO2が下がる”３アクション、“みんな
で実践”する６アクションの計13アクションを
決定しました。このような日常における一人一
人のデコ活の実践も併せて呼び掛け、行動変容、
ライフスタイル転換を後押ししています。

（２）海洋プラスチックごみ削減に向けた国

民運動（「プラスチック・スマート」）

の推進

　環境省では、世界的な海洋プラスチックごみ
問題の解決に向けて、個人・地方公共団体・
NGO・企業・研究機関等が連携協働して「プ
ラスチックとの賢い付き合い方」を進める「プ
ラスチック・スマート」を推進しています。そ

76�）二酸化炭素（CO2）を減らす（DE）脱炭素（Decarbonization）と、環境に良いエコ（Eco）を含む“デコ”に、活動・生
活を組み合わせた新しい言葉。

　　https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/
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うした幅広い主体から、海洋プラスチックごみ
問題の解決に貢献する約3,400件の取組が登録
されています（2024年３月時点）。

（３）循環型社会形成に向けた情報提供事業・

普及啓発事業の実施等

　環境省では、コアターゲットである若い世代
を中心に、資源を有効活用することの重要性や
3R（リデュース・リユース・リサイクル）の
取組を多くの方々に知ってもらい、行動へ結び
付けるため、ウェブサイト「Re-Style77」を運
営し、循環型社会に向けた多様な活動等の情報
を定期的に更新しています。また、2006年か
ら毎年３R推進月間中に実施している３R推進
全国大会において、３R促進ポスター展示のほ
か、3Rの事例紹介を兼ねた企業見学会や関係
機関の実施する３R関連情報等のPRを行いまし
た。
　経済産業省及び関連６省78では、3Rの推進に
貢献している個人、グループ、学校及び企業等
を表彰する「リデュース・リユース・リサイク
ル推進功労者等表彰」（主催：リデュース・リユー
ス・リサイクル推進協議会）を後援し、優れた
3Rの取組の普及を支援しています。
　経済産業省では、2023年10月の3R推進月間
において、ポスター展示や関係機関の実施する
イベント等のPRを行うとともに、資源循環の
更なる普及又は循環経済への移行に寄与する先
進的な技術や取組等を表彰する「資源循環技術・
システム表彰」（主催：一般社団法人産業環境
管理協会）に対する後援等を通じ、新たな資源
循環ビジネスの創出を支援しました。

（４）生物多様性79の保全と持続可能な利用の

促進

　環境省では、「昆明・モントリオール生物多
様性枠組」や、SDGsの普及、ESG金融の拡大等
の動向を踏まえ、個々の事業者によるサプライ
チェーン等も考慮した自主的な取組の促進を図
るとともに、事業者間及び市民を含む多様な主
体間の連携・協働を促進しています。

　2023年度には、企業が生物多様性の保全や
自然資本の持続的利用を目指す際の参考とし
て、「生物多様性民間参画ガイドライン」の改
訂版（第３版）を公表しました。また、個々の
企業が自然資本を経営に取り込み、その取組を
消費者や市場等が評価する社会へと変化するこ
とを通じ、資金の流れの変革等がなされた「ネ
イチャーポジティブ経済」への移行を目指す「ネ
イチャーポジティブ経済移行戦略」を関係する
４省80で策定しました。
　さらに、産官学民の連携・協力によって、企
業や国民の生物多様性に配慮した具体の行動変
容を促進するため、「2030生物多様性枠組実現
日本会議（J-GBF）」における各種フォーラム等
の開催や、小売店等と連携した行動変容の影響
調査及び検証等を通じて、消費者の生物多様性
に配慮した商品選択の促進を図っています。

（５）有機農産物を始めとする環境に配慮し

た食品への理解と関心の増進

　有機農業は、農業の自然循環機能を大きく増
進し、かつ農業生産活動に由来する環境への負
荷を大幅に低減し、生物多様性の保全等に資す
るものです。
　農林水産省では、国産の有機食品に対する消
費者の需要を喚起するため、小売及び飲食事業
者による「国産有機サポーターズ」と連携し、
セミナーやワークショップの開催等の取組を支
援するほか、「農林水産祭　実りのフェスティ
バル」や「GOOD LIFEフェア」において、有機
農業に関する展示を行うなど、消費者に向けた
積極的な情報発信を行いました。
　また、みどりの食料システム戦略推進交付金
において、農業者のみならず地域の消費者等を
巻き込んだ地域ぐるみでの有機農業のモデル産
地を創出するため、93の市町村において生産
から消費（学校給食やマルシェの開催等）まで
一貫した取組を支援しました。
　さらに、有機農業と地域振興を考える自治体
ネットワークの活動として、学校給食での有機
食品の利用等、有機農業を地域で支える取組事

77�）https://www.re-style.env.go.jp/
78�）関連６省とは、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省及び環境省のこと。
79�）「生物多様性基本法」（平成20年法律第58号）において「生物の多様性」とは、様々な生態系が存在すること並びに生
物の種間及び種内に様々な差異が存在することとされている。

80�）環境省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省。
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例の共有等を行うため、2024年１月に「オー
ガニックビレッジ全国集会」を開催し、長野県
松川町等による講演を行いました。
　このほか、未来につながる持続可能な農業推
進コンクールを実施し、受賞事例についてウェ
ブサイト等を通じ広報するなど、引き続き有機
農業を始めとする環境保全型農業に対する国民
の理解を深める取組を行いました。
　加えて、「みどりの食料システム戦略」を踏
まえ、農産物の生産段階における生産者の環境
負荷低減の努力を「見える化」し、星の数で分
かりやすく表示する取組を進めています。
2023年度に米、トマト、キュウリ等の23品目
を対象に、化石燃料や化学肥料、化学農薬の低
減、農地土壌へのバイオ炭の施用等の温室効果
ガス削減への貢献を星の数で表示する等級ラベ
ルを付して、小売店舗を始め、外食、教育機関
等の多様な業態で実証販売を行いました。
2024年３月からは、新たなラベルデザインで
ガイドラインに則った本格運用を開始しまし
た。同時に、米については、化学肥料や化学農
薬の低減、冬期湛水等の取組に応じ、生物多様
性保全への貢献も追加的指標として表示ができ
るようになりました。
　さらに、消費者庁・農林水産省・環境省が連
携した「あふの環2030プロジェクト」において、
環境に配慮した消費行動に資する情報の発信を
行う「サステナウィーク2023」や持続可能な
取組を表彰する「サステナアワード2023」を
実施しました。また、消費者庁・農林水産省共
催の日経SDGsフォーラムでは、持続可能な食
料システムの構築に向けた理解醸成のためのシ
ンポジウムを行いました。

（６）各種リサイクル法等の普及啓発

　環境省及び経済産業省では、2022年４月に
施行した「プラスチックに係る資源循環の促進
等に関する法律」（令和３年法律第60号）の円
滑な施行のため、「プラスチックは、えらんで、
減らして、リサイクル」と題した特設サイトを
運用しています。また、説明会、制度の解説や
支援措置の情報等を活用して情報発信・普及啓
発を行いました。
　環境省では、消費者に対して小型家電リサイ
クル制度の認知度向上を図るために、地域の関
係主体（自治体、認定事業者、小売業者、製造

業者、消費者等）が連携した地域レベルでの創
意工夫を支援するモデル事業を実施しました。
　経済産業省では、3R政策に関するウェブサ
イトにおいて、取組事例や関係法令の紹介、各
種調査報告書の提供等を行いました。

３．その他の持続可能な消費社会の形

成に資する消費者と事業者との連

携・協働
（１）エシカル消費の普及啓発

　より良い社会に向けて、地域の活性化や雇用
等を含む人や社会・環境に配慮した消費行動で
ある「エシカル消費」への関心が高まっています。
　こうした消費行動の変化は、消費者市民社会
の形成に向けたものとして位置付けられるもの
であり、持続可能な社会の形成に向けて大きな
可能性を秘めています。そして、その実現のた
めには、消費行動の進化と事業者サイドの取組
が相乗的に加速していくことが重要です。
　消費者庁では、2023年度において、啓発用
のパンフレット、ポスター、動画や学習教材等
の学校や地域等での活用促進、事業者主催の普
及啓発イベントへの積極的な参画のほか、特設
サイトやSNS等における情報発信の充実に向け
た取組を進めています。
　サステナブルファッションについては、
2023年11月に消費者庁、経済産業省及び環境
省による「サステナブルファッションの推進に
向けた関係省庁連携会議」を開催し、今後の連
携する取組について確認しました。消費者庁で
は、消費者の行動変容を促すために、特設ペー
ジにおける情報発信の強化や、インフルエン
サーとの連携に取り組んでいます。
　また、木材及び木材を原材料とする紙、家具
等の製品については、地域及び地球環境の保全
に資することを目的として制定された「合法伐
採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」
（平成28年法律第48号。以下「クリーンウッ
ド法」という。）の規定に基づき、国内外の法
令に適合して樹木が伐採されたかどうかを事業
者が確認することが求められています。
　農林水産省、経済産業省及び国土交通省では、
クリーンウッド法に基づき合法性の確認を確実
に行う事業者を対象とする登録制度を運用して
いるほか、消費者及び事業者に対して、合法性
の確認の意義等に関する普及啓発を行っていま
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す。さらに、農林水産省は、ウェブサイト「ク
リーンウッド・ナビ」を通じて、事業者が合法
性の確認に必要な各国の関係法令等について広
く情報提供を行うとともに、森林・林業・木材
産業関係団体で構成された協議会を通じて、合
法性の確認に取り組む事業者を支援しています。
　2023年４月には、国内市場で最初に木材等
を譲り受ける事業者に合法性の確認を義務付け
ること等を内容とする「合法伐採木材等の流通
及び利用の促進に関する法律の一部を改正する
法律」（令和５年法律第22号）が成立しました。
2025年４月の施行に向けて、消費者及び事業
者への周知を行っています。

（２）消費者志向経営の推進

　消費者庁では、消費者志向経営の推進のため、
事業者団体、消費者団体及び行政機関で構成さ
れる消費者志向経営推進組織（以下「推進組織」
という。）において、「消費者志向自主宣言・フォ
ローアップ活動81」等の推進活動を実施してい
ます。
　また、消費者志向経営のより一層の推進に向
けて、優良事例を発信していくため、「消費者
志向経営優良事例表彰」を行っています。
2023年度は内閣府特命担当大臣表彰１件、特
別表彰１件、消費者庁長官表彰４件を表彰しま
した。
　さらに、消費者志向自主宣言事業者を対象に、
おおむね毎月「消費者志向経営に関する連絡会」
を開催し、様々な有識者による講演や優良事例
の共有等を通じて、消費者志向経営の輪を広げ
る取組を進めています。

（３）「ホワイト物流」推進運動の展開

　国土交通省では、トラック運転者不足に対応
し、トラック輸送の生産性の向上・物流の効率
化や、女性や高年齢層を含む多様な人材が活躍
できる働きやすい労働環境の実現に取り組む、
「ホワイト物流」推進運動を、関係省庁等と連
携して推進しています。その一環として、消費

者に対し、再配達の削減や引越時期の分散化を
呼び掛けています。2023年度には、荷主事業
者等を対象としたオンラインセミナーを開催
し、トラック運送業の取引環境適正化に向けた
取組の紹介等を行いました。

（４）「送料無料」表示の見直し

　物流の「2024年問題82」に対して、関係行
政機関の緊密な連携の下、政府一体となって総
合的な検討を行うため、2023年６月に、「我が
国の物流の革新に関する関係閣僚会議」におい
て「物流革新に向けた政策パッケージ」が取り
まとめられ、運賃・料金が消費者向けの送料に
適正に転嫁・反映されるべきという観点から、
「送料無料」表示の見直しに取り組むこととさ
れました。
　これを踏まえて、消費者庁では、物流の「2024
年問題」を消費者にも身近な問題として考えて
もらうため、消費者の意識改革や行動変容が求
められる点に関して、政府の方針を説明するこ
とを目的として、2023年７月、「物流の『2024
年問題』と『送料無料』表示について」を公表
しました。
　また、消費者庁では、関係省庁と連携して、
2023年６月から同年11月までにかけて、「『送
料無料』表示の見直しに関する意見交換会」を
実施し検討を重ねてきました。関係者等の意見
を踏まえ、出席した事業者団体に対して、同年
12月、「送料無料」表示の見直しの要請を行う
とともに、その内容をウェブサイトに公表しま
した。
　消費者庁としては、関係事業者等に送料表示
の見直しを促すとともに、事業者の自主的な取
組状況を注視していきます。

４．事業活動におけるコンプライアン

ス確保の推進
（１）公益通報者保護制度を活用したコンプ

ライアンス確保の推進

　消費者が安全で豊かな消費生活を安心して営

81�）事業者が消費者志向経営を行うことを宣言･公表し、宣言内容に基づいて取組を実施するとともに、その結果をフォロー
アップして、公表する活動。推進組織では、各事業者の自主宣言やフォローアップを推進組織のウェブページ（消費者
庁ウェブサイト内）へ掲載し、消費者・社会へ広く発信している。

82�）2024年４月から、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」（平成30年法律第71号）に基づき、
自動車の運転業務の時間外労働について年960時間の上限規制が適用されるなどにより、輸送力が不足し今のようには
荷物を運べなくなる可能性（何も対策を講じなければ、2024年度には14％、2030年度には34％の輸送力不足の可能性）
があると指摘されている。
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むことができる社会を実現していく上で、事業
者の不祥事を防止することは重要です。労働者
が事業者内部の不正行為を安心して通報できる
よう、通報を理由とする不利益な取扱いから労
働者を保護する必要があります。
　こうしたことから、公益通報者保護法が
2006年から施行されています。同法では、労
働者がどこへどのような内容の通報を行えば保
護されるのかという保護の要件や、公益通報に
関して事業者・行政機関が講ずべき措置等が定
められています。また、「公益通報者保護法の
一部を改正する法律」（令和２年法律第51号）
が2020年に成立し、2022年６月から施行され
ました。当該改正では、事業者に対する内部通
報に対応するための体制整備の義務付け及び同
義務違反等に対する行政措置（助言・指導、勧
告及び勧告に従わない場合の公表）の導入、内
部通報に対応する者に対する守秘義務及び同義
務違反に対する罰則の新設、行政機関への公益
通報に関する保護要件の緩和、保護対象となる
通報者や通報対象事実の範囲の拡大等が行われ
ました。
　しかし、改正法の施行後も、内部通報体制が
整備されていない大手企業の事例がみられるな
ど、公益通報者保護法の普及・浸透は道半ばで
す。このため、消費者庁では、2023年12月には、
内部通報体制を整備していない事業者を支援す
るため、経営者や従業員向けに公益通報者保護
法のポイントをつかむことができるショート動
画や内部通報対応の担当者向けの研修動画のほ
か、内部規程のサンプル等を含む「内部通報制
度導入支援キット」を作成し、公表しました。
また、同法の規定に基づく行政措置や各種実態
調査を的確に実施するとともに、全国各地での
説明会の開催等の周知・啓発活動に引き続き取
り組みました。

（２）景品表示法の普及啓発

　消費者庁では、公正取引委員会の協力を得な
がら、景品表示法の普及・啓発及び同法違反行
為の未然防止等のために消費者団体、地方公共
団体、事業者団体や広告関係の団体が主催する
景品表示法に関する講習会、研修会等に講師を
派遣しています。2023年度は景品表示法に関
する説明会等に199回講師派遣を行い、受講者
数は計約２万人でした。

　そのほか、景品表示法の概要等を取りまとめ
たパンフレット「事例でわかる　景品表示法」
を、消費者団体、地方公共団体、事業者団体等
に対し、2023年度は約2,000部配布しました。

（３）公正競争規約の積極的な活用、円滑な

運用のための支援

　不当な表示や過大な景品類を効果的に規制す
るため、業界自らが自主的かつ積極的に守るべき
ルールとして定めた「公正競争規約」が積極的
に活用され、適切な運用が行われるように公正
取引協議会等を支援することは必要不可欠です。
　公正取引委員会及び消費者庁では、公正競争
規約の新設及び所要の変更について公正取引協
議会等から相談を受け認定を行うとともに、規
約の適正な運用等について必要な助言等を行う
こと等により、公正競争規約の積極的な活用や
適切な運用を促進しています。
　2023年度は、公正競争規約の３件の変更に
ついて認定を行いました。また、公正取引協議
会等関連団体が主催する研修会等へ34回講師
を派遣し、公正取引協議会等の会員等が約
4,370名参加しています。
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「新しい生活様式」の実践その他多様な課題への機動的・集中的な対応第３節

１．「新しい生活様式」の実践や災害時

に係る消費者問題への対応
（１）デジタルプラットフォームを介した取

引等における消費者利益の確保

ア　取引DPF消費者保護法の運用

　消費者庁では、2023年は「取引デジタルプ
ラットフォーム官民協議会」を２回開催し、取
引DPF消費者保護法の運用状況等に関して審議
を行いました。さらに、リーフレットを作成し
て同法の規定に基づく努力義務の履行や開示請
求の利用を促すなど、特定商取引法（通信販売
取引に関する規制）との連動を図った法制度の
運用を行うことにより、取引デジタルプラット
フォームを利用して行われるものを始めとする
通信販売取引の適正化等に取り組みました。

イ　ステルスマーケティングへの対応

　広告であるにもかかわらず広告であることを
隠す、いわゆるステルスマーケティングについ
て、2023年３月、景品表示法第５条第３号に
基づく不当表示として「一般消費者が事業者の
表示であることを判別することが困難である表
示」（いわゆるステルスマーケティング告示）
が新たに指定され、同年10月から施行されま
した。消費者庁では、消費者が、自主的かつ合
理的に商品選択ができるよう、引き続き、事業
者やインフルエンサー、消費者等に対して、ス
テルスマーケティング告示の普及啓発を行うと
ともに本告示の適切な運用を行っていきます。

ウ　デジタル広告に関する取組の例

　内閣官房では、デジタル市場競争会議及び同
会議ワーキンググループにおいて、デジタル広
告市場（関連する検索やSNS等を含む。）につ
いて、消費者の視点から、デジタル広告市場に
おけるパーソナル・データの取得・利用に関す
る懸念として、本人への説明やそれを前提とす
る本人同意が実効的に機能しているかという課
題や、消費者の認知限界を踏まえれば事業者側
に適切な配慮や取扱いを求めることが必要では
ないかといった課題について、2021年４月に
最終報告を取りまとめ、課題解決のアプローチ

等の対応の方向性を整理し、公表しました。
　また、「特定デジタルプラットフォームの透
明性及び公正性の向上に関する法律」（令和２
年法律第38号）の適用対象にデジタル広告市
場を追加するための政令改正やその他のルール
整備について前記ワーキンググループで議論
し、2022年７月に当該政令改正が閣議決定さ
れました。それを受け、経済産業大臣が、同法
に基づき、2022年10月、デジタル広告分野の
「特定デジタルプラットフォーム提供者」とし
て、３社を指定し、毎年度、広告主等との間の
取引環境の改善に向けた取組を評価するプロセ
スを実施しています。なお、同評価のうちパー
ソナル・データの取扱いの観点については、総
務省においてパーソナル・データの取扱い状況
についてプラットフォーム事業者に対してヒア
リングを実施し、その結果に基づき総務省が作
成した評価を参考にすることとされています。

（２）「新しい生活様式」におけるデジタル化

に対応した消費者教育・普及啓発の推進

　消費者庁では、社会のデジタル化に伴い発生
している新たな消費者問題に対応した消費者教
育の推進のため、デジタル教材「デジタル社会
の消費生活」を公表しています。また、2022
年度に開発した若年従業員向け研修プログラム
「消費者と企業人の視点で考えよう　消費生活
のキホン」を、事業者等に講師を派遣して実施
したほか、高齢者向け消費者教育教材とその活
用事例集について、地方公共団体での啓発講座
等での活用を促しています。さらに、VR動画
を活用した「消費者力」育成・強化のための消
費者教育教材を開発しています。このほか、「消
費者教育ポータルサイト」に取組事例を掲載す
るなど、関係機関が作成した消費者教育教材の
活用促進に努めています。

（３）新型コロナウイルス感染症の感染拡大

等の緊急時における対応の強化

　2020年初頭の新型コロナウイルス感染症の
世界的な感染拡大により、日常の消費生活に大
きな影響が生じました。消費者庁では、新型コ
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ロナウイルス感染症の感染拡大に伴う相談体制
の変更等を行った市町村に対し、消費者ホット
ライン188の接続先を都道府県の消費生活セン
ター等に変更するなどの対応を行ったほか、国
民生活センターでは、新型コロナウイルス感染
症に関連した詐欺的トラブルの未然防止・拡大
防止のため、2021年12月24日から2022年６
月23日まで「新型コロナ関連詐欺 消費者ホッ
トライン」を開設し、土日祝日（年末年始を除
く。）も含め対応しました。

（４）新型コロナウイルス感染症の感染拡大

等の緊急時における関係府省等の連携

　消費者庁では、新型コロナウイルス感染症の
感染が拡大し、マスクやアルコール消毒製品等
が品薄となる中、インターネット上での高額転
売が続いたことから、国民生活安定緊急措置法
の規定に基づき、2020年３月にマスク、同年
５月にアルコール消毒製品について、購入価格
を超える価格での転売を禁止しました。いずれ
の物資も需給のひっ迫が改善したことから、同
年８月に当該規制を解除しました。解除後も引
き続き食料品、生活必需品等の需給の状況を注
視して必要に応じて関係省庁と連携して対応し
ています。新型コロナウイルス感染症の感染拡
大等の緊急時において、これに便乗した悪質商
法等に関して、関係省庁と連携して注意喚起を
実施しました。

（５）特定商取引法及び預託法等の執行強化

等【再掲】

　第２部第２章第１節２．（２）ア　特定商取
引法及び預託法等の執行強化等を参照。

（６）「オレオレ詐欺等対策プラン」等の推進

による特殊詐欺の取締り、被害防止の

推進【再掲】

　第２部第２章第１節２．（７）ア　「オレオレ
詐欺等対策プラン」等の推進による特殊詐欺の
取締り、被害防止の推進を参照。

（７）被害の拡大防止を意識した悪質商法事

犯の取締りの推進【再掲】

　第２部第２章第１節２．（７）ウ　被害の拡
大防止を意識した悪質商法事犯の取締りの推進
を参照。

（８）ヤミ金融事犯の取締りの推進【再掲】

　第２部第２章第１節２．（７）カ　ヤミ金融
事犯の取締りの推進を参照。

（９）特定商取引法の通信販売での不法行為

への対応【再掲】

　第２部第２章第１節２．（10）ア　特定商取
引法の通信販売での不法行為への対応を参照。

（10）生活困窮者自立支援法に基づく支援の

推進【再掲】

　第２部第２章第１節３．（７）生活困窮者自
立支援法に基づく支援の推進を参照。

（11）IT・AIを活用した民事紛争解決の利用

拡充・機能強化【再掲】

　第２部第２章第１節４．（８）IT・AIを活用し
た民事紛争解決の利用拡充・機能強化を参照。

（12）国民生活センターによる消費生活セン

ター等への相談支援機能強化

　国民生活センターでは、全国の消費生活セン
ター等からの商品やサービス等消費生活全般に
関する相談や問合せ等に対応する「経由相談」
を実施しており、各地の消費生活センター等へ
の相談支援機能を強化するため、専門チーム制
を導入し、専門家からのヒアリング、事業者団
体等との意見交換会等を多数行い、専門性の強
化を図っています。
　また、土日祝日に窓口を開設していない消費
生活センター等を支援するため、消費者ホット
ラインを通じて「休日相談」を行うとともに、
平日には、地方の消費生活センター等に電話が
つながらない場合に対応する「平日バックアッ
プ相談」を運営しています。
　さらに、地方の消費生活センター等が昼休み
を設けることの多い平日の11時から13時まで
の時間帯に、消費者から電話で相談を受け付け
る「お昼の消費生活相談」を行っています。
　2023年度は「経由相談」は5,428件、「休日
相談」は5,878件、「平日バックアップ相談」
は3,473件、「お昼の消費生活相談」は2,108件
を受け付けました。
　また、相談処理の専門性の強化を図るため、
法律、自動車、土地・住宅、美容医療及び決済
手段について高度専門相談を実施しています。
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さらに、商品に関する苦情相談の解決のため、
各地の消費生活センター等からの依頼を受けて
商品テストを実施しています。
　このほか、CCJにおいて、越境取引に関する
消費者相談に対応しています。

２．デジタル社会での消費者利益の擁

護・増進の両立
（１）経済のデジタル化の深化に伴う取引・

決済の高度化・円滑化等への対応

ア　キャッシュレス決済及び電子商取引

における安全・安心の実現

　経済産業省では、セキュリティに対する不安
からキャッシュレス決済の利用をためらう消費
者の不安解消に向けて、キャッシュレス決済に
おける主なセキュリティ対策とお店での導入メ
リットを分かりやすく説明した動画及びリーフ
レット「便利で安全なキャッシュレス」を作成
し、経済産業省や関係団体等のホームページで
公開しました。
　金融庁では、「安定的かつ効率的な資金決済
制度の構築を図るための資金決済に関する法律
等の一部を改正する法律」（令和４年法律第61
号）の施行に併せて、電子移転可能型前払式支
払手段の不適切な利用の防止に係る監督上の着
眼点を明確にするため、「事務ガイドライン（第
三分冊：金融会社関係）」を改正しました。
　また、金融庁との連携の下、日本資金決済業
協会において、資金移動サービスの不正利用被
害の発生状況や被害が発生した場合の補償状況
について公表を行いました。さらに、日本資金
決済業協会との意見交換会において、資金移動
業者及び前払式支払手段発行者に対し、フィッ
シング対策や不正利用防止対策の強化を促しま
した。

イ　デジタルプラットフォームを介した

取引等における消費者利益の確保【再

掲】

　第２部第２章第３節１．（１）デジタルプラッ

トフォームを介した取引等における消費者利益
の確保を参照。

（２）「データ駆動社会」におけるビッグデー

タ（パーソナルデータを含む。）の適切

な管理と効果的な活用

ア　情報信託機能の社会実装・普及に向

けた施策の推進

　情報銀行とは、個人の関与の下でパーソナル
データの流通・活用を進める仕組みです。総務
省及び経済産業省では、情報信託機能の認定ス
キームに関する検討会を開催し、「情報信託機
能の認定に係る指針」（以下「認定指針」という。）
の見直しを実施しています。また、総務省では、
情報銀行を活用して個人起点かつ安全なパーソ
ナルデータ流通を実現するために必要なルール
の検討に資する調査・実証事業を実施していま
す。さらに、情報銀行について、その認定を行
う団体と連携し、事業者や消費者への普及促進
に向けて取り組んでいるところです。
　2023年度には、情報銀行において健康・医
療分野の要配慮個人情報を取り扱えるようにす
るため、認定指針を改定しました。また、総務
省では、教育分野やスマートシティにおける情
報銀行の活用に向けた調査等を実施しました。

イ　データヘルスの推進等を通じた医療

分野等におけるビッグデータの適切

な活用

　厚生労働省では、匿名医療保険等関連情報
データベース（NDB83）及び介護保険総合デー
タベース（介護DB84）について、民間事業者等
も含め広く利活用可能なものとし、更に匿名の
まま情報の連携解析を可能としています。
　また、がんゲノム医療については、質の高い
ゲノム情報と臨床情報を、患者同意及び十分な
情報管理体制の下、国内のがんゲノム情報管理
センター（C-CAT）に集積し、当該データを、
関係者が幅広く創薬等の革新的治療法や診断技
術の開発等に分析・活用できる体制を整備し、

83�）「高齢者の医療の確保に関する法律」（昭和57年法律第80号）の規定に基づき、医療費適正化計画の作成、実施及び評
価に資することを目的として、保険者等からレセプト情報や特定健診・特定保健指導情報等を匿名化した上で収集して
いるデータベース。

84�）「介護保険法」（平成９年法律第123号）の規定に基づき、介護保険事業計画の作成、実施及び評価並びに国民の健康
の保持増進及びその有する能力の維持向上に資することを目的として、市町村等から要介護認定情報、介護レセプト等
情報及びLIFE（Long-term care Information system For Evidence：科学的介護情報システム）情報を、匿名化した上で
収集しているデータベース。
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個別化医療を推進しているところです。2019
年６月にがん遺伝子パネル検査が保険収載され
て以降、2024年３月31日時点で７万3,000症
例以上のゲノム情報と臨床情報がC-CATに登録
されました。これらの集積した情報を二次利活
用する体制を構築し利活用を進めています。

（３）デジタルプラットフォームその他技術

革新の成果の消費生活への導入等にお

ける消費者への配慮等

ア　「新しい生活様式」におけるデジタル

化に対応した消費者教育・普及啓発

の推進【再掲】

　第２部第２章第３節１．（２）「新しい生活様
式」におけるデジタル化に対応した消費者教育・
普及啓発の推進を参照。

イ　高齢者等に向けたデジタル活用支援

の推進

　総務省では、高齢者等のデジタル活用の不安
解消に向けて、スマートフォンを利用したオン
ライン行政手続等について、身近な場所で学習
や相談を行えるデジタル活用支援の講習会等
を、全国において実施しています。

ウ　デジタル機器・サービスの利用に係

る新たな消費者問題への対応

　消費者庁では、社会のデジタル化の進展に伴
い新たに登場したデジタル機器・サービスの利
用に係る消費者トラブルに対応するため、「イ
ンターネット通販における表示内容と消費者の
心理的特性等に関する調査」を実施しました。
同調査では、インターネット通販を中心として
見られる、消費者の合理的な思考が妨げられて
しまうおそれのある表示内容に関し、どのよう
な属性・心理的特性を持つ消費者がトラブルに
遭遇しやすいかを調査し、2023年９月に報告
書を公表しました。

エ　電子商取引環境整備に資するルール

整備【再掲】

　第２部第２章第１節２．（10）オ　電子商取
引環境整備に資するルール整備を参照。

オ　自動運転の実現に向けた制度整備の

推進

　国土交通省では、自動運転の普及・促進に向
けた道路側からの支援について検討を行ってい
ます。高速道路での安全で円滑な自動運転を実
現するため、区画線の管理目安や先読み情報の
提供手法等について、官民連携による共同研究
を実施しています。また、まちなかでの自動運
転サービス導入における交通安全対策や道路側
からの情報提供の在り方に関する実証・調査検
討を行っています。
　警察庁では、レベル４85の自動運転に向けた
制度整備に関する課題等について検討を行い、
2022年４月、第208回国会において、レベル
４に相当する、運転者がいない状態での自動運
転である特定自動運行の許可制度の創設等を内
容とする「道路交通法の一部を改正する法律」
（令和４年法律第32号）が成立し、2023年４
月から施行されました。
　デジタル庁では、自動運転等新たなデジタル
技術を活用したモビリティサービスの社会実装
に向けて、デジタル社会推進会議の下に、ワー
キンググループ等を設置し、社会的ルールの在
り方を含めた様々な論点について議論を進めて
います。
　法務省では、自動運転の実用化が検討されて
いる様々なケースにおいて、道路交通法等の関
係法令等の交通ルール、運送事業に関する法制
度等による、関係主体に期待される役割や義務
の明確化についての検討結果を踏まえて、法的
責任に関する検討を行うために、この点に関す
る様々な議論状況を注視しています。

カ　犬猫のマイクロチップ登録義務化

　環境省では、「動物の愛護及び管理に関する
法律等の一部を改正する法律」（令和元年法律
第39号）の規定に基づき、2024年３月31日時
点で130万頭を超える犬猫の情報登録がなされ
ています。マイクロチップの装着とそれにひも
づく所有者等の情報の登録を進めることで、遺
棄の抑止効果や、迷子や災害時に逸走した犬や
猫の飼い主への返還が容易になることが期待さ
れています。環境省では、当該制度の着実かつ

85�）SAE（Society of Automotive Engineers） InternationalのJ3016における運転自動化レベルのうち、システムが全ての動
的運転タスク（操舵、加減速、運転環境の監視、反応の実行等、車両を操作する際にリアルタイムで行う必要がある機能）
及び作動継続が困難な場合への応答を限定された運行設計領域において実行するもの。
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円滑な運用のため、犬猫等販売業者や飼い主等
にマイクロチップ情報登録を促す普及啓発を引
き続き進めるとともに、情報登録システムを使
いやすくするための取組を進めています。

３．消費生活のグローバル化の進展へ

の対応
（１）越境消費者トラブルへの対応力の強化

　情報化や国際化の進展に伴い、消費者がイン
ターネットを通じて気軽に海外事業者と取引で
きるようになった反面、こうした国境を越えた
取引（越境取引）に関連する消費者問題も増加
しています。
　CCJでは、このような問題に対応するため、
越境消費者相談の受付を行っています。2023
年度は6,371件の相談を受け付けました。
　また、海外の消費者相談機関との更なる連携
強化・拡大を進め、CCJと連携する海外消費者
相談機関は、2024年４月１日時点で計15機関、
これらの機関が担当する国・地域は26となっ
ています。

（２）訪日外国人・在留外国人からの相談に

対する体制の強化

　消費者庁では、地方消費者行政強化交付金を
通じて、在留外国人の対応を含む消費生活相談
体制の強化に向けた地方公共団体の取組を支援
しています。2023年４月１日時点では31都道
府県、477市区町村等において通訳の活用等の
体制整備が図られています。
　また、国民生活センターでは、訪日観光客が
日本滞在中に消費者トラブルに遭った際の電話
相談窓口「訪日観光客消費者ホットライン」を
運用しています。同ホットラインでは、多言語
による安定した情報提供を行うため、訪日観光
客を対象とした多言語ウェブサイト及び多言語
チャットボットも整備されています。

（３）二国間・地域間・多国間における政策

対話・協力等の実施

　消費者庁は、2023年４月及び同年11月に
OECD消費者政策委員会（CCP）本会合及び下部
作業部会の製品安全作業部会本会合に参加しま
した。これらの会合では、オンライン上のダーク・

コマーシャル・パターン、グリーン・トランジショ
ンにおける消費者の参画等について議論が行わ
れました。
　さらに、2023年６月には「デジタル時代の
消費者ぜい弱性」の報告書が公表され、デジタ
ル時代においては、ぜい弱性を経験するのは高
齢者等の一部の消費者にとどまらず、状況に応
じてほとんどの消費者がぜい弱になり得るた
め、消費者全般のぜい弱性に対処するための措
置の必要性がますます高まることが示唆されま
した。
　2023年６月にスタートした「製品安全誓約
（日本国）」は、リコール製品や安全ではない
製品がもたらす、生命・身体に及ぼすリスクか
ら、消費者をこれまで以上に保護することを目
的として、OECDが公表した「製品安全誓約の
声明」を踏まえ、消費者庁を始めとする消費者
向け製品の関係省庁と主要なオンラインマー
ケットプレイスの運営事業者による、製品安全
に係る法的枠組みを超えた官民協働の自主的な
取組です。消費者庁は、同年９月にアジア消費
者政策フォーラム、同年11月にOECD製品安全
作業部会にて「製品安全誓約（日本国）」の概
要を紹介しています。
　日本は、CCP及び製品安全作業部会の副議長
を長年務めており、勧告の見直しやガイドライ
ンの作成等において議論を主導し、その方向性
の決定に関与するなど、重要な役割を果たして
います。

（４）海外消費者関係法執行機関との連携

　消費者庁では、2023年５月、消費者月間に
合わせて、ICPEN86が推奨する「詐欺防止月間」
を「ダーク・コマーシャル・パターン」をテー
マに実施したほか、同年５月及び同年10月に
本会合に参加しました。会合では、ぜい弱な消
費者の保護、オンライン上の取引において消費
者の意思決定に影響を及ぼす事業慣行、持続可
能な消費に向けた消費者の参画等に関し情報共
有及び意見交換を行いました。

（５）消費者庁新未来創造戦略本部の機能を

活用した国際共同研究等の推進

　新未来創造戦略本部では、海外の研究者等と

86�）International Consumer Protection and Enforcement Network（消費者保護及び執行のための国際ネットワーク）の略。
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の国際共同研究や政策研究を基点とした国際交
流を行っていくことに加えて、国際シンポジウ
ム等の国際交流事業を実施しています。
　国際シンポジウムでは、2023年６月に、「サ
ステナブルファッションに関する日EU国際シ
ンポジウム」を開催し、消費者・事業者・関係
機関におけるサステナブルファッションに対す
る更なる意識の向上や取組促進に資するため、
日本及びEUの有識者にサステナブルファッ
ションの推進に向けた先進的な取組等について
紹介してもらうとともに、今後の方向性等につ
いて意見交換等を行いました。こうした国際業
務を通じて、海外諸国の消費者政策の情勢を把
握するとともに、消費者庁の取組を世界に発信
していくことを目指しています。
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消費者教育の推進及び消費者への情報提供の実施第４節

１．消費者教育の推進
（１）「消費者教育の推進に関する基本的な方

針（基本方針）」等に基づく消費者教育

の総合的、体系的かつ効果的な推進及

び地域における消費者教育推進のため

の体制の整備

　消費者庁には、消費者教育推進法第19条の
規定に基づき、消費者教育推進会議（以下「推
進会議」という。）が設置されています。推進
会議の任務は、①消費者教育の総合的、体系的
かつ効果的な推進に関して、委員相互の情報の
交換及び調整を行うこと、②「消費者教育の推
進に関する基本的な方針」に関し、意見を述べ
ることです。
　同基本方針は、2023年３月に、消費者の多
様化や社会経済情勢の変化等を踏まえ、２回目
の変更を行いました。
　都道府県及び市町村は、同基本方針を踏まえ、
その区域における消費者教育の推進に関する施
策についての計画（消費者教育推進計画）を定
めるよう努めることとなっています。また、そ
の区域における消費者教育を推進するため、消
費者教育推進地域協議会を組織するよう努める
ことにもなっています。「消費者教育推進計画」
及び消費者教育推進地域協議会は、「地方消費
者行政強化作戦2020」の政策目標に位置付け
られており、消費者行政ブロック会議等におい
て策定・設置を促しています。2023年４月１
日時点で、「消費者教育推進計画」は47都道府
県・19政令市で策定し、消費者教育推進地域
協議会は47都道府県・19政令市で設置してい
ます。
　また、消費者教育推進のための研修を国民生
活センターにおいて行い、2023年度は16回（受
講者数541人）実施しました。
　このほか、「『旧統一教会』問題関係省庁連絡
会議」の取りまとめや「霊感商法等の悪質商法
への対策検討会」の報告書において、消費者被
害の未然防止のための消費者教育の取組強化が
指摘されていることを踏まえ、消費者教育推進
会議の下に「消費者力」育成・強化ワーキング
チームを設置し、幅広い世代を対象に「消費者

力」を身に付けるための効果的な教材の在り方
や普及の方策等について整理し、取りまとめま
した。同取りまとめを踏まえ、VR動画を用い
た体験型教材及び特設ウェブサイトを開発しま
した。

（２）学校における消費者教育の推進

　文部科学省では、2017・2018年に、小・中
学校、特別支援学校小学部・中学部、高等学校
及び特別支援学校高等部の学習指導要領を改訂
し、関連する教科等において消費者教育に関す
る学習内容の更なる充実を図っており、各学校
において、その学習指導要領を踏まえた指導が
行われています。また、「消費者教育の指導者用
啓発資料」等を用いて、消費者教育を通じて育
むべき力と指導者の役割、指導者が消費者教育
を行う上でのヒントや関係者が相互に連携して
取り組む手法等について普及・啓発を行ってい
ます。
　消費者庁では、2022年４月からの成年年齢
引下げに伴い、「成年年齢引下げ後の若年者へ
の消費者教育推進方針―消費者教育の実践・定
着プラン―」に基づき、中学校・私立高等学校・
特別支援学校・大学等を対象とした出前講座の
実施や、「18歳から大人」特設サイトや「消費
者教育ポータルサイト」等において、学校で活
用できる消費者教育教材や啓発資料等の情報発
信を行っています。
　2023年度には国民生活センターにおいて、
教員の指導力向上の観点から、教員を対象とし
た研修を４回実施しました。
　公正取引委員会では、中学生、高校生及び大
学生を対象に、経済活動の基本ルールである独
占禁止法の役割について学んでもらうため、公
正取引委員会事務総局の職員を講師として学校
に派遣して出前授業を実施しており、2023年
度は、全国で233回実施しました。
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（３）地域における消費者教育の推進

　文部科学省では、成年年齢の引下げに伴い、
地域における消費者教育が一層推進されるよ
う、「消費者教育アドバイザー87」の派遣を実
施しました。
　また、多様な主体が情報共有し、地域や学校
で相互に連携するための場として消費者教育
フェスタを開催しており、2023年度は、滋賀
県において「地域連携による消費者教育！ここ
までできる！これからも広げる！～近江八幡８
年の軌跡と未来～」、島根県において「フリー
スクールと通信制高校における消費者教育」を
テーマに、専門家による講演、取組報告やグルー
プディスカッション・パネルディスカッション
を、オンラインと現地開催の併用型で実施しま
した。
　さらに、毎年度、全国（2023年度は15機関（資
格付与講習））で社会教育主事講習88を実施し、
消費者教育の講義を行うなど、地域における消
費者教育の促進に取り組んでいます。
　消費者庁では、地方公共団体におけるコー
ディネート機能の強化に向けて、消費者教育
コーディネーターの活動スキルの向上と課題の
共有等を図ることを目的として、2023年10月
に「消費者教育コーディネーター会議」を実施
しました。
　公正取引委員会では、2023年度には、消費
者に独占禁止法の内容や公正取引委員会の活動
について、より一層の理解を深めてもらうため、
消費者団体等の勉強会等に公正取引委員会事務
総局の職員を派遣する「消費者セミナー」を
88回、公正取引委員会の本局及び地方事務所
等の所在地以外の都市において、「消費者セミ
ナー」、「独占禁止法教室」及び独占禁止法講演
会等を同時に開催する「一日公正取引委員会」
を８回実施しました。

（４）多様な主体（家庭、事業者・事業者団体）

による消費者教育の推進

　消費者庁では、「成年年齢引下げ後の若年者
への消費者教育推進方針―消費者教育の実践・

定着プラン―」に基づき、若年者向け消費者教
育を高等学校段階のみならず、社会人も含めた
生涯を通じた切れ目のない対応へと進展させる
こととしています。2023年度は、若手従業員
向け研修プログラム「消費者と企業人の視点で
考えよう　消費生活のキホン」を実施したほか、
30代以上の従業員及びセカンドライフを見据
えた従業員を対象とした消費者教育プログラム
「企業人向け消費者教育研修プログラム　消費
生活のキホン」の開発を行いました。
　消費者教育ポータルサイトでは、事業者・事
業者団体等が作成した教材や実践事例について
も積極的に収集し掲載するよう努めています。
2024年３月31日時点で、消費者教育ポータル
サイトのアクセス数は、約53万件でした。

（５）法教育の推進

　法務省では、法律専門家ではない一般の人々
が、法や司法制度、これらの基礎になっている
価値を理解し、法的なものの考え方を身に付け
るための教育（法教育）を推進しており、消費
活動の前提となる私法の基本的な考え方につい
ても取り上げるなど、様々な取組を行っています。
　法教育の普及・啓発に向けた取組としては、
学習指導要領を踏まえた学校教育における法教
育の実践の在り方及び教育関係者と法曹関係者
による連携・協働の在り方等、法教育に関する
取組について多角的な視点から検討するため、
法教育推進協議会及び部会を開催（2023年度・
10回）しています。
　また、法教育の具体的内容及びその実践方法
をより分かりやすくするため、発達段階に応じ
た法教育教材を作成し、全国の小中学校、高等
学校、教育委員会等に配布しているほか、これ
らの教材の利用促進を図るため、教材を活用し
たモデル授業例を法務省ウェブサイトで公開し
ています。
　このほか、法教育の担い手である教員が法教
育の具体的な実践方法を習得することを通じて
法教育の推進を図るため、教員向け法教育セミ
ナーを実施しています。

87�）地域における消費者教育が、連携・協働により一層推進されるよう、全国の社会教育等における消費者教育の先駆的
実践者を消費者教育アドバイザーに委嘱し、地方公共団体からの求めに応じて派遣するもの。

88�）社会教育主事となり得る資格を付与することを目的として、大学その他の教育機関で実施される講習（約20日間）。社
会教育主事は、都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に置かれる専門的職員で、社会教育を行う者に対する専門的
技術的な助言・指導に当たる役割。
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　さらに、学校現場等に法教育情報を提供する
ことによって、法教育の積極的な実践を後押し
するため、法教育に関するリーフレットを作成
し、全国の学校、教育委員会等に配布している
ほか、学校や各種団体からの要請に応じて、法
務省の職員を講師として派遣し、教員、児童・
生徒や、一般の人々に対して法的なものの考え
方等について説明する法教育授業を実施してい
ます。
　加えて、成年年齢の引下げに伴い、契約や私
法の基本的な考え方を学ぶことができる高校生
向けのリーフレットを作成し、全国の高等学校、
教育委員会等に配布しています。

（６）金融経済教育の推進

　金融庁では、幅広い層に対して金融経済教育
の取組の推進に向けた取組を行っています。そ
の一環として、2023年３月に提出し、継続審
査となっていた「金融経済教育推進機構」の創
設等を内容とする「金融商品取引法等の一部を
改正する法律」（令和５年法律第79号）が
2023年11月に成立しました。
　また、2022年４月から高等学校において年
次進行で実施されている学習指導要領では、金
融経済分野に関する記述がより充実し、各学校
で取り組まれていることを踏まえ、指導教材の
周知広報やデモ授業の作成に取り組みました。
　その上で、金融広報中央委員会等の関係団体
と連携し、大学生に対し、「金融リテラシー・マッ
プ」に基づいた授業を19大学で実施しました。
また、金融庁及び財務局において、学校や地域
で開催される講座等（オンライン開催を含む。）
への講師派遣を994回実施しました（2024年
３月31日時点）。
　また、金融サービス利用に伴うトラブルの発
生の未然防止等に向けた事前相談の提供の充実
を図るため、「事前相談（予防的なガイド）」に
おいて、相談への対応を行っています。

（７）食育の推進【再掲】

　第２部第２章第２節１．（２）食育の推進を
参照。

（８）エシカル消費の普及啓発【再掲】

　第２部第２章第２節３．（１）エシカル消費
の普及啓発を参照。

２．消費者政策に関する啓発活動の推進
（１）消費者トラブル抑止のための重層的・

戦略的な普及啓発

　消費者庁では、効果的な普及啓発を展開する
ため、消費者庁としての普及啓発戦略を明確に
した上で、災害発生後における注意喚起のため
の資料、リスクの高い取引に対する注意喚起の
ための資料、分野横断的な内容で構成される啓
発用資料等を適時適切に作成しています。その
際、多様な消費者にとって分かりやすい資料に
するとともに、必要とする消費者へ的確に届く
ようにするため、各種の行政及び民間機関との
連携体制の構築・強化に努めています。
　2023年度は、若年者の主要なコミュニケー
ションツールであるLINEを活用すべく、消費
者庁LINE公式アカウント「消費者庁　若者ナ
ビ！」で消費者トラブルに関する注意喚起等を
積極的に行いました。

（２）脱炭素社会づくりに向けたライフスタ

イルの変革【再掲】

　第２部第２章第２節２．（１）脱炭素社会づ
くりに向けたライフスタイルの変革を参照。

（３）海洋プラスチックごみ削減に向けた国

民運動（「プラスチック・スマート」）

の推進【再掲】

　第２部第２章第２節２．（２）海洋プラスチッ
クごみ削減に向けた国民運動（「プラスチック・
スマート」）の推進を参照。

（４）循環型社会形成に向けた情報提供事業・

普及啓発事業の実施等【再掲】

　第２部第２章第２節２．（３）循環型社会形
成に向けた情報提供事業・普及啓発事業の実施
等を参照。
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消費者行政を推進するための体制整備第５節

１．消費者の意見の反映と消費者政策

の透明性の確保
（１）審議会等への消費者の意見を代表する

委員の選任

　消費者庁では、各省庁等に対し、過去に整理
した消費者の意見を代表する委員の考え方に即
して、消費者問題に関連する国の審議会等の委
員を選任するよう検討を促しています。

（２）消費者団体との連携及び支援等

　消費者行政の推進に当たっては、幅広い関係
者に消費者庁の「サポーター」や「提案者」に
なってもらうことが重要です。特に、消費者団
体は、消費生活の実態に即し、消費者の埋もれ
がちな声を集約し、具体的な意見にまとめて表
明する団体であり、その継続的・持続的な活動
は消費者行政の推進に当たり極めて重要です。
　このため、消費者庁では、全国の消費者団体
等と定期的に意見交換の場を設けており、
2023年度は、３月に９団体との意見交換会を
開催しました。また、電子メールを用いた消費
者団体等との意見交換システムを運用し89、全
国の消費者団体等との情報・意見交換を行って
います。さらに、消費者団体等が開催するシン
ポジウム等に消費者庁幹部等を派遣し講演等を
行うとともに、消費者団体の広報誌等への寄稿
やインタビュー取材に対応するなど、消費者団
体等とコミュニケーションを図るとともに、消
費者団体等の活動を支援しています。加えて、
高齢者及び障害者の消費者被害の防止を図るた
め、「高齢消費者・障がい消費者見守りネット
ワーク連絡協議会」を開催し、消費者トラブル
についての情報共有をするとともに、見守り活
動の積極的な取組に向けた申合せを公表するな
どの取組を行っています。
　また、当面の重要課題の解決を見据えた、つ
ながりの場として、「地方連携推進フォーラム」
を開催し、地域における消費者行政関係者等の
連携強化と活動の活性化を支援しています。

（３）消費者政策の実施の状況の報告

　消費者庁では、消費者基本法第10条の２の
規定に基づき、毎年、政府が前年度に講じた消
費者政策の実施の状況について、消費者白書の
一部として国会へ報告、公表を行っています。
2023年度は、６月13日に2022年度の実施状
況について国会へ報告、公表を行いました。

２．国等における体制整備
（１）消費者行政体制の更なる整備等

ア　消費者庁における政策の評価

　消費者庁の2022年度に実施した政策の評価
として、「令和４年度消費者庁政策評価実施計
画」（2023年３月28日消費者庁長官決定）に
基づき、2023年８月に評価書を公表しました。

イ　消費者庁における予算・組織上の措置

　消費者庁では、2023年度に、霊感商法等の
悪質商法対策、デジタル取引における安全・安
心の確保、地域の消費者行政の充実・強化等に
適切に対応するために必要となる予算措置及び
体制整備を行いました。さらに、デジタルを活
用した行政サービスの向上等については追加の
予算措置も行っています。

ウ　消費者委員会における調査審議

　消費者委員会では、独立した第三者機関とし
て、消費者の声を踏まえつつ自ら調査審議を行
い、消費者庁を含む関係省庁の消費者行政全般
に対して建議等を実施するとともに、内閣総理
大臣、関係各大臣等の諮問に応じて調査審議を
行っています。消費者行政が直面する諸課題に
適切に対処するためには、消費者委員会が様々
な消費者問題について調査審議を行い、積極的
に建議等を行うことが重要であることから、内
閣府において、事務局体制の充実・強化を図る
ための予算・定員要求を着実に行うとともに、
民間の多様な専門分野における人材を任期付職
員、技術参与や政策調査員等として任用し、消
費者委員会が行う活動を支えています。

89�）「だんたい通信」の名称でVol. 280まで配信済み。同通信では配信登録団体からの意見を随時受け付けている。
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　消費者委員会では、調査審議を進めるために、
関係省庁への資料要求やヒアリング等を頻繁に
実施しています。この結果、2009年９月の発
足以降、数多くの建議等の表明を行ってきてお
り、これらの建議等は、消費者基本計画への反
映、法令の改正・執行強化等を通じて、消費者
行政の推進にいかされています。
　2023年度においては、「チャットを利用した
勧誘の規制等の在り方に関する消費者委員会意
見」、「多数消費者被害に係る消費者問題に関す
る意見～消費者法分野におけるルール形成の在
り方等検討ワーキング・グループ報告書を受け
て～」等、４件の意見を発出しました。また、
内閣総理大臣からの諮問に応じ、「電力市場に
おける競争環境整備に向けた諸課題についての
答申」を含め、７件の答申等を発出しました。
そのほか、「消費者団体の現状及び今後に向け
た論点整理～政策提言機能を担う消費者団体を
中心とした調査報告～」等、４件の報告書を取
りまとめました。
　また、内閣総理大臣から諮問のあった、超高
齢化やデジタル化の進展等消費者を取り巻く取
引環境の変化に対応するため、消費者の脆弱性
への対策を基軸とし、生活者としての消費者が
関わる取引を幅広く規律する消費者法制度のパ
ラダイムシフトについて、2023年12月に「消
費者法制度のパラダイムシフトに関する専門調
査会」で調査審議を開始しました。

（２）消費者政策の企画立案のための調査の

実施とその成果の活用

　消費者庁では、消費者行政が消費者を取り巻
く環境の変化に対応し消費者政策を企画立案し
ていくために、消費生活や消費者政策に関する
一般消費者の意識、行動等について包括的な調
査項目を設定して、年１回実施している「消費
者意識基本調査」を2023年11月に実施したほ
か、時宜に応じた調査項目を設定した「消費生
活意識調査」を随時実施しており、2023年度
は５回実施しました。
　また、消費者行政の検証・評価の数値指標の
一環として、「消費者意識基本調査」の結果及
び消費生活相談情報等を活用した、2023年の
「消費者被害・トラブル額の推計」を実施しま
した。
　新未来創造戦略本部では、「SNSを活用した消

費生活相談の実証実験」の対象地域を拡大する
など、徳島県等を実証フィールドとしたモデル
プロジェクトを発展させて実施するとともに、
「特殊詐欺等の消費者被害における心理・行動
特性に関する研究」等の研究を進めています。

（３）消費者庁新未来創造戦略本部の機能の

発揮

　消費者庁は、実証に基づいた政策の分析・研
究機能をベースとした消費者行政の発展・創造
の拠点として、2017年７月に設置した消費者
行政新未来創造オフィスにおいて、徳島県等を
実証フィールドとした分析・研究プロジェクト
等を実施してきました。
　2020年７月に徳島県に設置した新未来創造
戦略本部は、機能を充実させ、①全国展開を見
据えたモデルプロジェクトの拠点、②消費者政
策の研究拠点とするほか、③新たな国際業務の
拠点としても位置付けて取組を進めています。
また、首都圏における大規模災害発生時の消費
者庁のバックアップ機能を担うとともに、引き
続き、消費者庁の働き方改革の拠点としても位
置付けられています。

（４）国民生活センターによる消費生活セン

ター等への相談支援機能強化【再掲】

　第２部第２章第３節１．（12）国民生活セン
ターによる消費生活センター等への相談支援機
能強化を参照。

（５）消費者・生活者を主役とする行政を担

う国家公務員の意識改革

　消費者庁及び人事院では、「昇任時相談窓口
等体験研修」を共催により実施しています。
　具体的には、国民生活センターや消費生活セ
ンター、行政相談所、法テラス、公共職業安定
所、福祉事務所及び年金事務所の協力を得て、
消費者・生活者の声に触れる相談窓口業務を体
験する業務体験研修及び同研修で得られた経験
や気付き、行政や公務員の在り方について考え
たこと等を参加者間で討議するとともに、討議
概要を発表する事後研修から構成されています。
　2023年度は、業務体験研修に計148名、事
後研修に計119名が参加しました。研修終了後
に実施したアンケートでは、回答者の98％が、
業務体験研修及び事後研修が「有益」又は「ど
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ちらかと言えば有益」であると回答しました。
また、「国民の声に真摯に耳を傾け、何より国
民の安心・安全の確保のために全力を尽くさね
ばならないという行政・公務員の仕事の原点に
立ち返ることができた」、「より良い行政サービ
スの提供のためには、現場主義の徹底が、何よ
りも重要な行動指針であるべき」等の国家公務
員の意識改革という研修の目的に合致した具体
的な回答が寄せられました。

（６）消費者からの情報・相談の受付体制の

充実

　消費者庁及び関係省庁等では、消費者からの
多様な情報・相談に対応するために、相談窓口
ごとに電話、メール等の受付手段を拡充するな
ど、体制の整備を進めています。
　消費者庁では、消費者からの情報・相談の受
付体制の拡充について、関係省庁等の相談窓口
の設置状況を取りまとめています（主な相談等
窓口は第２部第２章別表参照）。

３．地方における体制整備
（１）地方消費者行政の充実・強化に向けた

地方公共団体への支援等

　消費者庁では、消費者の安全・安心の確保の
ためには、現場である地方消費者行政の充実・
強化が不可欠との認識から、現在、「地方消費
者行政強化作戦2020」に基づく取組を進めて
おり、地方公共団体との連携を強化しながら、
地方消費者行政強化交付金等により地方公共団
体における取組を支援しているところです。
　2023年度は、地方消費者行政強化交付金と
して、霊感商法を含めた悪質商法対策事業の特
別枠（補助率10/10）を含む35.9億円を措置し
ています。加えて、令和５年度補正予算におい
て、同特別枠を含む15億円を措置しました。
　このほか、民間事業者・団体等をプラット
フォームとして、新たな行政手法を構築し、地
方においてモデルとなる事業を創出することを
目的とした「地方消費者行政に関する先進的モ
デル事業」や、消費生活相談員の担い手確保に
向けた養成講座等も実施しています。
　東日本大震災の被災地への支援としては、震
災・原発事故を受けた緊急対応（食品等の放射
性物質検査、食の安全性等に関する消費生活相
談対応等）により、被災県（岩手・宮城・福島・

茨城）では基金に不足が見込まれたため、交付
金等を措置してきました。2023年度には地方
消費者行政推進交付金として福島県に2.44億
円を措置しています。

（２）地域の見守りネットワークの構築

　消費者庁では、消費者トラブルの防止及び被
害からの救済について、地方消費者行政強化交
付金等により、被害に遭うリスクの高い消費者
（障害者、高齢者、被害経験者等）を効果的・
重点的に地域で見守る体制を構築し、消費者ト
ラブルの未然防止、早期発見及び拡大防止を図
る取組等を支援するとともに、地方消費者行政
強化キャラバンによる地方公共団体の長への働
きかけ等により消費者安全確保地域協議会の設
置を促進しています。
　2023年10月には、「第19回高齢消費者・障が
い消費者見守りネットワーク連絡協議会」が構
成団体の見守り活動の更なる促進を図ることを
目的に開催されました。高齢者や障害者の見守
りに関して特に顕著な取組を行っている地方公
共団体、消費者団体及び専門職団体が発表を行
い、情報共有・意見交換を行いました。「高齢者、
障がい者の消費者トラブル防止のため、積極的
な情報発信を行う」こと、「多様な主体と緊密に
連携して、高齢消費者・障がい消費者を見守り
消費者トラブルの被害の回復と未然防止に取り
組む」こと等について申合せの確認をしました。
　また、2023年度には、「地方消費者行政に関
する先進的モデル事業」として「消費者被害の
未然防止・拡大防止に資する見守り活動の促進」
を実施し、見守りネットワークの設置に向けた
地方公共団体への支援を行うとともに、見守り
活動の優良事例の収集・横展開や担い手養成の
ための講座等を実施しました。

（３）地方公共団体との政策・措置に関する

情報等の共有

　消費者庁では、国民生活センター及び経済産
業局等を含めた国の機関と、都道府県・政令市
の担当課長との意見交換や情報共有の場とし
て、「消費者行政ブロック会議」を開催してい
ます。
　また、都道府県・政令市の消費生活センター
所長が意見交換や情報共有を行うため、国民生
活センターが地方公共団体とブロックごとに開
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催する「消費生活センター所長会議」に、消費
者庁職員が出席し、意見交換を行っています。
　加えて、毎年４月に都道府県及び政令市の消
費者行政担当課長等向けの「都道府県等消費者
行政担当課長会議」を開催し、最近の国の消費
者行政の動向について情報の共有を図っています。
　これらの各会議を通じて、各地方公共団体の
消費者行政担当者と意見交換・情報提供を行っ
ています。

（４）都道府県における法執行強化

　国と地方が情報共有を進めて法を厳正に執行
し、被害をもたらしている事業者の行為を是正
することは、消費者被害の拡大防止や軽減、予
防につながります。このため、消費者庁では、
地方公共団体の法執行力を強化することを目的
として、地方公共団体の執行担当者を対象とし
た研修を行っています。
　2023年度には、執行実務に必要となる基礎
知識の習得を目的とした「執行初任者研修」を、
５月にオンラインで実施し（154名参加）、さ
らに、執行に必要な実務スキルの向上を目指し
た「執行専門研修」を、11月に対面形式で実
施（65名参加）しました。

（５）消費者ホットラインの運用及び認知度

の向上

　消費者庁では、全国どこからでも身近な消費
生活相談窓口を案内する３桁の電話番号「188
（いやや！）」（消費者ホットライン90）の運用
を行っており、2023年度の入電件数は102万
1,766件となりました。
　同ホットラインについて、消費者への更なる
普及啓発を図るため、５月18日の「消費者ホッ
トライン188の日」にSNSによる広告配信を行
いました。また、イメージキャラクター「イヤ
ヤン」を活用したポスター・チラシの掲示・配
布を行ったほか、PR動画のイベント会場での
放映や SNSでの配信等、様々な手法による広報
を実施しました。

（６）消費生活以外の相談窓口と消費生活相

談窓口との連携促進

　消費者庁では、「2023年度都道府県等消費者
行政担当課長会議」にて、地方公共団体に対す
る消費生活センター等との連携に関する要請を
行いました。

（７）消費生活相談情報の的確な収集と活用

　PIO-NETでは、消費生活相談業務の円滑な実
施を支援するため、全国に寄せられた消費生活
相談情報が集約されており、国民生活センター
と地方公共団体の消費生活センター等がオンラ
インネットワークで結ばれています。
　消費者庁と国民生活センターでは、消費生活
相談のデジタル化、サービス向上へ向けて、
2023年７月に「消費生活相談デジタル・トラ
ンスフォーメーションアクションプラン
2023」を作成・公表し、同アクションプラン
2022の内容をもう一段、具体化しました。また、
地方公共団体等との意見交換や説明会を随時実
施するとともに、「消費生活相談デジタル化ア
ドバイザリーボード」を開催して、消費生活相
談の現場や有識者からの意見・知見を聴取しな
がら、地方公共団体への情報提供を行いました。
予算面でも、そのためのシステム基盤・業務基
盤の整備を含め、令和５年度補正予算において
国民生活センター運営費交付金50億円、地方
消費者行政強化交付金15億円を措置するなど、
消費生活相談のデジタル化の具体化に向けた検
討を進めました。

（８）国民生活センターによる研修の実施

　国民生活センターの相模原事務所研修施設で
は、2023年度は30回91の研修を実施しました。
　地方公共団体の職員や消費生活相談員等に対
し、新型コロナウイルス感染症対策を講じた上
で、事例検討や参加体験型研修を取り入れた研
修を実施しました。また、同事務所内の商品テ
スト施設を活用した研修も実施しました。

90�）消費者ホットラインは2010年１月12日から「0570-064-370（ゼロ・ゴー・ナナ・ゼロ 守ろうよ みんなを）」で案
内をしていた（現在も引き続き利用可能）。

91�）（実施コース数）
　・消費者行政職員研修：３回
　・消費生活相談員研修：22回
　・消費者教育推進のための研修：５回
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【別表】主な相談等窓口

窓口名称 役割 所管省庁等 電話番号等

消費者ホットライン

身近な消費生活に関する相

談窓口（消費生活センター

等）を案内する。

消費者庁 TEL:188

法人等による寄附の不

当な勧誘と考えられる

行為に関する情報提供

フォーム

法人等による寄附の不当な

勧誘と考えられる行為に関

する情報を受け付ける。

消費者庁

ウェブサイト受付窓口：

https://contact.caa.go.jp/donation_

solicitation/webform-001.html

郵送：〒100-8958

東京都千代田区霞が関 ３ - １ - １

中央合同庁舎第 ４号館　

消費者庁　消費者政策課

寄附勧誘対策室

取引デジタルプラット

フォームを利用する消

費者の利益の保護に関

する法律に基づく申出

取 引 デ ジ タ ル プ ラ ッ ト

フォームを利用する消費者

の利益が害されるおそれが

あると認める場合に、適当

な措置をとるべきことを求

める申出を受け付ける。

消費者庁

下記ウェブサイト参照

https://www.caa.go.jp/policies/policy/

consumer_transaction/digital_platform/

inquiry

消費者安全調査

委員会申出窓口

消費者安全調査委員会に対

する事故等原因調査等の申

出及び申出に関する問合せ

を受け付ける。

消費者庁

下記ウェブサイト参照

https://www.caa.go.jp/policies/

council/csic/application/#offer

特定商取引法違反

被疑情報提供フォーム

特定商取引法違反の疑いの

ある事実に関する情報を受

け付ける。
※�特定商取引法に関する相談・

問合せを受け付けるものでは

ない。

消費者庁

ウェブサイト受付窓口：

https://www.caa.go.jp/policies/policy/

consumer_transaction/specified_

commercial_transactions/disobey_form/

預託法違反

被疑情報提供フォーム

預託法違反の疑いのある事

実に関する情報を受け付け

る。
※�預託法に関する相談・問合せ

を受け付けるものではない。

消費者庁

ウェブサイト受付窓口：

https://www.caa.go.jp/policies/policy/

consumer_transaction/act_on_deposit/

disobey_form/

景品表示法違反

被疑情報提供フォーム

景品表示法違反の疑いのあ

る事実に関する情報を受け

付ける。
※�景品表示法に関する相談・問

合せを受け付けるものではな

い。

消費者庁

ウェブサイト受付窓口：

https://www.caa.go.jp/policies/policy/

representation/contact/disobey_form/

携帯電話に関する

景品表示法違反

被疑情報提供フォーム

携帯電話に関する不当表示

（景品表示法違反）の疑い

のある事実に関する情報を

受け付ける。
※�景品表示法に関する相談・問

合せを受け付けるものではな

い。

消費者庁

ウェブサイト受付窓口：

https://www.caa.go.jp/policies/policy/

representation/contact/disobey_

form_002/
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窓口名称 役割 所管省庁等 電話番号等

ステルスマーケティン

グに関する景品表示法

違反

被疑情報提供フォーム

「一般消費者が事業者の表

示であることを判別するこ

とが困難である表示」（「ス

テルスマーケティング告

示」）に該当する表示（景

品表示法違反）の疑いのあ

る事実に関する情報を受け

付ける。
※�景品表示法に関する相談・問合

せを受け付けるものではない。

消費者庁

ウェブサイト受付窓口：

https://www.caa.go.jp/policies/policy/

representation/contact/disobey_

form_003

食品表示法違反

被疑情報提供フォーム

食品表示法違反の疑いのあ

る事実に関する情報を受け

付ける。
※�食品表示法に関する相談・問

合せを受け付けるものではな

い。

消費者庁

ウェブサイト受付窓口：

https://www.caa.go.jp/policies/policy/

food_labeling/information/contact/

disobey_form/

食品表示に関するお問

い合わせ受付フォーム

食品表示に関するお問合せ

を受け付ける。
消費者庁

TEL:03-3507-8800

ウェブサイト受付窓口：

https://www.caa.go.jp/policies/

application/inquiry/

inquiry_001/#inquiry04

公益通報者保護

制度相談ダイヤル

（一元的相談窓口）

企業の従業員、民間事業者、

行政機関職員等から寄せら

れる「公益通報者保護法」

の制度に関する相談及び通

報先に関する相談や行政機

関の不適切な対応に関する

苦情を一元的に受け付ける。

消費者庁

TEL:03-3507-9262

（聴覚障害者等電子メール相談の受付窓口）

MAIL:g.koueki-soudan@caa.go.jp

食の安全ダイヤル

消費者等からの食品の安全

性に関する情報提供、質問、

意見等を受け付ける。

食品安全

委員会

TEL:03-6234-1177

メール問合せ窓口：

https://form.cao.go.jp/shokuhin/

opinion-0001.html

個人情報保護法

相談ダイヤル

個人情報保護法に関する質

問、民間事業者及び行政機

関等における個人情報等の

取扱い等に関する苦情等を

一元的に受け付ける。

個人情報

保護委員会
TEL:03-6457-9849

公正取引委員会

審査局管理企画課

情報管理室

独占禁止法違反被疑事実に

関する情報を受け付ける。

公正取引

委員会

TEL:03-3581-5471

郵送：〒100-8987

東京都千代田区霞が関 １ - １ - １

中央合同庁舎第 ６号館B棟

公正取引委員会事務総局審査局

管理企画課情報管理室

ウェブサイト受付窓口：

https://www.jftc.go.jp/soudan/

denshimadoguchi/index.html

公正取引委員会

官房総務課

独占禁止法等に関する一般

的な相談を受け付ける。

公正取引

委員会
TEL:03-3581-5471

各都道府県警察

本部及び警察署の

相談窓口

犯罪の未然防止等生活の安

全を守るための相談等に応

じる。

警察庁

TEL:＃9110

・警察相談専用電話「＃9110」番

・�各都道府県警察のウェブサイト参照（FAX・

メール）
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窓口名称 役割 所管省庁等 電話番号等

金融サービス

利用者相談室

金融サービス利用者からの

相談等を一元的に受け付け

る。

金融庁

TEL:0570-016811（ナビダイヤル）

TEL:03-5251-6811（IP電話）

FAX：03-3506-6699（高齢者・障害者専用）

ウェブサイト受付窓口：

https://www.fsa.go.jp/opinion/

郵送：〒100-8967　

東京都千代田区霞が関 ３ - ２ - １

中央合同庁舎第 ７号館

金融庁　金融サービス利用者相談室

カードローン

ホットライン

利用者からの預金取扱等金

融機関のカードローンに関

する情報を受け付ける。

金融庁

TEL:0570-00-6825（ナビダイヤル）

TEL:03-5251-6825（IP電話）

下記ウェブサイト参照

https://www.fsa.go.jp/news/29/

ginkou/20170901.html

多重債務相談窓口
多重債務に関する相談を受

け付ける。
金融庁

下記ウェブサイト参照

https://www.fsa.go.jp/soudan/index.

html

ディスクロージャー・

ホットライン

金融商品取引法上の開示義

務違反等に関する情報を受

け付ける。

金融庁

下記ウェブサイト参照　　

https://www.fsa.go.jp/receipt/d_

hotline/

郵送：〒100-8967

東京都千代田区霞が関 ３ - ２ - １

中央合同庁舎第 ７号館

金融庁企画市場局企業開示課

ディスクロージャー・ホットライン

証券取引等監視委員会

情報提供窓口

証券市場に関する一般投資

家等からの情報を受け付け

る。

金融庁

（証券取引等

監視委員会）

TEL:0570-00-3581 (ナビダイヤル)

TEL:03-3581-9909（一部のIP電話等）

FAX:03-3506-6699（高齢者・障害者専用）

ウェブサイト受付窓口： 

https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/

index.html

郵送：〒100-8922

東京都千代田区霞が関 ３ - ２ - １

中央合同庁舎第 ７号館

証券取引等監視委員会

情報提供窓口

年金運用

ホットライン

投資運用業者による疑わし

い年金運用等に関する情報

を受け付ける。

金融庁

（証券取引等

監視委員会）

下記ウェブサイト参照

https://www.fsa.go.jp/sesc/support/

pension.html

TEL:03-3506-6627

MAIL：pension-hotline@fsa.go.jp

郵送：〒100-8922

東京都千代田区霞が関 ３ - ２ - １ 

証券取引等監視委員会　

年金運用ホットライン

公認会計士・監査審査

会情報受付窓口

公認会計士・監査法人の監

査業務に関する情報、公認

会計士・監査法人の監査業

務以外に関する情報、公認

会計士試験の実施に関する

情報を受け付ける。

金融庁

（公認会計士・

監査審査会）

下記ウェブサイト参照

https://www.fsa.go.jp/cpaaob/

uketuke/01.html

MAIL：cpaaob@fsa.go.jp

郵送：〒100-8905

東京都千代田区霞が関 ３ - ２ - １

公認会計士・監査審査会事務局総務試験課 

情報受付窓口
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窓口名称 役割 所管省庁等 電話番号等

金融モニタリング

情報収集窓口

深度あるモニタリングを行

う観点から、金融機関に関

する情報を収集している。

金融庁

ウェブサイト受付窓口：

https://www.fsa.go.jp/kensa/

郵送：〒100-8967

東京都千代田区霞が関 ３ - ２ - １

金融庁　金融モニタリング情報収集窓口

優越的地位の濫用防止

に係る情報収集窓口

銀証ファイアーウォール規

制に係る優越的地位の濫用

に関する情報等を受け付け

る。

金融庁

TEL:0570-014000（ナビダイヤル）

TEL:03-6206-6610（IP電話）

MAIL：firewall-conduct@fsa.go.jp

郵送：〒100-8967

東京都千代田区霞が関 ３ - ２ - １

金融庁総合政策局リスク分析総括課　優越

的地位の濫用防止に係る情報収集窓口

電気通信消費者

相談センター

利用者が電気通信サービス

を利用している際のトラブ

ル等について電話による相

談を受け付ける。
※�個別のトラブルについて、あっ

せん、仲介、調停を行うこと

はできない。

総務省 TEL:03-5253-5900

迷惑メール

相談センター

特定電子メール法違反の疑

いのある事実に関する相

談・情報を受け付ける。

総務省

TEL:03-5974-0068

下記ウェブサイト参照

https://www.dekyo.or.jp/soudan/

contents/ihan/index.html

違法・有害情報

相談センター

インターネット上のトラブ

ルについて適切に対応する

ためのアドバイスを行う。

総務省
下記ウェブサイト参照

https://ihaho.jp/

生活困窮者の自立支援

に関する相談窓口

全国の自立相談支援機関に

おいて、住まいや仕事、お

金のことなど、生活全般に

わたる困りごとの相談を受

け付ける。

厚生労働省

下記ウェブサイト参照：

https://minna-tunagaru.jp/ichiran/
※�自立相談支援機関の相談窓口一覧を掲載

農林水産省

「消費者の部屋」

農林水産省の所管事項につ

いて消費者からの相談等の

受付、情報提供等を行う。

農林水産省

下記ウェブサイト参照

https://www.maff.go.jp/j/heya/sodan/

index.html

TEL:03-3591-6529

郵送：〒100-8950

東京都千代田区霞が関 １ - ２ - １

農林水産省「消費者の部屋」

食品表示110番
食品表示の偽装等の情報提

供を受け付ける。
農林水産省

TEL: 0120-714-110

下記ウェブサイト参照

https://www.maff.go.jp/j/jas/

kansi/110ban.html

商品先物

トラブル110番

主に農畜産物関係の商品先

物取引の、取引に関する相

談や違反行為等の情報提供

を受け付ける。

農林水産省

TEL:03-3502-8270 

下記ウェブサイト参照

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/

syoutori/dealing/soudan.

html#trouble110
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窓口名称 役割 所管省庁等 電話番号等

無許可業者専用

相談窓口

国の商品先物取引業の許可

を受けていない業者（無許

可業者）が営業している・

無許可業者に被害にあった

等、無許可業者に関する相

談を受け付ける。

農林水産省

TEL:03-3501-6730

下記ウェブサイト参照

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/

syoutori/dealing/soudan.

html#trouble110

地理的表示等の不正表

示通報窓口

地理的表示保護制度に関す

る違反が疑われる情報等を

受け付ける。

農林水産省

下記ウェブサイト参照

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/

gi_act/gi_mark/contact.html

TEL：03-6738-7890

MAIL：contact_gi00@maff.go.jp

郵送：〒100-8950

東京都千代田区霞が関 １ - ２ - １
※�地方農政局等の「地理的表示等の不正表示通報窓

口」での受付も可能

経済産業省

消費者相談室

経済産業省所管の法律、物

資やサービス及び消費者取

引について、消費者からの

苦情、相談、問合せ等を受

け付け、助言や情報提供等

を行う。

経済産業省

下記ウェブサイト参照

https://www.meti.go.jp/intro/consult/

a_main_01.html

TEL:03-3501-4657

FAX：03-3501-6202
※�各地方経済産業局消費者相談室での受付も可能

経済産業省

商品先物トラブル

110番

商品先物取引に関する相

談、商品先物取引業者等へ

の苦情に係る情報、商品先

物市場における相場操縦等

の不公正取引の情報等を受

け付ける。

経済産業省

下記ウェブサイト参照

https://www.meti.go.jp/policy/

commerce/d00/d0000002.html 

TEL:03-3501-1776

電力・ガス取引監視等

委員会相談窓口（情報

提供窓口）

電力・ガス・熱の適正取引

の確保、ネットワーク部門

の中立性確保の観点から、

消費者が小売供給契約を結

ぶ際のトラブル等の相談や

事業者の法令違反行為に関

する情報提供を受け付ける。
※�電力・ガス事業者からの制度

に関する問合せを受け付ける

ものではない。

経済産業省

（電力・ガ

ス取引監視

等委員会）

TEL:03-3501-5725

MAIL：bzl-dentorii@meti.go.jp

国土交通ホットライン

ステーション

国土交通行政に関する要

望、意見等を一元的に受け

付ける。

国土交通省

下記ウェブサイト参照

https://www.mlit.go.jp/hotline/u_

hotline_1503.html

自動車不具合情報

ホットライン

リコール情報等の案内、及

びリコールにつながる不具

合を早期に発見するため、

自動車ユーザーからの不具

合情報を受け付ける。

国土交通省

TEL：0120-744-960

下記ウェブサイト参照

https://www.mlit.go.jp/RJ/

MOEメール
環境政策における意見・問

合せを受け付ける。
環境省

下記ウェブサイト参照

https://www.env.go.jp/moemail/
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窓口名称 役割 所管省庁等 電話番号等

法テラス・

サポートダイヤル

利用者からの問合せ内容に

応じて、法制度に関する情

報と、相談機関・団体等（弁

護士会、司法書士会、地方

公共団体の相談窓口等）に

関する情報を提供する。

日本司法支

援センター

TEL：0570-078374

下記ウェブサイト参照

https://www.houterasu.or.jp

注 １：�消費者ホットラインについて、全地方公共団体（都道府県、政令市、市区町村等）の消費生活センター等のうち、メール、FAXによる受付を行っ

ている窓口の数は以下のとおり（2023年 ４ 月 １ 日時点）。メール、FAXの両方：449、メールのみ：219、FAXのみ：50

　　　（参考）都道府県：47、政令市：20、市区町村：1,721、広域連合・一部事務組合： ８、合計：1,796

注 ２ ：上記の窓口には、あっせん、仲介、調停等を行うことができないものも含まれる。
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	第１節　消費者庁に通知された消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果
	第２節　
消費者庁に集約された生命・身体に関する事故情報等
	第３節　
消費生活相談の概況
	第４節　
消費生活相談のトピックス
	第５節　
消費者被害・トラブルの経験と被害・トラブル額の推計



	第１部第２章　【特集】変化する取引環境と消費者～デジタル社会と消費者の脆弱性～　扉  
	第２章　 【特集】変化する取引環境と消費者 ～デジタル社会と消費者の脆弱性～
	第１節　
消費者の脆弱性
	第２節　
デジタル社会における課題と変化
	結び


	第２部第１章　 消費者庁の主な消費者政策　扉

	第２部　消費者政策の実施の状況

	第１章　
消費者庁の主な消費者政策
	第１節　
消費者基本計画
	第２節　
消費者被害の防止
	第３節　 消費者による公正かつ持続可能な社会への参画等を通じた経済・社会構造の変革の促進

	第４節　
多様な課題への機動的・集中的な対応
	第５節　
消費者教育の推進及び消費者への情報提供の実施
	第６節　
消費者行政を推進するための体制整備



	第２部第２章　 消費者政策の実施の状況の詳細　扉 
	第２章　
消費者政策の実施の状況の詳細
	第１節　
消費者被害の防止
	第２節　
消費者による公正かつ持続可能な社会への参画等を通じた経済・社会構造の変革の促進
	第３節　「新しい生活様式」の実践その他多様な課題への機動的・集中的な対応

	第４節　
消費者教育の推進及び消費者への情報提供の実施
	第５節　
消費者行政を推進するための体制整備
	【別表】主な相談等窓口





